
○河北郡市広域事務組合規約 

 

制定 平成16年３月１日許可 

改正 平成17年３月23日許可 

平成18年１月16日届出 

平成19年３月29日許可 

平成20年８月１日許可 

平成28年１月１日許可 

令和元年12月19日届出 

 

（組合の名称） 

第１条 この組合は、河北郡市広域事務組合（以下「組合」という。）という。 

（組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、かほく市、津幡町及び内灘町（以下「関係市町」という。）をも

って組織する。 

（組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、次に揚げる事務を共同処理する。 

⑴ 一般廃棄物処理施設の設置、管理及び運営（ただし、関係市町が設置するも

のを除く。）に関すること。 

⑵ 一般廃棄物の処理計画の策定及び処理並びに容器包装廃棄物の分別収集計画

の策定及び処理に関すること。 

⑶ 下水汚泥等を焼却処理し再生利用する施設の設置、管理及び運営（ただし、

関係市町が設置するものを除く。）に関すること。 

⑷ 火葬場の設置、管理及び運営に関すること。 

⑸ 関係市町の広域行政事務の連絡調整に関すること。 

⑹ その他前各号に付帯する事務 

（組合の事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、河北郡津幡町字領家ル９番地１に置く。 

（組合の議会の組織及び議員の選挙の方法） 

第５条 組合の議会の議員（以下「議員」という。）の定数は12人とし、その選出

区分は次のとおりとする。 

  かほく市   ４人 

  津幡町    ４人 

  内灘町    ４人 

２ 議員は、関係市町の議会において、その議会の議員から選挙する。 

３ 議員に欠員を生じたときは、当該議員を選出した議会において、速やかに補充

しなければならない。 

（議員の任期及び失職） 

第６条 議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期とする。 

２ 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 議員が関係市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。 

（議長及び副議長） 

第７条 組合の議会は、議員のうちから議長及び副議長各１人を選挙する。 

２ 議長及び副議長の任期は、議員の任期とする。 



（議決方法の特例） 

第８条 組合の議会の議決すべき事件のうち関係市町の一部に係るものの議決の方

法については、当該事件に関係する関係市町から選出されている議員の過半数の

賛成を含む出席議員の過半数でこれを決定するものとする。 

（理事会） 

第９条 組合に理事会を置く。 

２ 理事会は、３人の理事をもって組織する。 

３ 理事は、関係市町の長をもって充てる。 

４ 理事の任期は、関係市町の長の任期とする。 

（理事長及び理事長職務代理者） 

第10条 理事会に理事長及び理事長職務代理者各１人を置く。 

２ 理事長は、理事が互選する。 

３ 理事長は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。 

４ 年長の理事を理事長職務代理者とする。 

５ 理事長職務代理者は、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときはそ

の職務を代理する。 

６ 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は理事会

が定める。 

（会計管理者） 

第11条 組合に会計管理者を置く。 

２ 会計管理者は、理事会の補助機関である職員のうちから理事会が任命する。 

（監査委員） 

第12条 組合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、理事会が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうち

から各１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては４年とし、議員から選任された

者にあっては、議員の任期とする。 

（補助職員） 

第13条 第11条に定める者のほか、組合に必要な職員を置き、理事会がこれを任免

する。 

２ 前項の定数は、条例で定める。 

（組合の経費の支弁の方法） 

第14条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、関係市町の分担金その他の

収入をもって充てる。 

２ 前項の分担金の賦課方法は、別表のとおりとする。 

附 則 

１ この規約は、石川県知事の許可のあった日から施行し、平成16年３月１日から

適用する。 

２ この規約による変更後の河北郡市広域事務組合規約第14条第２項の規定につい

ては、平成16年４月１日から適用し、同日前については、なお従前の例による。 

附 則（平成17年３月23日石川県知事許可） 

１ この規約は、石川県知事の許可のあった日から施行し、平成17年４月１日から

適用する。 

附 則（平成18年１月16日石川県知事届出） 



１ この規約は、平成18年４月１日から施行する。 

２ この規約による変更後の河北郡市広域事務組合規約別表備考第５項の規定にか

かわらず、平成18年度から平成19年度における下水汚泥処理処分に係る均等割に

おける関係市町の負担割合については、次の表に定める割合とする。 

年度区分 関係市町名 負担割合 

平成18年度 かほく市 ４５％ 

津幡町 ２７．５％ 

内灘町 ２７．５％ 

平成19年度 かほく市 ４０％ 

津幡町 ３０％ 

内灘町 ３０％ 

附 則（平成19年３月29日石川県知事許可） 

 この規約は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年８月１日石川県知事許可） 

１ この規約は、平成20年10月１日から施行する。 

２ この規約による変更後の河北郡市広域事務組合規約別表備考第10項の規定にかか

わらず、平成20年度における斎場維持管理及び斎場建設に係る人口割については、

平成19年12月１日現在の住民基本台帳による人口の割合により算出するものとする。 

附 則（平成28年１月１日石川県知事許可） 

 この規約は、石川県知事の許可のあった日から施行する。 

附 則（令和元年12月19日石川県知事届出） 

 この規約は、令和２年４月１日から施行する。



別表（第14条関係） 

 共同処理する事務 経 費 区 分 分 賦 割 合 

１ 

第３条第１号及

び第２号に規定

する事務 

ごみ処理（ごみ固形燃料焼却施

設維持管理を除く。） 

処理人口割    ３０％ 

処理実績割    ７０％ 

ごみ固形燃料焼却施設維持管理 処理実績割   １００％ 

し尿処理 
処理人口割    ３０％ 

処理実績割    ７０％ 

ごみ処理施設建設（ごみ固形燃

料焼却施設建設を除く。） 

処理人口割    ７０％ 

均等割      ３０％ 

ごみ固形燃料焼却施設建設 

基本割       ５％ 

処理人口割    ４５％ 

処理実績割    ５０％ 

し尿処理施設建設 
処理人口割    ７０％ 

均等割      ３０％ 

２ 
第３条第３号に

規定する事務 

下水汚泥処理処分 
均等割      ３０％ 

処理処分実績割  ７０％ 

下水汚泥処理施設建設 
基本割      ５０％ 

計画割      ５０％ 

３ 
第３条第４号に

規定する事務 

斎場維持管理 人口割     １００％ 

斎場建設 
均等割      ３０％ 

人口割      ７０％ 

４ 
第３条第５号に

規定する事務 
連絡調整事務 

均等割      ４０％ 

人口割      ６０％ 

５ 
第３条第６号に

規定する事務 
 

その付帯する事務に係る経

費区分の分賦割合に準ずる 
  

備考 

 １ ごみ処理（ごみ固形燃料焼却施設維持管理を除く。）及びし尿処理に係る

処理人口割は、前年の９月30日現在の関係市町の住民基本台帳人口に対する、

それぞれの関係市町の処理人口の割合とする。 

 ２ ごみ処理（ごみ固形燃料焼却施設維持管理を除く。）及びし尿処理に係る

処理実績割は、前々年の10月１日から前年の９月30日までの間における関係

市町の処理実績の合計に対する、それぞれの関係市町の処理実績の割合とす

る。 

 ３ ごみ固形燃料焼却施設維持管理に係る処理実績割は、石川北部アール・デ

ィ・エフ広域処理組合規約（平成12年石川北部アール･ディ･エフ広域処理組

合規約第１号）に準ずる。 

 ４ ごみ処理施設建設（ごみ固形燃料焼却施設建設を除く。）及びし尿処理施

設建設に係る処理人口割は、前年の９月30日現在の関係市町の住民基本台帳

人口のうち、処理人口の合計に対する、それぞれの関係市町の処理人口の割

合とする。 

 ５ ごみ処理施設建設（ごみ固形燃料焼却施設建設を除く。）、し尿処理施設

建設、下水汚泥処理処分及び斎場建設に係る均等割は、関係市町で均等に負

担するものとする。 



 ６ ごみ固形燃料焼却施設建設に係る基本割、処理人口割及び処理実績割は、

石川北部アール・ディ・エフ広域処理組合規約に準ずる。 

 ７ 下水汚泥処理施設建設に係る基本割は、関係市町で均等に負担するものと

する。 

 ８ 下水汚泥処理処分に係る処理処分実績割は、前々年の10月１日から前年の

９月30日までの間における関係市町の処理実績の合計に対する、それぞれの

関係市町の処理実績の割合とする。 

 ９ 下水汚泥処理施設建設に係る計画割については、当該事業決定時におけ

る下水道法に定める、それぞれの関係市町の計画汚泥発生量とする。 

 10 斎場維持管理、斎場建設及び関係団体間の連絡調整事務に係る人口割に

ついては、前年の９月30日現在の関係市町の住民基本台帳人口の合計に対

するそれぞれの関係市町の住民基本台帳人口の割合とする。 
 



○河北郡市広域事務組合公告式条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第１号 

 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第16条の規定に基づく公告式は、この

条例の定めるところによる。 

（条例の公布） 

第２条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、

その末尾に理事長が署名しなければならない。 

２ 条例の公布は、河北郡市広域事務組合事務所前の掲示場に掲示して行なう。 

（規則に関する準用） 

第３条 前条の規定は、規則にこれを準用する。 

（規程の公表） 

第４条 規則を除くほか、理事長の定める規程を公表しようとするときは、公表の

旨の前文、年月日及び理事長名を記入して押印しなければならない。 

２ 第２条第２項の規定は、前項の規程にこれを準用する。 

（その他の規則及び規程の公表） 

第５条 第２条の規定は、組合議会の諸規則で公表を要するものにこれを準用する。

この場合において、第２条中「理事長」とあるのは「当該組合議会を代表する

者」と読み替えるものとする。 

２ 前条の規定は、組合議会の定める規程で、公表を要するものにこれを準用する。

この場合において、同条第１項中「理事長名」とあるのは「組合議会名」、「理

事長印」とあるのは「組合議会印」と読み替えるものとする。 

（規則又は規程の施行期日） 

第６条 規則又は組合議会の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規

程をもって特に施行期日を定めることができる。 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合議会定例会条例 

  

制定 平成16年３月１日 条例第２号 

 

第１条 この組合議会定例会の回数は、毎年２回とする。 

第２条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合議会定例会規則 

 

制定 平成16年３月１日 規則第１号 

 

 河北郡市広域事務組合議会定例会条例（平成16年河北郡市広域事務組合条例第２

号）に定める河北郡市広域事務組合議会定例会は毎年３月、12月にこれを招集する。 

   附 則 

 この規則は、平成16年３月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合議会の公印に関する規程 

 

制定 平成16年３月１日 議会訓令第１号 

 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、議会の公印について、保管・使用その他必要な事項を定める

ものとする。 

 （種類） 

第２条 公印の種類は、次のとおりとする。 

 ⑴ 議会印 

 ⑵ 議長印 

 ⑶ 副議長印 

 （名称等） 

第３条 公印の種類、名称、寸法、様式、書体、使用する文書の区分、保管者及び

個数は、別表のとおりとする。 

 （管守） 

第４条 公印の管守者は、事務局長とする。 

２ 公印の保管及び使用については、管守者が責任をもって行わなければならない。 

 （登録等） 

第５条 公印の調整、改廃・登録・保管・使用その他の必要な事項は、組合の公印

に関する規則（平成16年河北郡市広域事務組合規則第２号）の例による。 

   附 則 

 この訓令は、平成16年３月１日から施行する。



別表（第３条関係） 

種類 名  称 
寸法 

(㎜) 
様     式 書 体 

使用する 

文書の区 

分 

管 守 者 個数 備考 

議 

会 

印 

議 会 印 方24 

 

てん書 

議会名を 

もってす 

る一般文 

書 

事務局長 1 木印 

議 

長 

印 

議 長 印 方21 

 

てん書 

議長名を 

もってす 

る一般文 

書 

事務局長 1 木印 

副 

議 

長 

印 

副議長印 方18 

 

てん書 

副議長名 

をもって 

する文書 

事務局長 1 木印 

 

河

北

郡

市 
 

広

域

事

務

組 

合

議

会

之

印 

河

北

郡

市 
 

広

域

事

務 

組

合

議

会 

議

長

之

印 
河

北

郡

市 
 

広

域

事

務 

組

合

議

会 

副

議

長

印 



○河北郡市広域事務組合監査委員条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第３号 

改正 平成20年２月28日 条例第３号 

令和２年２月27日 条例第１号 

 

（趣旨） 

第１条 監査委員の定数及び職務執行に関しては、法令に規定するもののほか、こ

の条例の定めるところによる。 

 （定数） 

第２条 この組合の監査委員の定数は、２人とする。 

２ 議員のうちから選任する監査委員の数は、１人とする。 

 （定例監査期日及び通知） 

第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第199条第４項の

規定による監査の期日は、毎年４月から12月までに行うものとする。ただし、必

要がある場合は、その期間を延長することができる。 

２ 監査委員は、前項の監査期日前少なくとも10日までに、その期日を監査の対象

となる理事会その他の機関に通知しなければならない。 

 （臨時監査の期日の通知） 

第４条 監査委員は、法第199条第２項、同条第５項、同条第７項又は第235条の２

第２項の規定による監査（普通地方公共団体の長の要求がある場合を除く。）を

行おうとするときは、監査期日前少なくとも５日までにその期日を監査の対象と

なる理事会その他の機関又は、組合が補助金、交付金、負担金、貸付金その他の

財政的援助を与えるものに通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある

ときは、この限りでない。 

 （特別監査の着手） 

第５条 法第75条第１項、第98条第２項、第242条第１項若しくは第243条の２の２

第３項の規定による監査の請求又は第199条第６項、同条第７項、第235条の２第

２項若しくは地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第27条の２第１項の規定に

よる監査の請求があった場合には、監査委員は、７日以内に監査又は審査に着手

しなければならない。ただし、特にやむをえない事由がある場合は、この限りで

ない。 

（決算時の審査の期限） 

第６条 法第233条第２項の規定による決算及び証書類等の審査、同法第241条第５

項の規定による基金の運用状況を示す書類の審査並びに地方公営企業法第30条第

２項の規定による地方公営企業の決算の審査についての意見は、審査に付せられ

た日から30日以内に、これを理事会に提出しなければならない。ただし、やむを

えない事由がある場合においては、この限りでない。 

（例月出納検査） 

第７条 法第235条の２第１項の規定による出納の検査は、毎月末日までに前月分を

行うものとする。ただし、やむを得ない事由により検査を行うことができないと

きは、この期日を変更することができる。 

 （監査又は検査の結果） 

第８条 法第199条第４項の規定による監査の結果の報告及び公表は監査の終了した



日から30日以内に、他の監査又は、検査の報告又は公表は、監査又は、検査の終

了した日から20日以内に行うものとする。ただし、やむをえない事由がある場合

においては、この限りでない。 

２ 法第199条第14項後段の規定による通知に係る事項の公表は、当該通知を受けた

後速やかに行うものとする。 

 （公表） 

第９条 前条の公表は、河北郡市広域事務組合公告式条例（平成16年河北郡市広域

事務組合条例第１号）の規定により行う。 

 （雑則） 

第10条 この条例に定めるもののほか監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、

監査委員が定める。 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（平成20年２月28日条例第３号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和２年２月27日条例第１号） 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 



   ○河北郡市広域事務組合監査委員の公印に関する規程 

 

制定 平成20年３月１日 監査委員訓令第１号 

 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、監査委員の公印について、保管・使用その他必要な事項を定

めるものとする。 

 （種類） 

第２条 公印の種類は次のとおりとする。 

 ⑴ 代表監査委員印 

⑵ 監査委員印 

 （名称等） 

第３条 公印の名称、寸法、様式、書体、使用する文書の区分、保管者及び個数は、

別表のとおりとする。 

 （管守） 

第４条 公印の保管者は、事務局長とする。 

２ 公印の保管及び使用については、管守者が責任をもって行わなければならない。 

 （登録等） 

第５条 公印の調整、改廃・登録・保管・使用その他必要な事項は、河北郡市広域

事務組合公印に関する規則（平成16年河北郡市広域事務組合規則第２号）の例に

よる。 

   附 則 

 この訓令は、公表の日から施行する。 

 

 

 

別表（第３条関係） 

種類 名  称 
寸法 

(㎜) 
様     式 書 体

使用する

文書の区

分 

保 管 者 個数 備考

代 委 

表 員 

監 印 

査 印 

代表監査 

委員印 
方21 

 

てん書

代表監査

委員名を

もってす

る文書 

事務局長 １ 木印

監 

査 

委 

員 

印 

監査委員 

印 
方21 

 

てん書

監査委員

名をもっ

てする文

書 

事務局長 １ 木印

河

北

郡

市

広

域

事

務

組

合

代

表

監

査

委

員

印

河

北

郡

市 

広

域

事

務 

組

合

監

査

委

員

之

印 

 



○河北郡市広域事務組合公平委員会設置条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第４号 

 

第１条 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第７条第３項の規定に基づき、河北

郡市広域事務組合公平委員会を設置する。 

第２条 この公平委員会は、河北郡市広域事務組合公平委員会（以下「公平委員

会」という。）という。 

第３条 この公平委員会は、理事会が議会の同意を得て選任する。 

２ 委員は、非常勤とする。 

３ 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法、その他委員の身分の取扱い

については、河北郡市広域事務組合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁

償に関する条例（平成16年河北郡市広域事務組合条例第15号）の定めるところに

よる。 

第４条 公平委員会の設置及び運営に要する全ての経費は、組合の経理から支給す

る。 

第５条 この条例に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し、必要な事項

は、公平委員会が定める。 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日より施行する。 



   ○河北郡市広域事務組合公平委員会の公印に関する規程 

 

制定 平成20年４月１日 公平委員会訓令第１号 

 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、公平委員会の公印について、保管・使用その他必要な事項を

定めるものとする。 

 （種類） 

第２条 公印の種類は次のとおりとする。 

⑴ 委員会印 

⑵ 委員長印 

 （名称等） 

第３条 公印の名称、寸法、様式、書体、使用する文書の区分、保管者及び個数は、

別表のとおりとする。 

 （管守） 

第４条 公印の保管者は、事務局長とする。 

２ 公印の保管及び使用については、管守者が責任をもって行わなければならない。 

 （登録等） 

第５条 公印の調整、改廃・登録・保管・使用その他必要な事項は、河北郡市広域

事務組合公印に関する規則（平成16年河北郡市広域事務組合規則第２号）の例に

よる。 

   附 則 

 この訓令は、公表の日から施行する。 

 

 

 

別表（第３条関係） 

種類 名  称 
寸法 

(㎜) 
様     式 書 体

使用する

文書の区

分 

保 管 者 個数 備考

委 

員 

会 

印 

公平委員 

会印 
方21 

 

てん書

公平委員

会名をも

ってする

文書 

事務局長 1 木印

委 

員 

長 

印 

公平委員 

会委員長

印 

方21 

 

てん書

公平委員

会委員長

名をもっ

てする文

書 

事務局長 1 木印

河

北

郡

市

広

域

事

務

組

合

公

平

委

員

会

印

河

北

郡

市 

広

域

事

務

組 

合

公

平

委

員 

会

委

員

長

印 

 



○河北郡市広域事務組合理事会規程 

 

制定 平成16年３月１日 理事会訓令第１号 

 

 （目的） 

第１条 河北郡市広域事務組合規約（平成16年石川県指令地収第3440号）第９条第

１項に規定する理事会の運営に関し必要な事項を定める。 

 （理事長の職務） 

第２条 理事長は、理事会を代表する。 

 （招集） 

第３条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事の３分の１以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき

は、理事長は理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するには、理事長は、あらかじめ理事に対し招集の日時及び場所

並びに会議の目的たる事項を通知しなければならない。 

 （議事） 

第４条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。 

２ 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のとき

は、理事長の決するところによる。 

 （代理表決等） 

第５条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知さ

れた会議の目的たる事項について、理事の属する市町の職員を代理人として表決

を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出

席したものとみなす。 

 （議事録） 

第６条 理事会の議事については、会議の次第及び出席した理事の氏名を記載した

議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、出席理事全員が署名しなければならない。 

 （雑則） 

第７条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事会において別に定める。 

   附 則 

 この訓令は、平成16年３月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合事務局及び課の設置に関する条例 

 

制定 平成17年３月２日 条例第１号 

改正 平成18年２月23日 条例第１号 

 

 （事務局の設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条第７項の規定により、理事会の

権限に属する事務を分掌させるため、組合に事務局を設置する。 

 （事務局） 

第２条 事務局は、河北郡津幡町字領家ル９番地１に置く。 

２ 事務局に必要な職員を置く。 

 （課の設置） 

第３条 事務局に次の各号に掲げる課を設置する。 

⑴ 庶務課 

⑵ 企画課 

⑶ 施設管理課 

２ 課に室を置くことができる。 

 （課の事務分掌） 

第４条 前条第１項に定める課の事務分掌は、理事会が別に定める。 

２ 前条第２項に定める室の設置及び室の事務分掌は、理事会が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

 （河北郡市広域事務組合事務局設置条例の廃止） 

２ 河北郡市広域事務組合事務局設置条例（平成16年河北郡市広域事務組合条例第

５号）は、廃止する。 

   附 則（平成18年２月23日条例第１号） 

 この条例は、平成18年４月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合事務局及び課の組織に関する規則 

 

制定 平成17年４月１日 規則第１号 

改正 平成18年４月１日 規則第４号 

平成20年４月１日 規則第１号 

平成20年10月１日 規則第６号 

平成23年４月１日 規則第１号 

平成24年３月19日 規則第１号 

平成27年12月24日 規則第２号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、法令、条例その他特別の定めがあるものを除くほか、理事会

の権限に属する事務を処理するための事務局及び課の組織並びに分掌事務につい

て必要な事項を定めるものとする。 

 （施設） 

第２条 河北郡市広域事務組合廃棄物処理施設設置条例（平成16年河北郡市広域事

務組合条例第25号。以下「廃棄物条例」という。）に規定するプラザ棟並びに河

北郡市広域事務組合斎場設置及び管理条例（平成20年河北郡市広域事務組合条例

第１号）に規定する斎場は、企画課に所属する。 

２ 廃棄物条例に規定する廃棄物処理施設（ただし、プラザ棟を除く。）並びに河

北郡市広域事務組合規約（平成16年石川県指令地第3440号）第３条第３号の規定

により組合が管理及び運営する下水汚泥処理施設（以下「施設」という。）は、

施設管理課に所属する。 

 （分掌事務） 

第３条 河北郡市広域事務組合事務局及び課の設置に関する条例（平成17年河北郡

市広域事務組合条例第１号。以下「条例」という。）第４条に規定する課の分掌

する事務は、おおむね別表第１のとおりとする。 

２ 前項の課の事務を分掌させるため、次の課に係を置く。 

⑴ 庶務課  庶務係、財政係 

⑵ 企画課  企画係、廃棄物係 

⑶ 施設管理課  施設係 

３ 第２条に規定する施設の分掌事務は、おおむね別表第２のとおりとする。 

４ 施設の事務を分掌させるため、次の施設に係を置く。 

 ⑴ 河北郡市浄化センター  第１技術係、第２技術係 

 ⑵ 河北郡市クリーンセンター  第１技術係、第２技術係、第３技術係 

 ⑶ 河北郡市リサイクルプラザ  技術係 

 ⑷ 河北郡市広域汚泥焼却センター  第１技術係、第２技術係 

 （事務局長等） 

第４条 事務局に局長を置く。 

２ 事務局に次長を置くことができる。 

３ 課に課長を置く。 

４ 課に課長補佐を置くことができる。 

５ 施設に所長を置く。 

６ 施設に所長補佐を置くことができる。 



７ 係に係長を置く。 

８ 係に主査を置くことができる。 

９ 室に室長を置くことができる。 

10 プラザ棟に館長を置くことができる。 

 （職務） 

第５条 局長は、理事会の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。 

２ 次長は、局長を補佐し、事務局の事務を整理する。局長に事故あるときはこれ

を代理する。 

３ 課長は、上司の命を受け、その所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

４ 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。課長に事故あるときはこれ

を代理する。 

５ 所長及び館長は、上司の命を受け、施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。 

６ 所長補佐は、所長を補佐し、施設の事務を整理する。所長に事故あるときはこ

れを代理する。 

７ 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係の職員を指揮監督する。 

８ 主査は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係の職員を指揮監督する。 

９ 室長は、上司の命を受け、課の特定の事務を掌理する。 

 （その他の職員） 

第６条 前条に規定する職員以外の職員は、上司の指揮を受け、その職務上の命令

に従い事務に専念しなければならない。 

 （相互援助等） 

第７条 前２条の規定にかかわらず、分掌事務が繁忙であって、緊急を要するもの

があるときは、職員は相互に援助して業務の円滑な運営に努めなければならない。 

２ ２課以上に関係する業務で分掌が明確でないものが生じた場合は、理事会がこ

の分掌を決定する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成18年４月１日規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年４月１日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年10月１日規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年４月１日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年３月19日規則第１号） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年12月24日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。



別表第１（第３条関係） 

課 名 係名 分  掌  事  務 

庶務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庶務係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 理事会に関すること。 

⑵ 議会に関すること。 

⑶ 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。 

⑷ 職員の研修等に関すること。 

⑸ 公印の管理に関すること。 

⑹ 公平委員会その他各種委員会に関すること。 

⑺ 条例、規則、規程等の例規に関すること。 

⑻ 公告式に関すること。 

⑼ 文書の収受に関すること。 

⑽ 課内の庶務に関すること。 

⑾ その他の所管に属さないこと。 

 

 

 

 

 

 

財政係 

 

 

 

 

 

⑴ 予算の編成及び執行に関すること。 

⑵ 資金計画、財政計画及び調査に関すること。 

⑶ 入札、契約に関すること。 

⑷ 基金に関すること。 

⑸ 決算の調整に関すること。 

⑹ 監査委員に関すること。 

企画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画係 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 組合事業計画に関すること。 

⑵ 組合構成団体との連絡・調整に関すること。 

⑶ 公有財産、公用車及び備品の管理に関すること。 

⑷ 収集運搬業許可に関すること。 

⑸ ごみ処理手数料に関すること。 

⑹ 組合運営に必要な調査及び資料に関すること。 

⑺ 統計及び資料に関すること。 

⑻ ごみ処理等対策協議会に関すること。 

⑼ 課内の庶務に関すること。 

 

廃棄物係 

 

 

 

 

 

⑴ 広報、啓蒙啓発に関すること。 

⑵ プラザ業務の企画、運営に関すること。 

⑶ プラザ棟の維持管理に関すること。 

⑷ 廃棄物の減量化、リサイクルの促進に関すること。 

⑸ 廃棄物の処理、リサイクルに関すること。 

⑹ 環境の美化、保全に関すること。 

施設管理課 

 

 

 

 

 

施設係 

 

 

 

 

 

⑴ 施設に関すること。 

⑵ 各施設間の調整に関すること。 

⑶ 廃棄物の処理及び不法投棄に関すること。 

⑷ 廃棄物の処理、リサイクルに関すること。 

⑸ 公用車及び備品の管理に関すること。 

⑹ 課内の庶務に関すること。 



別表第２（第３条関係） 

施 設 名 係 名 分 掌 事 務 

河北郡市浄化センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１技術係 

第２技術係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 河北郡市浄化センターの維持管理に関す

ること。 

⑵ 河北郡市最終処分場、河北郡市灰埋立場

及び河北郡市広域汚泥焼却灰中間貯留場の

維持管理に関すること。 

⑶ し尿及び浄化槽汚泥並びに埋立ごみの収

集運搬に関すること。 

⑷ し尿及び浄化槽汚泥並びに埋立ごみの技

術的処理に関すること。 

⑸ 施設使用料その他、収入に関すること。 

⑹ 各種法令に基づくし尿及び浄化槽汚泥並

びに埋立ごみの分析調査に関すること。 

⑺ し尿及び浄化槽汚泥並びに埋立ごみの処

理量の調査報告に関すること。 

河北郡市クリーンセン

ター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１技術係 

第２技術係 

第３技術係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 河北郡市クリーンセンターの維持管理に

関すること。 

⑵ ごみ（粗大ごみ及び容器包装廃棄物を除

く。）の収集運搬に関すること。 

⑶ ごみ（粗大ごみ及び容器包装廃棄物を除

く。）の技術的処理に関すること。 

⑷ 施設使用料その他、収入に関すること。 

⑸ 各種法令に基づくごみ（粗大ごみ及び容

器包装廃棄物を除く。）の分析調査に関す

ること。 

⑹ ごみ（粗大ごみ及び容器包装廃棄物を除

く。）の処理量の調査報告に関すること。 

河北郡市リサイクルプ

ラザ 

（プラザ棟を除く。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 河北郡市リサイクルプラザ（プラザ棟を

除く。）の維持管理に関すること。 

⑵ 粗大ごみ及び容器包装廃棄物の収集運搬

に関すること。 

⑶ 粗大ごみ及び容器包装廃棄物の技術的処

理に関すること。 

⑷ 施設使用料その他、収入に関すること。 

⑸ 各種法令に基づく粗大ごみ及び容器包装

廃棄物の分析調査に関すること。 

⑹ 粗大ごみ及び容器包装廃棄物の処理量の

調査報告に関すること。 



河北郡市広域汚泥焼却

センター 

 

 

 

 

 

 

 

第１技術係 

第２技術係 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 河北郡市広域汚泥焼却センターの維持管

理に関すること。 

⑵ 下水汚泥の収集運搬に関すること。 

⑶ 下水汚泥の技術的処理に関すること。 

⑷ 使用料その他、収入に関すること。 

⑸ 各種法令に基づく廃棄物（下水汚泥）の

分析調査に関すること。 

⑹ 廃棄物（下水汚泥）の処理量の調査報告

に関すること。 

河北斎場  ⑴ 河北斎場の維持管理に関すること。 

⑵ 火葬に関すること。 

⑶ 使用料その他、収入に関すること。 

⑷ 各種法令に基づく分析調査に関すること 。  

⑸ 調査報告に関すること。 

 

 



○河北郡市広域事務組合事務決裁規則 

 

制定 平成17年４月１日 規則第２号 

改正 平成20年10月１日 規則第７号 

令和２年４月１日 規則第４号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、理事長の権限に属する事務の決裁、専決及び代決に関し必要

な事項を定めることにより、事務処理に対する責任の所在を明確にし、行政事務

の能率的な運営を図ることを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めると

ころによる。 

⑴ 決裁 理事長がその権限に属する事務に関し、意思の決定を行うことをいう。 

⑵ 専決 理事長の事務のうち、あらかじめ定められた特定の事務の処理に関し、

常時理事長に代わって意思の決定を行うことをいう。 

⑶ 専決者 専決する権限を有する者をいう。 

⑷ 代決 理事長若しくは専決者が不在のとき、又は専決者が欠けたときに、理

事長又は専決者（以下「理事長等」という。）の権限に属する事務に関し、理

事長等に代わって意思の決定を行うことをいう。 

⑸ 不在 旅行、傷病その他の理由により、決裁又は専決できない状態にあるこ

とをいう。 

⑹ 課 河北郡市広域事務組合事務局及び課の設置に関する条例（平成17年河北

郡市広域事務組合条例第１号）第３条に規定する課をいう。 

⑺ 課長 前号に定める課の長をいう。 

⑻ 施設 河北郡市広域事務組合事務局及び課の組織に関する規則（平成１７年

河北郡市広域事務組合規則第１号）第２条に規定する施設をいう。 

⑼ 所長 前号に定める施設の長をいう。 

（決裁の順序） 

第３条 事務は、原則として順次、直接上司の決定を受けた後、関係課の合議及び

事務局長を経て理事長の決裁を受けなければならない。 

（専決） 

第４条 事務の専決を認められた者は、つねによく上司の意図を体して専断に陥る

ことなく、適切かつ公平に事務を処理しなければならない。 

２ 事務局長、課長、所長又は室長（以下「事務局長等」という。）が専決した場

合において必要と認められるときは適宜の方法により、その専決した事項を上司

に報告しなければならない。 

（専決区分） 

第５条 各課又は各施設において共通に所掌される事務で、理事長が決裁する事項

及び事務局長等が専決できる事項は、おおむね別表第１に定めるとおりとする。 

２ 各課又は各施設において、個別に所掌される事務で、事務局長等が専決できる

事項は、おおむね別表第２に定めるとおりとする。 

（類似事項の専決） 

第６条 前条の規定による別表第１及び別表第２に定めのない事項であっても、事



案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、これに準じて専

決することができる。 

（専決の例外） 

第７条 前２条に定める専決事項であっても、次に掲げる事項は、上司の指示を受

けなければ専決することができない。 

⑴ 規定の解釈上疑義があると認められる事項 

⑵ 重要又は異例に属し、あるいは先例になると認められる事項 

⑶ 紛議、論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事

項 

⑷ 将来において、組合の義務負担が生ずると認められる事項 

⑸ 上司の指示により起案した事項 

⑹ 前各号に規定するもののほか、特に上司の指示を受ける必要があると認めら

れる事項 

（代決） 

第８条 理事長が不在のときは、理事長職務代理者がその事務を代決する。 

２ 理事長及び理事長職務代理者が不在のとき、又は理事長が不在であり、かつ、

理事長職務代理者が欠けたときは、理事が理事長の事務を代決する。 

３ 理事長職務代理者が不在のとき、又は理事が欠けたときは、事務局長がその事

務を代決する。 

４ 前２項の規定により代決すべき事務局長が不在のときは、その事務を主管する

課長がその事務を代決する。 

５ 課長が不在のときは、その事務を担当する所長、課長補佐又は室長がその事務

を代決する。 

（代決できる事務） 

第９条 前条の規定により代決できる事務は、あらかじめ指示を受けた事務又は至

急に処理しなければならない事務に限るものとする。ただし、次に掲げる事項は

代決することができない。 

⑴ 第７条各号に掲げる場合に該当すると認められる事項に関すること。 

⑵ 新たな計画に関すること。 

⑶ 条例、規則及び規程の制定又は改廃に関すること。 

⑷ 職員の任免及び懲戒に関すること。 

（代決後の手続） 

第10条 代決した事項については、当該代決者において必要と認められるものにつ

いては、その文書に「後閲」の表示をしなければならない。 

２ 前項の規定による「後閲」の表示をした文書は、当該事務の主務者が速やかに

後閲者の閲覧を受けなければならない。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年10月１日規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



別表第１（第５条関係） 

１ 庶務に関する事項 

決裁事項 

決裁事務 

合議課 
理事長 事務局長 主管課長 

所 長 
室 長 

⑴ 組合行政及び運営に関する基本 
方針並びに重要な事務事業の基本 
計画に関すること。 

○    企画課 

⑵ 組合の基本方針に基づく事務事 
業の基本計画及び実施計画に関す 
ること。 

○    企画課 

⑶ 組合議会の招集、議案の提出そ 
の他組合議会に関すること。 

○    庶務課 

⑷ 付属機関を設置し、又は廃止す 
ること。 

○    庶務課 

⑸ 条例、規則及び規程の制定及び 
改廃に関すること。 

○    庶務課 

⑹ 通達、要綱等の制定及び改廃に 
関すること。 

特に重要 
なもの 

重要なも 
の 

定例的軽 
易なもの 

 庶務課 

⑺ 不服申立て、訴訟、和解、調停 
に関すること。 

○    庶務課 

⑻ 専決処分に関すること。 ○    庶務課 

⑼ 請願、陳情及び要望に関するこ 
と。 

○    庶務課 

⑽ 告示、公告、公表、公示送達そ 
の他の公示に関すること。 

特に重要 
なもの 

重要なも 
の 

定例的軽 
易なもの 

 庶務課 

⑾ 許可、認可、承認、取消し等の 
行政処分に関すること。 

○    企画課 

⑿ 照会及び回答に関すること。 
 

特に重要 
なもの 

重要なも 
の 

定例的軽 
易なもの 

  

⒀ 報告、答申及び副申に関するこ 
と。 

特に重要 
なもの 

重要なも 
の 

定例的軽 
易なもの 

  

⒁ 儀式、表彰その他行事に関する 
こと。 

特に重要 
なもの 

重要なも 
の 

定例的軽 
易なもの 

 庶務課 

⒂ 他の地方公共団体間との規約、 
協定等の締結及び改廃に関するこ 
と。 

○     

⒃ 関係各種団体等の設置及び解散 
に関すること。 

○     

⒄ 関係各種団体等に費用の一部負 
担をさせること及びその額を決定 
させること。 

○     

⒅ 損害賠償の決定に関すること。 ○     

⒆ 損失補償の決定に関すること。 ○     



⒇ 講習会、展示会、研究会、協議 
会等の開催、後援又は加入等に関 
すること。 

特に重要 
なもの 

重要なも 
の 

定例的軽 
易なもの 

  

(21) 出版物の刊行の決定に関するこ 
と。 

特に重要 
なもの 

重要なも 
の 

定例的軽 
易なもの 

 企画課 

(22) 各種調査の実施及び統計に関す 
ること。 

 
特に重要 
なもの 

重要なも 
の 

定例的軽 
易なもの 

 

(23) 原簿、台帳等の作成、整備及び 
記載の確認に関すること。 

   ○ 庶務課 

(24) 主管業務に係る資料の作成に関 
すること。 

  課内 
施設内 
室内 

 

(25) 事務引継に関すること。 
 課長 

課長補佐 
所長 
室長 

所属職員  

(26) 公印に関すること。 
 

調整、改 
廃及び保 
管 

専用印保 
管 
 

 庶務課 

(27) 各種委員会等の庶務に関するこ 
と。 

  ○  庶務課 

２ 組織、人事に関すること 

決裁事項 

決裁事務 

合議課 
理事長 事務局長 主管課長 

所 長 
室 長 

⑴ 組織の決定及び委員会等の組織 
に関する総合調整に関すること。 

○    庶務課 

⑵ 職員の任免、分限、懲戒及び表 
彰に関すること。 

○ 
会計年度
任用職員 

  庶務課 

⑶ 職員の昇任及び昇格に関するこ 
と。 

○    庶務課 

⑷ 昇給に関すること。 ○    庶務課 

⑸ 職員の職務に専念する義務の免 
除の承認に関すること。 

例外的な 
もの 

課長 
課長補佐 
所長 
室長 

所属職員 庶務課 

⑹ 職員の勤務時間その他勤務条件 
に関すること。 

○    庶務課 

⑺ 職員以外の表彰及びほう賞、感 
謝状等の授与に関すること 

○    企画課 

⑻ 内部審議連絡機関等の委員の任 
免に関すること。 

特に重要 
なもの 

重要なも 
の 

定例的軽 
易なもの 

 企画課 

⑼ 出張命令及びその復命に関する 
こと。 事務局長 課長 

課長補佐 
所長 
室長 

所属職員 庶務課 



⑽ 職員の休暇、欠勤、遅刻及び早 
退を承認し、その届出を受理する 
こと。 

事務局長 課長 課長補佐 
所長 
室長 
（引続き
６日を超
える職
員） 

所属職員
（引続き
６日を超
える職員
を除
く。） 

庶務課
（引続き
６日を超
える職員
に限
る。） 

⑾ 時間外勤務及び休日勤務の命令 
に関すること。  課長 

課長補佐 
所長 
室長 

所属職員 庶務課 

⑿ 長期間の研修に派遣職員を決定 
すること。 

○    庶務課 

⒀ 職員研修の計画及び実施に関す 
ること。 

全職員を 
対象とし 
た新規な 
もの 

定例的な 
もの 

課内 
施設内 
室内 

庶務課 

⒁ 研修の命令及びその復命に関す 
ること。 

事務局長 
長期間の 
研修、海 
外派遣研 
修 

課長 
課長補佐 
以下の職 
員 

 庶務課 

３ 財務に関する事項 

⑴ 予算の編成及び執行に関する事項 

決裁事項 

決裁事務 

合議課 
理事長 事務局長 主管課長 

所 長 
室 長 

⑴ 予算編成に 

関すること。 
基本方針及び予 
算案の決定 

○    庶務課 

要求書及び説明 
書の作成 

  ○  庶務課 

⑵ 予算の流用要求に関すること。  ○   庶務課 

⑶ 予備費の充用申請に関すること 。   ○   庶務課 

⑷ 債務負担行為に関すること。 ○    庶務課 

⑸ 事故繰越に関すること。 ○    庶務課 

⑹ 予算執行状況の作成提出に関す 
ること。 

 ○   庶務課 

⑺ 基金の設置及び処分に関するこ 
と。 

○    庶務課 

⑻ 基金の運用に関すること。  ○   庶務課 



 ⑵ 収入及び支出に関する事項 

決裁事項 

決裁事務 

合議課 
理事長 事務局長 主管課長 

所 長 
室 長 

⑴ 収入の調定及びその収入を通知 
すること。 

 
100万円 
以上 

100万円 
未満 

 
庶務課 

 

⑵ 納入通知書、督促状及び催告状 
の発行に関すること。 

 ○   
庶務課 

 

⑶ 収入の納期及び納期間延長の決 
定並びに分割納付に関すること。 

 ○   
庶務課 

 

⑷ 収入の減免に関すること。 
 
 
 
 

重要なも 
の 

 
 
 

軽易なも 
の（使用 
料の減免 
に関する 
もの） 

基準の定 
めのある 
もの 
 
 

 庶務課 

⑸ 収入の執行猶予に関すること。 
 
 

 
基準の定 
めのない 
もの 

基準の定 
めのある 
もの 

 庶務課 

⑹ 収入の過誤納金の充当又は還付 
に関すること。 

 ○   庶務課 

⑺ 国、県支出金に関すること。 ○    庶務課 

⑻ 金銭の寄付（負担付寄付を除 
く。）受納に関すること。 

100万円 
以上 

100万円 
未満 

  庶務課 

⑼ 収支の更正及び振替に関するこ 
と。 

 ○   庶務課 

⑽ 返納命令に関すること。  ○   庶務課 

⑾ 歳入歳出外現金に関すること。  ○   庶務課 



 ⑶ 支出負担行為書及び支出命令書に関する事項（節別） 

（単位：万円） 

節 細節又は細々節 

支出負担行為 支出命令 

専決区分 決裁 合議 専決区分 

主管課長 事務局長 理事長 庶務課長 主管課長 事務局長 

５ 災害補償費    ○ ◎  ◎ 

７ 報償費 買上金 ～10 ～30  10～ ～30 30～ 

 その他の報償費 ～10 ～30   ～30 30～ 

８ 旅費  ～10 ～30  10～ ～30 30～ 

９ 交際費  ◎    ◎  

10 需用費 食糧費 ～1 ～3  1～ ～3 3～ 

 

修繕料 ～10 ～30  10～ ～30 30～ 

賄材料費 ～10 ～30   ～30 30～ 

その他の需用費 ～10 ～30  

1～ 
（単価契
約締結済
みのもの
を除
く。） 

～30 30～ 

11 役務費 広告料 ～10 ～30  10～ ～30 30～ 

 その他の役務費 ～10 ～30  

1～ 
（単価契
約締結済
みのもの
を除
く。） 

～30 30～ 

12 委託料 測量設計委託料 ～30 ～50  ◎ ～30 30～ 

 その他の委託料 ～10 ～30  

◎ 
（単価契
約締結済
みのもの
を除
く。） 

～30 30～ 

13 使用料及び 
賃借料 
 

不動産賃借料 ～10 ～30  ◎ ～30 30～ 

その他の使用料 
及び賃借料 

～10 ～30  1～ ～30 30～ 

14 工事請負費  ～50 ～100  ◎ ～100 100～ 



14 工事請負費  ～50 ～100  ◎ ～100 100～ 

15 原材料費 
 
 
 
 

 ～10 ～30  

◎ 
（単価契
約締結済
みのもの
を除
く。） 

～30 30～ 

16 公有財産購 
入費 

 ～10 ～30  ◎ ～30 30～ 

17 備品購入費 
 
 

図書等購入費 ～10 ～30   ～30 30～ 

その他の備品購入 
費 

～10 ～30  ◎ ～30 30～ 

18 負担金補助 
及び交付金 

 ～10 ～30  10～ ～30 30～ 

19 扶助費  ～10 ～30  10～ ～30 30～ 

20 貸付金  ～10 ～30  10～ ～30 30～ 

21 補償、補填 
 及び賠償金 
 
 
 

賠償金 ～10 ～30  10～ ～30 30～ 

移転補償費の類 ～10 ～30  ◎ ～30 30～ 

その他の補償、補 
填及び賠償金 

～10 ～30  10～ ～30 30～ 

22 償還金、利 
 子及び割引料 
 

一時借入金利子  ◎  ◎ ◎  

その他の償還金、 
利子及び割引料 

～10 ～30  10～ ～30 30～ 

23 投資及び出 
資金 

 ～10 ～30  10～ ～30 30～ 

24 積立金  ～10 ～30  ◎ ～30 30～ 

25 寄付金    ○ 10～ ～30 ◎ 

27 繰出金   ～100  ◎ ～100 100～ 

備考  
 １ 支出負担行為書専決区分欄◎印は、支出負担行為額にかかわらず専決できる

ことを示す。 
 ２ 支出負担行為書合議欄◎印は、支出負担行為額にかかわらず合議を必要とする

ことを示す。 
 ３ 執行伺書の専決区分、決裁及び合議については、支出負担行為書によるもの

とする。 
 ４ 支出命令欄◎印は、支出命令額にかかわらず専決できることを示す。 
 ５ 例～１は１万円未満を、１～は１万円以上を示す。



⑷ 支出負担行為兼支出命令書に関する事項（節別） 

（単位：万円） 

節 細節又は細々節 
専決区分 合議 

主管課長 事務局長 庶務課長 

１ 報酬  ◎   

２ 給料  ◎   

３ 職員手当等  ◎   

４ 共済費  ◎   

６ 恩給及び退職金   ◎  

９ 交際費   ◎  

22 償還金、利子及
び 
割引料 

長期借入金償還元金及
び長期借入金償還利子 

◎  ◎ 

26 公課費  ◎   

その他の節で別に 
定めるもの 

 ◎   

備考 専決区分欄◎印は、支出命令額にかかわらず専決できることを示す。 

 

⑸ 支出負担行為の変更に関する事項 

（単位：万円） 

執行区分 

支出負担行為 

専決区分 決裁 
合議課 

主管課長 庶務課長 事務局長 理事長 

支出負担行為の変更（契約額の増 
減額）   ～30 

議決を要 
するもの 
又は30～ 

庶務課 

備考 例～100は100万円未満を、100～は100万円以上を示す。 



⑹ 公有財産に関する事項 

決裁事項 
決裁区分 

合議課 
理事長 事務局長 主管課長 

⑴ 公有財産の取得又は売払いの決定 
及び契約に関すること。 

○   
 

⑵ 不動産の交換譲与又は減額譲渡並 
びに無償貸付け又は減額貸付けに関 
すること。ただし、議会の議決を要 
するものを除く。 

○   

 

⑶ 不動産の貸付け又は借受けの決定 
及び契約に関すること。 
 

新たに賃貸 
借するもの 
 

更新する場 
合（30万円 
以上） 

更新する場 
合（30万円 
未満） 

 

⑷ 行政財産の目的外使用に関するこ 
と。 

重要なもの 
 

軽易なもの 
 

 
 

 

⑸ 行政財産の用途の廃止及び変更に 
関すること。ただし、議会の議決又 
は同意を要するものを除く。 

重要なもの 
 

軽易なもの 
 

 
 

⑹ 公有財産の所管換え及び分類変え 
に関すること。 

 ○  
 

⑺ 不動産及び物品の寄付受納に関す 
ること。(負担付寄付を除く。) 

 ○  
 



 ⑺ 入札、契約に関する事項 

決裁事項 
決裁区分 

合議課 
理事長 事務局長 主管課長 

⑴ 業者の選定及び 
契約方法の決定に 
関すること。  

工事又は製造の 
請負 

130万円以上 
130万円未満 
30万円以上 

30万円未満 庶務課 

財産の買入れ 80万円以上 80万円未満  庶務課 

物件の借入れ 40万円以上 40万円未満  庶務課 

財産の売払い、
物件の貸付け 

30万円以上 30万円未満  庶務課 

その他 50万円以上 50万円未満  庶務課 

⑵ 予定価格を決定すること。 ○   庶務課 

⑶ 請負工事等期限又は請負契約（金 
額）の変更に関すること。 

○   庶務課 

⑷ 債権譲渡に関すること。 ○   庶務課 

⑸ 入札の執行及び落札者の決定等に 
関すること。 

 ○  庶務課 

⑹ 入札保証金及び契約保証金に関す 
ること。 

 ○  庶務課 

⑺ 施工諸届出等に関すること。   ○  

⑻ 工事の手直し、通知に関すること 。    ○  

⑼ 設計書審査に関すること   ○ 庶務課 

⑽ 竣工及び出来高を判定すること。   ○ 庶務課 

⑾ 検査結果の報 
告に関すること 。  

工事又は製造の 
請負 

130万円以上 
130万円未満 
30万円以上 

30万円未満 庶務課 

財産の買入れ 80万円以上 80万円未満  庶務課 

物件の借入れ 40万円以上 40万円未満  庶務課 

財産の売払い、 
物件の貸付け 

30万円以上 30万円未満  庶務課 

その他 50万円以上 50万円未満  庶務課 



別表第２（第５条関係） 

事務局長以下の個別的専決区分 

庶務課 

専決事項 
専決区分 備考 

事務局長 課長  

⑴ 慶弔及び賞状、賞品に関すること。 ○   

⑵ 組合功労者の表彰に関する事務を処理すること。 ○   

⑶ 職員採用試験の実施に関すること。 ○   

⑷ 会計年度任用職員の雇用及び解雇に関すること。 ○   

⑸ 身分証明書及び名札を交付すること。  ○  

⑹ 職員の身上等に関する諸届の受理に関すること。  ○  

⑺ 職員の公務災害の認定請求に関すること。 ○   

⑻ 職員手当等の認定に関すること。 

 

重要なもの 

 

定例的軽 

易なもの 

 

⑼ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の各種届出に 

関すること。 
 ○ 

 

⑽ 職員の研修実施に関すること。 

 

管理職 管理職以 

外の職員 

 

⑾ 職員の健康診断等を行うこと。  ○  

⑿ 一般職員の退職手当の裁定に関すること。  ○  

⒀ 職員の被服貸与に関すること。  ○  

⒁ 職員の身分、給与、在職その他職員の証明に関する 

こと。 
○  

 

⒂ 組合議会の議案提出を各課等へ通知すること。  ○  

⒃ 議決報告書の受理及び通知並びに議決された条例の 

報告に関すること。 
○  

 

⒄ 条例、規則及び規程等の原案を審査すること。 ○   

⒅ 例規集の編さん、追録及び加除に関すること。  ○  

⒆ 例規審査の事務に関すること。  ○  

⒇ 組合公告式に基づく掲示の決定に関すること。  ○  

(21) 公印の使用管理に関すること。  ○  

(22) 文書の収受、発送に関すること。  ○  

(23) 文書の編さん、保存及び廃棄に関すること。  ○  

(24) 当初予算及び補正予算編成に伴う調査及び検討に関 

すること。 
 ○ 

 

(25) 予算の流用に関すること。  ○  

(26) 予備費の充当に関すること。 ○   

(27) 継続費等予算繰越計算書の作成に関すること。  ○  



(28) 予算の執行状況の検査に関すること。  ○  

(29) 起債の申請に関すること。 ○   

(30) 起債の借入れ及び償還に関すること。  ○  

(31) 公債台帳の管理に関すること。  ○  

(32) 一時借入金の借入れ及び償還に関すること。  ○  

(33) 財政状況等調査及び報告に関すること。 ○   

(34) 財政及び財務統計資料の作成に関すること。  ○  

(35) 決算に関する統計資料の作成に関すること。  ○  

(36) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。 ○   

(37) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関するこ 
と。 

○   

(38) 決算の調整に関すること。 ○   

企画課 

専決事項 

専決区分 

備考 
事務局長 課長 

室長・ 

所長あ 

⑴ 組合行政の基本方針及び長期計画の調整に 

関すること。 
○    

⑵ 主要事業の総合調整及び進行管理に関する 

こと。 

重要なも 

の 

定例的軽 

易なもの 
  

⑶ 組合構成団体との連絡及び調整に関するこ 

と。 
 ○   

⑷ 収集指定袋、認定袋に関すること。 ○    

⑸ ホームページの企画、運用及び管理に関す 

ること。 
 ○   

⑹ 報道機関との連絡に関すること。  ○   

⑺ 行政財産の登記に関すること。 ○    

⑻ 一般廃棄物の減量化及びリサイクルの推進 

に係る計画の調整に関すること。 
 ○   

⑼ リサイクルの相談並びに情報収集、情報提 

供に関すること 
  ○  

⑽ 広報及び啓蒙啓発活動計画の調整に関する 

こと。 
  ○  

⑾ 公有財産の火災保険、自動車損害保険及び 

共済の加入決定並びに契約に関すること。 

 

新規に加 

入する場 

合 

更新する 

場合 

 

  

⑿ 保険料の請求に関すること。  ○   

⒀ 不用品の処分に関すること。  ○   

⒁ 備品の維持管理に関すること。  ○   

⒂ プラザ棟並びに斎場の維持管理に関するこ 

と。 
 ○   



⒃ 各種法令にも続く調査報告に関すること。 

 

重要なも 

の 

定例的軽 

易なもの 
  

⒄ 斎場周辺環境の保全に関すること。  ○   

⒅ 斎場使用料の決定に関すること。 ○    

施設管理課 

専決事項 
専決区分 

備考 
事務局長 課長 所長 

⑴ 一般廃棄物処理施設並びに下水汚泥処理施 

設の維持管理に関すること。 
 ○   

⑵ 一般廃棄物の収集処理並びにし尿処理に関 

する相談及び苦情処理に関すること。 
 ○   

⑶ 各種法令に基づく調査報告に関すること。 

 

重要なも 

の 

定例的軽 

易なもの 
  

⑷ 処理施設周辺環境の保全に関すること。  ○   

⑸ 処理施設使用料の決定に関すること。 ○    

 



○河北郡市広域事務組合会計管理者の補助組織規則 

 

制定 平成18年12月６日 規則第11号 

改正 平成19年３月30日 規則第３号 

 

（事務処理） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第171条第５項の規定に基づき、会計管

理者の権限に属する事務を処理させるため、会計係を置き、係に必要な職員を置

く。 

（分掌事務） 

第２条 前条に定める職員の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。 

⑴ 歳入歳出現金の出納及び保管に関すること。 

⑵ 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納及び保管に関すること。 

⑶ 小切手の振出しに関すること。 

⑷ 有価証券の出納及び保管に関すること。 

⑸ 物品の出納及び保管に関すること。 

⑹ 財産の記録管理に関すること。 

⑺ 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。 

⑻ 決算の調製に関すること。 

⑼ その他会計管理者の所管に属すること。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成19年３月30日規則第３号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合理事長及び理事長職務代理者又は会計管理者 

 の職務を代理する上席の職員を定める規則 

 

制定 平成18年12月６日 規則第11号 

改正 平成19年３月30日 規則第４号 

 

（理事長及び理事長職務代理の職務を代理する上席の職員の指定） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第152条第３項の

規定に基づき、理事長及び理事長職務代理者にともに事故があるとき又は理事長

及び理事長職務代理者がともに欠けた場合において、理事長の職務を代理する上

席の職員は、事務局長の職にある者とする。 

（会計管理者の職務を代理する職員の指定） 

第２条 法第170条第３項の規定に基づき、会計管理者に事故がある場合において、

会計管理者の職務を代理する職員は、次の順序により定める上位の出納員とする。 

   第１順位 職務の級の高い出納員 

   第２順位 職務の級の同じ者については、給料の号級の高い出納員 

   第３順位 給料の号級の同じ者については、出納員の在職期間の長い者（在

職期間が同じ者については、年長者） 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成19年３月30日規則第４号） 

 この規則は、平成19年４月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合会計管理者事務の専決等に関する規則 

 

制定 平成18年12月６日 規則第13号 

改正 平成19年３月30日 規則第５号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、会計管理者の事務の専決及び代決に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

⑴ 決裁 会計管理者がその権限に属する事務に関し、意思の決定を行うことを

いう。 

⑵ 専決 会計管理者の事務のうち、あらかじめ定められた特定の事務の処理に

関し、会計管理者に代わって意思の決定をさせることをいう。 

⑶ 代決 会計管理者又は専決権者（以下「会計管理者等」という。）が不在の

とき、又は欠けたときに、会計管理者等の権限に属する事務に関し、会計管理

者等に代わって意思の決定を行うことをいう。 

⑷ 不在 傷病、出張又は休暇、その他の理由により、決裁は専決できない状態

にあることをいう。 

（専決） 

第３条 出納員は、次に掲げる事項を専決することができる。 

⑴ 10万円以下の支出命令の審査及び支出負担行為の確認に関する事項 

⑵ 10万円以下の歳計現金の歳入調定額通知書及び歳入歳出外現金の受入通知書

の受理に関する事項 

⑶ 誤払金等の戻入に関する事項 

⑷ 資金前渡、概算払、前金払等の精算の報告に関する事項 

⑸ 小切手の振出しに関する事項（１件50万円未満のものに限る。） 

⑹ 歳入に係る過誤納金の戻出に関する事項 

⑺ 釣銭準備金の決定並びに出納及び保管に関する事項 

⑻ 重要物品を除く返納物品の不用の決定に関する事項 

⑼ 隔地払依頼書、送金通知書、送金通知書再発行通知書、口座振替依頼書、現

金支払通知書及び公金振替依頼書の発行又は交付に関する事項 

⑽ 在庫物品の交付に関する事項 

⑾ 物品の保管転換の承認に関する事項 

（代決） 

第４条 会計管理者が不在のときは、職務の級の高い出納員（職務の級が同じもの

については、給料の号級の高い出納員。）がその事務を代決する。 

２ 前項に定める出納員が不在のときは、その事項を主務する係長がその事務を代

決する。ただし、出納員専決事項に限る。 

（代決の特例） 

第５条 前条の代決は、疑義のあるもの又は異例若しくは重要なものについては、

代決することができない。ただし、事前にその処理について指示を受けたもの又

は緊急やむを得ないものにあっては、この限りでない。 



（代決後の手続） 

第６条 代決した事項については、当該代決者において必要と認められるものにつ

いては、その文書に「後閲」の表示をしなければならない。 

２ 前項の規定による「後閲」の表示をした文書は、当該事務の主務者が速やかに

後閲者の閲覧を受けなければならない。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成19年３月30日規則第５号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合文書管理規程 

 

制定 令和４年４月１日 訓令第１号 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、法令その他別に定めるものを除き、組合における文書の管理

について必要な事項を定め、もって文書の適正な管理と事務の効率的な運用を図

ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ 事務局 河北郡市広域事務組合規約（平成16年石川県指令地収第3440号）第

13条に規定する事務局をいう。 

 ⑵ 局長 前号に掲げる事務局の長をいう。 

⑶ 課 河北郡市広域事務組合事務局及び課の設置に関する条例（平成17年河北

郡市広域事務組合条例第１号）第３条に規定する課をいう。 

 ⑷ 課長 前号に掲げる課の長をいう。 

⑸ 施設 河北郡市広域事務組合廃棄物処理施設設置条例（平成16年河北郡市広

域事務組合条例第25号）第２条に規定する施設及び河北郡市広域事務組合斎場

設置及び管理条例（平成20年河北郡市広域事務組合条例第６号）第１条に規定

する施設をいう。 

 ⑹ 所長 前号に掲げる施設の長をいう。 

 ⑺ 文書 組合の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られた記録をいう。以下同じ。）をいう。ただし、官報、広報、白書、

新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行され

るもの及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管

理がされているものを除く。 

 ⑻ 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されてい

るもの（文書の体裁に関する書式情報を含むものに限る。）をいう。 

 ⑼ 財務会計システム 組合の予算事務及び会計事務を処理する情報システムを

いう。 

 ⑽ 収受文書 所管課において定める手続により収受の処理をした文書をいう。 

 ⑾ 起案文書 事案の処理について組合の意思を決定し、具体化するため、組合

の機関が作成した文書をいう。 

 ⑿ 決裁文書 意思決定を行う権限のある者の決裁を受けた文書をいう。 

 ⒀ 供覧文書 組織内において閲覧に供するため、第18条の規定により回議する

文書で意思決定を伴わないものをいう。 

 （文書取扱いの原則） 

第３条 文書は、正確、迅速、丁寧に取扱い、常に整理して事務の効率的な運営を

確保するよう努め、処理後の保管及び保存を適正に行わなければならない。 

２ 全ての文書は、公務により特に指示を受けた場合のほか、庁外に携行してはな

らない。 

３ 文書は、上司の許可を得ないで職員以外の者にその内容を告げ、謄写若しくは



閲覧させ、又はその写しを与えてはならない。 

 （総括管理） 

第４条 庶務課長は、文書の管理に関する事務を総括する。 

２ 庶務課長は、文書事務に関し必要な調査を行い、文書事務の処理に関する指導

及び改善に努めなければならない。 

 （課長等の職務） 

第５条 課長及び所長（以下「課長等」という。）は、庶務課長が行う文書管理の

指揮指導に従い、文書の発生から保管、保存及び廃棄まで一貫して実施責任をも

つものとする。 

 （文書管理主任） 

第６条 課及び施設（以下「課等」という。）に文書管理主任を置く。 

２ 文書管理主任は、課長等が所属職員のうちから１名を指名する。 

 （文書管理主任の職務） 

第７条 文書管理主任は、課長等の命を受け、課等における次に掲げる事務を処理

し、その適正な管理及び運営に努めなければならない。 

⑴ 文書の収受、配布及び発送に関すること。 

⑵ 文書の案の審査に関すること。 

⑶ 文書の公開又は非公開の取扱区分、保存年限等に関すること。 

⑷ 文書の保管、保存及び廃棄の適正化の推進に関すること。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、課等の文書管理に関すること。 

 （文書の種類） 

第８条 文書の種類は、津幡町文書取扱規程（平成12年津幡町訓令第10号）（以下

「津幡町規程」という。）第８条の規定を準用する。 

 （文書処理の年度） 

第９条 文書処理に関する年度区分は、当該会計年度の完結文書（以下「年度文

書」という。）にあっては、４月１日から３月31日まで、当該暦年で処理すべき

完結文書（以下「暦年文書」という）にあっては、１月１日から12月31日までと

する。ただし、庶務課長が認めたものは、この限りでない。 

 （文書の記号及び番号） 

第10条 文書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める記号及

び番号を付けなければならない。 

 ⑴ 公示文書、令達文書（指令は除く。）及び例規文書には、それぞれの区分に

従い「河北郡市広域事務組合」を冠し、庶務課長が法令番号簿により一連の番

号を付けること。 

 ⑵ 令達文書のうち指令には、「河北郡市広域事務組合指令」を冠するほか、別

表第１に掲げる記号（以下「文書記号」という。）による一連番号を付するこ

と。 

 ⑶ 一般文書（辞令を除く。）には、「河広」に文書記号と発送文書にあっては

「発」を付けるとともに、文書整理簿による一連番号を付することとする。た

だし、軽易な文書については、「事務連絡」とすることができる。 

 ⑷ 秘密の文書には、文書記号の次に「秘」の字を加え、前号の規定によること

とする。 

２ 前項の文書の番号は、会計年度ごとに起番するものとする。ただし、同項第１

号の文書は、暦年ごとに起番するものとする。 



 （文書例式） 

第11条 文書の例式は、津幡町規程第11条の規定を準用する。 

 （文書の発信者名） 

第12条 文書の発信者名は、理事長名とする。ただし、文書の性質又は内容により、

組合名、事務局名、課名、施設名、事務局長名、課長名又は所長名を用いること

ができる。 

２ 庁内文書にあっては、特に重要なものを除き職名のみを用い、氏名を省略する

ものとする。 

 （文書の日付） 

第13条 発送する文書の日付は、特に指示のあるものを除き発送する日とする。 

 （文書の書き方） 

第14条 文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものはこの限りで

ない。 

 ⑴ 法令の規定により様式が縦書きと定められているもの。 

 ⑵ 他の自治体が様式を縦書きと定めているもの。 

 ⑶ 祝辞、式辞、弔辞その他これらに類するもの。 

 ⑷ その他庶務課長が縦書きを要すると認めたもの。 

 （文書の受領及び配布） 

第15条 組合に到達した文書は、庶務課において受領するものとする。 

２ 庶務課長は、前項の規定により文書を受領したときは、直ちに次に定めるとこ

ろにより処理するものとする。 

 ⑴ 文書は、配布先が特定できるもの及び親展のものは開封せずに、その他のも

のは開封の上、配布先を確認し、主管課に配布しなければならない。 

 ⑵ 特殊取扱郵便による文書は、特殊文書受付配布簿に記載し、主管課に配布し

なければならない。 

 ⑶ 審査請求その他権利の得喪に関する文書でその到達の事項を明らかにする必

要のあるものは、封筒の余白に収受時刻を記載し、主管課に配布しなければな

らない。 

 ⑷ 複数の課に関係する文書は、最も主要な関係のある課に配布しなければなら

ない。 

３ 前項の規定により開封した文書に現金、金券及び有価証券が同封されている場

合は、特殊文書受付配布簿に所要の事項を記載し、主管課に配布しなければなら

ない。 

 （課等の文書の処理） 

第16条 主管課長等は、庶務課から配布を受けた文書は、文書整理簿に記載しなけ

ればならない。ただし、定例又は軽易な文書については、登録を省略することが

できる。 

 （起案等の要領） 

第17条 文書の起案及び供覧は、起案用紙を用いて行うものとする。 

２ 文書に起案及び供覧に際しては、次の事項に留意しなければならない。 

 ⑴ 件名は、できるだけ起案及び供覧の要旨を明らかにすること。 

 ⑵ 文案は、分かりやすく、本文、理由、経過及び参考事項の順に簡潔に記載し、

必要に応じて箇条書きにすること。 

 ⑶ 起案及び供覧にあたって参考にした資料、参照した法令条文その他参考事項



は、努めて要旨を抜書きし又は関係書類を添えるものとする。 

 ⑷ 起案事件について経費を伴う場合は、経費の概算及び予算措置に関する事項

を記載すること。 

３ 全ての起案及び供覧には、作成の際公開又は非公開の取扱区分、保存年限等を

記入しなければならない。 

（起案文書等の回議） 

第18条 起案文書の決裁又は供覧文書の供覧は、押印決裁の方法によるものとする。 

２ 回議は、当該事務の決裁区分に従い、起案者から順次回議して決裁又は供覧を

受けるものとする。 

３ 決裁権者は、起案文書の回付を受けたときは、速やかに査閲し、その可否を決

定しなければならない。 

４ 回議を受けた者が起案内容に異議があるときは、起案内容の修正等を命ずるこ

とができる。 

５ 同一事件で回議を重ねるものは、前回の起案文書を関係文書として添え、処理

の経過を明らかにするものとする。 

 （合議） 

第19条 複数の課に関係のある起案文書は、関係する課長に合議しなければならな

い。 

２ 合議を受けた事項について異議があるときは、主管課長等と協議し、協議が整

わないときは、双方の意見を付して事務局長の決裁を求めなければならない。 

 （文書の完結） 

第20条 供覧又は決裁が終了する文書については、当該供覧又は決裁の日を記入し

て、文書の完結を行うものとする。 

 （施行期日） 

第21条 決裁文書は、速やかに施行しなければならない。ただし、決裁において特

定の日に施行する決定を受けたときは、その日に施行しなければならない。 

（公印の押印） 

第22条 次に掲げる発送文書には、その発信名に応じ、河北郡市広域事務組合公印

に関する規則（平成16年河北郡市広域事務組合規則第２号）に定める公印を押印

しなければならない。 

 ⑴ 法令等により公印を押印することとされている文書 

 ⑵ 相手方の権利を制限し、又は相手方に義務を課することとなる文書その他審

査請求、取消訴訟等の教示が含まれている文書 

 ⑶ 証明に関する文書、相手方が第三者に提示することが見込まれる文書その他

特に信用力を付与する必要がある文書 

 ⑷ 組合又は相手方に法律上又は事実上重大な影響を及ぼす文書 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、特に公印を押印すべき事実がある場合 

２ 前項各号に掲げる文書以外の発送文書には、公印を押印しないものとする。こ

の場合において、当該発送文書（庁内文書を除く。）には、発信名の下部等に

「（公印省略）」と表示するものとする。 

 （施行文書の発送及び送付） 

第23条 施行文書（電子文書を除く。以下この条及び次条において同じ。）の発送

は、庶務課長が行うものとする。 

２ 施行文書は、次に定めるところにより処理し、庶務課長が定める時間までに庶



務課に送付しなければならない。 

 ⑴ 所定の封筒又ははがきの表紙に送付先を明記し、封筒は封かんすること。 

 ⑵ 小包その他特別の包装を必要とするものは、荷造りし、送付先を明記するこ

と。 

 ⑶ 発送の際特別の扱いをする必要のあるものは、その表紙に速達、書留、親展、

配達証明等必要な表示をすること。 

３ 文書の発送は、日時を指定されたものを除き、即日行うものとする。 

 （電子文書の送信） 

第24条 電子文書の送信は、主管課等において行うものとし、送信に当たっては誤

送信とならないよう注意しなければならない。 

 （完結文書の整理） 

第25条 完結文書は、原則として単年度別又は単年別に簿冊に綴じ込むものとする。 

２ 文書は、施行年月の順に整理し、最新の文書が最上位になるように編さんする

ものとする。 

３ 簿冊の製本には、次に掲げる事項を記入したファイルラベル及びファイル背表

紙を使用しなければならない。 

 ⑴ 作成年度 

 ⑵ 保存年限 

 ⑶ 満了年月 

 ⑷ 簿冊名 

 ⑸ 分類番号 

 ⑹ 課等名 

４ 前項の規定にかかわらず、図面筒、製本物など形状が特殊な場合には、前項各

号に掲げる事項を形状等に合わせて表示するものとする。 

５ 複数年度簿冊は、最終完結年度において、一般の単年度簿冊と同じ扱いをする

ものとする。 

 （目次の作成） 

第26条 簿冊に収納した文書の内容を明示するため、簿冊ごとにファイル目次を作

成し、巻頭に綴っておかなければならない。ただし、目次作成が困難なものにつ

いては、課長等の判断に基づき、その作成を省略することができる。 

 （保存年限） 

第27条 完結文書の保存年限及び保管については、津幡町規程第30条の規定を準用

する。 

（完結文書の保管） 

第28条 完結文書で保存を必要とするものは、年度文書にあっては事案の完結した

年度の翌年度の末日までの期間、暦年文書にあっては事案の完結した年の翌年の

末日までの期間（以下「保管期間」という。）、主管課等において保管しなけれ

ばならない。 

（保存ファイル目録の作成） 

第29条 課長等は、完結文書を収納しているすべての簿冊（以下「簿冊」とい

う。）について、保存ファイル目録を作成しなければならない。 

（保存年限の変更） 

第30条 文書管理主任は、簿冊の保存年限を変更するときは、課長等の承認を受け

保存満期変更ファイル一覧表を庶務課長へ提出しなければならない。 



（保存文書の引継ぎ） 

第31条 課長等は、保管期間が経過した文書を次に定めるところにより整理、編集

し、引継対象ファイル一覧表及び引継保存箱一覧表を添えて、毎年度、庶務課長

が別に定める日までに引き継がなければならない。ただし、電磁的記録並びに保

存期間が１年の文書及び１年未満の文書については、この限りでない。 

⑴ 文書の保存年限ごとに区分し、必要があるときは、同一の保存年限に属する

ものを、いくつかの事項別の分冊とすること。 

⑵ 前号の規定にかかわらず、一事件の関係文書は１つにまとめ、保存年限が異

なる場合は、そのうちの最も長期の保存年限とすること。 

⑶ 整理した文書は、保存箱に納め、ファイルラベル又は保存箱ラベルを貼付す

ること。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、保管期間が経過した文書のうち特に執務上必要

があるものについては、必要な期間、主管課等において保管することができる。 

３ 庶務課長は、引継ぎを受けた文書を所定の保存期間、保存書庫に保存しなけれ

ばならない。 

（担当事務の変動に伴う文書等の引継ぎ） 

第32条 課長等は、その担当する事務が他の課長等の担当する事務となったときは、

当該事務に係る文書及び保存ファイル目録を新たに当該事務を担当することとな

った課長等に引き継ぐとともに、その旨を庶務課長に通知しなければならない。 

（保存文書の借覧及び庁外持出し） 

第33条 保存文書（第31条第３項の規定により保存している文書をいう。以下同

じ。）を借覧しようとする職員は、借覧票に所要事項を記入し、庶務課長の承認

を受けなければならない。 

２ 文書の借覧期間は、７日以内とする。ただし、庶務課長の承認を受けたときは、

この限りでない。 

３ 庶務課長は、借覧期間中であっても必要があると認めたときは、いつでも、そ

の借覧させた文書の返還を求めることができる。 

４ 借覧者は、借覧文書の抜取り、取替え若しくは内容の変更をし、又はこれを他

人に貸与してはならない。 

５ 保存文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、庶務課長の承認を受けた

ときは、この限りでない。 

（保存書庫の管理） 

第34条 保存書庫は、庶務課長が管理する。 

２ 保存書庫内は、常に清潔を保ち、湿気の進入を防ぎ、一切の火気を用いてはな

らない。 

（長期簿冊） 

第35条 保存年限が長期と設定された簿冊（以下「長期簿冊」という。）は、保存

期間が10年を経過した時点で、主管課長等が新たな保存年限の設定を行わなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定により、保存年限を変更した場合は、当該簿冊のファイルラベル並

びにファイル背表紙及び保存ファイル目録を書き換えなければならない。 

（文書検索目録） 

第36条 文書の検索に必要な文書検索目録を作成する。 

２ 文書検索目録の構成は、次のとおりとする。 



⑴ 保存ファイル目録 

⑵ 引継対象ファイル一覧表 

３ 文書検索目録は、毎年度終了後、速やかに作成しなければならない。 

（電子文書の整理等） 

第37条 第25条、第26条、第28条、第31条から第33条及び第35条の規定にかかわら

ず、電子文書の整理、保管及び保存は、当該事務を処理するシステムにより行う

ものとする。 

２ 電子文書は、消滅、改ざん、漏えい等が生じないよう適切に保管し、及び保存

しなければならない。 

（保存文書の廃棄） 

第38条 庶務課長及び第31条第２項の規定により当該課等において文書を保存する

課長等は、保存文書が所定の保存年限を経過したときは、関係課長等と協議し、

特に保存年限を延長する必要のある文書を除き、その文書を廃棄するものとする。 

２ 保存文書の廃棄に当たっては、文書管理主任及び担当者による廃棄可否等の確

認を行わなければならない。 

３ 文書の廃棄は、電子文書にあっては復元することができないよう消去する方法

で、電子文書以外の文書にあっては溶解、裁断等他に利用されるおそれのない方

法で処分しなければならない。 

 （廃棄ファイル目録の作成） 

第39条 課長等は、保存文書を廃棄したときは、廃棄ファイル目録を作成しなけれ

ばならない。 

（保管簿冊） 

第40条 別に定めるものを除くほか、庶務課長が作成し、保管しておかなければな

らない簿冊は、次のとおりとする。 

 ⑴ 沿革誌 

 ⑵ 例規台帳 

 ⑶ 議件整理簿 

 ⑷ 公職者名簿 

 ⑸ 功績者名簿 

（文書等の特例） 

第41条 会計に関する文書、人事の発令に関する文書その他の文書で、この規程を

適用することが困難又は不適当なものについては、主管課長等が庶務課長に協議

して特例を定めることができる。 

（その他） 

第42条 この規程に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、別に定め

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、公表の日から施行する。 

 （河北郡市広域事務組合文書取扱規程の廃止） 

２ 河北郡市広域事務組合文書取扱規程（平成18年訓令第１号）は、廃止する。



別表第１（第10条関係） 

  文書の記号 

課名 記号 

理事長 庶務課 庶 

 
企画課 企 

施設管理課 管 

議会 議会 議 

監査委員 庶務課 監 

 



○河北郡市広域事務組合公印に関する規則 

 

制定 平成16年３月１日 規則第２号 

改正 平成19年３月30日 規則第６号 

改正 平成20年10月１日 規則第８号 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、組合の公印について必要な事項を定め、その取扱いの適正を

期することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

⑴ 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより

当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいい、次

号の庁印及び第３号の職印を総称する。 

⑵ 庁印 組合又はその内部部局その他機関の名称を刻印したものをいう。 

⑶ 職印 理事会その他法令によりその職務権限が定められたものの職名を刻印

したものをいう。 

 （種類） 

第３条 公印の種類は次のとおりとする。 

⑴ 庁印 

  ア 組合印 

  イ 補助庁印 

⑵ 職印 

  ア 理事会印 

  イ 理事長印 

  ウ 理事長職務代理者印 

  エ 補助職印 

 （名称等） 

第４条 公印の名称、寸法、様式、書体、使用する文書の区分、保管者及び個数は

別表のとおりとする。 

 （管守） 

第５条 公印の保管者（以下「保管者」という。）はその保管する公印を堅ろうな

容器に納め、確実に保管しなければならない。 

２ 公印に関する事務は、事務局長が総括する。 

３ 事務局長は、公印の保管の状況その他必要な事項について調査し、及び保管者

からその報告を求めることができる。 

 （公印台帳） 

第６条 事務局長は、公印台帳（様式第１号）を備えて、すべての公印の印影その

他必要な事項を登録しなければならない。 

２ 公印は、前項の規定による登録後でなければ使用することができない。 

 （作成等） 

第７条 公印を作製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、事務局長に合議の

上、理事会の決裁を受けなければならない。 



２ 作製し、改刻し又は廃止により使用しなくなった公印は、すみやかに事務局長

に引き継がなければならない。 

 （使用） 

第８条 公印を使用するときは、決裁を終った原議書に施行すべき文書を添えて保

管者に掲示し、その承認を受けなければならない。 

 （持出し） 

第９条 公印を庁外へ持ち出そうとするときは、公印持出承認願（様式第２号）を

保管者に提出し、その承諾を受けなければならない。 

 （刷込み） 

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷す

ることができる。この場合においては、刷込みの都度当該保管者を経て理事会に

公印刷込承認願（様式第３号）を提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、事務局長が保管するもの

とする。 

 （事故） 

第11条 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故が発生したときは、直ちに必

要な措置を講じ、かつ、公印事故届（様式第４号）を事務局長を経て理事会に提

出しなければならない。 

 （その他） 

第12条 この規則の施行について必要な事項は、理事会が定める。 

   附 則 

 この規則は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（平成19年３月30日規則第６号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

   附 則（平成20年10月１日規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



別表（第４条関係） 

使用する
寸法 

種類 名  称 様     式 書 体 文書の区 保 管 者 個数 備考
(㎜) 

分 

組 

合 

組 合 印 方24  てん書 組合名を 事務局長 1 木印

印 

もってす

る一般文

書 

河

北

郡

市 

組

合

之

印 

広

域

事

務 

理 理事長印 方21  てん書 理事長名 事務局長 1 木印

事 

長 

印 

をもって

する一般

文書 

理 

事 

長 

印 

理事長印 

火葬用あ 

方21  てん書 理事長名

をもって

する文書

河北斎場 

所長 

1 木印

理

事

長

職

務 

代

理

者

印 

 

理事長職 

務代理者 

印あああ 

方18  てん書 理事長職

務代理者

名をもっ

てする文

書 

事務局長 1 木印

理

事

長

職

務 

代

理

者

印 

 

理事長職 

務代理者 

印火葬用 

方18  てん書 理事長職

務代理者

名をもっ

てする文

書 

事務局長 1 木印

広

域

事

務

組

合

理

事

長

印

河

北

郡

市

河

北

郡

市

広
域
事
務
組

合
理
事
長
印

火   葬

合

理

事

長

職

広

域

事

務

組

務

代

理

者

印

河

北

郡

市

河

北

郡

市

広
域
事
務
組

合
理
事
長
職

務
代
理
者
印

火   葬

 



会 会計管理 方18  てん書 会計管理 会計管理 1 木印

計 

管 

理 

者 

印 

者印 者名をも

ってする

文書 

者 

会

計

管

理

者 

 

職

務 

代

理

者

印 

会計管理 

者職務代 

理者印あ 

方18  てん書 会計管理

者職務代

理者名を

もってす

る文書 

事務局長 1 木印

事 

務 

局 

長 

印 

事務局長 

印あああ 

方18  てん書 事務局長

名をもっ

てする文

書 

事務局長 1 木印

課 

長 

印 

課 長 印 方18  てん書 課長名を

もってす

る文書 

課長 各1 木印

河

北

郡

市 

組

合

会

計 

管

理

理

者

印 

広

域

事

務 

職
務
代
理
者
印

河

北

郡

市

広

会

計

管

理

者

域

事

務

組

合

局

長

之

印

河

北

郡

市

組

合

事

務

広

域

事

務

合

課

長

印

広

域

事

務

組

河

北

郡

市

 



様式第１号（第６条関係） 

公  印  台  帳

印 名  

書 体  寸法  

使 用 開 始 年  月  日 

廃 止     年  月  日 

廃 止 理 由  

使 用 区 分  

製 作 者  

管 守 者  

材 質  

備 印 

  

  
  

  

  

考 影 



様式第２号（第９条関係） 

 

 

公 印 持 出 承 認 願 

 

 

年  月  日   

 

 

河北郡市広域事務組合理事長 様 

 

 

㊞   

 

 

下記のとおり公印を持出したいので承認願います。 

 

 

記 

 

証票等の名称  

公 印 の 種 類  

主 管 者 名  

公印持出しを必 
 

要とする理由 

 



様式第３号（第10条関係） 

 

 

公 印 刷 込 み 承 認 願 

 

 

年  月  日   

 

 

 河北郡市広域事務組合理事長 様 

 

㊞   

 

下記のとおり公印を使用したいので承認願います。 

 

 

記 

 

証票等の名称  

公 印 の 種 類  

刷 込 み 枚 数  

寸 法 
 

（ミリメートル） 

公印刷込みを 
 

必要とする理由 

備 考  



様式第４号（第11条関係） 

 

 

公 印 事 故 届 書 

 

 

年  月  日   

 

 

 河北郡市広域事務組合理事長 様 

 

 

㊞   

 

 

下記のとおり公印に事故がありましたのでお届けします。 

 

 

記 

 

事故のあった 
１  

公 印 名    

２ 事 故 の 内 容  

３ 事 故 発 生 日  

４ 事 後 の 処 置  

５ その他必要事項  

 



○河北郡市広域事務組合情報公開条例 

 

制定 平成22年２月26日 条例第１号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、河北郡市広域事務組合（以下「組合」という。）を構成する

かほく市、津幡町及び内灘町（以下「関係市町」という。）の住民に公文書の公

開を請求する権利を明らかにし、組合の諸活動を関係市町住民に説明する責任を

全うするため、公文書の公開について必要な事項を定めることにより、関係市町

住民参加による開かれた組合行政を一層推進することを目的とする。 

（条例の準用） 

第２条 公文書の公開について必要な事項は、津幡町情報公開条例（平成12年津幡

町条例第55号）の規定を準用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例は、施行日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。 



○河北郡市広域事務組合個人情報保護条例 

 

制定 平成22年２月26日 条例第２号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、個人情報の取扱いについての基本的な事項を定め、河北郡市

広域事務組合（以下「組合」という。）の実施機関が保有する自己に関する個人

情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人

の権利及び利益の保護を図るとともに、組合行政の適正な運営に資することを目

的とする。 

（条例の準用） 

第２条 個人情報の取扱いについて必要な事項は、津幡町個人情報保護条例（平成

13年津幡町条例第１号）の規定を準用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集等及び電子計

算組織による個人情報の処理については、この条例の規定により行った個人情報

の収集等及び電子計算組織による個人情報の処理とみなす。 



○河北郡市広域事務組合職員定数条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第６号 

改正 平成19年３月１日 条例第５号 

令和元年11月１日 条例第２号 

 

第１条 この条例で職員とは、常時勤務する地方公務員（理事長、理事及び臨時の

職員（臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。）を除く。

以下「職員」という。）をいう。 

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 

 職員数       49名 

（定数外の職員） 

第３条 次に掲げる職員は、第２条に規定する職員の定数外とすることができる。 

⑴ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条第２項又は第55条の２第５項の

規定による休職職員 

⑵ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の17第１項（同法第292条におい

て準用する場合を含む。）の規定による派遣職員 

⑶ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第２条第１項

の規定により育児休業している職員 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（平成19年３月１日条例第５号） 

 この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

   附 則（令和元年11月１日条例第２号） 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合職員職名規則 

 

制定 平成16年３月１日 規則第３号 

改正 平成17年４月１日 規則第５号 

 平成19年３月30日 規則第７号 

平成23年４月１日 規則第２号 

令和２年４月１日 規則第４号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、理事会の事務部局に勤務する常勤の職員（同法第22条の２第

１項に規定する会計年度任用職員を除く。）をもってあてる職の設置について必

要な事項を定めるものとする。 

（職の設置） 

第２条 前条に定める職員の種類及び職名は、次のとおりとする。 

 局長、会計管理者、次長、課長、所長、課長補佐、所長補佐、室長、館長、係長、

主査、主事、技師、技能士 

   附 則 

 この規則は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（平成17年４月１日規則第５号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成19年３月30日規則第７号） 

 この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年４月１日規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日規則第４号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 



 

○河北郡市広域事務組合職員の条件付採用に関する規則 

 

制定 令和２年４月１日 規則第１号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条に基づ

く職員の条件付採用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （条件付採用期間） 

第２条 職員の採用は、その任命の日から起算して６月間条件付のものとする。 

２ 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期

間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとする。 

 （勤務実績の報告） 

第３条 条件付採用期間中の職員（以下「当該職員」という。）の所属長は、条件

付採用期間開始後５月を経過した日に条件付採用期間勤務実績評定表（様式第１

号）により当該職員の勤務実績その他の必要な事項について、事務局長を通じ任

命権者に報告しなければならない。 

 （条件付採用期間の延長） 

第４条 第２条第１項の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理

由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達す

るまで条件付採用期間を延長することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる

場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を１年に至るまで

延長することができる。 

３ 前２項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員

に対して条件付採用期間延長通知書（様式第２号）を交付するものとする。 

 （免職の事由） 

第５条 免職の事由とするものは、次に掲げる各号のいずれかに該当するものとす

る。 

 ⑴ 勤務成績が良くない場合 

 ⑵ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

 ⑶ 前２号に掲げる場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 

 ⑷ 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合 

 ⑸ 刑事事件に関し起訴された場合 

 （評価審査委員会） 

第６条 当該職員の勤務実績の評価の公正性を確保するため、河北郡市広域事務組

合職員評価審査委員会（以下「評価審査委員会」という。）を置くことができる。 

２ 評価審査委員会は、任命権者が当該職員について意見を求めたときは前条の勤

務実績その他必要な事項について審査及び確認をし、任命権者にその評価につい

て報告するものとする。 

３ 評価審査委員会の委員は、管理職の職にある者の中から理事会が任命する者を

もって充てる。 

４ 評価審査委員会は、その会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出

席を求め、意見を聴くことができる。 

 （任命権者の義務） 



 

第７条 任命権者は、前条第２項の報告に基づき当該職員を免職又は条件付採用期

間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなけ

ればならない。 

２ 任命権者は、第３条及び前条第２項の報告並びに第５条第２号に基づく医師の

診断結果により当該職員が免職することが適当と認める場合は、免職通知書（様

式第３号）を交付するものとする。 

 （雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。



 

様式第１号（第３条関係） 

 

条件付採用期間勤務実績評定表 

 

 事務局長 様 

 

 評定期間 
 

自    年   月   日 
至    年   月   日 

  年  月  日作成 

 

職

員 

条件付採用発令の日   年  月  日 
評

定

者 

職名 

 

氏名印 所 属 名  

職 名  

給 号 給    級  号給 

氏 名  

担当事務の種類及び内容   

区 分 点 数 評定者コメント 評点内容 

１ 注意力  
 仕事の細部まで注意が行きわたり

細かい点も見落とすことがない

か。 

２ 理解力   
与えられた仕事をよく理解し、適

切な処置ができるか。 

３ 応用力   
仕事の処理に応用が利き工夫して

仕事を片付けることができるか。 

４ 確実性   

仕事を確実に間違いなく処理で

き、又は間違いの発見ができる

か。 

５ 表現力   
言葉又は文書によって十分に意思

表示ができるか。 

６ 速 度   
仕事を満足に早く仕上げられる

か。 

７ 忍耐力   
苦難に負けず仕事をやり遂げる粘

り強さがあるか。 

８ 信頼性   
責任感が強く安心して仕事を任せ

られるか。 

９ 規 律   
秩序を重んじ規律を遵守している

か。 

10 服従性   
不平を言わず快く上司の命に従う

か。 

11 勤 勉   

仕事に対し真面目であり、理由な

く休んだり、早退遅刻をしないし

勝手に席を離れたり雑談すること

はないか。 

12 整 頓   
書類や物品等の整理整頓が行き届

き、几帳面であるか。 

13 積極性   

仕事に熱心で自ら工夫研究を凝ら

し、進んで仕事を引受け実行して

いく能力があるか。 

14 機 知   
とっさの場合に頭が働くか、臨機

の処置がとれるか。 



 

15 身 体   
仕事をやる上に身体上の欠陥や不

適当な点はないか。 

16 対応力   
個人と面談し、これと対応する能

力があるか。 

17 素 養   
仕事に対する技能、知識及び体験

があるか。 

18 気分の恒常   
気分に支配されず、いつも和やか

に仕事ができるか。 

19 把握力   
仕事の全貌をつかんで全部に注意

が行き届くか。 

20 協調性   同僚と強調する能力があるか。 

総合得点  評定期間中勤務すべき日数 日 
正式採用について評価者の意見 

（５月を経過して評定の場合のみ

付記すること。） 採点法 

１ 各項目を５点とし総合得

点は100点満点とする。 

２ 各項目の採点基準は次の

とおり 

 ア 非常に高い  ５点 

 イ やや高い   ４点 

 ウ 普通     ３点 

 エ やや低い   ２点 

 オ 低い     １点 

採点が３以外の場合は、評

定者コメントに理由を記載す

ること。 

評定期間中勤務した実日数 日 

評定期間中における早退遅参 

日数 
日 

評定期間中における欠席日数 日 

評定期間中における休暇を受 

けた日数 
日 

健康状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適

性 

１ 現在の仕事に対して 
 □非常に適している □おおむね適している 

 □やや適している  □適していない 

２ 現在の仕事よりも、更に本人に向く仕事があればその説明 

 

 

特
記
事
項 

特に行った指導上の措置、その効果その他勤務評定について参考となる事項 

 

 

 

 

 

 
 年  月  日 

 

 決定  □正式に採用する    □降任する 

     □免職する       □配置換えする 

 

任命権者              印 

 

 



 

様式第２号（第４条関係） 

 

条件付採用期間延長通知書 

 

                        所属所名 

                        職 名 

                        氏 名 

 

   条件付採用期間を  年  月  日まで延長したので、職員の条件付採用に関する規則 

  第４条第３項の規定に基づき通知する。 

 

                               年  月  日 

 

                       任命権者             印 



 

様式第３号（第７条関係） 

 

免 職 通 知 書 

  

                        所属所長 

                        職 名 

                        氏 名 

 

  条件付採用期間の成績を不良と判断し、  年  月  日付をもって免職することとした 

ので、職員の条件付採用に関する規則第７条第２項の規定に基づき通知する。 

 

 

                              年  月  日 

 

                       任命権者             印 

 

 



 

   ○河北郡市広域事務組合会計年度任用職員の任用に関する規則 

 

制定 令和２年４月１日 規則第２号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）

第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」とい

う。）の任用に関し必要な事項を定めるものとする。 

（任用） 

第２条 任命権者は、職務内容、期間、職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要が

あると認めるときは会計年度任用職員を任用することができる。 

２ 前項の規定による任用は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうち

から、選考により行うものとする。 

３ 前項の選考は、公募（インターネットの利用、公共職業安定所への求人申込み

等）による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次の各

号に該当する場合は、この限りでない。 

 ⑴ 前年度に設置されていた職又は当該年度に設置されている職（以下「当該職」

という。）に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への

任用の選考の対象にする場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務

実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合 

 ⑵ 職務の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合 

４ 選考の方法は、面接、経歴評定その他の適宜の能力実証の方法によることがで

きる。 

５ 第３項第１号の規定による公募によらない任用（以下「公募によらない再度

任用」という。）は、２回を上限とする。ただし、新たな人材の確保が困難であ

り、かつ、当該会計年度任用職員の退職によって職務上著しい支障が生ずること

が予想される場合には、後任者が決定するまでの間、再度任用することができる。 

６ 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるもの

とする。 

 ⑴ 現任期中における人事評価及び勤務実績に基づく能力の実証の結果が良好で

あること。 

 ⑵ 現任期の末日の時点において法第28条第２項の規定による休職中でないこと。た

だし、同項第１号に規定する者については、その現任期の満了するときにおい

て、当該現任期の満了後おおむね２月以内に回復する見込みがあり、かつ、そ

れ以降良好に勤務することができる見込みがあると認められる場合は、この限

りでない。 

 ⑶ 現任期中に法第29条に規定する懲戒処分を受けていないこと。 

 （会計年度任用職員の登録） 

第３条 任命権者は、前条第２項の者の中から次に掲げる要件を備える者を会計年

度任用職員登録名簿に登録するものとする。 

⑴ 職務の遂行に必要な知識及び技能又は資格・免許を有している者 

⑵ 健康で、組合の事業に積極的に寄与する意欲を有している者 

⑶ 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者 

２ 理事会は、前項の規定に関わらず、次項に規定する場合における会計年度任用



 

職員としての任用を希望する者の公募をし、登録するものとする。 

３ 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に登録された者の中

から当該職務を行うに適した者を選定し、その都度選考することができる。 

 ⑴ 任期が２月以内であること。 

 ⑵ １週間当たりの勤務時間が20時間未満であること。 

 ⑶ 職務の内容が補助的なものであること。 

 （任用期間及び更新） 

第４条 会計年度任用職員の任用期間は、採用の日から同日の属する会計年度の末

日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとする。 

２ 任命権者は、会計年度任用職員の任用期間が前項に規定する期間に満たない場

合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内に

おいて、その任期を更新することができる。 

 （任用手続） 

第５条 会計年度任用職員の任用を必要とする所属長は、会計年度任用職員任用申

請書（様式第１号）を任命権者に提出するものとする。 

２ 任命権者は、前項の規定による申請に基づき任用を決定したときは、任用通知

書（様式第２号）及び辞令書を被任用者に交付するものとする。 

３ 任命権者は、被任用者から誓約書（様式第３号）を徴して任用するものとする。 

 （条件付採用） 

第６条 会計年度任用職員の採用は、法第22条及び第22条の２第７項の規定に基づ

き、条件付採用とする。 

２ 条件付採用の期間は、採用した日から起算して１月とし、その期間職務を良好

な成績で遂行したときに正式採用となるものとする。 

 （服務） 

第７条 会計年度任用職員の服務は、一般職の職員の例による。ただし、法第38条

第１項に規定する営利企業への従事等の制限については、次項の会計年度任用職

員を除く。 

２ 法第22条の２第１項第１号に掲げる会計年度任用職員は、法第28条第１項に規

定する営利企業に従事等をしようとする場合は、その旨を任命権者に届け出なけ

ればならない。 

 （分限） 

第８条 会計年度任用職員の分限は、地方公務員法及び河北郡市広域事務組合職員

の分限に関する手続及び効果に関する条例（平成16年河北郡市広域事務組合条例

第８号）の規定の例による。 

 （懲戒） 

第９条 会計年度任用職員の懲戒は、地方公務員法及び河北郡市広域事務組合職員

の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成16年河北郡市広域事務組合条例第７号）

の規定の例による。 

 （退職） 

第10条 会計年度任用職員は、任用期間が満了したとき又は死亡したときは退職又

は解職するものとする。 

２ 会計年度任用職員は、任期の途中において退職しようとするときは、その退職

しようとする日から30日前までに退職願を所属長を経て任命権者に提出しなければな

らない。 



 

３ １月を超えて引き続き任用されるに至った会計年度任用職員を第６条の規定に

より解職しようとするときは、労働基準法（昭和22年法律第49号）第20条の規定

に基づき少なくとも30日前に解職の予告を行わなければならない。ただし、労働

基準法第20条ただし書による場合は、この限りでない。 

 （健康診断等） 

第11条 会計年度任用職員（勤務時間が週20時間未満の者は除く。）には、常勤職

員に準じて健康診断及びストレスチェックを実施する。 

 （社会保険等） 

第12条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合

法（昭和37年法律第152号）、健康保険法（大正11年法律第70号）、厚生年金保険

法（昭和29年法律第115号）、雇用保険法（昭和49年法律第116号)及び介護保険法

（平成９年法律第123号）に定めるところによる。 

 （公務災害補償） 

第13条 会計年度任用職員が公務上又は通勤途上において災害を受けた場合は、労

働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）の適用を受ける者を除き、河北郡市

広域事務組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平成19年河北郡市広

域事務組合条例第２号）を適用する。 

 （雑則） 

第14条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項

は、理事会が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号（第５条関係） 

 

     年  月  日 

 

会計年度任用職員等任用申請書 

 

      課長         印 

 

 次のとおり会計年度任用職員等を任用したいので申請します。 

職 種  配属先  

任 用 人 数   

任 用 形 態 会計年度任用職員 ・ 任期付職員（フルタイム・パートタイム） 

任 用 理 由 

  

  

  

職 務 内 容 

  

  

  

任

用

予

定

者 

住 所   

氏 名   生年月日  男・女 

資 格 (資格を必要とする者のみ記入) 

任

用

条

件 
任 用 期 間    年  月   日 ～      年  月   日 

勤 務 時 間 

  曜日から  曜日まで：  時  分～  時  分 

        曜日  ：  時  分～  時  分 

 その他 

報

酬 

基本報酬 時間額・月額           円 

そ の 他  

 



 

様式第２号（第５条関係） 

 

会計年度任用職員任用通知書 

  年  月  日 

           様 

                      （任命権者） 

                                    印 

あなたを次の勤務条件等により、会計年度任用職員に任用します。 

 

任 用 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 
（条件付採用期間：   年 月 日から   年 月 日まで） 

再度の任用 選考等の能力実証を行ったうえで、再度任用する場合があります。 

勤 務 場 所  

職 務 内 容  

勤 務 日 
 
（ただし、                      ） 

勤 務 時 間 

１ １週間当たりの勤務時間    時間   分 
  時  分から  時  分まで（うち休憩時間   分） 
（ただし、                        ） 
２ 時間外勤務  有 ・ 無 
３ 休日勤務   有 ・ 無 

休 日  

休 暇 
１ 年次有給休暇（河北郡市広域事務組合会計年度任用職員の勤務時
間、休暇等に関する規則第13条で定める日数） 

２ 特別休暇（上記同規則第14条で定める休暇及び日数） 

給料・報酬額  月額 ・ 日額 ・ 時間額         円 

その他手当 
 通勤手当（費用弁償）・時間外手当・休日勤務手当・夜間勤務手
当・宿日直手当・特殊勤務手当・期末手当（１週当たりの勤務時間が
20時間に満たない者を除く。） 

退職に関する事項 

１ 自己の都合により退職する場合は、退職する30日以上前に届け出
ること。 

２ 任期が満了したときは、当然に退職となる。 
３ 下記事項に該当する場合は、解職することがある。 
 ⑴ 勤務成績が良くない場合 
 ⑵ 心身の故障等により職務遂行に支障があった場合 
 ⑶ 公務員として相応しくない非行があった場合 
 ⑷ 地方公務員法第16条各号に該当した場合 
 ⑸ 死亡した場合 

４ 退職手当の支給  有 ・ 無 

給料及び報酬 

の 支 給 日 

１ 月額     当月21日 
２ 日額・時間額 翌月21日 
※上記支給日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前
において、その日に最も近い平日の日 



 

 

社会保険の適用 

１ 健康保険    有（ 協会けんぽ ・ 地方公務員共済 ）・ 無 

２ 厚生年金保険  有 ・ 無 

３ 雇用保険    有 ・ 無 

災 害 補 償 
１ 公務上の傷病（ 非常勤職員公務災害補償 ・ 労働者災害補償 ） 

２ 業務外の傷病（ 加入する社会保険による ） 

服 務 

 職員は、次に掲げる事項を遵守するとともに、職務の公共性を自覚

し、能率の向上及び職場の秩序維持に努めなければならない。 

 ⑴ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（地方公務員法第32

条） 

 ⑵ 信用失墜行為の禁止（同法第33条） 

 ⑶ 秘密を守る義務（同法第34条） 

 ⑷ 職務に専念する義務（同法第35条） 

 ⑸ 政治的行為の制限（同法第36条） 

 ⑹ 争議行為等の禁止（同法第37条） 
※パートタイム会計年度任用職員については、兼業を行うことがで
きます。兼業を開始した、または兼業をしている場合には、速やか
に所属課に届け出てください。兼業の内容等によっては、上記服務
規定に違反し、懲戒処分又は分限処分の対象となる場合がありま
す。 

そ の 他 

１ 安全及び衛生に関する事項 

  職員健康診断及びストレスチェックの実施 

２ 休職に関する事項 

次の場合のいずれかに該当するときは、「河北郡市広域事務組合

職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例」の定めるところ

により、休職となる場合があります(地方公務員法第28条第2項)。 

 ⑴ 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 

 ⑵ 刑事事件に関し起訴された場合 

３ その他 

  公務のため旅行した際の費用については、「河北郡市広域事務組

合職員の旅費に関する条例」の定めるところにより、旅費（費用弁

償）を支給します。 



 

様式第３号（第５条関係） 

 

誓   約   書 

 

 このたび会計年度任用職員として任用されるにあたり、任用通知書の条件を了承

し、地方公務員法に則り下記の服務を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行すること

を誓約いたします。 

 

 (服務) 

１ 会計年度任用職員等は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、

誠実に職務を遂行しなければならない。 

２ 会計年度任用職員等は、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念し

なければならない。 

３ 会計年度任用職員等は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為

をしてはならない。 

４ 会計年度任用職員等は、職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則及び河北

郡市広域事務組合会計年度任用職員等及び任期付職員の任用に関する要綱に従い、

かつ、上司の命令に忠実に従わなければならない。 

５ 会計年度任用職員等は、上司の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

６ 会計年度任用職員等は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私

企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利

を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事

してはならない。 

 

 

年  月  日 

 

 

住所               

氏名              印 

 

 



 

   ○河北郡市広域事務組合一般職の任期付職員の採用に関する条例 

 

制定 令和元年11月１日 条例第２号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成

14年法律第48号）第３条第１項及び第２項、第４条、第５条、第６条第２項並びに

第７条第１項及び第２項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 （条例の準用） 

第２条 一般職の任期付職員の採用に関する取扱い等については、津幡町一般職の任

期付職員の採用に関する条例（令和元年津幡町条例第９号）の規定を準用する。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合職員の定年等に関する条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第８号 

改正 平成20年２月28日 条例第４号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の２第１項から

第３項まで及び第28条の３の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 （定年による退職） 

第２条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における 初の３月31

日（以下「定年退職日」という。）に退職する。 

 （定年） 

第３条 職員の定年は、年齢60年とする。 

 （定年による退職の特例） 

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第２条の規定により退職すべきこととな

る場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員に係

る定年退職日の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を定め、その職員

を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。 

⑴ 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職

員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。 

⑵ 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の

退職による欠員を容易に補充することができないとき。 

⑶ 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事

情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。 

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場

合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、理事会の承認を得て、

１年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、そ

の職員に係る定年退職日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合、又は前項

の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。 

４ 任命権者は、第１項の期限又は第２項の規定により延長された期限が到来する

前に第１項の事由が存しなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期

日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。 

５ 前各項の規定を実施するために必要な手続は、規則で定める。 

 （定年に関する施策の調査等） 

第５条 理事会は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の

定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務につ

いて適切な方策を講ずるものとする。 

   附 則 

この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（平成20年２月28日条例第４号） 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合職員の再任用に関する条例 

 

制定 平成20年２月28日 条例第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）

第28条の４第１項、同条第２項及び第３項（法第28条の５第２項及び第28条の６

第３項において準用する場合を含む。）並びに地方公務員法等の一部を改正する

法律（平成11年法律第107号）附則第５条及び第６条の規定に基づき、職員の再任

用（法第28条の４第１項、第２８条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは第

２項の規定により採用することをいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（定年退職者に準ずるもの） 

第２条 法第28条の４第１項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期

間等を考慮して法第28条の２第１項の規定により退職した者又は法第28条の３の

規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次

の各号に掲げる者とする。 

⑴ 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して５年

を経過する日までの間にあるもの 

⑵ 前号に該当する者として再任用されたことがある者（前号に掲げる者を除

く。） 

（任期の更新） 

第３条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良

好である場合に行うことができるものとする。 

２ 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得

なければならない。 

（任期の末日） 

第４条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、そ

の者が年齢65年に達する日以後における最初の３月31日以前でなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

（任期の末日に関する特例） 

２ 次の表の左欄に掲げる期間における第４条の規定の適用については、同条中

「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

平成20年４月１日から平成22年３月31日まで 63年

平成22年４月１日から平成25年３月31日まで 64年

３ 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）附則第18条の２第１項第１号

に規定する特定警察職員等である職員に対する次の表の左欄に掲げる期間におけ

る第４条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第４条中「65年」

とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

 

 



平成20年４月１日から平成22年３月31日まで 61年

平成22年４月１日から平成25年３月31日まで 62年

平成25年４月１日から平成28年３月31日まで 63年

平成28年４月１日から平成31年３月31日まで 64年

 

 



○河北郡市広域事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

 

制定 平成19年３月１日 条例第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）

第58条の２の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

（報告の時期） 

第２条 任命権者は、毎年７月末までに、理事会に対し、前年度における人事行政

の運営の状況を報告しなければならない。 

（報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなけれ

ばならない事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（法第２８条

の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）を除く。以下同

じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

⑴ 職員の任免及び職員数に関する状況 

⑵ 職員の給与の状況 

⑶ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

⑷ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

⑸ 職員の服務の状況 

⑹ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

⑺ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

⑻ その他理事会が必要と認める事項 

（公平委員会の報告） 

第４条 公平委員会は、毎年７月末までに、理事会に対し、前年度における業務の

状況を報告しなければならない。 

（公平委員会の報告事項） 

第５条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げ

る事項とする。 

⑴ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

⑵ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

（公表の時期） 

第６条 理事会は、第２条及び第４条の規定による報告を受けたときは、毎年12月

末までに、第２条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第４条の規定に

よる報告を公表しなければならない。 

（公表の方法） 

第７条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。 

⑴ 河北郡市広域事務組合公告式条例（平成16年河北郡市広域事務組合条例第１

号）に規定する掲示場において掲示する方法 

⑵ その他理事会が適当と認める方法 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。 

   附 則 



 この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

 



○河北郡市広域事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第８号 

改正 令和元年11月１日 条例第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）

第28条第３項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び

効果について、必要な事項を定めるものとする。 

 （降任、免職及び休職の手続） 

第２条 任命権者は、法第28条第１項第２号の規定に該当するものとして職員を降

任し、若しくは免職する場合又は同条第２項第１号の規定に該当するものとして

職員を休職する場合においては、医師２人を指定してあらかじめ診断を行わなけ

ればならない。 

２ 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書

面を当該職員に交付して行わなければならない。 

（休職の効果） 

第３条 法第28条第２項第１号の規定に該当する場合における休職の期間は、３年

を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合において、任

命権者が定める。 

２ 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事項が消滅した

と認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。 

３ 法第28条第２項第２号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事

事件が裁判所に係属する間とする。 

４ 法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項の規定の適用

については、同項中「３年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の２第２

項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。 

 （休職の身分、給与） 

第４条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。 

２ 休職者は、休職の期間中、法令又は条例に別段の定めのある場合を除くほか、

いかなる給与も支給されない。 

（委任） 

第５条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（令和元年11月１日条例第１号） 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 



○河北郡市広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第７号 

改正 令和元年11月１日 条例第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）

第29条第２項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について、必要な事項

を定めるものとする。 

（懲戒の手続） 

第２条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した

書面を当該職員に交付して行わなければならない。 

（減給の効果） 

第３条 減給は、１日以上６月以下の期間、給料及びこれに対する勤務地手当の合

計額（法第22条の２第１項第１号に掲げる職員については、河北郡市広域事務組

合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年河北郡市広域事

務組合条例第３号）第２条の規定により準用する津幡町会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例（令和元年津幡町条例第10号）第19条第１項から第３

項までに規定する報酬の額）の10分の１以下を減ずるものとする。 

（停職の効果） 

第４条 停職の期間は、１日以上６月以下とする。 

２ 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。 

３ 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。 

（委任） 

第５条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会が定める。 

附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（令和元年11月１日条例第１号） 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 



○河北郡市広域事務組合職員の服務の宣誓に関する条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第10号 

改正 令和３年５月27日 条例第１号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律261号）第31条の規定に基づき、

職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。 

 （職員の服務の宣誓） 

第２条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の

面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行

なってはならない。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合にあっ

ては、この限りではない。 

２ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓につ

いては、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。 

 （権限の委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項につい

ては、任命権者が定めることができる。 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

附 則（令和３年５月27日条例第１号） 

 この条例は、公布の日から施行する。



別記様式（第２条関係）  

 

宣   誓   書 

 

 

 私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、  

 

かつ、擁護することを固く誓います。 

 

私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に  

 

運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を  

 

執行することを固く誓います。  

 

 

        年  月  日  

 

 

氏 名           

 

 



○河北郡市広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第11号 

改正 平成18年８月１日 条例第３号 

平成20年２月28日 条例第５号 

平成22年10月７日 条例第５号 

平成23年２月28日 条例第１号 

平成29年５月30日 条例第１号 

平成31年２月22日 条例第１号 

令和元年11月１日 条例第１号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第24条第６項の規定に

基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。 

（１週間の勤務時間） 

第２条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間

当たり38時間45分とする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第10条第３項の

規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務（以下「育児短時間勤務」とい

う。）の承認を受けた職員（同法第17条の規定による短時間勤務をすることとな

った職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。）の１週間当たりの勤

務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容（同法第17条の規定による短

時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなっ

た短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。）に従い、任命

権者が定める。 

３ 地方公務員法第28条の４第１項又は第28条の５第１項の規定により採用された

職員で同法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの（以下「再

任用短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休

憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり15時間30分から31時間

までの範囲内で、任命権者が定める。 

４ 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第１項の規定により採用された職

員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第１項の規定にか

かわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり31時間ま

での範囲内で、任命権者が定める。 

５ 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各号に規定する

勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、理事会の

承認を得て、別に定めることができる。 

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同

じ。）とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に

応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日

までの５日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及び任期

付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日まで

の５日間において週休日を設けることができる。 



２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間４５

分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、

１週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い１日につき７時

間４５分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職

員及び任期付短時間勤務職員については、１週間ごとの期間について、１日につ

き７時間４５分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 

第４条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要

のある職員については、前条第１項及び第２項の規定にかかわらず、週休日及び

勤務時間の割振りを別に定めることができる。 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、

規則の定めるところにより、４週間ごとの期間につき８日の週休日（育児短時間

勤務職員等にあっては８日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、

再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては８日以上の週休日）

を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要（育

児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容）により、４週間

ごとの期間につき８日（育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期

付短時間勤務職員にあっては、８日以上）の週休日を設けることが困難である職

員について、理事会と協議して、規則の定めるところにより、４週間を超えない

期間につき１週間当たり１日以上の割合で週休日（育児短時間勤務職員等にあっ

ては、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で当該育児短時

間勤務等の内容に従った週休日）を設ける場合には、この限りではない。 

 （週休日の振替等） 

第５条 任命権者は、職員に第３条第１項又は前条の規定により週休日とされた日

において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところに

より、第３条第２項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日（以下この

条において「勤務日」という。）のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休

日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必

要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち４時間を

当該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時間を当該勤務することを

命ずる必要がある日に割り振ることができる。 

（休憩時間） 

第６条 任命権者は、１日の勤務時間が、６時間を超える場合においては少なくと

45分、８時間を超える場合においては少なくとも１時間の休憩時間を勤務時間の

途中に置かなければならない。 

２ 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合におい

て、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。 

（休息時間） 

第７条 任命権者は、第４条第１項に規定する職員について、所定の勤務時間のう

ちに、組合の規則で定める基準に従い、休息時間を置くものとする。 

 （正規の勤務時間以外の時間における勤務） 

第８条 任命権者は、理事会（労働基準法（昭和22年法律第49号）別表第１第１号

から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督

署長）の許可を受けて、第２条から第５条までの規定による勤務時間（以下「正

規の勤務時間」という。）以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連



絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をするこ

とを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合

にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定

める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。 

２ 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間

以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずること

ができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公

務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、

正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命

ずることができる。 

３ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間におけ

る勤務に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （時間外勤務代休時間） 

第８条の２ 任命権者は、河北郡市広事務組合一般職の職員の給与に関する条例

（平成16年河北郡市広域事務組合条例第17号。以下「給与条例」という。）第２

条の規定により準用する津幡町一般職の職員の給与に関する条例（昭和32年津幡

町条例第27号。以下「津幡町給与条例」という。）第14条第２項の規定により時

間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間

外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤務

代休時間」という。）として、規則で定める期間内にある勤務日等（第10条第１

項に規定する休日及び代休日を除く。）に割り振られた勤務時間の全部又は一部

を指定することができる。 

２ 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代

休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間におい

ても勤務をすることを要しない。 

 （育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務） 

第８条の３ 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子

（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員と

の間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した

者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であっ

て、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第

１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職

員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。

以下この条及び次条において同じ。）を養育するために請求した場合には、公務

の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請

求に係る早出遅出勤務（始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うため

のものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる

勤務をいう。第３項において同じ。）をさせるものとする。 

⑴ 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員 

⑵ 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している

子のある職員であって、規則で定めるもの 

２ 前項の規定は、第15条第１項に規定する要介護者を介護する職員について準用

する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則の定めるところによ

り、その子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が



当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所

に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限

る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164

条）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組

里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定め

る者を含む。以下この条及び次条において同じ。）を養育」とあるのは「第15条

第１項に規定する要介護者（以下「要介護者」という。）のある職員が、規則の

定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤

務に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第８条の４ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の

配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間

をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を養育すること

ができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）

が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公

務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。 

２ 任命権者は、３歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当

該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理する

ための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第８条第２項に規定す

る勤務（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項

において同じ。）をさせてはならない。 

３ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定める

ところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員

の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、１月

について24時間、１年について150時間を超えて、第８条第２項に規定する勤務を

させてはならない。 

４ 前３項の規定は、第15条第１項に規定する要介護者を介護する職員について準

用する。この場合において、第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子のあ

る職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午

前５時までの間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子

を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該

職員を除く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第２項

中「３歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養

育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規

則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第15条第１項に規定す

る日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介護者」という。）のある職員が、

規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第１項中「深夜におけ

る」とあるのは「深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。）におけ

る」と、第２項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるこ

とが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるも

のとする。 

５ 前４項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に

関し必要な事項は、規則で定める。 



 （休日） 

第９条 職員は、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

（以下「祝日法による休日」という。）には、特に勤務することを命ぜられる者

を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年

の１月３日までの日（祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」とい

う。）についても、同様とする。 

 （休日の代休日） 

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日（以下この項に

おいて「休日」と総称する。）である第３条第２項、第４条又は第５条の規定に

より勤務時間が割り振られた日（以下この項において「勤務日等」という。）に

割り振られた勤務時間の全部（次項において「休日の全勤務時間」という。）に

ついて特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休

日前に、当該休日に代わる日（次項において「代休日」という。）として、当該

休日後の勤務日等（第８条の２第１項の規定により時間外勤務代休時間が指定さ

れた勤務日等及び休日を除く。）を指定することができる。 

２ 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務

時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられる

ときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。 

 （休暇の種類） 

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時

間とする。 

（年次有給休暇） 

第12条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年にお

いて、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 

⑴ 次号から第３号に掲げる職員以外の職員 20日（育児短時間勤務職員等、再

任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間

等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数） 

⑵ 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員と

なるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日

数 

⑶ 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和27年法

律第289号）の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、河北郡市広域事

務組合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法（昭和

40年法律第124号）に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法（昭和

45年法律第82号）に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関す

る法律（昭和47年法律第66号）に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発

金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関

連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者（以下この号において

「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。）であった者

であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 

地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその

在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定

める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数 

２ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、規則で定



める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。 

３ 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。た

だし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる

場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 

 （病気休暇） 

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務し

ないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。 

 （特別休暇） 

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の

事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合にお

ける休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇について、規則でそ

の期間を定める。 

 （介護休暇） 

第15条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、子、配偶者の

父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわた

り日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をするため、

任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々

が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算し

て６月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）内におい

て勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

２ 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。 

３ 介護休暇については、津幡町給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務し

ない１時間につき、同条例第17条に規定する勤務時間１時間当たりの給与額を減

額する。 

(介護時間) 

第15条の２ 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当

該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護

者に係る指定期間と重複する期間を除く。）内において1日の勤務時間の一部につ

き勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間を超えな

い範囲内で必要と認められる時間とする。 

３ 介護時間については、津幡町給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務し

ない１時間につき、同条例第17条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額す

る。 
（病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認） 

第16条 病気休暇、特別休暇（規則で定めるものを除く。）、介護休暇及び介護時

間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければなら

ない。 

 （会計年度任用職員の勤務時間、休暇等） 

第17条 地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、

休暇等については、第２条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等

を考慮して、規則の定める基準に伴い、任命権者が定める。 

 （規則への委任） 



第18条 第12条から第16条までに規定するもののほか、休暇に関する手続きその他

の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（平成18年８月30日条例第３号） 

 この条例は、平成18年10月１日から施行する。 

   附 則（平成20年２月28日条例第５号） 

 この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

   附 則（平成22年10月7日条例第５号） 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第８条の次に１条を加える改正規

定は公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。 

   附 則（平成23年２月28日条例第１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

（職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

２ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（平成18年河北郡

市広域事務組合条例第３号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。 

   附 則（平成29年５月30日条例第１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を早出遅出勤務開始

日とする改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第８条の３の規定による

請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、

当該請求を行うことができる。 

３ この条例の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条の

規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、施行日において当該介護休暇

の初日（以下この条において単に「初日」という。）から起算して６月を経過し

ていないものの当該介護休暇に係る改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条

例第15条第１項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるとこ

ろにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日（初日から起算して

６月を経過する日までの日に限る。）までの期間を指定するものとする。 

   附 則（平成31年２月22日条例第１号） 

 この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

   附 則（令和元年11月１日条例第１号） 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 
 

 



   ○河北郡市広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則 

 

制定 平成16年３月１日 規則第４号 

改正 平成18年10月１日 規則第10号 

平成20年４月１日 規則第２号 

平成22年10月７日 規則第１号 

平成23年４月１日 規則第３号 

平成29年３月31日 規則第１号 

平成29年６月１日 規則第２号 

平成31年４月１日 規則第１号 

令和３年12月23日 規則第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、河北郡市広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成16年河北郡市広域事務組合条例第11号。以下「条例」という。）の規定に

基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。 

（特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの

基準） 

第２条 任命権者は、条例第４条第２項本文の定めるところに従い週休日（条例第

３条第１項に規定する週休日をいう。以下同じ。）及び勤務時間の割振りを定め

る場合には、勤務日（条例第５条に規定する勤務日をいう。次項、次条及び第10

条において同じ。）が引き続き12日を超えないようにし、かつ、１回の勤務に割

り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。 

２ 任命権者は、条例第４条第２項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務

時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければ

ならない。 

⑴ 週休日が毎４週間につき４日以上となること。 

 ⑵ 勤務日が引き続き12日を超えないこと。 

 ⑶ １回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。 

３ 任命権者は、条例第４条第２項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務

時間の割振りを定める場合において、前項各号の基準に適合し、かつ、週休日を

当該期間につき１週間当たり２日の割合で設けるときは、同条第２項ただし書の

規定による理事会との協議を要しないものとする。 

（週休日の振替等） 

第３条 条例第５条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要があ

る日を起算日とする４週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を

起算日とする８週間後の日までの期間とする。 

２ 任命権者は、週休日の振替（条例第５条の規定に基づき勤務日を週休日に変更

して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要があ

る日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。）又は４時間の勤務時間

の割振り変更（同条の規定に基づき勤務日（４時間の勤務時間のみが割り振られ

ている日を除く。以下この条において同じ。）のうち４時間の勤務時間を当該勤

務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時間を条例第５条の勤務すること

を命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。）を行



う場合には、週休日の振替又は４時間の勤務時間の割振り変更（以下「週休日の

振替等」という。）を行った後において、週休日が毎４週間につき４日以上とな

るようにし、かつ、勤務日等（条例第３条第２項、第４条又は第５条の規定によ

り勤務時間が割り振られた日をいう。第９条第１項において同じ。）が引き続き

24日を超えないようにしなければならない。 

３ 任命権者は、４時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第１項に規定す

る期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤

務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。 

 （休憩時間の短縮） 

第３条の２ 任命権者は、条例第６条第２項の規定に基づき、次に掲げる場合に該

当する職員から休憩時間変更事由申出書（様式第１号）により申出があり、かつ、

公務の運営に支障がないと認められるときは、休憩時間を45分以上１時間未満と

することができる。 

⑴ 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（その配偶者で当該子の親で

あるものが、次のアからウまでに掲げる場合のいずれにも該当する者である職

員を除く。次号において同じ。）が当該子を養育する場合 

ア 就業していない場合（就業日数が１月について３日以下の場合を含む。） 

イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育すること

が困難な状態にない場合 

ウ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては14週間）以内に出産する予定がなく、

又は産後８週間を経過している場合 

⑵ 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外

の場所に赴く場合 

⑶ 条例第15条第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介

護者」という。）を介護する職員が要介護者を介護する場合 

⑷ 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時

刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着

するまでの時間を合計した時間（交通機関を利用する時間に限る。）が、始業

の時間を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認

められるとき（始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間

を30分以上短縮できる場合を除く。）。 

⑸ 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の

母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 

２ 前項の場合によるもののほか、職務の特殊性又は当該公署の特性の必要により、

当該公署の長から、施設等休憩時間変更事由申出書により申出があり、かつ、公

務の運営に支障がないと認められるときは、当該公署に勤務する職員について、

休憩時間を45分以上１時間未満にすることができるものとする。 

３ 任命権者は、前２項の申出について確認する必要があると認められるときは、

当該申出をした職員又は当該公署の長に照会するなどその内容について確認する

ものとする。 

（休憩時間の特例） 

第３条の３ 条例第６条第３項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができ

るのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

⑴ 交替制によって勤務させることを必要とする場合 



⑵ 前号に掲げるもののほか、休憩時間の自由利用が妨げられず、かつ、勤務を

過重なものとしないと認められる場合 

（休息時間） 

第４条 任命権者は、条例第４条第１項に規定する公務の運営上の事情により特別な

形態によって勤務する必要のある職員について、できる限り、始業の時刻からその

直後の休憩時間の始まる時刻まで、休憩時間の終わる時刻からその直後の休憩時間

の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の休憩時間の終わる時刻から終業の時

刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね４時間である場合又は始業

の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね４時間である場合に

は、これらの正規の勤務時間に15分の休息時間を置かなければならない。ただし、

１回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して２回

以内において理事会が定める回数とする。 

２ 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはな

らない。 

３ 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場

合においても、繰り越されることはない。 

 （週休日及び勤務時間の割振り等の明示） 

第５条 任命権者は、条例第３条第１項ただし書の規定により週休日を設け、第２

項の規定により勤務時間を割り振り、条例第４条の規定により週休日及び勤務時

間の割振りを定め、条例第６条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な

方法により速やかにその内容を明示するものとする。 

２ 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、理事会の定めるところにより、

職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。 

 （育児短時間勤務職員等についての適用除外等） 

第５条の２ 第２条第１項及び第２項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」という。）第10条第３項の規定

により同条第１項に規定する育児短時間勤務（以下「育児短時間勤務」とい

う。）の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をする

ことになった職員（以下「育児短時間勤務職員等」という。）には適用しない。 

 （宿日直勤務） 

第６条 条例第８条第１項の規定で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。 

⑴ 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との

連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務（次号に掲げる勤務を除

く。） 

⑵ 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室におい

て私生活を営みつつ常時行う勤務 

２ 任命権者は、条例第９条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日（以

下「休日」という。）その他国の行事の行われる日で理事会が指定する日の正規

の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることがで

きる。 

第７条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過

度にならないように留意しなければならない。 

 （育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずること

ができる場合） 



第７条の２ 条例第８条第２項ただし書の規則で定める場合は、公務のために臨時

又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤

務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。 

 （時間外勤務を命ずる際の考慮） 

第８条 任命権者は、職員に時間外勤務（条例第８条第２項の規定に基づき命ぜら

れて行う勤務をいう。以下同じ。）を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害

しないように考慮しなければならない。 

２ 任命権者は、再任用短時間勤務職員等（条例第２条第３項に規定する再任用短

時間勤務職員及び同条第４項に規定する任期付短時間勤務職員という。以下同

じ。）に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時

間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている

趣旨に十分留意しなければならない。 

（時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限） 

第８条の２ 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる

職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小

限の時間外勤務を命ずるものとする。 

 ⑴ 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ次に定める時間及び月数（アにあっては、時間） 

  ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間 

   (ア) １月において時間外勤務を命ずる時間について45時間 

   (イ) １年において時間外勤務を命ずる時間について360時間 

  イ １年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部

署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数 

   (ア) １年において時間外勤務を命ずる時間について720時間 

   (イ) ア及び次号（イを除く。）に規定する時間及び月数並びに職員の健康及

び福祉を考慮して、理事会が定める期間において理事会が定める時間及び

月数 

⑵ 他律的業務（業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自

ら決定することが困難な業務をいう。）の比重が高い部署として任命権者が指

定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数 

 ア １月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満 

 イ １年において時間外勤務を命ずる時間について720時間 

 ウ １月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１月、２月、３月、４月

及び５月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の

１月当たりの平均時間について80時間 

 エ １年のうち１月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について

６月 

２ 任命権者が、特例業務（大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に

緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項に

おいて同じ。）に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超え

て時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項（当該超えることとなる

時間又は月数に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。理事会が定める期間

において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数

を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として理事会が定める場合も、同様



とする。 

３ 任命権者は、前項の規定により、第１項各号に規定する時間又は月数を超えて

職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限

のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該

時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る１年の末日の翌日

から起算して６月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行

わなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び

月数の上限に関し必要な事項は、理事会が別に定める。 

（育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等） 

第８条の２の２ 条例第８条の３第１項の規則で定める者は、次の各号のいずれに

も該当する者とする。 

⑴ 就業していない者（就業日数が１月について３日以下の者を含む。）である

こと。 

⑵ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育する

ことが困難な状態にある者でないこと。 

⑶ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定である者

又は産後８週間を経過しない者でないこと。 

２ 条例第８条の２第１項第２号の規則で定めるものは、児童福祉法（昭和22年法

律第164号）第６条の２第３項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にそ

の子（当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。）を出迎える

ために赴く職員とする。 

第８条の３ 条例第８条の２第１項の規定による請求は、始業及び終業の時刻を、

職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻と

する勤務時間の割り振りによる勤務（以下「早出遅出勤務」という。）を請求す

る一の期間（以下「早出遅出勤務期間」という。）について、その初日（以下

「早出遅出勤務開始日」という。）及び末日（以下「早出遅出勤務終了日」とい

う。）とする日を明らかにした早出遅出勤務請求書（様式第２号）により、あら

かじめ行うものとする。 

２ 条例第８条の２第１項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、

公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しな

ければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があること

が明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求

をした職員に対しその旨を通知しなければならない。 

３ 任命権者は、条例第８条の２第１項の請求に係る事由について確認する必要が

あると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めること

ができる。 

第８条の４ 条例第８条の２第１項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始

日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、

当該請求はされなかったものとみなす。 

⑴ 当該請求に係る子が死亡した場合 

⑵ 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の

子でなくなった場合 

⑶ 前２号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第８条の２に規定す



る職員に該当しなくなった場合 

⑷ 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合 

２ 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各

号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第８条の２第１項の規定によ

る請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったも

のとみなす。 

３ 前２項の場合において、職員は、遅滞なく育児又は介護の状況変更届（様式第

３号）により、第１項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければ

ならない。 

４ 前条第３項の規定は、前項の届出について準用する。 

（育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等） 

第８条の５ 条例第８条の３第１項の深夜（同項に規定する深夜をいう。以下同

じ。）において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定め

る者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 深夜において就業していない者（深夜における就業日数が１月について３日

以下の者を含む。）であること。 

⑵ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育する

ことが困難な状態にある者でないこと。 

⑶ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定である者

又は産後８週間を経過しない者でないこと。 

第８条の６ 条例第８条の３第１項の規定による請求は、深夜における勤務（以下

「深夜勤務」という。）の制限を請求する一の期間（６月以内の期間に限る。以

下「深夜勤務制限期間」という。）について、その初日（以下「深夜勤務制限開

始日」という。）及び末日（以下「深夜勤務制限終了日」という。）とする日を

明らかにした深夜勤務制限請求書（様式第２号）により、深夜勤務制限開始日の

１月前までに行うものとする。 

２ 条例第８条の３第１項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、

公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しな

ければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があること

が明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求

をした職員に対しその旨を通知しなければならない。 

３ 第８条の３第３項の規定は、条例第８条の３第１項の規定による請求について

準用する。 

第８条の７ 条例第８条の３第１項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始

日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、

当該請求はされなかったものとみなす。 

⑴ 当該請求に係る子が死亡した場合 

⑵ 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の

子でなくなった場合 

⑶ 前２号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第８条の２に規定す

る職員に該当しなくなった場合 

⑷ 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合 

２ 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各

号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第８条の３第１項の規定によ



る請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があったも

のとみなす。 

３ 前２項の場合において、職員は、遅滞なく育児又は介護の状況変更届により、

第１項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。 

４ 第８条の３第３項の規定は、前項の届出について準用する。 

（育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等） 

第８条の８ 条例第８条の４第２項又は第３項の規定による請求は、条例第８条第

２項に規定する勤務（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務

を除く。以下「時間外勤務」という。）の制限を請求する一の期間について、そ

の初日（以下「時間外勤務制限開始日」という。）及び期間（１年又は１年に満

たない月を単位とする期間に限る。）を明らかにした時間外勤務制限請求書（様

式第２号）により、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。

この場合において、条例第８条の４第２項の規定による請求に係る期間と条例第

８条の４第３項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければな

らない。 

２ 条例第８条の４第２項又は第３項の規定による請求があった場合においては、

任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどう

かについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。 

３ 任命権者は、条例第８条の４第２項又は第３項の規定による請求が、当該請求

があった翌日から起算して１週間を経過する日（以下「１週間経過日」とい

う。）前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に

規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開

始日から１週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更す

ることができる。 

４ 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合において

は、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日まで

に当該請求をした職員に対し通知しなければならない。 

５ 第８条の３第３項の規定は、条例第８条の４第２項及び第３項の規定による請

求について準用する。 

第８条の９ 条例第８条の４第２項又は第３項の規定による請求がされた後時間外

勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合に

は、当該請求はされなかったものとみなす。 

⑴ 当該請求に係る子が死亡した場合 

⑵ 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の

子でなくなった場合 

⑶ 前２号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第８条の２に規定す

る職員に該当しなくなった場合 

⑷ 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合 

２ 時間外勤務制限開始日から起算して条例第８条の４第２項又は第３項の規定に

よる請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれか

の事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始

日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。 

⑴ 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合 

⑵ 当該請求に係る子が、条例第８条の４第２項の規定による請求にあっては３



歳に、同条第３項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合 

３ 前２項の場合において、職員は、遅滞なく育児又は介護の状況変更届により、

第１項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。 

４ 第８条の３第３項の規定は、前項の届出について準用する。 

 （介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第８条の10 第８条の３から前条まで（第８条の４第１項第３号及び第４号、第８

条の７第１項第３号及び第４号並びに前条第１項第３号及び第４号並びに第２項

各号を除く。）の規定は、条例第15条第１項に規定する日常生活を営むのに支障

がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第８条の４第１

項第１号、第８条の７第１項第１号及び前条第１項第１号中「子」とあるのは

「要介護者」と、第８条の４第１項第２号、第８条の７第１項第２号及び前条第

１項第２号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子

でなくなった」とあるのは、「要介護者の当該請求をした職員との親族関係が消

滅した」と、第８条の８第１項から第３項まで及び第５項中「条例第８条の４第

２項又は第３項」とあるのは「条例第８条の４第３項」と、同条第１項中「なら

ない。この場合において、条例第８条の４第２項の規定による請求に係る期間と

条例第８条の４第３項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなけ

ればならない」とあるのは「ならない」と、同条第２項及び第３項中「これらの

項」とあるのは「同項」と、前条第１項及び第２項中「条例第８条の４第２項又

は第３項」とあるのは「条例第８条の４第３項」と、同項中「次の各号」とある

のは「前項第１号又は第２号」、「これらの項」とあるのは「同項」と読み替え

るものとする。 

（時間外勤務代休時間の指定） 

第８条の11 条例第８条の２第１項の規則で定める期間は、河北郡市広事務組合一

般職の職員の給与に関する条例（平成16年河北郡市広域事務組合条例第17号）第

２条の規定により準用する津幡町一般職の職員の給与に関する条例（昭和32年津

幡町条例第27号。以下「津幡町給与条例」という。）第14条第２項に規定する60

時間を超えて勤務した全時間に係る月（次項において「60時間超過月」とい

う。）の末日の翌日から同日を起算日とする２月後の日までの期間とする。 

２ 任命権者は、条例第８条の２第１項の規定に基づき時間外勤務代休時間（同項

に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。）を指定する場合には、前項

に規定する期間内にある勤務日等（休日及び代休日（条例第10条第１項に規定す

る代休日をいう。以下同じ。）を除く。第４項において同じ。）に割り振られた

勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の

支給に係る60時間超過月における津幡町給与条例第14条第２項の規定の適用を受

ける時間（以下この項及び第６項において「60時間超過時間」という。）の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。 

⑴ 津幡町給与条例第14条第１項第１号に掲げる勤務に係る時間（次号に掲げる

時間を除く。） 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗

じて得た時間数 

⑵ 河北郡市広事務組合職員の育児休業等に関する条例（平成20年河北郡市広域

事務組合条例第２号）第２条の規定により準用する津幡町職員の育児休業等に

関する条例（平成４年津幡町条例第３号）第16条又は第19条の規定により読み

替えられた津幡町給与条例第14条第１項ただし書又は第２項に規定する７時間



45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間

の時間数に100分の50を乗じて得た時間数 

⑶ 津幡町給与条例第14条第１項第２号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該

当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数 

３ 前項の場合において、その指定は、４時間又は７時間45分（年次有給休暇の時

間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇

の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が４時間又

は７時間45分となる時間）を単位として行うものとする。 

４ 任命権者は、条例第８条の２第１項の規定に基づき１回の勤務に割り振られた

勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第１項に規定

する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続す

る勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並

びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。 

５ 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し

出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。 

６ 任命権者は、条例第８条の２第１項に規定する措置が60時間超過時間の勤務を

した職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項

に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努

めるものとする。 

７ 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、理事会が定める。 

（代休日の指定） 

第９条 条例第10条第１項の規定に基づく代休日（同項に規定する代休日をいう。

以下同じ。）の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする８週間後の日

までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の

勤務時間が割り振られた勤務日等（休日を除く。）について行わなければならな

い。 

２ 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、

代休日を指定しないものとする。 

３ 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、理事会が定める。 

（年次有給休暇の日数） 

第10条 条例第12条第１項第１号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の

区分に応じ、当該各号に定める日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨

五入して得た日数）とする。ただし、その日数が労働基準法（昭和22年法律第49

号）第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同

条の規定により付与すべきものとされている日数とする。 

⑴ 斉一型短時間勤務職員（育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び

任期付短時間勤務職員のうち、１週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤

務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。） 20日に斉一型短時間

勤務職員の１週間の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日数 

⑵ 不斉一型短時間勤務職員（育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及

び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以

下同じ。） 155時間に条例第２条第２項、第３項又は第４項の規定に基づき定

められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗

じて得た時間数を、７時間45分を１日として日に換算して得た日数 



２ 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第１項又は第２項に規定する継続

勤務年数の計算に当たり地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の５第１項

又は第28条の６第２項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するも

のとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の

勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。 

第10条の２ 条例第12条第１項第２号の規定で定める日数は、次の各号に掲げる職

員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 

⑴ 当該年の中途において、新たに職員となるもの（次号に掲げる職員を除

く。） その者の当該年における在職期間に応じ、別表第１の日数欄に掲げる

日数（育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の

勤務時間等を考慮し、理事会が別に定める日数）（以下この条において「基本

日数」という。） 

⑵ 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和27年法律第289

号）適用職員等（条例第12条第１項第３号に規定する地方公営企業等の労働関

係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。）となった者で、

引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適

用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合における

その者の在職期間に応じた別表第１の日数欄に掲げる日数から、新たに職員と

なった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じ

て得た日数（この号に掲げる職員が再任用職員（地方公務員法第28条の４第１

項又は第28条の５第１項の規定により採用された職員をいう。第４項第２号に

おいて同じ。）又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤

務時間等を考慮し、理事会が別に定める日数）（当該日数が基本日数に満たな

い場合にあっては、基本日数） 

２ 条例第12条第１項第３号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。 

 ⑴ 国家公務員退職手当法施行令（昭和28年政令第215号）第９条の２各号に掲げ

る法人 

 ⑵ 前号に掲げる法人のほか、理事会がこれらに準ずる法人であると認めるもの 

３ 条例第12条第１項第３号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員で

あった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用

職員等になり引き続き再び職員となったものとする。 

４ 条例第12条第１項第３号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める日数（その日数が基本日数に満たない場合にあっては、

基本日数）とする。 

⑴ 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数 

ア 当該年の初日に職員となった場合 20日（当該年の中途において任期が満

了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職

期間に応じ、別表第１の日数欄に掲げる日数）に当該年の前年における年次

休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数（当該残日数20日を超える場合に

あっては、20日）を加えて得た日数 

イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日

の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減

じて得た日数 

⑵ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、理事



会が別に定める日数 

５ 第１項第２号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の

使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇

の日数については、これらの規定にかかわらず、理事会が別に定める日数とする。 

第10条の３ 次の各号に掲げる場合において、１週間ごとの勤務日の日数又は勤務

日ごとの勤務時間の時間数（以下「勤務形態」という。）が変更されるときの当

該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日

の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第１項第１号又は第２号に掲げる

日数に同条第２項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を

加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合にお

いて、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当

該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日

数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数（１

日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数）とし、当該年の初日

後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日にお

いてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使

用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の

各号に掲げる率を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五

入して得た日数）とする。 

⑴ 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以

外の職員が１週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同

一である育児短時間勤務（以下この条において「斉一型育児短時間勤務」とい

う。）を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務

形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等

が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務（育児休業法第17条の規定

による短時間勤務のうち、１週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時

間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。）を終える場合 勤

務形態の変更後における１週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前におけ

る１週間の勤務日の日数で除して得た率 

⑵ 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以

外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務（以下この条において

「不斉一型育児短時間勤務」という。）を始める場合、不斉一型育児短時間勤

務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を

始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児

休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終

える場合 勤務形態の変更後における１週間当たりの勤務時間の時間数を当該

勤務形態の変更前における１週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率 

⑶ 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務

を始める場合 勤務形態の変更後における１週間当たりの勤務時間の時間数を

当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を７時間45分と

みなした場合の１週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率 

⑷ 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務

を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を７

時間45分とみなした場合の１週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の



変更前における１週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率 

（年次有給休暇の繰越し） 

第11条 条例第12条第２項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の

20日（第10条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数）を超えない

範囲内の残日数（当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、

当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日

数とし、１日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。）とする。 

（年次有給休暇の単位） 

第12条 年次有給休暇の単位は、１日とする。ただし、特に必要があると認められ

るときは、１時間を単位とすることができる。 

２ １時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号

に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって１日とする。 

⑴ 次号から第４号までに掲げる職員以外の職員 ７時間45分 

⑵ 育児休業法第10条第１項第１号から第４号までに掲げる勤務の形態の育児短

時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に定め

る時間数 

ア 育児休業法第10条第１項第１号 ３時間55分 

イ 育児休業法第10条第１項第２号 ４時間55分 

ウ 育児休業法第10条第１項第３号又は第４号 ７時間45分 

⑶ 斉一型短時間勤務職員（前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を

除く。） 勤務日ごとの勤務時間の時間数（１分未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた時間） 

⑷ 不斉一型短時間勤務職員（第２号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務

職員を除く。） ７時間45分 

（病気休暇） 

第13条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められ

る必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気

休暇（以下この条において「特定病気休暇」という。）の期間は、次条第１項第

９号に掲げる場合における特別休暇（以下「生理休暇」という。）を使用した日、

次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該生理休暇又は当該病気休

暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日、年次有給休暇

又は特別休暇を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日（１日の勤

務時間の一部を勤務しない日を含む。）（以下この条においてこれらの日を「除

外日」という。）を除いて連続して90日を超えることはできない。 

⑴ 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補償法

（昭和42年法律第121号）第２条第２項に規定する通勤をいう。）により負傷し、

若しくは疾病にかかった場合 

⑵ 健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められることを理由として、

病気休暇（日単位のものを除く。）の方法により勤務を軽減する措置を受けた

場合 

２ 前項ただし書、次項及び第４項の規定の適用については、連続する８日以上の

期間（当該期間における週休日、勤務時間等条例第８条の２第１項の規定により

割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、

休日及び代休日以外の日（以下この項及び第７項において「要勤務日」とい



う。）の日数が３日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日

数が４日以上である期間。第７項第１号において同じ。）の特定病気休暇を使用

した職員（この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなさ

れた職員を含む。）が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の

末日の翌日から、１回の勤務に割り振られた勤務時間（１回の勤務に割り振られ

た勤務時間の一部に次に掲げる時間（以下この項及び第５項において「部分休業

等」という。）がある場合にあっては、１回の勤務に割り振られた勤務時間のう

ち、部分休業等以外の勤務時間）の全てを勤務した日の日数（第４項において

「実勤務日数」という。）が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を

使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は

連続しているものとみなす。 

⑴ 育児休業法第19条第１項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間 

⑵ 生理休暇により勤務しない時間 

⑶ 次条第１項第８号又は第10号から第12号までに掲げる場合における特別休暇

により勤務しない時間 

⑷ 介護休暇により勤務しない時間 

３ 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合にお

いて、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病（当該負傷又は疾病の

症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病

にかかった日（以下この項において「特定負傷等の日」という。）の前日までの

期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに

限る。以下この項において「特定負傷等」という。）のため療養する必要があり、

勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第１項ただし書の規定にか

かわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係

る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以

後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることは

できない。 

４ 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した日の翌日

から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病

気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異な

る負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認

められるときは、第１項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る

特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の

期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。 

５ 療養期間中の週休日、休日、代休日、年次有給休暇又は生理休暇以外の特別休

暇を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日（１日の勤務時間の一

部を勤務しない日（当該勤務時間の一部に部分休業等がある日であって、当該勤

務時間のうち、当該部分休業等以外の勤務時間の全てを勤務した日を除く。）を

含む。）は、第１項ただし書及び第２項から前項までの規定の適用については、

特定病気休暇を使用した日とみなす。 

６ 病気休暇は、必要に応じて１日、１時間又は１分を単位として取り扱うものと

する。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、１日以外を単位とする特

定病気休暇を使用した日は、１日を単位とする特定病気休暇を使用した日として

取り扱うものとする。 



７ 任命権者は、次に掲げる特定病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書

その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。

この場合において、証明書類が提出されないとき、提出された証明書類の内容に

よっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があ

ると認めるときは、任命権者が指定する医師の診断を求めるものとする。 

⑴ 連続する８日以上の期間の特定病気休暇 

⑵ 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前１月間における特定病気休暇を使用

した日（要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。）の日数が通算して５

日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇 

８ 第１項ただし書、第２項から第５項まで及び第６項ただし書の規定は、条件附

採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員（以下「条件附採用職員等」とい

う。）には適用しない。 

９ 条件附採用職員等に対する第７項の規定の適用については、同項中「次に掲げ

る特定病気休暇」とあるのは、「次に掲げる特定病気休暇（次項に規定する条件

附採用職員等にあっては、１週間を超える病気休暇）」とする。 

（特別休暇） 

第14条 条例第14条の規定で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間

は、当該各号に定める期間とする。 

⑴ 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないこ

とがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 

⑵ 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会そ

の他官署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる

とき 必要と認められる期間 

⑶ 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細

胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は

配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢

血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い

必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 

必要と認められる期間 

⑷ 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動（専

ら親族に対する支援となる活動を除く。）を行う場合で、その勤務しないこと

が相当であると認められるとき 一の年において５日の範囲内の期間 

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周

辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 

イ 身体障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しく

は精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必

要な措置を講ずることを目的とする施設であって理事会が定めるものにおけ

る活動 

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾

病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生

活を支援する活動 

エ その他国、地方公共団体又は公共的団体等が行う地域における活動で、特

に理事会が社会に貢献すると認めるもの 

⑸ 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる



行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の５日

前の日から当該結婚の日後１月を経過する日までの期間内における連続する５

日の範囲内の期間 

⑸の２ 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認め

られる場合 一の年において５日（当該通院等が対外受精その他の理事会が定

める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日）の範囲内の期間 

⑹ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定である女

子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間 

⑺ 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期

間（産後６週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障

がないと認めた業務に就く期間を除く。） 

⑻ 生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認めら

れる授乳等を行う場合 １日２回それぞれ30分以内の期間（男子職員にあって

は、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする

日におけるこの号の休暇（これらに相当する休暇を含む。）を承認され、又は

労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、１日

２回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期

間を超えない期間） 

⑼ 生理日における就業が著しく困難である女子職員が申し出た場合 必要と認

められる期間 

⑽ 妊娠中又は出産後１年以内の女子職員が母子保健法（昭和40年法律第141号）

第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 

妊娠満23週までは４週間に１回、妊娠満24週から満35週までは２週間に１回、

妊娠満36週から出産までは１週間に１回、産後１年まではその間に１回（医師

等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回

数）について、それぞれ、１日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる

期間 

⑾ 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合で、当

該職員が適宜休息し、又は補食する必要があると認められるとき 正規の勤務

時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は当該職員が

他の規定により勤務しないことを承認されている時間に連続する時間以外の時

間で必要と認められる期間 

⑿ 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の

健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりに

つき１日を通じて１時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間 

⒀ 職員が妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次

号において同じ。）の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場

合 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後２週間

を経過する日までの期間内における２日の範囲内の期間 

⒁ 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合

にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの期

間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまで

の子（妻の子を含む。）を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しな

いことが相当であると認められるとき 当該期間内における５日の範囲内の期



間 

⒂ 小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。以下この号におい

て同じ。）を養育する職員が、その子の看護（負傷し、若しくは疾病にかかっ

たその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして理事会が定める

その子の世話を行うことをいう。）のため勤務しないことが相当であると認め

られる場合 一の年において５日（その養育する小学校就学の始期に達するま

での子が２人以上の場合にあっては、10日）の範囲内の時間又は期間 

⒂の２ 条例第15条第１項に規定する要介護者（以下この号において「要介護

者」という。）の介護その他の理事会が定める世話を行う職員が、当該世話を

行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において５日

（要介護者が２人以上の場合にあっては、10日）の範囲内の時間又は期間 

⒃ 職員の親族（別表第２の親族欄に掲げる親族に限る。）が死亡した場合で、

職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤

務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げ

る連続する日数（葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日

数を加えた日数）の範囲内の期間 

⒄ 職員が父母の追悼のための特別な行事（父母の死亡後15年以内に行われるも

のに限る。）のため勤務しないことが相当であると認められる場合 １日の範

囲内の期間 

⒅ 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活

の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の７月か

ら９月までの期間内（職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合にお

いては、理事会が別に定める期間内）における週休日、休日及び代休日を除い

て原則として連続する３日の範囲内の期間 

⒆ 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した

場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認

められるとき ７日の範囲内の期間 

⒇ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが

著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間 

(２１) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の

危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と

認められる期間 

２ 前項第５号の２及び第13号から第15号までの休暇（以下「特定休暇」とい

う。）の単位は、１日又は１時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使

用しようとする場合において、当該残日数に１時間未満の端数があるときは、当

該残日数の全てを使用することができる。 

３ １日を単位とする特定休暇は、１回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを

勤務しないときに使用するものとする。 

４ １時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲

げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって１日とする。 

⑴ 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ７時間45分 

⑵ 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数（７時間45分を超え

る場合にあっては、７時間45分とし、１分未満の端数があるときは、これを切

り捨てた時間） 



⑶ 不斉一型短時間勤務職員 ７時間45分 

５ 特別休暇のうち、その日数が期間をもって定められているもの（第１項第18号

の休暇を除く。）については、当該期間に、週休日、休日及び代休日を含むもの

とする。 

（介護休暇） 

第15条 条例第15条第１項の規定で定める者は、次に掲げる者（第２号に掲げる者

にあっては、職員と同居している者に限る。）とする。 

⑴ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 

⑵ 職員又は配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。別表第２において同じ。）との間において事実上父母と同様の関係にある

と認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認めら

れる者で理事会が定めるもの 

２ 条例第15条第２項の規定で定める期間は、２週間以上の期間とする。 

３ 条例第15条第１項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間（以下

「指定期間」という。）の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入し

て、任命権者に対し行わなければならない。 

４ 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該

申出による期間の初日から末日までの期間（第７項において「申出の期間」とい

う。）の指定期間を指定するものとする。 

５ 職員は、第３項の申出に基づき前項若しくは第７項の規定により指定された指

定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出（短縮の

指定の申出に限る。）に基づき次項若しくは第７項の規定により指定された指定

期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改め

て指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命

権者に対し申し出なければならない。 

６ 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出

があった場合には、第４項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の

初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。 

７ 第４項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は

第３項の申出に基づき第４項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の

末日の翌日から第５項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の

当該申出に係る末日までの期間（以下この項において「延長申出の期間」とい

う。）の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないこ

とが明らかである場合は当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の

期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承

認できないことが明らかな日である場合はこれらの期間から当該日を除いた期間

について指定期間を指定するものとする。 

８ 指定期間の通算は、暦に従って計算し、１月に満たない期間は、30日をもって

１月とする。 

第15条の２ 介護休暇の単位は、１日又は１時間とする。 

２ １時間を単位とする介護休暇は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終

業の時刻まで連続した４時間（当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承

認を受けて勤務しない時間がある日については、当該４時間から当該介護時間の

承認を受けて勤務しない時間を減じた時間）を超えない範囲内の時間とする。 



（介護時間） 

第15条の３ 介護時間の単位は、30分とする。 

２ 介護時間は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続し

た２時間（育児休業法第19条第１項の規定による部分休業の承認を受けて勤務し

ない時間がある日については、当該２時間から当該部分休業の承認を受けて勤務

しない時間を減じた時間）を超えない範囲内の時間とする。 

 （病気休暇及び特別休暇の承認） 

第16条 条例第16条の規定で定める特別休暇は、第14条第１項第６号及び第７号の

休暇とする。 

第17条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇（前条に規定するものを除く。第19条

第２項において同じ。）の請求について、条例第13条に定める場合又は第12条第

２項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならな

い。だだし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達

することができると認められる場合は、この限りでない。 

 （介護休暇及び介護時間の承認） 

第18条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第１項又

は第15条の２第１項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなけ

ればならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又

は時間については、この限りでない。 

 （年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等） 

第19条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任

命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由

によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において届

け出るものとする。 

２ 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記

入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得

ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後に

おいて承認を求めることができる。 

３ 第14条第１項第６号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行

わなければならない。 

４ 第14条第１項第７号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨

を速やかに任命権者に届け出るものとする。 

 （介護休暇及び介護時間の請求） 

第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿

に記入して任命権者に請求しなければならない。 

２ 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、１回の指定期間につい

て初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、２週間以上の期間（当該指定

期間が２週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定

める期間）について一括して請求しなければならない。 

 （休暇の承認の決定等） 

第21条 第19条第２項又は前条第１項の請求があった場合においては、任命権者は

速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を

通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合に

おいて、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して１週間を



経過する日（以下この項において「１週間経過日」という。）後の期間が含まれ

ているときにおける当該期間については、１週間経過日までに承認するかどうか

を決定することができる。 

２ 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由

を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。 

（休暇簿） 

第22条 休暇簿に関し必要な事項は、理事会が定める。 

（雑則） 

第23条 この規則に定めるもののほか、職員の休暇に関し必要な事項は、理事会が

定める。 

   附 則 

 この規則は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（平成18年10月１日規則第10号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年４月１日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成22年10月７日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年４月１日規則第３号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日規則第１号） 

 この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年６月１日規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年４月１日規則第１号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成31年８月31日までの間におけるこの規則による改正後の第８条の２第１項

第２号（ウに係る部分に限る。）の規定の適用については、同号ウ中「５月の期

間」とあるのは、「５月の期間（平成31年４月以後の期間に限る。）」とする。 

附 則（令和３年12月23日規則第１号） 

 この規則は、令和４年１月１日から施行する。 

 

 

 

 



別表第１（第10条関係） 

在 職 期 間 日 数 

１月に達するまでの期間 ２日 

１月を超え２月に達するまでの期間 ３日 

２月を超え３月に達するまでの期間 ５日 

３月を超え４月に達するまでの期間 ７日 

４月を超え５月に達するまでの期間 ８日 

５月を超え６月に達するまでの期間 10日 

６月を超え７月に達するまでの期間 12日 

７月を超え８月に達するまでの期間 13日 

８月を超え９月に達するまでの期間 15日 

９月を超え10月に達するまでの期間 17日 

10月を超え11月に達するまでの期間 18日 

11月を超え１年未満の期間 20日 

別表第２（第14条関係） 

親 族 日 数 

配偶者 ７日 

父母  

子 ５日 

祖父母 ３日（職員が代襲相続し、かつ、祭具等 

 の承継を受ける場合にあっては、７日） 

孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 

おじ又はおば １日（職員が代襲相続し、かつ、祭具等 

 の承継を受ける場合にあっては、７日） 

父母の配偶者又は配偶者の父母 ３日（職員と生計を一にしていた場合に 

 あっては、７日） 

子の配偶者又は配偶者の子 １日（職員と生計を一にしていた場合に 

 あっては、５日） 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 １日（職員と生計を一にしていた場合に 

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 あっては、３日） 

おじ又はおばの配偶者 １日 



様式第１号（第３条の２関係） 

（表面） 

休憩時間変更事由申出書 
 

請求年月日     年  月  日 
（任命権者） 

様 
請求者 
所属（課）           

氏名            印 
 

（該当する□にレ印に付する。） 
□ 次に該当する事由が発生したので申し出ます。 
□ 次に該当する事由が消滅したので申し出ます。 
 
申出の事由 
□１ 小学校就学の始期に達するまでの子の養育 
□２ 小学校に就学している子の送迎 
□３ 要介護者の介護 
□４ 通勤時間の短縮 
□５ 妊娠中の女子職員の通勤 

 

申出の事由の事実発生日又は消滅日 年  月  日 

 
（以下、事実発生の場合のみ記入） 

申出に係る休憩時間 
□ ４５分  □ （  分） 

□ （12:15～13:00） □ （ : ～ : ） 

申出に係る期間（予定）     年  月  日～    年  月  日 

特例を適用する日 
□ 毎日 
□ 特定の日（毎週の特定の曜日等） 
（内容：                ） 

 
申出の事由１に該当する場合の記入欄 

子の氏名 配偶者で当該子の親である者の状況 

 □ 就業している 
□ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害 
□ 産前６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）
又は産後８週間以内 

子の生年月日又は出産予定日 

    年  月  日 

 
申出の事由２に該当する場合の記入欄 

子の氏名 配偶者で当該子の親である者の状況 

 □ 就業している 
□ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害 
□ 産前６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）
又は産後８週間以内 

子の生年月日又は出産予定日 

    年  月  日 

出迎えが必要な理由 
 
 
 

 



（裏面） 

 

申出の事由３に該当する場合の記入欄 

要介護者の氏名 職員との続柄 要介護者の状態及び具体的な介護の内容 

   

 
申出の事由４に該当する場合の記入欄 

変更前後の 

通勤経路及 

び通勤時間 

変更前  

変更後  

 

注１ 本申出書は、休憩時間を変更しようとする日の１週間前までに提出すること。 

２ 「申出の事由１に該当する場合の記入欄」の「就職している」とは、就業日数が１月に

３日を超えることをいう。 

３ 「申出の事由４に該当する場合の記入欄」の「変更前」欄及び「変更後」欄の記入方法

は、次の記入例を参照すること。 

記入例 

変更前後の 

通勤経路及 

び通勤時間 

変更前 

10分       50分         30分 

職場 － 徒歩 － △△駅 － ＪＲ － ○○停留所 － バス － 自宅 

17:30終業    18:00発      19:25発     20:00着 

変更後 

10分       50分         30分 

職場 － 徒歩 － △△駅 － ＪＲ － ○○停留所 － バス － 自宅 

17:15終業    17:30発      18:25発     19:00着 



様式第２号（第８条の３、第８条の６及び第８条の８関係） 

□早出遅出勤務請求書 □深夜勤務制限請求書 □時間外勤務制限請求書 

 

請求年月日     年  月  日 
（任命権者） 

様 
請求者 
所属（課）            

氏名            印  
 
 下記のとおり（□養育 □介護）のため（□早出遅出勤務 □深夜勤務の制限 □時間外勤
務の制限（職員の勤務時間、休暇等に関する条例第８条の３ □第２項 □第３項））を請求
します。 
 

１ 請求に係る子の又は
要介護者 

氏名 
 

（要介護者の続柄：  ） 

子の生年月日   年  月  日生（□出産予定日） 

養子縁組の効力
が生じた日 

  年  月  日 

２ 職員の配偶者で当該
子の親である者の有無
及び状況 

□有 

□深夜において就業している。 
□負傷、疾病、又は身体上若しくは精神上の障害により
養育が困難である。 

□産前６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間
前）又は産後８週間以内である 

□無 

３ 要介護者の状態及び
具体的な介護の状況 

 

４ 請求に係る期間 

早 出 遅 出 勤 務   年  月  日から 
  年  月  日まで 

□ 毎日 
□ 毎週  曜日 
□ その他（  ） 深夜勤務の制限 

時間外勤務の制限 
  年  月  日から 
□１年 □  月(12月に満たないものに限る。) 

５ 請求に係る早出遅出
勤務の始業及び終業の
時刻並びに当該時刻と
する理由 

  時  分 始業 
 
  時  分 終業 

【理由】 
 
 

注 １について 
「子の生年月日」欄及び「養子縁組の効力が生じた日」欄は、子を養育するために請求 

する場合において記入する。なお、請求に係る子が請求の際に出生していない場合には、 
「子の生年月日」欄に出産予定日を記入し、「出産予定日」の□にレ印を記入する。 

２について 
   ⑴ この欄は、子を養育するために深夜勤務の制限を請求する場合において記入する。 
   ⑵ 「深夜において就業している」とは、深夜における就業日数が１月に３日を超えるこ 

 とをいう。 
３について 

この欄は、要介護者を介護するために請求する場合において記入する。 
４について 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために早出遅出勤務又は深夜勤務の制限 
を請求する場合には、当該請求に係る子が満６歳に達する日以後の最初の３月31日以前の 
日を早出遅出勤務終了日又は深夜勤務制限終了日として請求する。 

５について 
この欄の始業及び終業の時刻は、あらかじめ定められた早出遅出勤務に係る始業及び終

業の時刻のうち、請求するものを記入する。



様式第３号（第８条の４、第８条の７及び第８条の９関係） 

育児又は介護の状況変更届 

 
        年  月  日届出 

（任命権者） 

様 

請求者 

所属（課）           

氏名            印 

 

次のとおり（□早出遅出勤務 □深夜勤務の制限 □時間外勤務の制限）に係る（□子の養

育 □要介護者の介護）の状況について変更が生じたので届け出ます。 

 

１ 届出の事由 

⑴ 養育の状況の変更 

□ 子が死亡した。 

□ 職員の子でなくなった。 

（□ 離縁  □ 養子縁組の取消し） 

□ 同居しなくなった。 

□ 職員の配偶者で子の親であるものが深夜において常態として当該子養育できる者に該 

当することとなった。 

⑵ 介護の状況の変更 

□ 要介護者が死亡した。 

□ 要介護者と職員との親族関係が消滅した。 

（消滅の理由：                        ） 

 

２ 届出の事実が発生した日 

       年  月  日 

 

注 該当する□にはレ印を記入すること。 

 

 



   ○河北郡市広域事務組合職員の勤務時間に関する規程 

 

制定 平成17年４月１日 訓令第１号 

改正 平成18年10月１日 訓令第３号 

  平成23年４月１日 訓令第１号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、河北郡市広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成16年河北郡市広域事務組合条例第11号）第２条から第４条までの規定によ

り、職員の勤務時間の割振りについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （勤務時間） 

第２条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前８時30分から午後５時15

分までとする。 

２ 条例第８条の３に規定する育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に係る勤務

時間については、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかとする。 

⑴ 午前７時30分から午後４時15分まで 

⑵ 午前８時から午後４時45分まで 

⑶ 午前９時から午後５時45分まで 

⑷ 午前９時30分から午後６時15分まで 

３ 条例第２条第４項に規定する任期付短時間勤務職員の１週間当たりの勤務時間

は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の１週間当たりの勤務時

間を減じて得た時間の範囲内とする。 

 （休憩時間） 

第３条 休憩時間は、正午から午後１時までとする。 

 （勤務時間の特例） 

第４条 業務の性質その他の事由により、前２条の規定によることができない職員

の勤務時間、休憩時間等については、河北郡市広域事務組合職員の勤務時間、休

暇等に関する規則（平成16年河北郡市広域事務組合規則第４号）第２条に規定す

る基準に従い、局長に合議のうえ、主管課長が定める。 

（育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員の勤務時間） 

第５条 条例第２条第２項に規定する育児短時間勤務職員等及び同条第３項に規定

する再任用短時間勤務職員の勤務時間、休憩時間等については、前３条の規定に

かかわらず、理事会が別に定める。 

   附 則 

 この訓令は、公表の日から施行する。 

   附 則（平成18年10月１日訓令第３号） 

 この規則は、公表の日から施行する。 

附 則（平成23年４月１日訓令第１号） 

 この規則は、公表の日から施行する。 

 



 

   ○河北郡市広域事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する 

規則 

 

制定 令和２年４月１日 規則第３号 

改正 令和３年12月23日 規則第２号 

令和４年４月１日 規則第１号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、河北郡市広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成16年河北郡市広域事務組合条例第11号。以下「条例」という。）第17条の

規定に基づき、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第22

条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）

の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ 任命権者 法第６条第１項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をい

う。 

 ⑵ パートタイム会計年度任用職員 法第22条の２第１項第１号に定める会計年

度任用職員をいう。 

 ⑶ フルタイム会計年度任用職員 法第22条の２第１項第２号に定める会計年度

任用職員をいう。 

 （１週間の勤務時間） 

第３条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超

えない期間につき１週間当たり38時間45分とする。 

２ パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超え

ない期間につき１週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。 

 （週休日及び勤務時間の割振り） 

第４条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同

じ。）とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、

日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設け

ることができる。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間45分

の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員につ

いては、１週間ごとの期間について、１日につき７時間45分を超えない範囲内で

勤務時間を割り振るものとする。 

第５条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要

のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務

時間の割振りを別に定めることができる。 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、

４週間ごとの期間につき８日の週休日（パートタイム会計年度任用職員にあって

は、８日以上の週休日）を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当

該公署の特殊の必要により、４週間ごとの期間につき８日（パートタイム会計年

度任用職員にあっては、８日以上）の週休日を設けることが困難な職員について、



 

理事会と協議して、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で

週休日を設ける場合には、この限りでない。 

３ 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員（以下

「常勤職員」という。）の例による。 

 （週休日の振替等） 

第６条 任命権者は、会計年度任用職員に第４条第１項又は前条の規定により週休

日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第４条第

２項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日（以下この条において「勤

務日」という。）を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該

勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の

勤務時間のうち４時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時

間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。 

２ 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等につい

ては、常勤職員の例による。 

 （休憩時間） 

第７条 条例第６条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。 

 （正規の勤務時間以外の時間における勤務） 

第８条 任命権者は、理事会（労働基準法（昭和22年法律第49号）別表第１第１号

から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督

署長）の許可を受けて、第３条から第６条までに規定する勤務時間（以下「正規

の勤務時間」という。）以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、

外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の河北郡市広域事務組合職

員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成16年河北郡市広域事務組合規則第４号。

以下「勤務時間規則」という。）第６条で定める断続的な勤務をすることを命ず

ることができる。 

２ 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間

以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすること

を命ずることができる。 

 （育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第９条 条例第８条の４の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について

準用する。 

 （休日） 

第10条 条例第９条の規定は、会計年度任用職員について準用する。 

 （休日の代休日） 

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律（昭和23年法律

第178号）による休日又は年末年始の休日（以下この項において「休日」と総称す

る。）である第４条第２項、第５条又は第６条の規定により勤務時間が割り振ら

れた日（以下この項において「勤務日等」という。）に割り振られた勤務時間の

全部（次項において「休日の全勤務時間」という。）について特に勤務すること

を命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日（以下この条において

「代休日」という。）として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。 

２ 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた

休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務すること

を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。 



 

３ 第１項の規定により代休日の指定をすることができる勤務日等の期間及び指定

の手続等については、常勤職員の例による。 

 （休暇の種類） 

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時

間とする。 

 （年次有給休暇） 

第13条 年次有給休暇は、一の年度（４月１日から翌年の３月31日までをいう。以

下同じ。）ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次に掲げる

会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 

 ⑴ 次号及び第３号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 １週間

の勤務日の日数又は１年間の勤務日の日数区分に応じ、それぞれ別表第１の任

期の区分ごとに定める日数 

 ⑵ 任期の満了により退職した後に同一年度内において更に任用されたことによ

り、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度

任用職員（次号に掲げる会計年度任用職員を除く。） 当該任用又は更新より

も前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた

任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数

（当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があ

るときは、当該付与された日数を減じて得た日数（当該日数が０を下回る場合

にあっては、０）） 

 ⑶ 任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、

前任用から継続勤務する会計年度任用職員 １週間の勤務日の日数又は１年間

の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第２の継続勤務期間の初日の属す

る年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数（当該年度においてこ

の号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数

を減じて得た日数（当該日数が０を下回る場合にあっては、０）） 

２ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、20日を限

度として、前項に定める一の年度における年次有給休暇の日数を超えない範囲内

の残日数（１日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数）を、当該年度

の翌年度（年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度における

その付与された月の前月まで）に繰り越すことができる。 

３ 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければ

ならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な

運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 

４ 年次有給休暇の単位は、１日とする。ただし、特に必要があると認められると

きは、１時間を単位とすることができる。 

５ １時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日１日当

たりの勤務時間（その時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切

り上げた時間）をもって１日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でな

いパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日１日当たりの平均勤務時間

（全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間（その時間

に１時間未満の端数を生じたときは、これを１時間に切り上げた時間）をいう。）

をもって１日とする。 

 （特別休暇） 



 

第14条 任命権者は、会計年度任用職員に次の各号に掲げる事由がある場合には、

当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。 

 ⑴ 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その

勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 

 ⑵ 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、

地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことが

やむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 

 ⑶ 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他こ

れらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認め

られるとき ７日の範囲内の期間 

  ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度

任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 

  イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生

活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員

以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 

⑷ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職

員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期

間 

⑸ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任

用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得な

いと認められる場合 必要と認められる期間 

⑹ 会計年度任用職員の親族（別表第３の親族欄に掲げる親族に限る。）が死亡

した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と

認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族

に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数（葬儀のため遠隔の地に赴く場所に

あっては、往復に要する日数を加えた日数）の範囲内の期間 

 ⑺ 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要

と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき 

   理事会の定める期間内における連続する５日の範囲内の期間 

 ⑻ 会計年度任用職員（６月以上の任期が定められている者又は６月以上継続勤

務している者（週以外の期間によって勤務日が定められている者で１年間の勤

務日が47日以下であるものを除く。）に限る。）が夏季における盆等の諸行事、

心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当で

あると認められる場合 一の年の７月から９月までの期間内における、勤務時

間が割り振られていない日を除いて原則として連続する３日の範囲内の期間 

⑼ 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又

は胎児の健康保持に影響があると認めるとき 当該会計年度任用職員が適宜休

息し、又は補食するために必要な時間 

⑽ 会計年度任用職員（１週間の勤務日が３日以上とされている者又は週以外の

期間によって勤務日が定められている者で１年間の勤務日が１２１日以上であ

るものであって、６月以上の任期が定められているもの又は６月以上継続勤務

しているものに限る。以下この号、第13号及び第14号において同じ。）が不妊

治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の

年度において５日（当該通院等が体外受精その他の理事会が定める不妊治療に



 

係るものである場合にあっては、10日）（勤務日ごとの勤務時間の時間数が同

一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、理事会が

定める時間）の範囲内の期間 

⑾ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定である女

性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間 

⑿ 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を経過

する日までの期間（産後６週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申

し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。） 

⒀ 会計年度任用職員が妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。次号において同じ。）の出産に伴い勤務しないことが相当であると

認められる場合 理事会が定める期間内における２日（勤務日ごとの勤務時間

の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮

し、理事会が定める時間）の範囲内の期間 

⒁ 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の６週間（多

胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過す

る日までの期間にある場合において、当該出産に係る子（条例第８条の３第１

項において子に含まれるものとされる者を含む。次項第３号ア及びウを除き、

以下同じ。）又は小学校就学の始期に達するまでの子（妻の子を含む。）を養

育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当で

あると認められるとき 当該期間内における５日（勤務日ごとの勤務時間の時

間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、

理事会が定める時間）の範囲内の期間 

２ 任命権者は、会計年度任用職員に次の各号に掲げる事由がある場合には、当該

各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。 

 ⑴ 生後１年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために

必要と認められる授乳等を行う場合 １日２回それぞれ30分以内の時間（男性

の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親（当

該子について民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により特別

養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事

件が裁判所に係属している場合に限る。）であって当該子を現に監護するもの

又は児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定により当該

子を委託されている同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である者若

しくは同条第１号に規定する養育里親である者（同法第27条第４項に規定する

者の意に反するため、同項の規定により、同法第６条の４第２号に規定する養

子縁組里親として委託することができない者に限る。）を含む。）が当該会計

年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇（こ

れに相当する休暇を含む。）を承認され、又は労働基準法第67条の規定により

同日における育児時間を請求した場合は、１日２回それぞれ30分から当該承認

又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間） 

 ⑵ 小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。以下この号におい

て同じ。）を養育する会計年度任用職員（１週間の勤務日が３日以上とされて

いる者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で１年間の勤務日

が121日以上あるものであって、６月以上継続勤務しているものに限る。）が、

その子の看護（負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防



 

を図るために必要なものとして理事会が定めるその子の世話を行うことをい

う。）のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度におい

て５日（その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が２人以上の場合に

あっては、10日）（勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用

職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、理事会が定める時間）の範囲内

の期間 

 ⑶ 次に掲げる者（ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居している

者に限る。）で負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活

を営むのに支障があるもの（以下「要介護者」という。）の介護その他の理事

会が定める世話を行う会計年度任用職員（１週間の勤務日が３日以上とされて

いる者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で１年間の勤務日

が121日以上であるものであって、６月以上継続勤務しているものに限る。）が、

当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度にお

いて５日（要介護者が２人以上の場合にあっては、10日）（勤務日ごとの勤務

時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を

考慮し、理事会の定める時間）の範囲内の期間 

  ア 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以

下この号において同じ。）、父母、子及び配偶者の父母 

  イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 

  ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあ

ると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関

係にあると認められる者 

 ⑷ 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しな

いことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間 

 ⑸ 女性の会計年度任用職員が母子保健法（昭和40年法律第141号）の規定による

保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得

ないと認められる場合 

   必要と認められる期間 

 ⑹ 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その

勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間 

 ⑺ 会計年度任用職員（６月以上の任期が定められている者又は６月以上継続勤

務している者（週以外の期間によって勤務日が定められている者で１年間の勤

務日が47日以下であるものは除く。）に限る。）が負傷又は疾病のために療養

する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合（前３

号に掲げる場合を除く。） 一の年度において別表第４の定める期間 

 ⑻ 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため

の末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出

を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄

若しくは末梢血幹細胞移植のため抹消血幹細胞を提供する場合で、当該申出又

は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認め

られるとき 必要と認められる期間 

 ⑼ 妊娠中又は出産後１年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定

する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは

４週間に１回、妊娠満24週から満35週までは２週間に１回、妊娠満36週から出



 

産までは１週間に１回、産後１年まではその間に１回（医師等の特別な指示が

あった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数）とし、その都

度必要と認められる時間 

 ⑽ 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が

母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 当該会計年度任用職員に

ついて定められた勤務時間の始め又は終わりにつき、１日を通じて１時間を超

えない範囲内で各々必要と認められる時間 

３ 特別休暇の単位は、必要に応じて１日、１時間又は１分とする。ただし、休暇

の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に１時間未満の端

数があるときは、当該日数の全てを使用することができる。 

４ １日を単位とする休暇は、１回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務し

ないときに使用するものとする。 

５ 前条第５項の規定は、１時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合に

ついて準用する。 

 （介護休暇） 

第15条 条例第15条第１項及び第２項の規定は、会計年度任用職員（同条の規定の

適用があるとしたならば同条第１項に規定する申出の時点において、１週間の勤

務日が３日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められてい

る者で１年間の勤務日が121日以上あるものであって、当該申出において、勤務時

間規則第15条第３項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算

して93日を経過する日から６月を経過する日までに、その任期（任期が更新され

る場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及び特定職に引き続き採用さ

れないことが明らかでないものに限る。）の介護休暇について準用する。この場

合において、条例第15条第１項中「６月」とあるのは「93日」と読み替えるもの

とする。 

２ 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。 

 （介護時間） 

第16条 条例第15条の２第１項及び第２項の規定は、会計年度任用職員（同条の規

定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、

１週間の勤務日が３日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定

められている者で１年間の勤務日が121日以上であるものであって、１日につき定

められた勤務時間が６時間15分以上である勤務日があるものに限る。）の介護時

間について準用する。この場合において、同条第２項中「２時間」とあるの は、

「２時間（当該会計年度任用職員について１日につき定められた勤務時間から５

時間45分を減じた時間が２時間を下回る場合は、当該減じた時間）」と読み替え

るものとする。 

２ 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。 

 （休暇の承認等） 

第17条 特別休暇（第14条第１項第11号及び第12号を除く。）、介護休暇及び介護

時間の承認及び請求等の手続については、常勤職員の例による。 

 （理事会が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等） 

第18条 第12条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し理事会

が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及

びその職務の特殊性を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。 



 

 （雑則） 

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事会が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年12月23日規則第２号） 

 この規則は、令和４年１月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。



 

別表第１（第１３条関係） 

 備考 この表において、この表の「５日以上」には、１週間の勤務日が４日以下

で１週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。 

 

別表第２（第１３条関係） 

 備考 この表において、この表の「５日以上」には、１週間の勤務日が４日以下

で１週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。 

 

 

１週間の勤務日の日数 ５日以上 ４日 ３日 ２日 １日 

１年間の勤務日の日数 217日以上 
169日以上 

216日以下 

121日以上 

168日以下 

73日以上 

120日以下 

48日以上 

72日以下 

継
続
勤
務
期
間
の
始
期 

６月を超え１年以下 10日 ７日 ５日 ３日 １日 

５月を超え６月以下 ７日 ５日 ４日 ２日 １日 

４月を超え５月以下 ５日 ３日 ２日 １日 １日 

３月を超え４月以下 ３日 ２日 １日 １日 ０日 

２月を超え３月以下 ２日 １日 １日 ０日 ０日 

１月を超え２月以下 １日 ０日 ０日 ０日 ０日 

１週間の勤務日の日数 ５日以上 ４日 ３日 ２日 １日 

１年間の勤務日の日数 217日以上 
169日以上 

216日以下 

121日以上 

168日以下 

73日以上 

120日以下 

48日以上 

72日以下 

継続勤務期間の 

初日の属する年 

度から現年度ま 

での年度数 

１年度 11日 ８日 ６日 ４日 ２日 

２年度 12日 ９日 ６日 ４日 ２日 

３年度 14日 10日 ８日 ５日 ３日 

４年度 16日 12日 ９日 ６日 ３日 

５年度 18日 13日 10日 ６日 ３日 

６年度 

以上 
20日 15日 11日 ７日 ３日 



 

別表第３（第１４条関係） 

親族 日数 

配偶者 
７日 

父母 

子 ５日 

祖父母 

３日（会計年度任用職員が代襲相続し、か

つ、祭具等の承継を受ける場合にあって

は、７日） 

孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 

おじ又はおば 

１日（会計年度任用職員が代襲相続し、か

つ、祭具等の承継を受ける場合にあって

は、７日） 

父母の配偶者又は配偶者の父母 
３日（会計年度任用職員と生計を一にして

いた場合にあっては、７日） 

子の配偶者又は配偶者の子 
１日（会計年度任用職員と生計を一にして

いた場合にあっては、５日） 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 
１日（会計年度任用職員と生計を一にして

いた場合にあっては、３日） 
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉

妹 

おじ又はおばの配偶者 １日 

 

別表第４（第１４条関係） 

 備考 この表において、この表の「５日以上」には、１週間の勤務日が４日以下

で１週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。 

 

 

 

１週間の勤務日の日数 ５日以上 ４日 ３日 ２日 １日 

１年間の勤務日の日数 217日以上 
169日から 

216日まで 

121日から 

168日まで 

73日から 

120日まで 

48日から 

72日まで 

日数 10日 ７日 ５日 ３日 １日 



○河北郡市広域事務組合職員の育児休業等に関する条例 

 

制定 平成20年２月28日 条例第２号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110

号。）第２条第１項、第３条第２項、第５条第２項、第７条、第８条、第10条第

１項及び第２項、第14条（この規定を同法第17条において準用する場合を含

む。）、第17条、第18条第３項並びに第19条第１項及び第２項の規定に基づき、

並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（条例の準用） 

第２条 職員の育児休業に関する取扱い等については、津幡町職員の育児休暇等に

関する条例（平成４年津幡町条例第３号）の規定を準用する。 

附 則 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

 



○河北郡市広域事務組合職員安全衛生管理規程 

 

制定 平成17年４月１日 訓令第２号 

令和２年４月１日 訓令第１号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、職員（非常勤職員を除く。）の安全及び健康の確保を図り、

もって事務能率の向上に資するため、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以

下「法」という。）の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

（理事会の責務） 

第２条 理事会は、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職

場環境の実現に必要な措置を講じなければならない。 

（所属長の責務） 

第３条 所属長は、所属職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の

形成に努めなければならない。 

（職員の責務） 

第４条 職員は、常に自ら健康の保持増進に努めるとともに、この規程に基づいて

講じられる措置に誠実に従わなければならない。 

（総括安全衛生管理者） 

第５条 安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理するため、総括

安全衛生管理者を置く。 

⑴ 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 

⑵ 職員の安全衛生教育の実施に関すること。 

⑶ 健康診断の実施、その他健康保持増進のための措置に関すること。 

⑷ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 

⑸ 安全衛生に関する方針の表明に関すること。 

⑹ 法第28条の２第１項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ず

る措置に関すること。 

⑺ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要なこと。 

２ 総括安全衛生管理者は、事務局長又はこれに準ずる者のうち理事会が指名した

者をもって充てる。 

（安全管理者） 

第６条 法第11条第１項の規定に基づき、安全管理者を置く。 

２ 安全管理者は、当該事業場の任命権者が選任する。 

３ 安全管理者は、前条第１項各号の業務のうち、安全に係る技術的事項を管理す

る。 

（衛生管理者） 

第７条 法第12条第１項の規定に基づき、衛生管理者を置く。 

２ 衛生管理者は、当該事業場の任命権者が選任する。 

３ 衛生管理者は、第５条第１項各号の業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理

する。 

（安全衛生推進者等） 

第８条 安全衛生推進者及び衛生推進者を置くことができる。 



２ 安全衛生推進者及び衛生推進者は、当該事業場の任命権者が選任する。 

３ 安全衛生推進者は、第５条第１項各号の業務を担当する。 

４ 衛生推進者は、第５条第１項各号のうち、衛生に係る業務を担当する。 

（産業医） 

第９条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。 

２ 産業医は、当該事業場の任命権者が選任する。 

３ 産業医は、次の業務を行う。 

⑴ 健康診断の実施、その他職員の健康管理に関すること。 

⑵ 健康教育、健康相談、その他職員の健康保持増進を図るための措置に関する

こと。 

⑶ 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。 

⑷ 前各号に掲げる事項について、必要に応じて任命権者又は総括安全衛生管理

者に対して勧告し、又は安全管理者及び衛生管理者に対して指導し、若しくは

助言すること。 

（安全衛生委員会の設置） 

第10条 次の事項を調査審議し、任命権者に意見を述べるため、職員安全衛生委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。 

⑴ 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 

⑵ 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。 

⑶ その他職員の安全衛生に関する重要事項 

（委員会の組織） 

第11条 委員会は、次の各号に掲げる者の委員をもって構成する。ただし、第１号

の者である委員（以下「第1号の委員」という。）は、１人とする。 

⑴ 総括安全衛生管理者 

⑵ 安全管理者及び衛生管理者のうちから理事会が指名する者 

⑶ 産業医 

⑷ 職員で、安全衛生に関し経験を有する者のうちから理事会が指名する者 

２ 理事会は、第１号の委員以外の委員の半数については、当該事業場の職員の過

半数を代表する者の推薦に基づき指名するものとする。 

３ 委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 委員に欠員を生じたときは、14日以内に補充する。この場合において、後任者

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員会の開催） 

第12条 委員会の委員長は、第１号の委員をもって充てるものとし、委員長は、会

務を総理し会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員長が必要と認めるとき又は委員の３分の１以上の者から請求が

あるときは、委員長が招集する。 

３ 委員会は、災害原因の調査その他必要と認めたときは、関係者の出席を求め、

その説明又は意見を聞くことができる。 

（委員会の運営） 

第13条 第10条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項

は、委員会が定める。 

（安全衛生教育） 

第14条 任命権者は、職員に対し安全及び衛生のための教育を行わなければならな



い。 

２ 任命権者は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労

働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関

する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与

えるようにしなければならない。 

（健康診断の実施） 

第15条 総括安全衛生管理者は、次の健康診断を実施する。 

⑴ 採用時健康診断 

⑵ 定期健康診断 

⑶ その他健康管理上必要と認める健康診断 

２ 定期健康診断は、毎年１回以上実施する。 

３ 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、

総括安全衛生管理者が別に定める。 

（受診義務） 

第16条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断（希望者

に対するものを除く。）を受けなければならない。ただし、総括安全衛生管理者

が当該健康診断の受診を免除することが適当であると認めた場合は、この限りで

ない。 

２ 職員のうち疾病その他やむを得ない事由により前項の健康診断を受けることが

できなかった者は、別に指定して実施する健康診断を受けなければならない。 

（健康診断の結果報告等） 

第17条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果についての記録を作成し、必要な

資料を添えて当該職員の任命権者に提出しなければならない。 

２ 任命権者は、健康診断の結果を当該職員に通知するものとする。 

（長時間勤務職員等の面接指導） 

第18条 統括安全衛生管理者は、次に掲げる職員に対し、法第66条の８第１項の規

定により産業医による面接指導（以下「面接指導」という。）を行うものとする。 

⑴ 時間外勤務が１箇月について100時間以上の職員又は１箇月平均で80時間を超

える職員（１月以内に面接指導を受けた職員その他これに準ずる職員（時間外

勤務が１箇月について100時間以上の職員を除く。）であって、当該面接指導を

受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。） 

⑵ 時間外勤務が１箇月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる

職員であって、面接指導を受けることを希望する旨の申出をしたもの（１月以

内に面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。） 

２ 総括安全衛生管理者は、面接指導が適切に実施されるよう、あらかじめ当該職

員に関する勤務時間、業務の内容及び業務の負荷の状況等の勤務の状況並びに職

場環境等に関する情報を、産業医に対し提供するものとする。 

３ 産業医は、面接指導を行うに当たっては、職員に対し、次に掲げる事項につい

て確認を行うものとする。 

⑴ 当該職員の勤務の状況 

⑵ 当該職員の疲労の蓄積の状況 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況 

（他の医師による面接指導） 

第19条 職員は、他の医師による面接指導を受けることにより、前条に規定する産



業医による面接指導に替えることができる。 

２ 前項の規定により、他の医師による面接指導を受けた場合は、その結果を証明

する書面を所属長及び総括安全衛生管理者を経由し、任命権者に提出しなければ

ならない。 

（面接指導の結果及び事後措置） 

第19条の２ 総括安全衛生管理者は、産業医が面接指導を実施した後、就業上の措

置（以下「事後措置」という。）の必要性の有無、講ずべき事後措置の内容その

他面接指導の結果に係る事項について、遅滞なく産業医の意見を聴くものとする。 

２ 総括安全衛生管理者は、前項の規定により事後措置を要する意見が出され、当

該事後措置を実施しようとするときは、あらかじめ当該職員に対し、当該事後措

置の内容、理由等について説明を行うとともに、当該職員の意見を聴くものとす

る。 

３ 総括安全衛生管理者は、必要に応じ、当該職員の職場の所属長に事後措置を講

じさせるものとする。 

（面接指導の結果に係る記録の作成及び保存） 

第19条の３ 総括安全衛生管理者は、面接指導の結果に係る記録を作成して、これ

を５年間保存するものとする。 

（心理的な負担の程度を把握するための検査） 

第20条 法第66条の10第１項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するため

の検査（以下「ストレスチェック」という。）を年１回実施する。 

２ ストレスチェックは、省令第52条の９に定めるところにより、産業医等が実施

する。ただし、特別な事情がある場合においては、他の機関に委託して実施する

ことができる。 

３ ストレスチェックの受診対象者、検査の実施について必要な事項は、理事会が

別に定める。 

（検査結果の通知） 

第21条 任命権者は、ストレスチェックを受けた職員に対し、当該検査を行った産

業医等から当該検査結果を通知するものとする。 

（面接指導の実施） 

第22条 省令第52条の16の規定に基づき、ストレスチェックの結果、心理的な負担

の程度が高い者と認められた職員からの申出により、産業医による面接指導を行

う。 

２ 総括安全衛生管理者は、面接指導が適切に実施されるよう、あらかじめ当該職

員に係る勤務日及び勤務時間、深夜勤務（午後10時から翌日の午前５時までの間

における勤務をいう。）の回数及び時間数、業務の内容並びに業務の負荷の状況

等の勤務の状況並びに職場環境等に関する情報を、産業医に対し提供するものと

する。 

（準用） 

第23条 面接指導の結果及び事後措置については、第19条の２及び第19条の３の規

定を準用する。この場合において、第19条の３中「面接指導」とあるのは、「検

査及び面接指導」と読み替えるものとする。 

（心身の状態に関する情報の取扱い） 

第24条 職員の心身の状態に関する情報の取扱いについては、理事会が別に定める。 

（秘密の保持） 



第25条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を正当な理由

なしに他に漏らしてはならない。 

（会計年度任用職員等への準用） 

第26条 第１条の規定に関わらず、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の

２第１項に規定する会計年度任用職員の安全及び健康の確保については、職員に

準じて取り扱うものとする。 

（その他） 

第27条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、

理事会が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、公表の日から施行する。 

 （河北郡市広域事務組合職員安全衛生委員会規程の廃止） 

２ 河北郡市広域事務組合職員安全衛生委員会規程（平成16年河北郡市広域事務組

合訓令第２号）は、廃止する。 

   附 則（令和２年４月１日訓令第１号） 

 この訓令は、公表の日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合職員被服類貸与規程 

 

制定 平成16年３月１日 訓令第３号 

改正 平成18年４月１日 訓令第２号 

令和２年４月１日 訓令第２号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、河北郡市広域事務組合職員（地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員で理事会が必要と認めた者

を含む。以下「職員」という。）の業務遂行上必要な被服類の貸与について、必

要な事項を定めるものとする。 

（貸与対象者及び貸与品等） 

第２条 別表左欄に掲げる職員で、常時その業務に従事する者に対しては、別表中

欄に掲げる物品を別表当該右欄に掲げる期間貸与することができる。ただし、貸

与期間満了前に返納された物品を再び貸与する場合の貸与期間には、前貸与者に

貸与した期間を通算するものとする。 

２ 前項の貸与期間は、理事会が必要により、これを延長し又は短縮することがあ

る。 

（被貸与者の責務） 

第３条 前条の規定により貸与する物品（以下「貸与品」という。）の貸与を受け

たもの（以下「被貸与者」という。）は貸与品を善良な管理者の注意をもって管

理しなければならない。 

２ 貸与期間中の貸与品に要する一切の費用は、被貸与者の負担とする。 

（滅失又は損傷） 

第４条 被貸与者が貸与品を滅失又は損傷したときは、代品を貸与することができ

る。ただし、その滅失又は損傷が被貸与者の故意又は重大な過失によると認めら

れる場合には、貸与品の代品又は実費を弁償させることがある。 

（返納） 

第５条 貸与期間中にその業務に従事しなくなったときは、直に貸与品を返納しな

ければならない。 

２ 貸与期間を経過した貸与品は、返納することを要しないものとする。 

（貸与台帳） 

第６条 貸与品を貸与したときは、貸与品貸与台帳（別記様式）に登載して、貸与

の状況を明らかにしておくものとする。 

   附 則 

この訓令は、平成16年３月１日から施行する。 

附 則（平成18年４月１日訓令第２号） 

この訓令は、公表の日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日訓令第２号） 

この訓令は、公表の日から施行する。 

 



別表（第２条関係） 

被 貸 与 職 員 名 
賃 与 品 

貸与期間 
品     名 数 量 

事務管理担当職員 

 

冬作業服（上・下） 

夏作業服（上） 

 各１着 

  １着 

  ３年 

  ３年 

施設管理担当職員 

 

 

 冬作業服（上・下） 

 夏作業服（上） 

 帽 子 

 各２着 

  ２着 

  １ケ 

  １年 

  １年 

  １年 



別記様式（第６条関係）  

 

貸 与 品 貸 与 台 帳 

 

職名及び氏名 

 

貸 与 品 名 員  数 貸与年月日  返納年月日  備  考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



○河北郡市広域事務組合職員被服類貸与規程 

 

制定 平成16年３月１日 訓令第３号 

改正 平成18年４月１日 訓令第２号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、河北郡市広域事務組合職員（臨時職員で理事会が必要と認め

た者を含む。以下「職員」という。）の業務遂行上必要な被服類の貸与について、

必要な事項を定めるものとする。 

（貸与対象者及び貸与品等） 

第２条 別表左欄に掲げる職員で、常時その業務に従事する者に対しては、別表中

欄に掲げる物品を別表当該右欄に掲げる期間貸与することができる。ただし、貸

与期間満了前に返納された物品を再び貸与する場合の貸与期間には、前貸与者に

貸与した期間を通算するものとする。 

２ 前項の貸与期間は、理事会が必要により、これを延長し又は短縮することがあ

る。 

（被貸与者の責務） 

第３条 前条の規定により貸与する物品（以下「貸与品」という。）の貸与を受け

たもの（以下「被貸与者」という。）は貸与品を善良な管理者の注意をもって管

理しなければならない。 

２ 貸与期間中の貸与品に要する一切の費用は、被貸与者の負担とする。 

（滅失又は損傷） 

第４条 被貸与者が貸与品を滅失又は損傷したときは、代品を貸与することができ

る。ただし、その滅失又は損傷が被貸与者の故意又は重大な過失によると認めら

れる場合には、貸与品の代品又は実費を弁償させることがある。 

（返納） 

第５条 貸与期間中にその業務に従事しなくなったときは、直に貸与品を返納しな

ければならない。 

２ 貸与期間を経過した貸与品は、返納することを要しないものとする。 

（貸与台帳） 

第６条 貸与品を貸与したときは、貸与品貸与台帳（別記様式）に登載して、貸与

の状況を明らかにしておくものとする。 

   附 則 

この訓令は、平成16年３月１日から施行する。 

附 則（平成18年４月１日訓令第２号） 

この訓令は、公表の日から施行する。



別表（第２条関係） 

賃 与 品 
被 貸 与 職 員 名 

品     名 数 量 
貸与期間 

事務管理担当職員 冬作業服（上・下）  各１着 

  １着 

  ３年 

 夏作業服（上）   ３年 

施設管理担当職員 

 

 

 冬作業服（上・下） 

 夏作業服（上） 

 帽 子 

 各２着 

  ２着 

  １ケ 

  １年 

  １年 

  １年 



別記様式（第６条関係） 

 

貸 与 品 貸 与 台 帳 

 

職名及び氏名 

貸 与 品 名 員  数 貸与年月日 返納年月日 備  考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



○河北郡市広域事務組合職員団体の登録に関する条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第３号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）

第53条第１項、第５項、第６項、第８項及び第９項の規定に基づき、職員団体の

登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 （登録の申請） 

第２条 職員団体が公平委員会に登録を申請する場合には、その代表者を通じて、

次の各号に掲げる事項を記載した正副２通の申請書にそれぞれ規約を添付して提

出しなければならない。 

⑴ 理事その他の役員の氏名、住所及び職名（職員でない者にあってはその職

業） 

⑵ 全ての事務所の所在地 

⑶ 連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称 

２ 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならな

い。 

⑴ 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第

53条第３項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を

証明する書類 

⑵ 法第53条第４項の規定に従って組織されていることを証明する書類 

（登録の通知） 

第３条 公平委員会は、登録の申請を受けた日から30日以内に登録をした旨、又は

しない旨を申請をした職員団体に通知しなければならない。 

 （規約等の変更又は解散の届出） 

第４条 登録を受けた職員団体は、その規約若しくは第２条第１項に規定する申請

書の記載事項に変更があったとき、又は解散したときは、その事由を生じた日か

ら10日以内に公平委員会に書面をもってその旨を届け出なければならない。 

２ 職員団体が前項の規定により届け出をする場合には、その代表者を通じて、正

副２通の届出書を提出しなければならない。 

３ 第１項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要

な行為に係るときは、それらの行為が法第53条第３項の規定に従い決定されたこ

と並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付しなければならない。 

４ 前条の規定は、規約又は第２条第１項に規定する申請書の記載事項の変更の届

出の場合に準用する。 

（登録の効力停止及び取消しの通知） 

第５条 公平委員会は、法第53条第６項前段の規定により職員団体の登録の効力を

停止し、又は登録を取り消すときは、その旨を記載した書面をもって当該職員団

体に通知しなければならない。 

 （公平委員会規則への委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平

委員会規則で定める。 

附 則 



 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関 

 する条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第13号 

改正 平成22年10月７日 条例第６号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）

第55条の２第６項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためそ

の業務を行い、又は勤務することができる場合を定めることを目的とする。 

 （職員団体のための職員の行為の制限の特例） 

第２条 職員は、次の各号に掲げる場合又は、期間に限り、給与を受けながら職員

団体のためその業務を行い、又は活動することができる。 

⑴ 法第55条第８項の規定に基づき、適法な交渉を行なう場合 

⑵ 河北郡市広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成16年河北

郡市広域事務組合条例第11条。以下「条例」という。）第５条に規定する週休日

に変更された勤務日、第８条の２に規定する時間外勤務代休時間、条例第９条

に規定する休日及び条例第10条に規定する休日の代休日 

 ⑶ 条例第12条に規定する年次有給休暇による場合並びに法第28条第２項の規定

による休職の期間 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

附 則（平成22年10月７日第６号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合管理職員等の範囲を定める規則 

 

制定 平成16年３月１日 規則第５号 

改正 平成17年４月１日 規則第６号 

 平成18年４月１日 規則第５号 

 平成19年３月30日 規則第８号 

 

 （趣旨) 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第52条第４項の規定に

基づき、同法第52条第３項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものと

する。 

 （管理職員等の範囲） 

第２条 この組合に勤務する職員のうち管理職員等は、次のとおりとする。 

  局長、会計管理者、次長、課長、所長、課長補佐、室長、館長 

   附 則 

 この規則は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（平成17年４月１日規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成18年４月１日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成19年３月30日規則第８号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第14号 

 

（趣旨） 

第１条 議会の議長、副議長及び議員に対する報酬及び費用弁償については、この

条例の定めるところによる。 

 （報酬） 

第２条 議長、副議長及び議員の報酬は、別表第１に定める。 

第３条 前条の報酬は、年度末にこれを支給する。ただし、年度の途中において就

職又は退職した議員の報酬は、月割計算による。 

 （費用弁償） 

第４条 議長、副議長及び議員が定例会又は臨時会の会議に出席した場合、又は公

務のため旅行したときは、費用を弁償する。 

２ 前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表第２に定める。 

 （支給の方法） 

第５条 報酬及び費用弁償の支給方法は、この条例に定める者を除くほか、津幡町

職員の給与及び旅費支給の例による。 

 （規則への委任） 

第６条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 



別表第１（第２条関係） 

区 分 報        酬（年額） 

議 長 38,000円 

副 議 長 35,000円 

議 員 30,000円 

 

別表第２（第４条関係） 

 １ 定例会又は臨時会の会議に出席した場合の額 

区 分 
費 用 弁 償 の 額 

車 賃 

議 長 

一回に付 1,500円 副 議 長 

議 員 

 

 ２ 公務のため旅行したときの費用弁償の額 

区 分 費 用 弁 償 の 額 

議 長 
津幡町職員の旅費に関する条例（昭和35年津幡町条例

第９号）に規定する町長の旅費相当額 
副 議 長 

議 員 

 



○河北郡市広域事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁 

 償に関する条例 

 

制定 平成18年２月23日 条例第２号 

改正 平成19年３月１日 条例第６号 

平成22年２月26日 条例第３号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、法令又は条例に別に定めるものを除き、河北郡市広域事務組

合特別職の職員で非常勤の者（理事長、理事並びに議会の議員を除く。以下「特

別職の職員」という。）の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 （報酬） 

第２条 特別職の職員の報酬は、別表第１に定めるところによる。ただし、特別職

の職員が、構成市町の一般職の職員であるときは、報酬を支給しない。 

２ 別表に掲げる者以外の特別職の職員に対する報酬の額は、理事長が任命権者と

協議して、その都度定める。 

 （報酬の支給の方法） 

第３条 日額で定める報酬にあっては、勤務をした日に支給する。 

２ 月額で定める報酬にあっては、当該月の分を翌月の末日までに支給する。 

３ 前項の場合において、月の途中で特別職の職員の任用又は退職等身分の変更が

あった場合には、当該変更のあった月に係る分を日割り計算することとする。 

 （費用弁償） 

第４条 特別職の職員が委員会等に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、

その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、特別職の職員が、構

成市町の一般職の職員であるときは、費用弁償を支給しない。 

２ 前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表第２に定めるところによる。 

 （委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

   附 則（平成19年３月１日条例第６号） 

 この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

   附 則（平成22年２月26日条例第３号） 

 この条例は、平成22年10月１日から施行する。 

 



別表第１（第２条関係） 

種          別 報   酬 

公平委員会委員 6,000円（日額）

識見を有する者の中から選任された監査委員 8,000円（日額）

議会議員の中から選任された監査委員 7,000円（日額）

ごみ処理等対策促進協議会委員 5,500円（日額）

公務災害補償等認定委員会委員 5,500円（日額）

公務災害補償等審査会委員 5,500円（日額）

情報公開審査会委員（個人情報保護審査会委員） 5,500円（日額）

別表第２（第４条関係） 

区   分 費用弁償の額 

委員会等に出席したとき １回1,500円 

公務のため旅行したとき 
津幡町職員の旅費に関する条例（昭和35年津幡町条

例第９号）に規定する町長の旅費相当額 

 



○河北郡市広域事務組合理事長及び理事の報酬に関する条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第16号 

改正 平成19年３月１日 条例第７号 

平成23年２月28日 条例第３号 

 

 （報酬） 

第１条 理事長及び理事（以下「職員」という。）の報酬は、別表に定めるところ

による。 

第２条 前条の報酬は、年度末にこれを支給する。ただし、年度途中においてその

職についた場合はその日から、任期満了、辞職によりその職を離れた場合はその

日までの分に対して、それぞれ日割計算によって計算した額を、死亡によりその

職を離れた場合はその月分の全額を支給する。 

 （旅費） 

第３条 職員が公務のため旅行したときは、別表に定めるところによる。 

 （支給方法） 

第４条 前条に規定するもののほか、職員の報酬及び旅費の支給の方法については、

津幡町職員の給与及び旅費の例による。 

 （規則への委任） 

第５条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月１日条例第７号） 

 この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年２月28日条例第３号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第１条、第３条関係） 

区 分 報 酬（年額） 

旅 費 の 支 給 額 

（津幡町職員の旅費に関する条例（昭和35

年津幡町条例第９号）の例による。） 

理 事 長 98,000円  町長の旅費相当額 

理 事 60,000円  町長の旅費相当額 
 



○河北郡市広域事務組合一般職の職員の給与に関する条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第17号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第24条第６項の規定に

基づき、一般職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。 

 （条例の準用） 

第２条 職員の給与の種類及び額並びにその支給方法は、津幡町一般職の職員の給

与に関する条例（昭和32年津幡町条例第27号）の規定を準用する。 

附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関 

 する規則 

 

制定 平成16年３月１日 規則第６号 

改正 平成17年４月１日 規則第７号 

   平成18年４月１日 規則第６号 

   平成19年３月30日 規則第９号 

平成23年４月１日 規則第４号 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、河北郡市広域事務組合一般職の職員の給与に関する条例（平成

16年河北郡市広域事務組合条例第17号）第２条において準用する津幡町一般職の職

員の給与に関する条例（昭和32年津幡町条例第27号。以下「条例」という。）第４

条の規定により定められた津幡町一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する

規則（昭和39年津幡町条例第15号。以下「規則」という。）を準用する。 

 （級別職務の分類） 

第２条 条例第３条第３項に規定する給料表に定める職務の級の分類の基準となる

べき標準的職務の内容は、規則の規定にかかわらず級別職務分類表（別表）におい

てこれを定める。 

   附 則 

 この規則は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（平成17年４月１日規則第７号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年４月１日規則第６号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第９号） 

 この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年４月１日規則第４号） 

 この規則は、公布の日から施行する。



別表（第２条関係） 

級 別 職 務 分 類 表 

行政職給料表級別職務分類表 

職務の級 職務の名称 

１級 主事及び技師の職務 

２級 高度な知識又は経験を有する主事及び技師の職務 

３級 所長補佐、係長及び主査の職務 

４級 

 

１ 所長、課長補佐、室長及び館長の職務 

２ 高度の知識又は経験を有する所長補佐及び係長の職務 

５級 

 

 

１ 課長の職務 

２ 次長の職務 

３ 高度の知識又は経験を有する所長の職務 

６級 

 

 

１ 局長の職務 

２ 会計管理者の職務 

３ 高度の知識又は経験を有する課長及び次長の職務 

７級 

 

１ 高度の知識又は経験を有する局長の職務 

２ 高度の知識又は経験を有する会計管理者の職務 
 



 

   ○河北郡市広域事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する 

    条例 

 

制定 令和元年 11月１日 条例第３号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）

第２４条第５項並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第５

項及び第２０４条第３項の規定に基づき、法第２２条の２第１項に規定する会計年

度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）の給与及び費用弁償に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 （条例の準用） 

第２条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する取扱い等については、津幡町

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年津幡町条例第１０号）

の規定を準用する。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第18号 

改正 平成17年３月２日 条例第３号 

令和元年11月１日 条例第１号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第24条第５項及び河北

郡市広域事務組合一般職の職員の給与に関する条例（平成16年河北郡市広域事務

組合条例17号）第２条において準用する津幡町一般職の職員の給与に関する条例

（昭和32年津幡町条例第27号）第12条並びに河北郡市広域事務組合会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年河北郡市広域事務組合条例第３

号）第２条の規定により準用する津幡町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例（令和元年津幡町条例第10号）第10条の規定に基づき、職員の特殊勤

務手当に関する事項を定めることを目的とする。 

２ 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務で、給与上特別の

考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められ

る職務に従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。 

 （特殊勤務手当の種類） 

第２条 特殊勤務手当の種類及び手当の額は、次のとおりとする。 

種          類 手   当   額 

１ 一般廃棄物処理施設及び下水汚泥処理施設従 

事職員の特殊勤務手当 
１時間につき 100円 

２ 建設機械運転業務従事職員の特殊勤務手当 日  額 200円以内 

 （委任） 

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。 

   附 則 

この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（平成17年３月２日条例第３号） 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

   附 則（令和元年11月１日条例第１号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 



○河北郡市広域事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則 

 

制定 平成17年４月１日 規則第３号 

改正 平成18年４月１日 規則第７号 

平成27年４月１日 規則第１号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、河北郡市広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例（平

成17年河北郡市広域事務組合条例第３号、以下「条例」という。）に定める特殊

勤務手当（以下「手当」という。）の支給について定めることを目的とする。 

 （手当の支給） 

第２条 条例第１条第２項に定める職務の主な内容は、おおむね別表のとおりとす

る。 

２ 前項の規定により手当を支給される職員が、勤務時間外において前項で定める

職務に従事した場合には、本手当の他、時間外勤務手当を別途支給する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成18年４月１日規則第７号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年４月１日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

別表 

１ 一般廃棄物処理施設及び下水汚泥処理施設従事職員の特殊勤務手当 

 ⑴ 河北郡市浄化センター 

  ア 受入・前処理設備の点検保守及び修繕業務（ただし、中央制御室における

業務を除く。） 

  イ 汚泥脱水設備の点検保守及び修繕業務 

  ウ 下水道投入設備の点検保守及び修繕業務 

  エ 水質管理業務 

  オ 敷地内の安全管理及び改善管理業務 

 ⑵ 河北郡市クリーンセンター 

  ア 固形燃料製造設備の点検保守及び修繕業務（ただし、中央制御室における

業務を除く。） 

  イ 熱供給炉の点検保守及び修繕業務（ただし、中央制御室における業務を除

く。） 

  ウ クレーンの点検保守及び修繕業務（ただし、中央制御室における業務を除

く。） 

  エ 灰及び不適物処理設備の点検保守及び修繕業務 

  オ 受入誘導監視業務 

  カ 敷地内の安全管理及び改善管理業務 

 ⑶ 河北郡市リサイクルプラザ 

  ア 破砕選別設備の点検保守及び修繕業務（ただし、中央制御室における業務

を除く。） 



  イ 容器包装・資源ごみ処理設備の点検保守及び修繕業務 

  ウ 仕分け業務 

  エ 受入誘導監視業務（ただし、計量棟における業務を除く。） 

  オ 重機及び各機器の点検保守及び修繕業務 

  カ 処理物の運搬業務 

  キ 敷地内の安全管理及び改善管理業務 

 ⑷ 河北郡市最終処分場 

  ア 浸出水処理施設の点検保守及び修繕業務 

  イ 覆土及び埋立業務 

  ウ 重機及び各機器の点検保守及び修繕業務 

  エ 仕分け業務 

  オ 水質管理業務 

  カ 敷地内の安全管理及び改善管理業務 

 ⑸ 河北郡市灰埋立場 

  ア 浸出水処理施設の点検保守及び修繕業務 

  イ 覆土及び埋立業務 

  ウ 重機及び各機器の点検保守及び修繕業務 

  エ 水質管理業務 

  オ 敷地内の安全管理及び改善管理業務 

 ⑹ 河北郡市広域汚泥焼却センター 

  ア １号炉系列及び２号炉系列の運転及び管理業務（ただし、中央制御室にお

ける業務を除く。） 

  イ 焼却炉各機器の点検保守及び修繕業務 

  ウ 各計装機器及び分析計の点検保守及び修繕業務 

  エ 灰の管理及び運搬業務 

  オ 敷地内の安全管理及び改善管理業務 

 ⑺ 河北郡市広域汚泥焼却灰中間貯留場 

  ア 浸出水処理施設の点検保守及び修繕業務 

  イ 覆土及び埋立業務 

  ウ 重機及び各機器の点検保守及び修繕業務 

  エ 水質管理業務 

  オ 敷地内の安全管理及び改善管理業務 

 

２ 建設機械運転業務従事職員の特殊勤務手当 

 ⑴ 河北郡市最終処分場、河北郡市灰埋立場又は河北郡市広域汚泥焼却灰中間貯

留場におけるコンパクタ、ブルドーザ又はタイヤショベルの作業運転業務 

 



○河北郡市広域事務組合管理職手当の支給に関する規則 

 

制定 平成16年４月１日 規則第７号 

改正 平成17年４月１日 規則第８号 

   平成18年４月１日 規則第８号 

   平成19年３月30日 規則第10号 

平成25年６月18日 規則第１号 

平成26年４月１日 規則第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、河北郡市広域事務組合一般職の職員の給与に関する条例（平

成16年河北郡市広域事務組合条例第17号、以下「給与条例」という。）第２条に

おいて、準用する津幡町一般職の職員の給与に関する条例（昭和32年津幡町条例

第27号）第８条の規定に基づき、管理職手当の支給について定めるものとする。 

 （手当の支給） 

第２条 管理職手当を支給する職員の職は、別表に掲げる職とし、当該職の職員に

支給する。 

２ 前項の規定により管理職手当を支給される職員には、時間外勤務手当、休日勤

務手当、夜間勤務手当及び一般廃棄物処理施設及び下水汚泥処理施設従事職員の

特殊勤務手当は支給しない。 

   附 則 

 この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

   附 則（平成17年４月１日規則第８号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成18年４月１日規則第８号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第10号） 

 この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

   規 則（平成25年６月18日規則第１号） 

 この規則は、平成25年７月１日から施行する。 

規 則（平成26年４月１日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

別表（第２条関係） 

職 手当の額  

事務局長 61,000円  

次長及び課長 56,000円  

所長、課長補佐、室長及び館長  34,000円  
 



○河北郡市広域事務組合技能及び労務職員の給与に関する規則 

 

制定 平成16年３月１日 規則第８号 

改正 平成20年４月１日 規則第３号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、津幡町一般職の職員の給与に関する条例（昭和32年津幡町条

例第27号。以下「給与条例」という。）附則第６項の規定の準用により、単純な

労務に雇用される職員（以下「技能及び労務職員」という。）範囲及びこれらの

者に適用する給料表等並びに給与の支給方法に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 （技能及び労務職員の範囲） 

第２条 この規則において「技能及び労務職員」とは、次の各号の一に掲げる者の

うち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。 

⑴ 技能職員 廃棄物処理施設の業務に従事する者 

⑵ 労務職員 廃棄物処理施設の業務に従事する者 

 （給料表） 

第３条 給料表は、津幡町技能及び労務職員の給与に関する規則（昭和36年津幡町

規則第２号）別表第１を準用する。 

２ 給料表に定める職務の級に分類する職員の職務の内容は、別表第１に定めると

おりとする。 

 （級別資格基準表） 

第４条 級別資格基準表、初任給基準表及び特定号級表は、それぞれ別表第２、別

表第３に定めるとおりとする。 

 （昇格、昇給及び給与の支給方法等） 

第５条 技能及び労務職員の昇格及び給与の支給方法について、前２条に定めるも

ののほか給与条例に規定する津幡町一般職の職員の例を準用するものとする。 

 （委任） 

第６条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。 

   附 則 

 この規則は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（平成20年４月１日規則第３号） 

 この規則は、公布の日から施行する。



別表第１（第３条関係） 

技能労務職給料表級別職務分類表 

職 務 の 級 職 務 の 内 容 

１ 級 技能職員、労務職員の職務 

２ 級 相当の技能又は経験を必要とする技能職員 

３ 級 特に困難な職務を必要とする技能職員 

 

別表第２（第４条関係） 

技能労務職給料表級別資格基準表 

別表第３（第４条関係） 

技能労務職給料表初任給基準表 

 

 

職 種 
 

１ 級 ２ 級 ３ 級
職務の級 

学歴免許 

技 能 職 員 高 校 卒 必要在級年数  ６ 
別に定める

必要経験年数 ０ ６ 

必要在級年数中 学 卒  ９  
別に定める

必要経験年数 ０ ９ 

必要在級年数中 学 卒  
労 務 職 員 別に定める 別に定める

必要経験年数 ０ 

 

職 種 学 歴 免 許 初 任 給 

技 能 職 員 高 校 卒 １級17号給 

 中 学 卒 １級９号給 

労 務 職 員  １級１号給から１級29号給まで 



○河北郡市広域事務組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例 

 

制定 平成19年３月１日 条例第２号 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条の３） 

第２章 補償及び福祉事業（第６条―第17条） 

第３章 審査（第18条・第19条） 

第４章 雑則（第20条―第24条） 

附 則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号。以下「法」と

いう。）第69条及び第70条の規定に基づき、河北郡市広域事務組合議会の議員そ

の他非常勤の職員に対する公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以

下同じ。）又は通勤による災害に対する補償（以下「補償」という。）に関する

制度等を定め、もって議会議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と

福祉の向上に寄与することを目的とする。 

（職員） 

第２条 この条例で「職員」とは、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の

監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員

及び嘱託員その他の非常勤の職員（地方公務員災害補償法施行令（昭和42年政令

第274号）第１条に規定する職員を除く。）で次に掲げる者以外の者をいう。 

⑴ 労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）の適用を受ける者 

⑵ 船員保険法（昭和14年法律第73号）に基づく船員保険の被保険者 

（通勤） 

第２条の２ この条例で「通勤」とは、職員が勤務のため、次に掲げる移動を、合

理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くもの

とする。 

⑴ 住居と勤務場所との間の往復 

⑵ １の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則で定める就業の場所か

ら勤務場所への移動（規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業し

ている場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。） 

⑶ 第１号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動（規則で定める要

件に該当するものに限る。） 

２ 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を

中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる

移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な

行為であって規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度の

ものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。 

（実施機関） 

第３条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関（以下「実施機

関」という。）は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。 



⑴ 議会の議員 議長 

⑵ 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 理事長 

⑶ その他の職員 任命権者 

２ 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生

した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定

し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受

けるべき者に通知しなければならない。 

３ 実施機関は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるか

どうかの認定をしようとするときは、河北郡市広域事務組合公務災害補償等認定

委員会（以下「認定委員会」という。）の意見を聴かなければならない。 

（認定委員会） 

第４条 河北郡市広域事務組合に認定委員会を置く。 

２ 認定委員会は、委員５人をもって組織する。 

３ 委員は、学識経験を有する者のうちから理事長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

７ 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

は、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。 

８ 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

（補償基礎額） 

第５条 この条例で「補償基礎額」とは、次の各号に定める者の区分に応じ、当該

各号に掲げる額とする。 

⑴ 議会の議員 議会の議長が理事長と協議して定める額 

⑵ 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 理事長が定める

額 

⑶ その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故

の発生の日又は診断によって疾病が確定した日においてその者について定めら

れていた報酬の額（その報酬の額が補償基礎額として公正を欠くと認められる

場合は、実施機関が理事長と協議して別に定める額） 

⑷ 報酬が日額以外の方法によって定められている職員又は報酬のない職員 前

号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が理事長と協議して定める額 

第５条の２ 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金（以下「年金たる補

償」という。）について前条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受ける

べき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度（４月１日から翌年３

月31日までをいう。以下同じ。）の４月１日（以下この項において「基準日」と

いう。）における年齢（遺族補償年金を支給すべき場合にあっては、当該支給を

すべき事由に係る職員の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該

職員の基準日における年齢）に応じて理事長が最低限度額として定める額に満た

ないとき、又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める

額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。 

２ 前項の理事長が定める額は、法第２条第11項の規定により総務大臣が年齢階層



ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。 

第５条の３ 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開

始後１年６箇月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第

５条の規定による補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支

給すべき事由が生じた日の属する年度の４月１日における年齢に応じて理事長が

最低限度額として定める額に満たないとき、又は最高限度額として定める額を超

えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。 

２ 前項の理事長が定める額は、法第２条第13項の規定により総務大臣が年齢階層

ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。 

第２章 補償及び福祉事業 

（補償の種類） 

第６条 補償の種類は、次に掲げるものとする。 

⑴ 療養補償 

⑵ 休業補償 

⑶ 傷病補償年金 

⑷ 障害補償 

ア 障害補償年金 

イ 障害補償一時金 

⑸ 介護補償 

⑹ 遺族補償 

ア 遺族補償年金 

イ 遺族補償一時金 

⑺ 葬祭補償 

（療養補償） 

第７条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若

しくは疾病にかかった場合においては、療養補償として必要な療養を行い、又は

必要な療養の費用を支給する。 

（休業補償） 

第８条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若

しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場

合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、

その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金

額を支給する。ただし、次に掲げる場合（規則で定める場合に限る。）には、そ

の拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は行わない。 

⑴ 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 

⑵ 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合 

（傷病補償年金） 

第８条の２ 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、

若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後１年６箇月を経過

した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれ

にも該当することとなった場合には、傷病補償年金として、その状態が継続して

いる期間、別表第１に定める傷病等級に応じ、１年につき補償基礎額に同表に定

める倍数を乗じて得た金額を毎年支給する。 

⑴ 当該負傷又は疾病が治っていないこと。 



⑵ 当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第１に定める第１級、第２級又

は第３級の傷病等級に該当すること。 

２ 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。 

（障害補償） 

第９条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若

しくは疾病にかかり、治ったとき、別表第２に定める第１級から第７級までの障

害等級に該当する障害が存する場合には、障害補償年金として、当該障害が存す

る期間、同表に定める障害等級に応じ、１年につき補償基礎額に同表に定める倍

数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第８級から第14級までの障害等

級に該当する障害が存する場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害

等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。 

（休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限） 

第10条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは

疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事故を生じ

させた職員に対しては、その療養を開始した日から３年以内の期間に限り、その

者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分

の30に相当する金額を減ずることができる。 

２ 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務

上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度

を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障

害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合１回につき、休業補償を受ける

者にあっては、10日間（10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補

償事由が消滅する日までの間）についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者

にあっては、傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができ

る。 

 （介護補償） 

第10条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病

補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって規則で定める

程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時

介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、

常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して理事長が定める金額

を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間

については、介護補償は、行わない。 

⑴ 病院又は診療所に入院している場合 

⑵ 障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第５条第12項に規定する障害者支

援施設（次号において「障害者支援施設」という。）に入所している場合（同

条第６項に規定する生活介護（次号において「生活介護」という。）を受けて

いる場合に限る。） 

⑶ 障害者支援施設（生活介護を行うものに限る。）に準ずる施設として理事長

が定めるものに入所している場合 

（遺族補償） 

第11条 職員が公務上死亡し、又通勤により死亡した場合においては、遺族補償と

して、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。 

（遺族補償年金） 



第12条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者（婚姻の届出を

していないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。

以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡の当時

その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻（婚姻の届出をし

ていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第３項において同

じ。）以外の者にあっては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に

限るものとする。 

⑴ 夫（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を

含む。以下同じ。）、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 

⑵ 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある

こと。 

⑶ 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある

こと又は60歳以上であること。 

⑷ 前３号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹について

は、別表第２の第７級以上の障害等級の障害に該当する障害の状態又は軽易な

労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障による障害の状態

にあること。 

２ 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び

兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 

３ 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数（遺族補償年金を受ける権利を有

する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる

遺族の人数をいう。）の区分に応じ、１年につき当該各号に定める額とする。 

⑴ １人 補償基礎額に153を乗じて得た額（55歳以上の妻又は第１項第４号に定

める障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額） 

⑵ ２人 補償基礎額に201を乗じて得た額 

⑶ ３人 補償基礎額に223を乗じて得た額 

⑷ ４人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額 

第13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれ

かに該当するに至ったときは消滅する。この場合において、同順位者がなくて後

順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 

⑴ 死亡したとき。 

⑵ 婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含

む。）をしたとき。 

⑶ 直系血族又は直系姻族以外の者の養子（届出をしていないが、事実上養子縁

組関係と同様の事情にある者を含む。）となったとき。 

⑷ 離縁によって、死亡した職員との親族関係が終了したとき。 

⑸ 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の３月31日が終

了したとき（職員の死亡の時から引き続き前条第１項第４号の障害の状態にあ

るときを除く。）。 

⑹ 前条第１項第４号の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉

妹については、その事情がなくなったとき（夫、父母又は祖父母については、

職員の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日

以後の最初の３月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達す

る日以後の最初の３月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上で



あったときを除く。）。 

２ 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至

ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。 

（遺族補償一時金） 

第14条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。 

⑴ 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 

⑵ 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に

当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に

関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族

補償一時金の額に満たないとき。 

２ 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の

各号のいずれかに該当する者とする。 

⑴ 配偶者 

⑵ 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

⑶ 前２号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持して

いたもの 

⑷ 第２号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

３ 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第２号

及び第４号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、

父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 

４ 遺族補償一時金の額は、第１項第１号の場合にあっては、補償基礎額の400倍に

相当する金額、同項第２号の場合にあっては、補償基礎額の400倍に相当する金額

から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。 

（年金たる補償の額の端数処理） 

第14条の２ 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、

50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。 

（葬祭補償） 

第15条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行

う者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定める

金額を支給する。 

（この条例に定めがない事項） 

第16条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法第３章

（第24条、第25条、第39条の２、第45条、第46条及び第46条の２（船員である職

員に関する部分に限る。）を除く。）の規定の例による。 

（福祉事業） 

第17条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員（以下この条

において「被災職員」という。）及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を

行うように努めなければならない。 

⑴ 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関す

る事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 

⑵ 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学

の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給そ

の他の事業 

２ 実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必



要な事業を行うように努めなければならない。 

第３章 審査 

（審査） 

第18条 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補

償金額の認定その他補償の実施について不服がある者は、河北郡市広域事務組合

公務災害補償等審査会（以下「審査会」という。）に対し、審査を申し立てるこ

とができる。 

２ 前項の申立てがあったときは、審査会は、速やかにこれを審査して裁定を行い、

これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。 

（審査会） 

第19条 河北郡市広域事務組合に審査会を置く。 

２ 審査会は、委員３人をもって組織する。 

３ 委員は、学識経験を有する者のうちから理事長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

７ 会長は、会務を総理し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会

長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。 

８ 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則

で定める。 

第４章 雑則 

（報告、出頭等） 

第20条 実施機関又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めると

きは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告

をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検

案を受けさせることができる。 

２ 前項の規定により出頭した者は、規則で定めるところにより、旅費を受けるこ

とができる。 

（一時差止め） 

第21条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第１項の規定

による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断

を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。 

（期間の計算） 

第22条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民

法（明治29年法律第89号）の期間の計算に関する規定を準用する。 

（通勤による災害に係る費用の一部負担金） 

第22条の２ 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員（規則で定める

職員を除く。）は、一部負担金として、200円を超えない範囲内で規則で定める金

額を納付しなければならない。 

２ この条例により前項の職員に支給すべき補償がある場合又は当該補償がない場

合において当該職員に支給すべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支

給機関は、それぞれ、その支給すべき補償の額又は給与から同項の金額に相当す

る金額を控除して、これを当該職員に代わって納付することができる。 



（委任） 

第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第24条 第20条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書そ

の他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、20万円以下

の罰金に処する。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

（脳死した者の身体に対する療養補償） 

第２条 この条例の規定に基づく療養（療養に要する費用の支給に係る当該療養を

含む。以下同じ。）の給付に継続して、臓器の移植に関する法律（平成９年法律

第104号）第６条第２項の脳死した者の身体への処置がなされた場合には、当分の

間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。 

（障害補償年金差額一時金） 

第２条の２ 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合にお

いて、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補

償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係

る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、実施機関

は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差

額一時金を支給する。 

障害等級 額 

第１級 補償基礎額に1,340を乗じて得た額 

第２級 補償基礎額に1,190を乗じて得た額 

第３級 補償基礎額に1,050を乗じて得た額 

第４級 補償基礎額に920を乗じて得た額 

第５級 補償基礎額に790を乗じて得た額 

第６級 補償基礎額に670を乗じて得た額 

第７級 補償基礎額に560を乗じて得た額 

２ 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。

この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各

号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げ

る順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 

⑴ 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくし

ていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

⑵ 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

３ 前２項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項につい

ては、法附則第５条の２の規定の例による。 

（障害補償年金前払一時金） 

第２条の３ 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が規則で定めるとこ

ろにより申し出たときは、実施機関は、補償として、障害補償年金前払一時金を

支給する。 

２ 障害補償年金前払一時金の額は、前条第１項の表の左欄に掲げる当該障害補償

年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄



に掲げる額を限度として規則で定める額とする。 

３ 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金

に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方

法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止す

る。 

４ 前３項に定めるもののほか、障害補償年金前払一時金に関し必要な事項につい

ては、法附則第５条の３の規定の例による。 

（遺族補償年金前払一時金） 

第３条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則で定めるところ

により申し出たときは、実施機関は補償として、遺族補償年金前払一時金を支給

する。 

２ 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍に相当する額を限度とし

て、規則で定める額とする。 

３ 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金

の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の

合計額が規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達する

までの間、その支給を停止する。 

４ 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第14条又は次条の規定の適

用については、これらの規定中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金

及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項につい

ては、法附則第６条の規定の例による。 

（遺族補償一時金の額の特例） 

第４条 遺族補償一時金の額は、当分の間、第14条第４項の規定にかかわらず、補

償基礎額の400倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に

定める率を乗じて得た金額（第14条第１項第２号の場合にあっては、その額から

既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額）とする。 

⑴ 第14条第２項第３号に該当する者（次号に掲げる者を除く。） 100分の100 

⑵ 第14条第２項第３号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しく

は55歳以上の３親等内の親族又は第12条第１項第４号に定める障害の状態にあ

る３親等内の親族 100分の175 

⑶ 第14条第２項第１号、第２号又は第４号に掲げる者 100分の250 

（遺族補償年金の受給資格年齢の特例等） 

第４条の２ 当分の間、公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、

祖父母及び兄弟姉妹であって、当該職員の死亡の当時、その収入によって生計を

維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったもの（第12条第１項第４号に規定する

者であって第13条第１項第６号に該当するに至らないものを除く。）は、第12条

第１項の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。こ

の場合において、第12条第３項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」と

あるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族（附則第４条の２第１項の規

定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、60歳

に達しないものを除く。）」と、第13条第２項中「各号のいずれか」とあるのは

「第１号から第４号までのいずれか」とする。 

２ 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第12条第１項に規定



する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖

父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後に

する。 

３ 第１項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が60歳に達する月

までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第３条の規定の適用を妨げるも

のではない。 

（他の法令による給付との調整） 

第５条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となった障害又は死亡について次の

表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金

たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この

条例の規定（第14条の２を除く。）による年金たる補償の年額に同表の左欄に掲

げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる

給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該年金たる補償の

年額から当該補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に

掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合に

は、当該残額。）とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り

捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものと

する。 

傷病補償年金 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34

号。以下「国民年金等改正法」という。）附則第87条第１

項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金（以下

「旧船員保険法の障害年金」という。） 

0.75 

国民年金等改正法附則第78条第１項に規定する年金たる保

険給付に該当する障害年金（以下「旧厚生年金保険法の障

害年金」という。） 

0.75 

国民年金等改正法附則第32条第１項に規定する年金たる給

付に該当する障害年金（以下「旧国民年金法の障害年金」

という。） 

0.89 

厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）の規定による障

害厚生年金（以下単に「障害厚生年金」という。）及び国

民年金法（昭和34年法律第141号）の規定による障害基礎

年金（同法第30条の４の規定による障害基礎年金を除く。

以下単に「障害基礎年金」という。） 

0.73 

障害厚生年金（当該補償の事由となった障害について障害

基礎年金が支給される場合を除く。） 

0.86 

障害基礎年金（当該補償の事由となった障害について国家

公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）若しくは地方

公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）の規定によ

る障害共済年金（以下単に「障害共済年金」という。）又

は障害厚生年金が支給される場合を除く。） 

0.88 

障害補償年金 旧船員保険法の障害年金 0.74 

旧厚生年金保険法の障害年金 0.74 

旧国民年金法の障害年金 0.89 

障害厚生年金及び障害基礎年金 0.73 



障害厚生年金（当該補償の事由となった障害について障害

基礎年金が支給される場合を除く。） 

0.83 

障害基礎年金（当該補償の事由となった障害について障害

共済年金又は障害厚生年金が支給される場合を除く。） 

0.88 

遺族補償年金 国民年金等改正法附則第87条第１項に規定する年金たる保

険給付に該当する遺族年金 

0.80 

国民年金等改正法附則第78条第１項に規定する年金たる保

険給付に該当する遺族年金 

0.80 

国民年金等改正法附則第32条第１項に規定する年金たる給

付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年

金 

0.90 

厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金（以下単に「遺

族厚生年金」という。）及び国民年金法の規定による遺族

基礎年金（国民年金等改正法附則第28条第１項の規定によ

り支給される遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年

金」という。） 

0.80 

遺族厚生年金（当該補償の事由となった死亡について遺族

基礎年金が支給される場合を除く。） 

0.84 

遺族基礎年金（当該補償の事由となった死亡について国家

公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定

による遺族共済年金又は遺族厚生年金が支給される場合を

除く。）又は国民年金法の規定による寡婦年金 

0.88 

２ 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金た

る給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条

例の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の

種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額がこの条例の規定によ

る休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計

額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）とする。 

旧船員保険法の障害年金 0.75 

旧厚生年金保険法の障害年金 0.75 

旧国民年金法の障害年金 0.89 

障害厚生年金及び障害基礎年金 0.73 

障害厚生年金（当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支

給される場合を除く。） 

0.86 

障害基礎年金（当該補償の事由となった障害について障害共済年金又は

障害厚生年金が支給される場合を除く。） 

0.88 

 

別表第１（第８条の２関係） 

種別 等級 倍数 

傷病補償年金 第１級 313 

第２級 277 

第３級 245 

備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては、地方公務員災害補償法施行



規則（昭和42年自治省令第27号）の別表第２の例による。 

別表第２（第９条、第12条関係） 

種別 障害等級 倍数 

障害補償年金 第１級 313 

第２級 277 

第３級 245 

第４級 213 

第５級 184 

第６級 156 

第７級 131 

障害補償一時金 第８級 503 

第９級 391 

第10級 302 

第11級 223 

第12級 156 

第13級 101 

第14級 56 

備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、地方公務員災害補償法第29条

第２項に規定するところによる。 



○河北郡市広域事務組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例 

 施行規則 

 

制定 平成19年３月30日 規則第１号 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 補償及び福祉事業（第６条―第19条） 

第３章 審査会（第20条・第21条） 

第４章 雑則（第22条―第25条） 

附則 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、河北郡市広域事務組合非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例（平成19年河北郡市広域事務組合条例第２号。以下「条例」という。）第２

条の２第２項ただし書、第４条第８項、第８条ただし書、第15条、第19条第８項、

第20条第２項、第22条の２第１項、第23条、附則第２条の３第１項から第３項ま

で及び附則第３条第１項から第３項までの規定に基づき、河北郡市広域事務組合

公務災害補償等認定委員会及び河北郡市広域事務組合公務災害補償等審査会の組

織及び運営、補償の手続その他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この規則において「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「認定

委員会」、「補償基礎額」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第１条、

第２条、第２条の２第１項、第３条第１項、第４条第１項、第５条、第17条又は

第19条第１項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、認定委員会、補償

基礎額、福祉事業又は審査会をいう。 

（公務上の災害の範囲） 

第２条の２ 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別

表第１に掲げる疾病とする。 

（通勤による災害の範囲） 

第２条の３ 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに

次に掲げる疾病とする。 

⑴ 通勤による負傷に起因する疾病 

⑵ 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病 

（日常生活上必要な行為） 

第２条の４ 条例第２条の２第２項ただし書の日常生活上必要な行為であって規則

で定めるものは、次に掲げる行為とする。 

⑴ 日用品の購入その他これに準ずる行為 

⑵ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校において行われる

教育、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第15条の６第３項に規定す

る公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育

訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為 



⑶ 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 

⑷ 選挙権の行使その他これに準ずる行為 

（災害の報告） 

第３条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じた

と認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に、速やかに報告をさせ

なければならない。 

（認定及び通知） 

第４条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、認定委員会の意見を聴いて、そ

の災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生

じたものであると認定したときは様式第１号、通勤により生じたものであると認

定したときは様式第１号の２により、補償を受けるべき者に速やかに条例第３条

第２項の規定による通知をしなければならない。 

（認定委員会） 

第５条 認定委員会は、委員長が招集する。 

２ 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き及び議決すること

ができない。 

３ 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員

長は、委員として議決に加わる権利を有する。 

４ 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。 

５ 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要

領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定

める。 

第２章 補償及び福祉事業 

（療養の方法） 

第６条 療養補償たる療養は、理事長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局

（以下「指定医療機関」という。）又は理事長の指定する訪問看護事業者（居宅を

訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。

以下同じ。）において行う。 

（給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償） 

第７条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若

しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事するこ

とができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100

分の60に相当する額に満たないときは、当該満たない額に相当する額、勤務その

他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与

その他の収入の額が補償基礎額に満たないときは、当該満たない額の100分の60に

相当する額を休業補償として支給する。 

（休業補償を行わない場合） 

第７条の２ 条例第８条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

⑴ 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて監

獄に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されてい

る場合又は法廷等の秩序維持に関する法律（昭和27年法律第286号）第２条の規

定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 

⑵ 少年法（昭和23年法律第168号）第24条の規定による保護処分として少年院若



しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法（昭

和31年法律第118号）第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容され

ている場合 

（介護補償に係る障害） 

第７条の３ 条例第10条の２の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応

じ、別表第２に定める障害とする。 

（葬祭補償の額） 

第７条の４ 条例第15条に規定する規則で定める金額は、31万5,000円に補償基礎額

の30倍に相当する額を加えた金額とする。 

（補償の請求方法） 

第８条 補償（現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第10条にお

いて同じ。）を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、様式第２

号から様式第11号までの様式による補償の請求書を、職員の勤務する公署（職員

が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した公

署）を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、第６条に規定する

指定医療機関又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償について

は、この限りでない。 

（遺族補償年金の請求の代表者） 

第９条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が２人以上あるときは、これらの者

は、そのうちの１人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しな

ければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を

選任することができないときは、この限りでない。 

２ 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、

又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出な

ければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したこと

を証明することができる書類を提出しなければならない。 

（補償の支給方法） 

第10条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関

する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、

補償を行わなければならない。 

（所在不明による支給停止の申請等） 

第11条 条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法（昭和42

年法律第121号）第35条第１項又は第２項の規定により遺族補償年金の支給の停止

又は支給の停止の解除を申請する者は、様式第12号又は様式第13号による申請書

（遺族補償年金の支給停止の解除を申請する場合にあっては、これらの申請書及

び年金証書）を実施機関に提出しなければならない。 

２ 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又

は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を

通知しなければならない。 

（年金証書） 

第12条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金（以下「年金

たる補償」という。）の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者

に対し、併せて様式第14号による年金証書を交付しなければならない。 

２ 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、



当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。 

３ 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めるこ

とができる。 

第13条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したと

きは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷し

た証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。 

２ 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したとき

は、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。 

第14条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償

を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納し

なければならない。 

（定期報告） 

第15条 年金たる補償を受ける者は、毎年１回２月１日から同月末日までの間に、

様式第15号から様式第16号までにより、その障害若しくは障害の現状又は遺族補

償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出

しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通

知した場合は、この限りでない。 

（届出） 

第16条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を実施

機関に届け出なければならない。 

⑴ 氏名又は住所を変更した場合 

⑵ 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合 

ア その負傷又は疾病が治った場合 

イ その障害の程度に変更があった場合 

⑶ 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合 

⑷ 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合 

ア 条例第13条第１項（同項第１号を除く。）の規定により、その者の遺族補償

年金を受ける権利が消滅した場合 

イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の

数に増減を生じた場合 

ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他

の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その

妻が55歳に達したとき（条例第12条第１項第４号に規定する障害の状態にあ

るときを除く。）又は条例第12条第１項第４号に規定する障害の状態になり、

若しくはその事情がなくなったとき（55歳以上であるときを除く。）。 

２ 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく

その旨を実施機関に届け出なければならない。 

３ 前２項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の

資料を実施機関に提出しなければならない。 

（福祉事業の種類） 

第17条 条例第17条第１項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。 

⑴ 外科後処置に関する事業 

⑵ 補装具に関する事業 

⑶ リハビリテーションに関する事業 



⑷ 休養に関する事業 

⑸ アフターケアに関する事業 

⑹ 休業援護金の支給 

⑺ 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業 

⑻ 介護用機器に関する事業 

⑼ 在宅介護のための住宅に関する事業 

⑽ 奨学援護金の支給 

⑾ 就労保育援護金の支給 

⑿ 傷病特別支給金の支給 

⒀ 障害特別支給金の支給 

⒁ 遺族特別支給金の支給 

⒂ 障害特別援護金の支給 

⒃ 遺族特別援護金の支給 

⒄ 傷病特別給付金の支給 

⒅ 障害特別給付金の支給 

⒆ 遺族特別給付金の支給 

⒇ 障害差額特別給付金の支給 

(21) 長期家族介護者援護金の支給 

(22) 身体障害者用自動車に関する事業 

２ 条例第17条第２項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。 

⑴ 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業 

⑵ 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業 

⑶ 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業 

（福祉事業の実施） 

第18条 実施機関は、福祉事業を行うに当たっては、その内容について理事長と協

議しなければならない。 

（福祉事業の申請等） 

第19条 第17条第１項の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところ

により、申請書を実施機関に提出しなければならない。 

２ 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認す

るかどうかを通知しなければならない。 

第３章 審査会 

（審査会の招集等） 

第20条 審査会は、会長が招集する。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することが

できない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、

委員として議決に加わる権利を有する。 

４ 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。 

５ 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、

議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。 

（審査の申立て） 

第21条 補償の実施について不服がある者が条例第18条第１項の規定により審査を



申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。 

２ 前項の書面（以下「審査申立書」という。）には、次に掲げる事項を記載し、審

査を申し立てようとする者が記名押印して、正副２通を、書類、記録その他の資

料を添えて審査会に提出しなければならない。 

⑴ 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所

属部局 

⑵ 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年

月日並びにその職員との続柄又は関係 

⑶ 補償に関する当局の措置 

⑷ 申立ての趣旨 

⑸ 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業 

⑹ 請求の年月日 

３ 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度その旨を

速やかに審査会に届け出なければならない。 

第４章 雑則 

（第三者の行為による災害についての届出） 

第22条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受け

るべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所（第三者の氏名及び住所がわから

ないときは、その旨）並びに被害の状況を遅滞なく、実施機関に届け出なければ

ならない。 

（旅費の支給） 

第23条 条例第20条第１項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、

河北郡市広域事務組合職員等の旅費に関する条例（平成16年河北郡市広域事務組

合条例第19号）の定めるところによる。 

（通勤による災害に係る一部負担金） 

第23条の２ 条例第22条の２第１項に規定する規則で定める職員は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。 

⑴ 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者 

⑵ 療養開始後３日以内に死亡した者 

⑶ 休業補償を受けない者 

⑷ 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者 

２ 条例第22条の２第１項に規定する規則で定める金額は、200円（健康保険法（大

正11年法律第70号）第３条第２項に規定する日雇特例被保険者である職員にあっ

ては、100円）とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業

補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額（それらの総額が同

じ額のときはその額）に相当する額とする。 

（公署の長の助力等） 

第24条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他

の手続を行うことが困難である場合には、職員の勤務する公署の長は、その手続

を行うことができるように助力しなければならない。 

２ 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要

な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。 

３ 前２項の規定は、第17条第１項の福祉事業を受けようとする者について準用す

る。 



（記録簿） 

第25条 実施機関は、災害補償記録簿及び福祉事業記録簿（様式第17号）並びに年

金記録簿（様式第18号）を備え、必要な事項を記入しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

（葬祭補償の額の特例） 

２ 第７条の４の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないと

きは、条例第15条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第７条の４の規定

にかかわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。 

（障害補償年金前払一時金） 

３ 条例附則第２条の３第１項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る

申出は、障害補償年金の 初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既

に障害補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該障害補償年

金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して１年を経過する日ま

での間は、当該申出をすることができる。 

４ 前項の申出は、同一の災害につき２回以上行うことができない。 

５ 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償

年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ条例附則第２条の２の表の右欄に掲げる

額（当該障害補償年金が、条例第16条において例によることとされる地方公務員

災害補償法（昭和42年法律第121号）第29条第６項の規定によるものである場合

（次項において「障害加重の場合」という。）にあっては、次項に定める額。以下

「障害補償年金前払一時金の限度額」という。）又は障害補償年金前払一時金の限

度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200

倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した

額とする。ただし、附則第３項ただし書の規定による申出が行われた場合には、

補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額の

うち、当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一

時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補

償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受け

る権利を有する者が選択した額とする。 

６ 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 

⑴ 加重前の障害の程度が条例別表第２に定める第７級以上の等級に該当する場

合 加重後の障害の等級に応じそれぞれ条例附則第２条の２の表の右欄に掲げ

る額から、加重前の障害の等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引

いた額 

⑵ 加重前の障害の程度が条例別表第２に定める第８級以下の等級に該当する場

合 加重後の障害の等級に応じそれぞれ条例附則第２条の２の表の右欄に掲げ

る額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則（昭和42年自

治省令第27号）第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後

の障害の程度に応ずる条例第９条の規定による金額で除して得た数を乗じて得

た額 

７ 障害補償年金は、附則第３項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、



当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日（同項ただし書の規定による申出

が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日）の属する月の翌月から、次

に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その

支給を停止するものとする。 

⑴ 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の 初の

障害補償年金に係る支払期月から１年を経過する月以前の各月（附則第３項た

だし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の

属する月の翌月以後の月に限る。）に支給されるべき障害補償年金の額 

⑵ 前号の支払期月から１年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年

金の額を、100分の５に当該支払期月以後の経過年数（当該年数に１年未満の端

数があるときは、これを切り捨てた年数）を乗じて得た数に１を加えた数で除

して得た額 

８ 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金

の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して１年以内の場

合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支

給されるべき当該障害補償年金の額の金額につき支給が停止される期間に係る同

項の規定による合計額（以下この項において「全額停止期間に係る合計額」とい

う。）を差し引いた額、当該支払期月から起算して１年を超える場合にあっては、

当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額

に100分の５に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に１を加

えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補

償年金の額から差し引いた額とする。 

９ 条例附則第３条第１項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出

は、遺族補償年金の 初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に遺

族補償年金の支払があった場合であっても、条例第３条第２項の規定による通知

があった日の翌日から起算して１年を経過する日までの間は、当該申出をするこ

とができる。 

（遺族補償年金前払一時金） 

10 第９条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が２人以上あるとき

における遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。 

11 附則第３項の申出は、同一の災害につき２回以上行うことができない。 

12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍

又は200倍に相当する額のうち、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族（附則第

10項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項におい

て同じ。）が申し出た額とする。ただし、附則第３項ただし書の規定による申出の

場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補

償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間

に係る遺族補償年金の額を差し引いた額を超えない範囲内で遺族補償年金を受け

る権利を有する遺族が申し出た額とする。 

13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が２人以上あるときは、遺族補償年金

前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除

して得た額とする。 

14 条例附則第３条第３項の規定により遺族補償年金の支給が停止される期間は、

当該遺族補償年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月（附則第３項た



だし書の規定による申出が行われた場合には、当該申出が行われた日の属する月

の翌月）から、次に掲げる額の合計額が遺族補償年金前払一時金の額に達するま

での間とする。 

⑴ 前払一時金が支給された月後の 初の遺族補償年金の支払期月から１年を経

過した月（次号において、「一時経過月」という。）前の各月に支給されるべき

遺族補償年金の額の合算額（附則第３項ただし書の規定による申出が行われた

場合には、当該申出が行われた日の属する月以前の期間に係る遺族補償年金の

額を除く。） 

⑵ １年経過月以後各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、100分の５にその

経過した年数（当該年数に１未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。）を乗じて得た数に１を加えた数で除して得た額の合算額 

（支給停止期間満了の通知） 

15 実施機関は、条例附則第２条の３第３項、附則第３条第３項及び附則第４条の

２第４項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補

償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対してその旨を通知しなけれ

ばならない。 

（届出） 

16 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった障害又は死亡について条

例附則第５条第１項に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その

給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事

実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け

出なければならない。 

 

別表第１（第２条の２関係） 

１ 公務上の負傷に起因する疾病 

２ 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれ

らに付随する疾病 

⑴ 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患 

⑵ 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾

患又は皮膚疾患 

⑶ レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患

又は皮膚疾患 

⑷ マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患 

⑸ 理事長の定める電離放射線（以下「放射線」という。）にさらされる業務に

従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内

障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死

その他の放射線障害 

⑹ 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は

潜水病 

⑺ 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症 

⑻ 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症 

⑼ 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷 

⑽ 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じ

た凍傷 



⑾ 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の

疾患 

⑿ 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死 

⒀ ⑴から⑿までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事し

たため生じたことの明らかな疾病 

３ 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる

疾病及びこれらに付随する疾病 

⑴ 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は

内臓脱 

⑵ 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢によ

り行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛 

⑶ チェンソー、ブッシュクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械

器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障害、

末しょう神経障害又は運動器障害 

⑷ せん孔、タイプ、電話交換、電信等の業務その他上肢に過度の負担のかか

る業務に従事したため生じた手指のけいれん、手指、前腕等のけん、けん

しょう若しくはけん周囲の炎症又は頸肩腕症候群 

⑸ ⑴から⑷までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の

業務に従事したため生じたことの明らかな疾病 

４ 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれ

らに付随する疾病 

⑴ 理事長の定める単体たる化学物質又は化合物（合金を含む。）にさらされる

業務に従事したため生じた疾病であって、理事長が定めるもの 

⑵ ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物

にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等

の呼吸器疾患 

⑶ すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさ

らされる業務に従事したため生じた皮膚疾患 

⑷ たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又

は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患 

⑸ 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物

質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜ

ん息等の呼吸器疾患 

⑹ 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼

吸器疾患 

⑺ 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏 

 症 

⑻ ⑴から⑺までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事し

たため生じたことの明らかな疾病 

５ 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は理事

長の定めるじん肺の合併症 

６ 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げ

る疾病及びこれらに付随する疾病 

⑴ 患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う



業務に従事したため生じた伝染性疾患 

⑵ 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取

り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患 

⑶ 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症 

⑷ 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病 

⑸ ⑴から⑷までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされ

る業務に従事したため生じたことの明らかな疾病 

７ がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に

掲げる疾病及びこれらに付随する疾病 

⑴ ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう 

⑵ ベータ－ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系

しゅよう 

⑶ ４－アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅ

よう 

⑷ ４－ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅ

よう 

⑸ ビス（クロロメチル）エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺

がん 

⑹ ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん 

⑺ 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゅ 

⑻ ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病 

⑼ 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゅ 

⑽ 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、

骨肉しゅ又は甲状腺がん 

⑾ すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされ

る業務に従事したため生じた皮膚がん 

⑿ ⑴から⑾までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさら

される業務に従事したため生じたことの明らかな疾病 

８ 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病



別表第２（第７条の３関係） 

介護を要する状態の区分 障害 

常時介護を要する状態 ⑴ 神経系統の機能又は精神の著しい障害であっ

て、その程度が常に介護を要するもの 

⑵ 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その

程度が常に介護を要するもの 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、条例別表第１に定

める第１級に該当する障害であって前２号に掲げ

るものと同程度の介護を要するもの又は条例別表

第２に定める第１級に該当する障害であって前２

号に掲げるものと同程度の介護を要するもの 

随時介護を要する状態 ⑴ 神経系統の機能又は精神の著しい障害であっ

て、その程度が随時介護を要するもの 

⑵ 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その

程度が随時介護を要するもの 

⑶ 条例別表第１に定める第１級に該当する障害で

あって前２号に掲げるものと同程度の介護を要す

るもの又は条例別表第２に定める第１級に該当す

る障害であって前２号に掲げるものと同程度の介

護を要するもの 



様式第１号（第４条関係） 

 

公 務 災 害 補 償 通 知 書 

 

年  月  日

 

 

          様 

 

 

（実施期間の職氏名）      

          ㊞

 

 

 あなたは、河北郡市広域事務組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

規定により、次の災害に対する補償を受けることができますので、通知します。 

 

 

１ 被災職員の氏名                            

 

 

 

 

２ 災害発生年月日       年  月  日 

 

 

 

 

３ 傷病名                               

 

 

 

                                      

 

 

 

                                       



補 償 の 内 容 

 

１ あなたが被災職員である場合 

 ⑴ 療養補償 

   公務上の負傷又は疾病については、

右の範囲で療養上相当と認められるも

のを療養補償として受けることができ

ます。 

 ア 診察 

 イ 薬剤又は治療材料の支給 

 ウ 処置、手術その他の治療 

 エ 居宅における療養上の管理及び

その療養に伴う世話その他の看護

 オ 病院又は診療所への入院及びそ

の療養に伴う世話その他の看護 

 カ 移送 

 ⑵ 休業補償 

   公務上の負傷又は疾病の療養のため勤務することができない場合で給与を受

けないときは、その期間、補償基礎額の100分の60に相当する金額の休業補償

を受けることができます。 

 ⑶ 傷病補償年金 

   公務上負傷又は疾病に係る療養の開始後１年６箇月を経過した日以後におい

て、条例に定められている程度の障害の状態が継続しているときは、その期

間、その程度に応じて傷病補償年金を受けることができます。なお、傷病補償

年金を受ける場合には休業補償を受けることができません。 

 ⑷ 障害補償 

   公務上の負傷又は疾病が治ったとき、条例に定められている程度の障害が

残ったときは、その程度に応じて年金又は一時金の障害補償を受けることがで

きます。 

 ⑸ 障害補償年金前払一時金 

   年金の障害補償を受けることができる場合は、申出により、障害の程度に応

じた額の範囲で選択した障害補償年金前払一時金を受けることができます。な

お、年金の支給は、一定期間停止されることになります。 

 ⑹ 介護補償 

   傷病補償年金又は年金の障害補償を受けることができる場合で、規則で定め

る程度の障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、実際に介護

を受けているときは、その期間（病院等に入院している期間を除く。）、介護補

償を受けることができます。 

２ あなたが被災職員以外の者である場合 

 ⑴ 遺族補償 

   あなたが公務上死亡した職員の遺族であって、職員の死亡の当時、その収入

によって生計を維持しており、次の①から⑦までに該当する場合は年金の、そ

の他の場合は一時金の遺族補償を受けることができます。 

  ① 妻及び60歳以上の夫 

  ② 18歳に達する日以後の 初の３月31日までの間にある子 

  ③ 60歳以上の父母 

④ 18歳に達する日以後の 初の３月31日までの間にある孫 

⑤ 60歳以上の祖父母 



  ⑥ 18歳に達する日以後の 初の３月31日までの間にあるか又は60歳以上の兄

弟姉妹 

  ⑦ 55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹 

   ただし、職員の死亡の当時、条例で定める障害の状態にある夫、子、父母、

孫、祖父母又は兄弟姉妹については、年齢に関係なく年金を受けることができ

ます。 

   遺族補償年金を受ける順位は、上記①から⑦までの番号のとおりであり、⑦

に掲げる者にあっては、夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順序となります。遺族

補償年金は上記の順序による 先順位者(遺族補償年金を受ける権利を有する

者）に対して支給されます。ただし、⑦に掲げる者は、60歳に達するまでの間

は、遺族補償年金の支給が停止されます。 

   なお、①、③、⑤及び⑥の「60歳以上」とある部分は、下の表の「職員の死

亡した日」の欄の区分に応じて、(ア)の欄に掲げるとおりとなります。 

   また、⑦の「55歳以上60歳未満」とある部分は、下の表の「職員の死亡した

日」の欄の区分に応じて、(イ)の欄に掲げるとおりとなり、(ウ)の欄に掲げる

年齢に達するまでの間は、遺族補償年金の支給が停止されます。 

職員の死亡した日 (ア) (イ) (ウ) 

昭和61年９月30日まで 55歳以上   

昭和61年10月１日から 

昭和62年９月30日まで 
56歳以上 55歳 56歳 

昭和62年10月１日から 

昭和63年９月30日まで 
57歳以上 

55歳以上 

57歳未満 
57歳 

昭和63年10月１日から 

平成元年９月30日まで 
58歳以上 

55歳以上 

58歳未満 
58歳 

平成元年10月１日から 

平成２年９月30日まで 
59歳以上 

55歳以上 

59歳未満 
59歳 

⑵ 遺族補償年金前払一時金 

   あなたが、⑴により遺族補償年金を受ける権利を有する場合には、申出によ

り、一定の額の範囲で選択した遺族補償年金前払一時金を受けることができま

す。なお、遺族補償年金の支給は、一定期間停止されることになります。 

 ⑶ 葬祭補償 

   あなたが公務上死亡した職員の葬祭を行う者である場合は、通常葬祭に要す

る費用を考慮して規則で定める金額の葬祭補償を受けることができます。 

 ⑷ 障害補償年金差額一時金 

   あなたが障害補償年金の受給権者の遺族であって、死亡した受給権者に支給

された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の合計額が、条例に定める障

害の程度に応じた額に満たないときは、その差額に相当する額の障害補償年金

差額一時金を受けることができます。 

 ⑸ 未支給の補償 

   あなたが補償の受給権者の遺族であって、死亡した受給権者に支給されるべ

き補償でまだ支給されなかった分がある場合は、その未支給分の補償を受ける

ことができます。 

 

 



〔注意事項〕 

 １ あなたは、上記の事由に該当したときは、それぞれの事由に応ずる補償が受

けられますので、速やかに請求書を提出してください。ただし、条例の規定に

より制限を受ける場合もありますので、被災職員の所属機関とよく連絡をとっ

て、その指示を受けてください。 

 ２ 補償を受ける権利は、２年間（傷病補償年金、障害補償及び遺族補償につい

ては、５年間）行わないときは、時効によって消滅します。 

 ３ 実施機関の行う補償の実施について不服がある場合には、規則に定める手続

に従って、公務災害補償等審査会に対して審査を申し立てることができます。 

 ４ その他詳細については、被災職員の所属機関に問い合わせてください。 



 

 

様式第１号の２（第４条関係） 

 

通 勤 災 害 補 償 通 知 書 

 

年  月  日

 

 

          様 

 

 

（実施期間の職氏名）       

㊞

 

 

 あなたは、河北郡市広域事務組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

規定により、次の災害に対する補償を受けることができますので、通知します。 

 

 

１ 被災職員の氏名                            

 

 

 

 

２ 災害発生年月日       年  月  日 

 

 

 

 

３ 傷病名                               

 

 

 

                                      

 

 

 

                                       



 

 

補 償 の 内 容 

 

１ あなたが被災職員である場合 

 ⑴ 療養補償 

   公務上の負傷又は疾病については、

右の範囲で療養上相当と認められるも

のを療養補償として受けることができ

ます。 

 ア 診察 

 イ 薬剤又は治療材料の支給 

 ウ 処置、手術その他の治療 

 エ 居宅における療養上の管理及び

その療養に伴う世話その他の看護

 オ 病院又は診療所への入院及びそ

の療養に伴う世話その他の看護 

 カ 移送 

 ⑵ 休業補償 

   公務上の負傷又は疾病の療養のため勤務することができない場合で給与を受

けないときは、その期間、補償基礎額の100分の60に相当する金額の休業補償

を受けることができます。 

 ⑶ 傷病補償年金 

   公務上負傷又は疾病に係る療養の開始後１年６箇月を経過した日以後におい

て、条例に定められている程度の障害の状態が継続しているときは、その期

間、その程度に応じて傷病補償年金を受けることができます。なお、傷病補償

年金を受ける場合には休業補償を受けることができません。 

 ⑷ 障害補償 

   公務上の負傷又は疾病が治ったとき、条例に定められている程度の障害が

残ったときは、その程度に応じて年金又は一時金の障害補償を受けることがで

きます。 

 ⑸ 障害補償年金前払一時金 

   年金の障害補償を受けることができる場合は、申出により、障害の程度に応

じた額の範囲で選択した障害補償年金前払一時金を受けることができます。な

お、年金の支給は、一定期間停止されることになります。 

 ⑹ 介護補償 

   傷病補償年金又は年金の障害補償を受けることができる場合で、規則で定め

る程度の障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、実際に介護

を受けているときは、その期間（病院等に入院している期間を除く。）、介護補

償を受けることができます。 

２ あなたが被災職員以外の者である場合 

 ⑴ 遺族補償 

   あなたが公務上死亡した職員の遺族であって、職員の死亡の当時、その収入

によって生計を維持しており、次の①から⑦までに該当する場合は年金の、そ

の他の場合は一時金の遺族補償を受けることができます。 

  ① 妻及び60歳以上の夫 

  ② 18歳に達する日以後の 初の３月31日までの間にある子 

  ③ 60歳以上の父母 

④ 18歳に達する日以後の 初の３月31日までの間にある孫 

⑤ 60歳以上の祖父母 



 

 

  ⑥ 18歳に達する日以後の 初の３月31日までの間にあるか又は60歳以上の兄

弟姉妹 

  ⑦ 55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹 

   ただし、職員の死亡の当時、条例で定める障害の状態にある夫、子、父母、

孫、祖父母又は兄弟姉妹については、年齢に関係なく年金を受けることができ

ます。 

   遺族補償年金を受ける順位は、上記①から⑦までの番号のとおりであり、⑦

に掲げる者にあっては、夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順序となります。遺族

補償年金は上記の順序による 先順位者（遺族補償年金を受ける権利を有する

者）に対して支給されます。ただし、⑦に掲げる者は、60歳に達するまでの間

は、遺族補償年金の支給が停止されます。 

   なお、①、③、⑤及び⑥の「60歳以上」とある部分は、下の表の「職員の死

亡した日」の欄の区分に応じて、(ア)の欄に掲げるとおりとなります。 

   また、⑦の「55歳以上60歳未満」とある部分は、下の表の「職員の死亡した

日」の欄の区分に応じて、(イ)の欄に掲げるとおりとなり、(ウ)の欄に掲げる

年齢に達するまでの間は、遺族補償年金の支給が停止されます。 

職員の死亡した日 (ア) (イ) (ウ) 

昭和61年９月30日まで 55歳以上   

昭和61年10月１日から 

昭和62年９月30日まで 
56歳以上 55歳 56歳 

昭和62年10月１日から 

昭和63年９月30日まで 
57歳以上 

55歳以上 

57歳未満 
57歳 

昭和63年10月１日から 

平成元年９月30日まで 
58歳以上 

55歳以上 

58歳未満 
58歳 

平成元年10月１日から 

平成２年９月30日まで 
59歳以上 

55歳以上 

59歳未満 
59歳 

⑵ 遺族補償年金前払一時金 

   あなたが、⑴により遺族補償年金を受ける権利を有する場合には、申出によ

り、一定の額の範囲で選択した遺族補償年金前払一時金を受けることができま

す。なお、遺族補償年金の支給は、一定期間停止されることになります。 

 ⑶ 葬祭補償 

   あなたが公務上死亡した職員の葬祭を行う者である場合は、通常葬祭に要す

る費用を考慮して規則で定める金額の葬祭補償を受けることができます。 

 ⑷ 障害補償年金差額一時金 

   あなたが障害補償年金の受給権者の遺族であって、死亡した受給権者に支給

された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の合計額が、条例に定める障

害の程度に応じた額に満たないときは、その差額に相当する額の障害補償年金

差額一時金を受けることができます。 

 ⑸ 未支給の補償 

   あなたが補償の受給権者の遺族であって、死亡した受給権者に支給されるべ

き補償でまだ支給されなかった分がある場合は、その未支給分の補償を受ける

ことができます。 

 

 



 

 

〔注意事項〕 

１ あなたは、上記の事由に該当したときは、それぞれの事由に応ずる補償が受

けられますので、速やかに請求書を提出してください。ただし、条例の規定に

より制限を受ける場合もありますので、被災職員の所属機関とよく連絡をとっ

て、その指示を受けてください。 

２ 補償を受ける権利は、２年間（傷病補償年金、障害補償及び遺族補償につい

ては、５年間）行わないときは、時効によって消滅します。 

 ３ 実施機関の行う補償の実施について不服がある場合には、規則に定める手続

に従って、公務災害補償等審査会に対して審査を申し立てることができます。 

 ４ その他詳細については、被災職員の所属機関に問い合わせてください。 



 

 

様式第２号（第８条関係） 

 

療 養 の 給 付 請 求 書 

（実施機関の職氏名） 請求年月日    年  月  日 

                  様

次の指定医療機関等における療養の給付

を請求します。 
 

請求者の住所            

                  
ふりがな 

氏 名             ㊞ 

１ 所属部局名 

 

職名 

 

氏名              

年  月  日生（  歳）

関
す
る
事
項 

被
災
職
員
に 

負傷又は発病の年月日     年  月  日 

（新）

所在地
 

名 称  

（旧）

所在地
 

２ 療養を受けようと 

する指定医療機関等 

名 称  

 

＊受 理 年  月  日 ＊通 知 年  月  日 

〔注意事項〕 

 １ 請求者は、＊印の欄には記入しないこと。 

 ２ 「２ 療養を受けようとする指定医療機関等」の欄には、請求者が療養を受

けようとする指定医療機関等の所在地及び名称を記入し、現在療養を受けてい

る指定医療機関等を変更しようとする場合には、新旧の指定医療機関等の所在

地及び名称を記入すること。 



 

 

様式第３号（第８条関係） 

 

療 養 補 償 請 求 書 

  請求回数 第  回 

請求年月日       年  月  日 
（実施機関の職氏名） 

           様 

 次の療養補償を請求します。 

 

 

 請求者の住所               

                      
 ふりがな 

 氏 名                ㊞ 

１ 
この請求書による療養補償の費用の受領を          に委任します。 

委任者の氏名               ㊞
補
償
費
用
の
受
領
委
任 

上記委任に基づき、この請求書による療養補償の費用の支払を請求します。 

受任者の住所                

氏名（代表者名）               ㊞

２ 
所属部局名 職 名 

氏 名               年  月  日生（  歳） 

関
す
る
事
項

被
災
職
員
に負傷又は発病の年月日       年  月  日 

３ 診 療 費 内訳は「＊９ 診療費請求明細」欄記載のとおり 円

□訪問看護 内訳は「＊10 訪問看護事業者の証明」欄記載のとおり 円

４ 看 護 料 □看護師 

□附添婦 

□その他 

年 月 日から

          

年 月 日まで

日間 円

交通費 

から     まで□片道

        キロメートル□往復

 

回
円

５ 移 送 費 

その他の移送費 円

６ 上記以外の療養費 円

７ 療養補償請求金額 

（３～６の合計額） 
円

振込先金融機関名 

銀行     支店 
＊受理 年 月 日 

□普通預金       □当座預金 

口座番号  
＊決定金額 円 

口 座 振 替 

預金名義者  
＊通知 年 月 日 

送金小切手 
受取先金融機関名 

銀行     支店 

８ 

送
金
希
望
の
場
合 

そ の 他  
＊支払 年 月 日 



 

 

 

＊９ 診療費請求明細 

診療期間 
年 月 日から

年 月 日まで

診療実日数 日 

転 帰 

⑴ 

傷
病
名 

ア 

イ 

ウ 

⑵ 

診
療
開
始
日 

ア  年 月 日

イ  年 月 日

ウ  年 月 日

治ゆ 死亡 中止 

初診 時間外・休日・深夜 回   点

再 

診 

再   診 

内 科 再 診 

時 間 外 

休日・深夜 

回

回

回

回

 

 

 

 

指導  回  

⑶ 

診
察
料 

往 

診 

普通 

夜間 

深夜・暴風雨雪・難路 

回

回

回

 

 

 

内服 
 

 
薬剤 

調・処 

単位

回

 

 

屯服 
 

 
薬剤 

調・処 

単位

回

 

 

⑷ 

投
薬
料 

外用 
 

 
薬剤 

調・処 

単位

回

 

 

⑸ 

注
射
料 

皮下筋肉内 

静脈内 

その他 

回

回

回

 

 

 

⑹ 

処
置
料 

 

 

薬剤 

回

回

回

 

 

 

⑺ 

手
術
・

麻
酔
料

 

 

薬剤 

回

回

回

 

 

 

⑻ 

検
査
料 

 

 

薬剤 

回

回

回

 

 

 

⑼ 

ゲ
ン
料

レ
ン
ト

 

 

回

回
 

⑽ 

そ
の
他 

 

 

 

 

    

 



 

 

入院年月日 年  月  日 

看
特
２ 基 

食 

看
特
１ 

病 

院 

看 

３ 

普 

食 

看 

２ 

診
察
所 基

寝
・
衣 

看 

１ 

入院時基本診療料 

（室料・看護料・給食料） 

           点 

 食有   ×   日間 

 食無   ×   日間 

 特食   ×   日間 

入院時医学管理料 

２週間以内 

×     日間 

２週間超～１月以内 

    ×     日間 

１月超～３月以内 

    ×     日間 

３月超 

×     日間 

⑾ 

入
院 

その他  

⑿ 診療報酬点数表により計算できる合計額 
合計点数 × １点単価 

 
円

⒀ 診療報酬点数表により計算できないもの 診断書料・入院室料差額等 円

⒁ 診療費請求合計額 ⑿ ＋ ⒀ 円

  

上記の事項は事実と相違ありません。（この欄の記入は、診療に当たった医療機関に療養補償の費

用の受領を委任する場合は不要です。） 

年  月  日 

                           所在地           

診療機関の  名 称           

                           医師の氏名         ㊞ 

 



 

 

＊10 訪問看護事業者の証明 （患者氏名） 

傷病名 

傷病の経過 

 

 

（訪問看護期間） 

年  月  日から 

年  月  日まで 

訪問看護の回数     回 

指示年月日        年  月  日 

主治医への直近報告年月日 

年  月  日 
基
本
療
養
費 

保健師、看護師、理学療法士、作業療法士

 

円×  回      円 

 

准看護師 

 

円×  回      円 

 

訪問日 

1  2  3  4  5  6  7 

8  9  10  11  12  13  14 

15  16  17  18  19  20  21 

22  23  24  25  26  27  28 

29  30  31           

管理療養費 
初日          円 

２回目以降       円 
  

提供した情報の概要 

 
情報提供療養費 

 

 

 

            円 
情報提供先の市区町村名 

 

ターミナルケア

療養費 

            円 

死亡年月日 

年  月  日 

合計             円 

（備考） 

 

 

 

訪問看護の指示を受けた医療機関の名称及び主治医の氏名 

   医療機関の名称 

   主治医氏名 

  

上記の事項は事実と相違ないことを証明します。 

年  月  日 

                           所在地           

訪問看護事業者の  名 称           

                           代表者氏名         ㊞ 

〔注意事項〕 

１ 請求者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入すること。 

２ 「１ 補償費用の受領委任」の欄は、診療に当たった医療機関又は訪問看護を行った訪問看護

事業者に療養補償の費用の受領を委任しようとする場合にのみ記入すること。 

３ 「４ 看護料（訪問看護を除く。）」及び「５ 移送費」については、費用の領収書又はこれに

代わる証明書及び明細書を添付すること。 

 ４ 「６ 上記以外の療養費」の欄には、入院料に食事代を含まない場合の食事料及び「３ 診療

費」に含まれない療養に必要な治療材料の名称、数量及び費用を記入し、その領収書及び明細書

を添付すること。 

 ５ 「＊９ 診療費請求明細」の欄の記入に代えて同様事項を記載した医師、歯科医師又は柔道整

復師の証明書を添付してもよいこと。 

 ６ 診療報酬点数の算出ができない場合は、金額で記入すること。 



 

 

様式第４号（第８条関係） 

 

休 業 補 償 請 求 書 

  請求回数 第  回 

（実施機関の職氏名） 請求年月日       年  月  日

                様 

次の休業補償を請求します。 
 

 

請求者の住所            

                  
ふりがな 

氏 名              ㊞

１ 
所属部局名 職名 

氏名                     

年  月  日生（ 歳）

関
す
る
事
項 

被
災
職
員
に 

負傷又は発病の年月日     年  月  日 

２ 年  月  日から

    年  月  日まで
のうち  日

 全部休業した日数  日 

一部休業した日数  日 数
等 

請
求
日 

 全部休業した日に支払われた給与の総額        円 

一部休業した日に支払われた給与の総額        円 

 

 

＊３ 

長
の
証
明 

所
属
部
局
の 

１及び２については、上記のとおりであることを証明します。 

年  月  日 

所在地             

所属部局の  名称             

長の職・氏名          ㊞

(補償基礎額) (請求日数)
 全部休業した日に 

支払われた給与の総額 

 

 

全部休業した日に 

ついての計算 
    円×   日×

100

60
－      円＝      円(Ａ)

(補償基礎額) (請求日数)
 全部休業した日に 

支払われた給与の総額 

 

 

一部休業した日に 

ついての計算 
    円×   日×

100

60
－      円＝      円(Ｂ)

４ 

休
業
補
償 

休業補償請求金額 (Ａ)＋(Ｂ)                        円 

５ 厚生年金保険法等

の適用関係 
□    の被保険者である。 □被保険者でない。 

 



 

 

＊６ 傷病名 

請求日数のうち療養のため勤務することが

できなかったと認められる日数 

年  月  日から 

のうち  日 

年  月  日まで 

現在の状態 

 

年  月  日 

□治ゆ □死亡 □中止  

□転医 □継続中 

医
師
の
証
明 

 上記のとおりであることを証明します。 

年  月  日 

所在地          

医療機関の  名称          

                  医師の氏名          ㊞

 

７ 振込先金融 

機関名 
銀行  支店 ＊受理 年  月  日

□普通預金  □当座預金 
条例第10条の制限 

□有  □無 

口座番号   

＊決定金額

         円 

口座振替 

預金名義者   ＊通知 年  月  日

送金 

小切手 

受取先金融 

機関名 
銀行  支店

＊年金証書

の番号 
第   号 

送
金
希
望
の
場
合 

その他   
＊支給開始

年月日 
年  月  日

〔注意事項〕 

１ 請求者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入す

ること。 

 ２ 「２ 請求日数等」の欄には、河北郡市広域事務組合非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例第８条ただし書及び同規則第７条の２に該当する日があ

る場合は、当該日数を控除した日数を記入すること。 

３ 「＊６ 医師の証明」の欄には、入院中の場合のように、既に療養補償請求

書等によって療養のため勤務できないことが明らかに認められるときは、この

請求書において重ねて医師の証明を求めて、記入する必要はないこと。 

 ４ この請求書を提出するときに、請求する休業補償と同一の事由によって次に

掲げる年金の給付を受けている場合には、その年金の種類、年額、支給開始年

月、年金証書の記号番号及び所轄社会保険事務所等を記載した書類を添付する

こと。 

  ⑴ 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34号。以下「国民年

金等改正法」という。）附則第87条第１項に規定する年金たる保険給付に該当

する障害年金 

  ⑵ 国民年金等改正法附則第78条第１項に規定する年金たる保険給付に該当す

る障害年金 



 

 

  ⑶ 国民年金等改正法附則第32条第１項に規定する年金たる給付に該当する障

害年金 

  ⑷ 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金（以下単に「障害厚生年金」と

いう。）及び国民年金法の規定による障害基礎年金（同法第30条の４の規定に

よる障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。） 

  ⑸ 障害厚生年金（当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給

される場合を除く。） 

  ⑹ 障害基礎年金（当該補償の事由となった障害について、国家公務員共済組

合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金又は障害厚

生年金が支給される場合を除く。） 



 

 

様式第４号の２（第８条関係） 

 

傷 病 補 償 年 金 請 求 書 

（実施機関の職氏名） 請求年月日       年  月  日 

          様 

 次の傷害補償年金を請求します。 
 

 

請求者の住所             

                   
ふりがな 

氏 名              ㊞ 

１ 所属部局名 

 

職名 

 

氏名 

年  月  日生（  歳） 

関
す
る
事
項 

被
災
者
に 

負傷又は発病

の年月日 
年  月  日

傷病等級該当

年月日 
年  月  日

２ 傷病の名称、部位及びその状態 

３ 既存障害とその程度 

４ 日常生活の状態 

５ 傷病等級 第    級    号 

６ 傷病補償年金請求金額 
（年金補償基礎額）   （倍数） 

        円×   ＝        円 

７ 
厚生年金保険法等 

の適用関係 
□   の被保険者である。 □被保険者でない。 

 

８ 振込先金融 

機関名 
銀行  支店 ＊受理 年  月  日

□普通預金  □当座預金 
条例第10条の制限 

□有  □無 

口座番号   

＊決定金額

          円

口座振替 

預金名義者   ＊通知 年  月  日

送金 

小切手 

受取先金融 

機関名 
銀行  支店

＊年金証書

の番号 
第   号 

送
金
希
望
の
場
合 

その他   
＊支給開始

年月日 
年  月  日

 

 



 

 

〔注意事項〕 

 １ 請求者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入す

ること。 

 ２ この請求書を提出するときに、請求する傷病補償年金と同一の事由によって

次に掲げる年金の給付を受けている場合には、その年金の種類、年額、支給開

始年月、年金証書の記号番号及び所轄社会保険事務所等を記載した書類を添付

すること。 

  ⑴ 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34号。以下「国民年

金等改正法」という。）附則第87条第１項に規定する年金たる保険給付に該当

する障害年金 

  ⑵ 国民年金等改正法附則第78条第１項に規定する年金たる保険給付に該当す

る障害年金 

  ⑶ 国民年金等改正法附則第32条第１項に規定する年金たる給付に該当する障

害年金 

  ⑷ 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金（以下単に「障害厚生年金」と

いう。）及び国民年金法の規定による障害基礎年金（同法第30条の４の規定に

よる障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。） 

  ⑸ 障害厚生年金（当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給

される場合を除く。） 

  ⑹ 障害基礎年金（当該補償の事由となった障害について、国家公務員共済組

合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金又は障害厚

生年金が支給される場合を除く。） 



 

 

様式第４号の３（第８条関係） 

 

傷 病 補 償 年 金 変 更 請 求 書 

（実施機関の職氏名） 請求年月日     年  月  日 

                 様

 

請求者の年金

証書の番号 
第    号 

 次のとおり傷病補償年金の変更を請求

します。 
 

 

請求者の住所            

                  
ふりがな 

氏 名              ㊞

１ 
現在受けている傷病補償年金の 

傷病等級 
第    級 

２ 
現在受けている傷病補償年金 

の支給が開始された年月 
年  月 

３ 障害の程度に変更があった年月日      年  月  日 

４ 変更後の障害の部位及びその程度

 

 

（第    級）  

５ 変更後の傷病補償年金請求額 
（年金補償基礎額）  （倍数） 

       円×   ＝      円

 

＊受理 年  月  日

＊変更後の 

傷病等級 
第    級 

＊通知 

□変更  □不変更 

 

年  月  日

＊決定金額            円
＊支給開始

年月日 
年  月  日

〔注意事項〕請求者は、＊印の欄には記入しないこと。 



 

 

様式第５号（第８条関係） 

 

障害補償
年 金

一時金
請求書 

（実施機関の職氏名） 請求年月日     年  月  日 

          様 

 次の傷害補償を請求します。 
 

 

請求者の住所             

                   
ふりがな 

氏 名             ㊞ 

１ 所属部局名 

 

職名 

 

氏名 

年  月  日生（  歳）

関
す
る
事
項 

被
災
者
に 

負傷又は発病

の年月日 
年  月  日 治ゆ年月日 年  月  日

２ 障害の部位及びその程度  

３ 既存障害とその程度 

４ 障害等級 第   級   号 

年金 
（年金補償基礎額）  （倍数） 

       円×   ＝      円 
５ 

障害補償請求 

金額 
一時金 

（補償基礎額）    （倍数） 

       円×   ＝      円 

６ 
厚生年金保険法等の 

適用関係 
□   の被保険者である。□被保険者でない。 

 

７ 振込先金融 

機関名 
銀行  支店 ＊受理 年  月  日

□普通預金  □当座預金 
条例第10条の制限 

□有  □無 

口座番号   

＊決定金額

          円

口座振替 

預金名義者   ＊通知 年  月  日

送金 

小切手 

受取先金融 

機関名 
銀行  支店

＊年金証書

の番号 
第   号 

送
金
希
望
の
場
合 

その他   
＊支給開始

年月日 
年  月  日



 

 

〔注意事項〕 

 １ 請求者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入す

ること。 

 ２ 「３ 既存障害とその程度」の欄には、新たに既存の障害の程度を加重した

場合にのみ記入するものとし、既存障害について障害補償を支給された場合は、

その該当等級を明記すること。 

 ３ 「６ 厚生年金保険法等の適用関係」の欄には、障害補償年金を受けようと

する者について記入すること。 

   なお、この請求書を提出するときに、請求する障害補償年金と同一の事由に

よって次に掲げる年金の給付を受けている場合には、その年金の種類、年額、支

給開始年月、年金証書の記号番号及び所轄社会保険事務所等を記載した書類を添

付すること。 

  ⑴ 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34号。以下「国民年

金等改正法」という。）附則第87条第１項に規定する年金たる保険給付に該当

する障害年金 

  ⑵ 国民年金等改正法附則第78条第１項に規定する年金たる保険給付に該当す

る障害年金 

  ⑶ 国民年金等改正法附則第32条第１項に規定する年金たる給付に該当する障

害年金 

  ⑷ 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金（以下単に「障害厚生年金」と

いう。）及び国民年金法の規定による障害基礎年金（同法第30条の４の規定に

よる障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。） 

  ⑸ 障害厚生年金（当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給

される場合を除く。） 

  ⑹ 障害基礎年金（当該補償の事由となった障害について、国家公務員共済組

合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金又は障害厚

生年金が支給される場合を除く。） 



 

 

様式第６号（第８条関係） 

 

障 害 補 償 変 更 請 求 書 

（実施機関の職氏名） 請求年月日      年  月  日

                 様

  

請求者の年金

証書の番号 
第     号 

次のとおり障害補償の変更を請求しま

す。 

 

 

請求者の住所             

                   
ふりがな 

氏 名              ㊞

１ 
現在受けている障害補償年金 

の障害等級 
第    級 

２ 
現在受けている障害補償年金 

の支給が開始された年月 
年  月    

３ 
障害の程度に変更があった 

年月日 
年  月  日 

４ 
変更後の障害の部位及びその 

程度 

 

 

（第   級） 

年金 
（年金補償基礎額）    （倍数） 

       円×   ＝      円
５ 

変更後の障害補償請求 

金額 
一時金

（補償基礎額）      （倍数） 

       円×   ＝      円

 

＊受理 年  月  日 ＊通知 
□変更  □不変更 

年  月  日

＊変更後の 

障害等級 
第    級 

＊支払 

（一時金）
     年  月  日

＊決定金額 
☐年金        円

☐一時金       円

＊支給開始

年月日 
年  月  日

〔注意事項〕 

 １ 請求者は、＊印の欄には記入しないこと。 

 ２ 「４ 変更後の障害の部位及びその程度」の欄の記入事項が添付する診断書

の記載事項と同じであるときは「診断書のとおり」と記入すること。 

 ３ この請求書には、障害の程度に変更があった時期の決定及び変更後の障害等

級の決定に必要な医師の診断書とその他の資料を添付すること。 

 

 



 

 

様式第６号の２（第８条関係） 

 

介 護 補 償 請 求 書 請求回数 第    回

（実施機関の職氏名） 請求年月日年     年  月  日

          様 

 次の介護補償を請求します。 
 

 

請求者の住所            

                  
ふりがな 

氏 名             ㊞ 

１ 所属部局名 

 

職名 

 

氏名 

年  月  日生（  歳）

関
す
る
事
項 

被
災
職
員
に 

負傷又は発病の年月日 年  月  日 

２ 
傷病等級又は 

障害等級 

□傷病等級（第 級 号） 

□障害等級（第 級 号） 

３ 年金証書の番号 第    号 

４ 介護を要する状態の常時又は随時の別 
□常時介護を要する状態 

□随時介護を要する状態 

５ 
請求対象年月 

介護費用を支出せ

ずに介護を受けた

日の有無 

介護費用として 

支出した額 
請求月額 

年  月 
□ ある 

□ ない 
       円        円

年  月 
□ ある 

□ ない 
       円        円

年  月 
□ ある 

□ ない 
       円        円

請

求

金

額

等 

介護補償請求金額 （請求月額の合計）        円

６ 
介護を受けた 

場所 

□居宅  

□病院・施設等（名称：              ） 

 入院・入所期間     年  月  日から 

年  月  日まで 

7 
氏  名 

請求者との続柄 

又は関係 
請求者が介護を受けた期間 

   
年  月  日から 

年  月  日まで 

   
年  月  日から 

年  月  日まで 

し
た
者 

介
護
に
従
事 

   
年  月  日から 

年  月  日まで 



 

 

８ 振込先金融 

機関名 
銀行  支店 ＊受理 年  月  日

□普通預金  □当座預金 

口座番号   
＊決定金額           円口座振替 

預金名義者   
＊通知 年  月  日

送金 

小切手 

受取先金融 

機関名 
銀行  支店

送
金
希
望
の
場
合 

その他   
＊支払 年  月  日

〔注意事項〕 

 １ 請求者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入す

ること。 

 ２ 「５ 請求金額等」の欄の「請求対象年月」、「介護費用を支出せずに介護を

受けた日の有無」、「介護費用として支出した額」、「請求月額」の項には、一の

月ごとに記入すること。なお、当該欄が不足する場合には、別葉にしても差し

支えないこと。 

 ３ 「７ 介護に従事した者」の欄には、介護費用を支出せずに介護を受けた日

がある場合に当該介護を行った者について記入すること。なお、当該欄が不足

する場合には、別葉にしても差し支えないこと。 

 ４ この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。 

  ⑴ 障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師又は歯科医師の診断

書（ただし、第２回目以後の請求において介護を要する状態の常時又は随時

の別に変更がない場合には、省略することができるものであること。） 

  ⑵ 介護補償を受けようとする期間における介護の事実並びに当該介護に従事

した者の氏名及び請求者との続柄又は関係を記載した書類（ただし、第２回

目以後の請求において一の月に介護費用を支出せず介護を受けた日があり当

該介護を行う者が前回の請求における介護費用請求書に記載された者と変更

がない場合で、当該月に係る介護補償の請求月額が      円（随時介

護を要する状態にあるときは      円）である月があるときには、そ

の月に係る当該書類の添付を省略することができるものであること。） 

  ⑶ 介護費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護を受

けた年月日及び時間並びに当該介護費用として一の月に支出した額を証明す

ることができる書類（ただし、第２回目以後の請求において一の月に介護費

用を支出せず介護を受けた日がある場合で、当該月に係る介護補償の請求月

額が      円（随時介護を要する状態にあるときは      円）

である月があるときには、その月に係る当該書類の添付を省略することがで

きるものであること。） 



 

 

様式第７号（第８条関係） 

 

遺 族 補 償 年 金 請 求 書 

（実施機関の職氏名） 請求年月日     年  月  日 

          様 

 次の遺族補償年金を請求します。 
 

 

 

請求者の住所            

                  
ふりがな 

氏 名              ㊞

死亡職員との続柄          

所属部局名 職名 

氏名 

年  月  日生（ 歳）
１ 死亡職員に

関する事項 

負傷又は発病 

の年月日 
年 月 日 死亡年月日    年 月 日 

２ 請求の事由 
□職員の死亡 □先順位者の失権 □胎児であった子の出生 

□先順位者の所在不明 

氏 名 生年月日 年齢 住 所 
死亡職員 

との続柄 
備 考 

      

      

      

３ 請求者及び 

遺族補償年金 

を受けること 

ができる遺族 

      

氏 名 生年月日 年齢 住 所 
死亡職員 

との続柄 
備 考 

           

          

４ 既に遺族補 

償年金を受け 

ている者 

           

５ 遺族補償年 

金請求金額の 

計算 

（年金補償基礎額）  （乗ずべき数） 

       円×    ×
（受給権者の数）

１
＝       円

受給権者が 1人の場合 

又は代表者を選任しな 

い場合 

                 円 
６ 遺族補償年 

金請求金額 

代表者を選任した場合 
（５の請求年額）（受給権者の数） 

円×    ＝     円 

７ 厚生年金保険法等の 

適用関係 

□      の被保険者であった。 

□被保険者ではなかった 

 



 

 

８ 振込先金融 

機関名 
銀行  支店 ＊受理 年  月  日

□普通預金   

□当座預金 

口座番号   ＊決定金額

□受給権者 

が１人の 

場合又は 

代表者を 

選任しな 

い場合 

□代表者を 

選任した 

場合 

    円口座振替 

預金名義者   

＊通知 年  月  日

送金 

小切手 

受取先金融 

機関名 
銀行  支店

＊年金証書

の番号 
第   号 

送
金
希
望
の
場
合 

その他   
＊支給開始

年月日 
年  月  日

〔注意事項〕 

１ 請求者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入す

ること。 

２ 「３ 請求者及び遺族補償年金を受けることができる遺族」の欄の備考には、

その者が請求者であるときは請、その者が代表者であるときは代、その者が障

害等級第７級以上の障害の状態にあるときは障、また、その者が請求者と生計

を同じくしているときは生と明記すること。 

３ 「４ 既に遺族補償年金を受けている者」の欄には、「２ 請求の事由」の欄

の記入が「職員の死亡」以外の場合に記入すること。 

４ 「７ 厚生年金保険法等の適用関係」の欄には、死亡職員又は請求者が厚生

年金保険法若しくは国民年金法又は旧船員保険法（国民年金法等の一部を改正

する法律（昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。）第５条の

規定による改正前の船員保険法をいう。）、旧厚生年金保険法（国民年金等改正

法第３条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。）若しくは旧国民年金法

（国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法をいう。）の適用を

受ける者であるときは「□   の被保険者であった。」の□にレ印を記入する

とともに、その適用を受ける法律の名称を記入すること。 

なお、この請求書を提出するとき、既に当該遺族補償年金と同一の事由に

よって次に掲げる年金の給付を受けている場合には、その年金の種類、年額、

支給開始年月、年金証書の記号番号及び所轄社会保険事務所等を記載した書類

を添付すること。また、この請求書に係る年金の支給決定後に次に掲げる年金

の給付を受けることとなった場合には、速やかにその旨書類で報告すること。 

  ⑴ 国民年金等改正法附則第87条第１項に規定する年金たる保険給付に該当す

る遺族年金 

  ⑵ 国民年金等改正法附則第78条第１項に規定する年金たる保険給付に該当す

る遺族年金 

  ⑶ 国民年金等改正法附則第32条第１項に規定する年金たる給付に該当する母

子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 



 

 

  ⑷ 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金（以下単に「遺族厚生年金」と

いう。）及び国民年金法の遺族基礎年金（国民年金等改正法附則第28条第１項

の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」と

いう。） 

  ⑸ 遺族厚生年金（当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給

される場合を除く。） 

  ⑹ 遺族基礎年金（当該補償の事由となった死亡について国家公務員共済組合

法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金又は遺族厚生

年金が支給される場合を除く。）又は国民年金法の規定による寡婦年金 

５ この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、この請求書の提

出前に、当該職員の死亡について遺族補償年金の支給が行われていたときは、

次の⑴、⑶及び⑻に掲げる書類は添付する必要はないこと。 

  ⑴ 職員の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他職員の死亡の事実及びそ

の死亡が公務又は通勤により生じたものであることを証明する書類又はその

写し 

  ⑵ 請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名、

本籍及び死亡職員との続柄に関する市区町村長の発行する証明書（戸籍の謄

本又は抄本でもよい。） 

  ⑶ 請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が職員の

死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる

書類 

  ⑷ 請求者が、婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係

と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類 

  ⑸ 請求者が妻１人で、障害等級第7級以上の障害の状態にあるとき（55歳以上

の場合を除く。）は、その者が職員の死亡の時以後当該障害の状態にあったこ

と及び当該障害の状態が生じ、又はその事情がなくなった時を証明する医師

の診断書その他の書類 

  ⑹ 請求者（前号を除く。）又は請求者以外の遺族補償年金を受けることができ

る遺族が障害等級第７級以上の障害の状態にある者であるときは、その者が

職員の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証明する医師の

診断書その他の書類 

  ⑺ 請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が請求者と生計を同

じくしているときは、その事実を認めることのできる書類 

  ⑻ 災害が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、第三者

の氏名及び住所（第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨）を記

載した書類 

  ⑼ 請求者が２人以上ある場合で代表者を選任したときは、代表者以外の請求

者の同意書等その者が代表者であることを認めることができる書類。また、

代表者を選任しないときは、その理由を記載した書類 



 

 

様式第７号の２（第８条関係） 

 

障害補償年金差額一時金請求書 

実施機関の職氏名 請求年月日     年  月  日 

          様

 次の傷害補償年金差額一時金を請求し

ます。 
 

 

 

 

請求者の住所            

                  
ふりがな 

氏 名              ㊞

死亡した障害補償 

年金の受給権者と 

の続柄又は関係           

所属部局名 

 

職名 

 

氏名 

年  月  日生（  歳）

死亡年月日 

年  月  日 

年金証書の

番号 
第    号

１ 死亡した障 

害補償年金の 

受給権者に関 

する事項 

死亡時の 

障害等級 
第   級

既存障害と

その程度 
 

受給権者 

の氏名 

死亡職員との続柄

又は関係 

    

支給された

年金の額の

合計 

         円

    

   

   

支給された

前払一時金

の額 

         円

(補償基礎額) 
乗ずべき数

(ア) 

支給された年金

及び前払一時金

の額の合計 

 

２ 障害補償年 

金差額一時金 

請求金額の計 

算等 

円×     －       円×
(受給権者の数)

1
＝     円

３ 障害補償年 

金差額一時金 

の請求金額 

          円 

 

 



 

 

４ 振込先金融 

機関名 
銀行  支店 ＊受理 年  月  日

□普通預金  □当座預金 

口座番号   
＊決定金額           円

口座振替 

預金名義者   
＊通知 年  月  日

送金 

小切手 

受取先金融 

機関名 
銀行  支店

送
金
希
望
の
場
合 

その他   
＊支払     年  月  日

〔注意事項〕 

 １ 請求者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入す

ること。 

 ２ 「１ 死亡した障害補償年金の受給権者に関する事項」の「既存障害とその

程度」の欄には、既存の障害の程度を加重した場合にのみ記入するものとし、

既存障害について障害補償を支給された場合は、その該当等級を明記すること。 

 ３ 「２ 障害補償年金差額一時金請求金額の計算等」の「（乗ずべき数）」の項

には、障害等級に応ずる条例附則第２条の２第１項の表の右欄に掲げる補償基

礎額に乗ずべき数をそれぞれ記入すること。 

 ４ この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、この請求書の提

出前に他の補償の請求に関し、既に提出されている書類又はその写しについて

は、添付の必要はないこと。 

  ⑴ 障害補償年金の受給権者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他当該

障害補償年金の受給権者の死亡の事実を証明する書類又はその写し 

  ⑵ 請求者と死亡した障害補償年金の受給権者との続柄又は関係に関する市区

町村長の発行する証明書 

  ⑶ 請求者が、婚姻の届出をしていないが、障害補償年金の受給権者の死亡の

当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認め

ることのできる書類 

  ⑷ 請求者が、障害補償年金の受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくし

ていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるときは、障害補償

年金の受給権者の死亡の当時生計を同じくしていた事実を認めることのでき

る書類 

  ⑸ 請求者が配偶者以外の者であるときは、他に先順位者のないことを証明す

る書類 

  ⑹ 請求者が、死亡した障害補償年金の受給権者の遺言又はその任命権者に対

する予告により特に指定された者であるときは、これを証明する書類 



 

 

様式第７号の３（第８条関係） 

 

障害補償年金前払一時金請求書 

（実施機関の職氏名） 請求年月日     年  月  日 

          様

 次の障害補償年金前払一時金を請求し

ます。 

 

請求者の住所            

                  
ふりがな 

氏 名              ㊞

１ 障害等級 第    級 

２ 既存障害とその

程度 
  

３ 障害補償年金の

支給決定に関する

通知を受けた年月

日 

年  月  日 

４ 年金証書の番号 第    号 

５ 障害補償年金前

払一時金の申出を

行った月までの期

間に係る障害補償

年金の額の合計額

年  月分から

 

年  月分まで

          円 

□障害補償年金前払一 

時金の限度額 
 

⑴ 限度額を選択した場合 
（補償基礎額）（乗ずべき数） 

円×   ＝     円

補償 

基礎 

額の 

□1,200倍

□1,000倍

□ 800倍

□ 600倍

□ 400倍

□ 200倍

に 相

当 

す る

額 

⑵ 限度額以外を選択した場合 

 
（補償基礎額） 

円 ×   倍 ＝

円 

６ 請求者が選択す

る障害補償年金前

払一時金の請求金

額の計算等 

請求金額                      円 

 

 

 



 

 

７ 振込先金融 

機関名 
銀行  支店 ＊受理 年  月  日

□普通預金  □当座預金 

口座番号   
＊決定金額           円

口座振替 

預金名義者   
＊通知 年  月  日

送金 

小切手 

受取先金融 

機関名 
銀行  支店

送
金
希
望
の
場
合 

その他   
＊支払     年  月  日

〔注意事項〕 

 １ 請求者は、＊印の欄には記入しないこと。 

 ２ 「２ 既存障害とその程度」の欄には、新たに既存の障害の程度を加重した

場合にのみ記入するものとし、既存障害について障害補償を支給された場合は、

その該当等級を明記すること。 

 ３ 「５ 障害補償年金前払一時金の申出を行った月までの期間に係る障害補償

年金の額の合計額」の欄には、障害補償年金の 初の支払に先立って申し出る

場合は記入しないこと。 

 ４ 「６ 請求者が選択する障害補償年金前払一時金の請求金額の計算等」の欄

については、請求者が選択する□にレ印を記入すること。 

 



 

 

様式第８号（第８条関係） 

 

遺族補償年金前払一時金請求書 

（実施機関の職氏名） 請求年月日     年  月  日 

           様

 次の遺族補償年金前払一時金を請求し

ます。 

 

 

請求者の住所            

                  
ふりがな 

氏 名              ㊞

死亡職員との続柄          

１ 遺族補償年金の

支給決定に関する

通知を受けた年月

日 

年  月  日 

２ 年金証書の番号 第    号 

３ 遺族補償年金前

払一時金の申出を

行った月までの期

間に係る遺族補償

年金の額の合計額

年  月分から

 

年  月分まで

          円 

４ 代表者の選任等
□受給権者が１人の場合又は代表者を選任しない場合 

□代表者を選任した場合 

⑴ 請求額 
（補償基礎額） 

     円×  倍×
(受給権者の数)

1  
５ 請求者(代表者)

が選択する遺族補

償年金前払一時金

請求金額の計算等

補償 

基礎 

額の 

□1,000倍

□ 800倍

□ 600倍

□ 400倍

□ 200倍

に相当

する額
⑵ 請求額の合計額 
（⑴の請求額）（受給権者の数） 

円×   ＝     円

 

６ 振込先金融 

機関名 
銀行  支店 ＊受理 年  月  日

□普通預金  □当座預金 

口座番号   
＊決定金額           円

口座振替 

預金名義者   
＊通知 年  月  日

送金 

小切手 

受取先金融 

機関名 
銀行  支店

送
金
希
望
の
場
合 

その他   
＊支払     年  月  日

 



 

 

〔注意事項〕 

 １ 請求者は、＊印の欄には記入しないこと。 

 ２ 「３ 遺族補償年金前払一時金の申出を行った月までの期間に係る遺族補償

年金の額の合計額」の欄には、遺族補償年金の 初の支払に先立って申し出る

場合は記入しないこと。 

 ３ 「４ 代表者の選任等」の欄には、該当する□にレ印を記入すること。 

 ４ 「５ 請求者（代表者）が選択する遺族補償年金前払一時金請求金額の計算

等」の欄については、請求者（代表者）が選択する□にレ印を記入すること。 

 ５ この請求書には、受給権者が２人以上ある場合で代表者を選任したときは、

その旨を証明する書類、また、代表者を選任しないときは、その旨を記載した

書類を添付すること。 



 

 

様式第９号（第８条関係） 

 

遺 族 補 償 一 時 金 請 求 書 

（実施機関の職氏名） 請求年月日     年  月  日 

           様

 次の遺族補償一時金を請求します。 
 

 

 

請求者の住所            

                  
ふりがな 

氏 名              ㊞

死亡職員との続柄          

１ 所属部局名 

 

職名 

 

氏名 

年  月  日生（  歳）

関
す
る
事
項 

死
亡
職
員
に 負傷又は発 

病の年月日 
年  月  日 死亡年月日 年  月  日

２ 受給権者 

の氏名 

生年 

月日 

死亡職員との

続柄又は関係
（補償基礎額） （支給率） 

（支給された 

年金額の総計） 

      

   

 円×400×
100  

－     円  

      

      

×
(受給権者の数)

1
＝      円 

年金の受給権者で 

あった者の氏名 
年金証書の番号

支給された年金額 

の合計 

  第   号          円

  第   号          円

遺族補償年 

金が支給さ 

れていた場 

合 

  第   号          円

遺
族
補
償
一
時
金
請
求
額
の
計
算 

総             計          円

３ 遺族補償一時金請求額 円 

 

 



 

 

 
４ 振込先金融 

機関名 
銀行  支店 ＊受理 年  月  日

□普通預金  □当座預金 

口座番号   
＊決定金額           円

口座振替 

預金名義者   
＊通知 年  月  日

送金 

小切手 

受取先金融 

機関名 
銀行  支店

送
金
希
望
の
場
合 

その他   
＊支払     年  月  日

〔注意事項〕 

 １ 請求者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入す

ること。 

 ２ 「２ 遺族補償一時金請求額の計算」の欄の「受給権者の氏名」の項には、

すべての受給権者について記入すること。 

 ３ 「２ 遺族補償一時金請求額の計算」の欄の「遺族補償年金が支給されてい

た場合」の項には、この請求書の提出前に当該補償の事由となった職員の死亡

に係る遺族補償年金の支給が行われていた場合にのみ記入すること。また、

「（支給率）」の項には、条例附則第４条各号に掲げる支給率のうち、請求者の

該当するものを記入すること。 

 ４ この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、この請求書の提

出前に、当該職員の死亡について遺族補償年金の支給が行われていたときは、

次の⑴及び⑻に掲げる書類は添付する必要はないこと。 

  ⑴ 職員の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他職員の死亡の事実及びそ

の死亡が公務上の事由によるものであることを証明する書類又はその写し 

  ⑵ 請求者の氏名、本籍及び死亡職員との続柄又は関係に関する市区町村長の

発行する証明書（戸籍の謄本又は抄本でもよい。） 

  ⑶ 請求者が、婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係

と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類 

  ⑷ 職員の死亡に係る遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、

請求者に先順位者のないことを証明する書類 

  ⑸ 請求者が死亡職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父

母及び兄弟姉妹であるときは、職員の死亡の当時その収入によって生計を維

持していた事実を認めることのできる書類 

  ⑹ 請求者が配偶者、死亡職員の収入によって生計を維持していた子、父母、

孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の者で、主として死亡職員の収入によって生計

を維持していた者であるときは、職員の死亡の当時主としてその収入によっ

て生計を維持していた事実を認めることのできる書類 

  ⑺ 請求者が、死亡職員の遺言又はその任命権者に対する予告により特に指定

された者であるときは、これを証明する書類 

  ⑻ 災害が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、第三者

の氏名及び住所（第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨）を記

載した書類 



 

 

様式第10号（第８条関係） 

 

葬 祭 補 償 請 求 書 

（実施機関の職氏名） 請求年月日     年  月  日 

           様

 次の葬祭補償を請求します。 
 

 

 

請求者の住所            

                  
ふりがな 

氏 名              ㊞

死亡職員との続柄          

１ 所属部局名 

 

職名 

 

氏名 

年  月  日生（  歳）

関
す
る
事
項 

死
亡
職
員
に 負傷又は発 

病の年月日 
年  月  日 死亡年月日 年  月  日

２ 
(Ａ) 

        （補償基礎額） 

315,000円＋      円 × 30 ＝       円 

(Ｂ) 
（補償基礎額） 

     円 × 60 ＝                 円 

金
額
の
計
算 

 

葬
祭
補
償
請
求 (Ｃ) (Ａ)、(Ｂ)のうち高い金額       □(Ａ)    □(Ｂ) 

３ 葬祭補償請求金額                          円

 

４ 振込先金融 

機関名 
銀行  支店 ＊受理 年  月  日

□普通預金  □当座預金 

口座番号   
＊決定金額           円

口座振替 

預金名義者   
＊通知 年  月  日

送金 

小切手 

受取先金融 

機関名 
銀行  支店

送
金
希
望
の
場
合 

その他   
＊支払     年  月  日

〔注意事項〕 

 請求者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入するこ

と。 



 

 

様式第11号（第８条関係） 

 

未 支 給 の 補 償 請 求 書 

（実施機関の職氏名） 請求年月日     年  月  日 

           様

 次の未支給の補償の支給を請求しま

す。 
 

 

 

請求者の住所            

                  
ふりがな 

氏 名              ㊞

死亡した受給 

権者との続柄            

氏名  
１ 死亡した 

受給権者 
死亡年月日 年  月  日 

種類 
年金たる補償のとき 

は年金証書の番号 
第    号 

２ 未支給の 

補償 
請求金額 円 

 

３ 振込先金融 

機関名 
銀行  支店 ＊受理 年  月  日

□普通預金  □当座預金 

口座番号   
＊決定金額           円

口座振替 

預金名義者   
＊通知 年  月  日

送金 

小切手 

受取先金融 

機関名 
銀行  支店

送
金
希
望
の
場
合 

その他   
＊支払     年  月  日

〔注意事項〕 

 １ 請求者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入す

ること。 

 ２ この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、請求者が、未支

給の補償とあわせて、遺族補償又は葬祭補償を請求する場合には、当該遺族補

償又は葬祭補償を請求するために提出すべき書類と同じ書類については、添付

する必要はないこと。 

  ⑴ 死亡受給権者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他死亡受給権者の

死亡を証明する書類又はその写し 

  ⑵ 未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは、次に掲げる書類 

   ア 請求者の氏名、本籍及び死亡受給権者との続柄に関する市区町村長の発

行する証明書（戸籍の謄本又は抄本でもよい。） 

   イ 請求者が受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた事実を認



 

 

めることのできる書類 

   ウ 請求者が、婚姻の届出をしていないが、受給権者の死亡の当時事実上婚

姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることので

きる書類 

  ⑶ 請求者が配偶者以外の者であるときは、他に先順位者のないことを証明す

る書類 

  ⑷ 死亡受給権者が、この請求に係る未支給の補償分についてまだ請求をして

いなかったときは、その請求を行うこととした場合に必要な書類 



 

 

様式第12号（第11条関係） 

 

遺族補償年金支給停止申請書 

（実施機関の職氏名） 申請年月日     年  月  日 

申請者の年金

証書の番号 
第    号            様

 次の所在不明者に係る遺族補償年金の

支給停止を申請します。 
 

 

 

 

 

請求者の住所            

                  
ふりがな 

氏 名              ㊞

    年  月  日生（  歳）

所在不明者との続柄          

１ 年金証書の番号       第    号 

 

氏名                   

 

後の住所                

所在不明となっ 

た年月日 
    年  月  日 

所
在
不
明
者 

所在不明の事由 

２ 
氏  名 住  所 年金証書の番号 

所在不明者と 

の続柄 

    第   号   

    第   号   

    第   号   

    第   号   

申
請
者
の
同
順
位
者 

    第   号   

 

＊受理 年  月  日 ＊通知 年  月  日

＊決定内容 年  月分から停止   



 

 

〔注意事項〕 

 １ 申請者は、＊印の欄には記入しないこと。 

 ２ 「申請者の年金証書の番号」の項は、申請者が所在不明者と同順位者である

場合にのみ記入すること。 

 ３ 「１ 所在不明者」の欄の年金証書の番号の項は、その番号が不明のときは

記入する必要はないこと。 

 ４ 「２ 申請者の同順位者」の欄には、所在不明者の同順位者があるときは、

その同順位者について、同順位者がないときは、その次順位者である申請者の

同順位者について記入し、後者の場合は、同欄中の「年金証書の番号」の項の

記入は必要ないこと。 

 ５ この申請者には、所在不明者の所在が１年以上明らかでないことを証明する

書類を添付すること。 



 

 

様式第13号（第11条関係） 

 

遺族補償年金支給停止解除申請書 

（実施機関の職氏名） 申請年月日    年  月  日 

申請者の年金

証書の番号 
第    号 

                 様

 

 次のとおり遺族補償年金の支給停止の

解除を申請します。 

 

 

 

 
 

請求者の住所            

                  
ふりがな 

氏 名              ㊞

    年  月  日生（  歳）

支給停止となった年月 年  月 

 

＊受理 年  月  日 ＊通知 年  月  日

＊決定内容 年  月分から解除   

〔注意事項〕 

  １ 申請書は、＊印の欄には記入しないこと。 

  ２ この申請書を提出するときには、併せて年金証書を提出すること。 



 

 

様式第14号（第12条関係） 

 

 

        第    号

 

 

 

 

 

地方公務員災害補償 

 

 

年金証書 

 

 

 受給権者の氏名               

 

                         年  月  日生 

 

 

 補償の種類                 

 

 支給開始年月      年  月 

 

 

 河北郡市広域事務組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定により

上記のとおり支給します。 

 

 

 （実施機関の職氏名） 

                                   ㊞ 

 



 

 

〔注意事項〕 

１ この証書は、河北郡市広域事務組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例（以下「条例」という。）によって傷病補償年金、障害補償年金又は遺族

補償年金の支給を受ける権利を有することを証明する書類ですから大切に保管

してください。 

２ この補償は、毎年２月、４月、６月、８月、10月及び12月に、それぞれの前

月までの分を支払います。なお、損害賠償を受けたときは、その限度で年金が

支払われないこととなりますので、詳細は実施機関にお問い合わせください。

３ 次の場合に該当することとなったときは、速やかにその事実を証明する書類

を添えてその旨を実施機関に届け出てください。 

  ⑴ 氏名又は住所を変更した場合 

  ⑵ この年金と同一の事由によって、昭和61年３月以前から支給され、かつ、

現に支給されている旧船員保険法、旧厚生年金保険法若しくは旧国民年金法

の規定による年金の額が変更された場合若しくはその支給を受けられなく

なった場合又は厚生年金保険法若しくは国民年金法の規定による年金の支給

を受けることとなった場合、その額が変更された場合若しくはその支給を受

けられなくなった場合 

  ⑶ 傷病補償年金においては、その傷病等級に変更のあった場合 

  ⑷ 障害補償年金においては、その障害等級に変更のあった場合 

  ⑸ 遺族補償年金においては、その算定の基礎となる遺族の数に増減を生じた

場合 

  ⑹ 遺族補償年金で受給権者が妻１人だけの場合において、その妻が55歳に達

したとき（条例別表第２の障害等級表の第７級以上の障害の状態にあるとき

を除く。） 

  ⑺ 遺族補償年金で受給権者が妻１人だけの場合において、その妻が条例別表

第２の障害等級表の第７級以上の障害の状態になり、又はその状態でなく

なったとき（55歳以上であるときを除く。） 

４ この補償を受ける権利は譲り渡したり、担保に供することはできません。ま

た、差押えを受けることもありません。 

５ 年金受給権者（遺族補償年金の場合にあっては被災職員の妻であった者に限

る。）が、銀行等の金融機関の少額預金の利子所得等の非課税取扱い又は郵便

貯金の利子所得の非課税取扱いを受けようとする場合は、年金証書を金融機関

の営業所等又は郵便局に提示することにより非課税の取扱いが認められます。

６ この請求書を亡失したり、著しく損傷したときは再交付を実施機関に請求し

てください。また、証書の記載事項に変更を生じた場合はこの証書と引換えに

新しい証書を交付します。 

７ あらかじめ実施機関からその必要がないと通知された場合を除き、毎年２月

１日から同月末日までの間に、実施機関に対し障害の現状又は遺族の現状に関

する報告書を提出してください。 

８ この年金を受ける権利を失った場合は、この証書を実施機関に返納してくだ

さい。年金を受ける権利を失う場合は、次のいずれかに該当した場合です。 

⑴ 傷病補償年金の場合 

ア 受給権者が死亡した場合 

イ 条例別表第１の傷病等級に該当しなくなった場合 



 

 

  ⑵ 障害補償年金の場合 

ア 受給権者が死亡した場合 

イ 条例別表第２の障害等級の第７級以上に該当しなくなった場合 

  ⑶ 遺族補償年金の場合 

ア 受給権者が死亡した場合 

イ 受給権者が婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に

ある場合を含む。）をした場合 

ウ 直系血族又は直系婚姻以外の者の養子（届出をしていないが、事実上養

子縁組関係と同様の事情にある者を含む。）となった場合 

エ 離縁によって、死亡した職員との親族関係が終了した場合 

オ 受給権者が死亡した職員の子、孫又は兄弟姉妹であるときは、その者が

18歳に達した日以後の 初の３月31日が終了した場合（その者が職員の死

亡の時から引き続き条例別表第２の障害等級表の第７級以上の障害の状態

にある場合を除く。） 

カ 条例別表第２の障害等級表の第７級以上の障害の状態にあることにより

受給権者となっている者がその状態でなくなった場合 

９ 実施機関又は公務災害補償等審査会から報告又は出頭等を求められたとき、

その報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出

頭せず、又は医師の診断を拒んだ者は、条例第24条の規定により、20万円以下

の罰金に処せられます。 

 



 

 

様式第15号（第15条関係） 

 

障害の現状報告書（傷病補償年金） 

（実施機関の職氏名） 

           様 

 

 次のとおり障害の現状を報告します。 

 

年  月  日 

 

報告者の住所            

                                     
ふりがな 

氏 名              ㊞

１ 年金証書の番号 第    号 

２ 
傷病補償年金の 

支給開始年月 
年  月 

３ 傷病等級 第    級      

４ 障害の状況  

５ 日常生活の概要  

６ 年金の種類 

(障害等級第  級) 
年金の年額

年金証書の 

記号番号 
支給開始年月 

所轄社会保険

事務所等 

      円 第   号 年  月   

受
給
関
係 

公
的
年
金
の 

      円 第   号 年  月   

  ＊□支給 □支給停止（免責）

〔注意事項〕 

 １ この報告書は、傷病補償年金の受給権者が提出すること。 

 ２ 報告書は、＊印の欄には記入しないこと。 

 ３ 「４ 障害の状況」の欄には、 近１年間について記入すること。 

４ 「５ 日常生活の概要」の欄には、 近１年間について記入すること。また、

この間に退職した場合はその年月日、理由等を記入すること。



 

 

＊７ 医師の証明 

⑴ 傷病の種類（傷病名・傷病の部位等） 

 

 

⑵ 傷病の経過及び治療方法の概要 

 

 

⑶ 傷病及び障害の現状 

 

 

介護補償を受けている者にあっては、以下の項目についても記入してください。 

（日常生活の状態） 

① 行動能力 □終日臥床 

       □自宅、病棟内でのみ行動できる 

       □通院（単独歩行）できる 

② 食事   □全く自用を弁じない 

       □他人の介助によってできる 

       □支障がない 

③ 用便   □全く自用を弁じない 

       □他人の介助によってできる 

       □支障がない 

④ 精神能力 □常に他人の厳重な注意を要する 

       □随時他人の注意を要する 

       □通院可能であるが就労できない 

⑤ 言語能力 □完全な失語あるいは構音機能の喪失 

       □他人との間でようやく意思を通じ合う

ことができる 

       □支障がない 

  

理由 

 

 

理由 

 

 

理由 

 

 

理由 

 

 

理由 

 

 

⑷ 傷病及び障害の今後の見込み 

 

 

 

（報告者の氏名） 

          については上記のとおりであると認めます。 

 

年  月  日

所在地 

医療機関の  名称 

医師の氏名        ㊞



 

 

様式第15号の２（第15条関係） 

 

障害の現状報告書（障害補償年金） 

（実施機関の職氏名） 

           様 

 

 次のとおり障害の現状を報告します。 

 

年  月  日 

 

報告者の住所            

                                     
ふりがな 

氏 名              ㊞

１ 年金証書の番号 第    号 

２ 治ゆ年月日 年  月 

３ 傷病等級 第    級      

４ 障害の状況  

５ 日常生活の概要  

６ 年金の種類 

(障害等級第  級) 
年金の年額

年金証書の 

記号番号 
支給開始年月 

所轄社会保険

事務所等 

      円 第   号 年  月   

受
給
関
係 

公
的
年
金
の 

      円 第   号 年  月   

  ＊□支給 □支給停止（免責）

〔注意事項〕 

１ この報告書は、障害補償年金の受給権者が提出すること。 

２ 報告書は、＊印の欄には記入しないこと。 

３ 「４ 障害の状況」の欄には、 近１年間について記入すること。 

４ 「５ 日常生活の概要」の欄には、 近１年間について記入すること。また、

この間に退職した場合はその年月日、理由等を記入すること。



 

 

＊ 7 医師の証明     

器質的障害のみの場合は、この欄の記入は必要ありません。ただし、器質的 

障害のみの場合であっても介護補償を受けている者については、⑵の欄につい 

て記入してください。 

⑴ 障害の種類 

 

 

⑵ 障害の現状 

 

 

 介護補償を受けている者にあっては、以下の項目についても記入してくださ

い。 

 

（日常生活の状態） 

① 行動能力 □終日臥床 

       □自宅、病棟内でのみ行動できる 

       □通院（単独歩行）できる 

② 食事   □まったく自用を弁じない 

       □他人の介助によってできる 

       □支障がない 

③ 用便   □全く自用を弁じない 

       □他人の介助によってできる 

       □支障がない 

④ 精神能力 □常に他人の厳重な注意を要する 

       □随時他人の注意を要する 

       □通院可能であるが就労できない 

⑤ 言語能力 □完全な失語あるいは構音機能の喪失 

       □他人との間でようやく意思を通じ合う

ことができる。 

       □支障がない 

  

理由 

 

 

理由 

 

 

理由 

 

 

理由 

 

 

理由 

 

 

 

 

  
⑶ 障害の今後の見込み 

 

 

 

（報告者の氏名） 

          については上記のとおりであると認めます。 

 

年  月  日

所在地 

医療機関の  名称 

医師の氏名        ㊞

 



 

 

様式第16号（第15条関係） 

 

遺 族 の 現 状 報 告 書 

（実施機関の職氏名） 

           様 

 

 次のとおり遺族の現状を報告します。 

 

年  月  日 

 
報告者（代表者）

の年金証書の番号
第   号 

報告者の住所            

                                     
ふりがな 

氏 名              ㊞

１ 死病職員の氏名 
 

（死亡年月日  年  月  日）  

２ 
氏  名 

生年 

月日 
住  所 

死亡職員

との続柄 

障害の 

有無 

         有・無 

        有・無 

        有・無 

        有・無 

        有・無 

る
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族 

受
給
権
者
及
び
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い 

        有・無 

３ 年金の種類 

(障害等級第  級) 
年金の年額

年金証書の

記号番号 
支給開始年月 

所轄社会保険

事務所等 

      円 第   号 年  月   

受
給
関
係 

公
的
年
金
の 

      円 第   号 年  月   

  
＊□支給 □支給停止 □免責 □条例附則第３条の 

一時金 □所在不明 



 

 

〔注意事項〕 

１ この報告書は、遺族補償年金の受給権者が提出すること。ただし、受給権者

が２人以上ある場合で代表者を選任しているときは、その代表者が代表してこ

の報告書を提出すれば足りるものであり、他の受給権者は提出する必要はない

こと。 

２ 報告書は、＊印の欄には記入しないこと。 

３ 「障害の有無」の項には、該当する箇所を○で囲むこと。 

４ この報告書には、次に掲げる書類を添付すること。 

  ⑴ 受給権者及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることが

できる遺族の戸籍の謄本又は抄本あるいはこれに代わる市区町村長の発行す

る証明書 

  ⑵ 受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族

については、その事実を証明することができる書類 

  ⑶ 受給権者及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることが

できる遺族のうち、障害の状態にある者については、その障害の状態に関す

る医師の診断書 



 

 

様式第17号（第25条関係） 

災 害 補 償 記 録 簿 

通知年月日 年  月  日 災害発生の

日時 

    年  月  日（ 曜） 

午前・午後  時  分  ごろ 

□障害保障年金 

□障害保障一時金 

□施設外
第    級    号 

□準用  □併合繰上げ  □加重 

ふりがな 

氏  名 

 

生年月日 

 

□男 

□女 

 

 

年  月  日生（  歳）

災害発生の

場所  

□施設内

 

 

□勤務先 

□その他 
□年金額           円 

□一時年金          円 

住所   
 

□事故 
□交通事故 

□その他 

障害保障

年  月  日 支給決定 

            支払 

所属部局名   

事故の態様

□その他   

職名   

□遺族補償年金 

□遺族補償一時金 

被
災
職
員
に
関
す
る
事
項 

退職年月日 年  月  日 

□同僚加害   □同僚加害以外 

災害発生時

の従事職務

認定理由等

  

□自動車事故  □その他 第三者加害行為

□免責  □求償  □一部補助 

傷病名・傷

病の部位及

び程度 

  

 

□年金額              円 

□条例附則第３条の一時金額     円 

 年金支給停止期間 

    年  月から   年  月まで 

□一時金額             円 傷病等級該

当年月日 
    年  月  日 

治ゆ年月日     年  月  日 

補償基礎額・ 

年金補償基礎額

補償基礎額   円 
年  月  日 決定

年金補償基礎額 
年  月  日 決定

災 

害 

発 

生 

の 

状 

況 

死亡年月日     年  月  日 

   年  月  日  支給決定 

            支払 

□有 □無 第    級    号 

年金額           円 
氏 名 

死亡職員との 

続柄又は関係 

    

故意の犯罪行為

等による制限の

有無及び制限期

間 

年  月  日から 
年  月  日まで 

□休業補償□傷病補償年金□障害補償

傷病補償年金 

年  月  日支給決定 
    

    年金の種類 

（障害等級第  級） 
年金の年額 

年金証書の

記号番号 
支給開始年月 所轄社会保険事務所等

遺族補償

受
給
権
者 

    

金額            円 
        円 第  号 年  月   

年  月  日  支払 
条例附則第５条

による調整関係

        円 第  号 年  月   

葬祭補償 葬祭を行った者の

氏名及び死亡職員

との続柄又は関係

  

備考   



 

 

 
災害補償記録簿 

 

（裏） 

２号紙（表） 

２号紙（裏） 

療 養 補 償 休 業 補 償 介 護 補 償 

支払年月日 診療期間 診察実日数 支払金額 支払年月日 診療期間 休業実日数
補償基 

礎額 
支払金額 備考 支払年月日

支払に 

係る月 

常時、随

時の別 
支払金額 備考 

年 月 日 年 月 日 年 月 日

・ ・ 

自 

至 
    日     円

・ ・ 

自 

至 
    日     円     円   

・ ・ 

自 

至 
      円   

・ ・    ・ ・      ・ ・         

・ ・    ・ ・      ・ ・         

・ ・    ・ ・      ・ ・         

・ ・    ・ ・      ・ ・         

・ ・    ・ ・      ・ ・         

・ ・    ・ ・      ・ ・         

・ ・    ・ ・      ・ ・         

・ ・    ・ ・      ・ ・         

・ ・    ・ ・      ・ ・         

・ ・    ・ ・      ・ ・         

・ ・    ・ ・      ・ ・         

・ ・    ・ ・      ・ ・         

・ ・    ・ ・      ・ ・         

・ ・    ・ ・      ・ ・         

累  計   累  計      累  計    



 

 

災害補償記録簿３号紙 第三者加害求償 

災害発生年度 年度 職種   
  

氏名   住 所  示 談 

氏 名  
所属部局名   

住 所  

氏 名  

被 

災 

職 

員 災害の種類等

□負傷 □疾病 □死亡 □障害 

 

年  月  日発生 住 所  

加害の状況 

加 

害 

者 

等 

氏 名   

交渉状況等 
  

過失割合 （被）  ：  （加） 

契約先 

 

  

加
害
者 証明書番号         号 

契約先 

自
賠
責
保
険
等 

被
害
者 証明書番号         号 

備 
考 

  



 

 

災害補償記録簿３号紙（裏） 

補償状況 
 災害発生日から３年 

間に限る。 
求償状況 

求償予定額 損害賠償額 応償額 
支払年月日 

補償の 

種類 

支払 

金額 債権取得通知 金額 納入通知 金額 収納 金額
備考 

年  月  日 

・  ・ 
 

円

 

年  月  日 

・  ・ 

円

 

年  月  日 

・  ・ 

円

 

年  月  日 

・  ・ 

円

 
 

・  ・   ・  ・  ・  ・  ・  ・   

・  ・   ・  ・  ・  ・  ・  ・   

・  ・   ・  ・  ・  ・  ・  ・   

・  ・   ・  ・  ・  ・  ・  ・   

・  ・   ・  ・  ・  ・  ・  ・   

・  ・   ・  ・  ・  ・  ・  ・   

・  ・   ・  ・  ・  ・  ・  ・   

・  ・   ・  ・  ・  ・  ・  ・   

・  ・   ・  ・  ・  ・  ・  ・   

・  ・   ・  ・  ・  ・  ・  ・   

・  ・   ・  ・  ・  ・  ・  ・   

・  ・   ・  ・  ・  ・  ・  ・   

累  計          
 



 

 

 

災害発生年度 年度 職名   福 祉 事 業 記 録 簿 

申請者の氏名等 
 

年 月 日生 

被災職員 

との続柄 

□本人 

□遺族 
治ゆ年月日 年 月 日

障害補償□該当□非該当 

（第     級） 

申請者の住所  
申請者が遺族の場合被

災職員の死亡年月日 
年  月  日 

種  類 実施内容 支払金額 支払年月日 備 考 

外 科 後 処 置   
       円

 

年  月  日 

・  ・ 
  

補 装 具         

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン         

休 養         

ア フ タ ー ケ ア         

休 業 援 護 金         

在宅介護を行う介護人の派遣         

介 護 用 機 器         

在 宅 介 護 の た め の 住 宅         

奨 学 援 護 金         



 

 

就 労 保 育 援 護 金         

傷 病 特 別 支 給 金         

障 害 特 別 支 給 金     

遺 族 特 別 支 給 金     

障 害 特 別 援 護 金     

遺 族 特 別 援 護 金     

傷 病 特 別 給 付 金     

障 害 特 別 給 付 金     

遺 族 特 別 給 付 金     

障 害 差 額 特 別 給 付 金     

長 期 家 族 介 護 者 援 護 金     

身 体 障 害 者 用 自 動 車     

振 込 先 金 融 機 関 名 銀行     支店 

口 座 番 号   

 



 

 

 

福祉事業記録簿

 （裏） 

２号紙（表） 

２号紙（裏） 

支払年月日 種類 支払金額 備考 支払年月日 種類 支払金額 備考 

年  月  日 

・  ・ 

  円   年  月  日 

・  ・ 

  円   

・  ・       ・  ・       

・  ・       ・  ・       

・  ・       ・  ・       

・  ・       ・  ・       

・  ・       ・  ・       

・  ・       ・  ・       

・  ・       ・  ・       

・  ・       ・  ・       

・  ・       ・  ・       

・  ・       ・  ・       

・  ・       ・  ・       

・  ・       ・  ・       

・  ・       ・  ・       

・  ・       累  計       

 



 

 

様式第18号（第25条関係） 

傷 病 補 償 年 金 記 録 簿 

  受給権者の氏名・

生年月日 

 

年  月  日生（  歳） 

年金証書の番号 

第       号 
受給権者の住所 

  

第    級（   年   月   日決定） 傷病の名称、部位及びその状態 

第    級（   年   月   日決定）  傷病等級 

第    級（   年   月   日決定） 

支給開始年月 年  月 

故意の犯罪行為等による制

限の有無及び制限期間 

□有      年  月  日から 

 

□無      年  月  日まで 

年金の種類 

（障害等級第  級） 
年金の年額 

年金証書の記号

番号 
支給開始年月 所轄社会保険事務所等 備 考 

        円 第    号 年  月     
条例附則第５条に

よる調整関係 

        円 第    号 年  月     

支給年月 補償基礎額 
年金補償基

礎額 

条例第８条

の２による

年金額 

条例附則第５条に

よる調整又は第10

条による制限後の

年金額 

支給年月 補償基礎額
年金補償基

礎額 

条例第８条

の２による

年金額 

条例附則第５条に 

よる調整又は第10 

条による制限後の 

年金額 

年  月から     円     円     円        円 年   月から     円     円     円       円 

年  月から         年   月から         

年  月から         年   月から         

傷
病
補
償
年
金
の
年
額 

年  月から         

傷
病
補
償
年
金
の
年
額 

年   月から         

振込先金融機関名 銀行    支店 

口座番号  
備考   



 

 

 

傷病補償年金記録簿 

 

 

（裏） 

２号紙（表） 

２号紙（裏） 

支給に係る月 年齢 支払年月日 支払金額 備考 支給に係る月 年齢 支払年月日 支払金額 備考 

年 月～

年 月分

  歳 

 

年   月  日 

・  ・ 

    円

 
  

年 月～ 

年 月分 

  歳

 

年   月  日 

・  ・ 

    円

 
  

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・     累  計         



 

 

障 害 補 償 年 金 記 録 簿 

  受給権者の氏名・

生年月日 

 

年  月  日生（  歳） 

年金証書の番号 

第       号 
受給権者の住所 

  

第    級（   年   月   日決定） 障害の部位及びその状態 

第    級（   年   月   日決定）  傷病等級 

第    級（   年   月   日決定） 

支給開始年月 年  月 

故意の犯罪行為等による制

限の有無及び制限期間 

□有      年  月  日から 

 

□無      年  月  日まで 

年金の種類 

（障害等級第  級） 
年金の年額 

年金証書の記号

番号 
支給開始年月 所轄社会保険事務所等 備 考 

        円 第    号 年  月     
条例附則第５条に

よる調整関係 

        円 第    号 年  月     

支給年月 補償基礎額 
年金補償基

礎額 

条例第８条

の２による

年金額 

条例附則第５条に

よる調整又は第10

条による制限後の

年金額 

支給年月 補償基礎額
年金補償基

礎額 

条例第８条

の２による

年金額 

条例附則第５条に 

よる調整又は第10 

条による制限後の 

年金額 

年  月から     円     円     円        円 年   月から     円     円     円       円 

年  月から         年   月から         

年  月から         年   月から         

傷
病
補
償
年
金
の
年
額 

年  月から         

傷
病
補
償
年
金
の
年
額 

年   月から         

振込先金融機関名 銀行    支店 

口座番号  
備考   

  



 

 

 
 

傷病補償年金記録簿 

 

 

（裏） 

２号紙（表） 

２号紙（裏） 

支給に係る月 年齢 支払年月日 支払金額 備考 支給に係る月 年齢 支払年月日 支払金額 備考 

年 月～

年 月分

  歳 

 

年   月  日 

・  ・ 

    円

 
  

年 月～ 

年 月分 

  歳

 

年   月  日 

・  ・ 

    円

 
  

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・     累  計         

 



 

 

遺 族 補 償 年 金 記 録 簿 

死亡職員の氏名・生年月日 年  月  日生  支給開始年月 年  月 

氏 名 生年月日 住 所 
死亡職員

との続柄

受給資格に変動 

を生じた年月日 
その事由

年金証書 

の番号 
備 考 

      

  

  年   月   日 

・  ・ 

  
第    号 

  

      

  

   

・  ・ 

  
第    号 

  

      

  

   

・  ・ 

  
第    号 

  

      

  

   

・  ・ 

  
第    号 

  

  

遺
族
補
償
年
金
受
給
資
格
者 

    

  

   

・  ・ 

  
第    号 

  

年金の種類 年金の年額 年金証書の記号番号 支給開始年月 所轄社会保険事務所等 備 考 

       円 第    号 年  月     
条例附則第５条に

よる調整関係 
       円 第    号 年  月     

支給年月 
補償基礎 

額 

年金補償

基礎額 

乗ずべ

き数 

条例第12

条による

年金額 

条例附則第５

条による調整

後の年金額 

支給年月 
補償基礎

額 

年金補償

基礎額 

乗ずべ

き数 

条例第12

条による

年金額 

条例附則第５ 

条による調整 

後の年金額 

年 月から    円    円      円      円 年 月から    円    円      円      円 

年 月から           年 月から           

年 月から           年 月から           

年 月から           年 月から           

傷
害
補
償
年
金
の
年
額 

年 月から           

遺
族
補
償
年
金
の
年
額 

年 月から           

振込先金融機関名 銀行   支店 

口座番号   
備考 

  



 

 

 

遺族補償年金記録簿 

 

 

（裏） 

２号紙（表） 

２号紙（裏） 

支給に係る月 年齢 支払年月日 支払金額 備考 支給に係る月 年齢 支払年月日 支払金額 備考 

年 月～

年 月分

  歳 

 

年   月  日 

・  ・ 

    円

 
  

年 月～ 

年 月分 

  歳

 

年   月  日 

・  ・ 

    円

 
  

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・         ・  ・     

    ・  ・     累  計         

 



○河北郡市広域事務組合職員の旅費に関する条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第19号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第24条第６項及び地方

自治法（昭和22年法律第67号）第204条第３項の規定に基づき、公務のため旅行す

る職員に対し支給する旅費に関する必要な事項を定めることを目的とする。 

 （条例の準用） 

第２条 職員の旅費の種類及び額並びにその支給方法は、津幡町職員の旅費に関す

る条例（昭和35年津幡町条例第９号）の規定を準用する。 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

 



○河北郡市広域事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又 

 は処分に関する条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第20号 

 

 （趣旨） 

第１条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関してはこの条例の

定めるところによる。 

 （議会の議決に付すべき契約） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号の規定により、議

会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造

の請負とする。 

 （議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 地方自治法第96条第１項第８号の規定により、議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格1,000万円以上の不動産又は動産の買入

又は売払い（土地については１件5,000平方メートル以上のものに係るものに限

る。）とする。 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

 



○河北郡市広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定 

 める条例 

 

制定 平成19年３月１日 条例第３号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３及び地方自治

法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締

結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第２条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。 

⑴ 機械、器具、車両その他の物品を借り入れる契約 

⑵ 土地、建物及び工作物の維持管理並びに物品の点検及び調整その他の役務の

提供を受ける契約 

（委任） 

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成19年４月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を 

 定める条例施行規則 

 

制定 平成19年３月30日 規則第２号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、河北郡市広域事務組合長期継続契約を締結することができる

契約を定める条例（平成19年河北郡市広域事務組合条例第３号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第２条 条例第２条第１号に規定する契約は、次に掲げるものとする。 

⑴ リース（事業者が新たに物品を購入し、長期にわたって貸し付け、投資額を

回収するものをいう。）に係る物品を借り入れる契約 

⑵ 河北郡市広域事務組合財務規則（平成18年河北郡市広域事務組合規則第14号。

以下「財務規則」という。）別表第５に規定する機械、機器、器具及び車両を借

り入れる契約 

⑶ 著作権法（昭和45年法律第48号）第２条に規定するプログラム及びデータ

ベースを借り入れる契約 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下

「令」という。）第167条の２第２号の規定に基づく物品を借り入れる契約のう

ち、次のいずれにも該当する契約で、理事会が必要と認めるもの 

ア 経常的かつ継続的な契約 

イ 毎年度当初から物品を借り入れる必要がある契約 

２ 条例第２条第２号に規定する契約は、次に掲げるものとする。 

⑴ 前項第１号に付随する物品の保守に関する契約 

⑵ 財務規則第237条の規定により準用する津幡町財務規則（昭和60年津幡町規則

第１号）別表第６に規定する土地、建物及び工作物の維持管理に関する契約 

⑶ 財務規則別表第５に規定する機械、機器、器具及び車両の保守に関する契約 

⑷ 著作権法第２条に規定するプログラム及びデータベースの保守に関する契約 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、令第167条の２第２号の規定に基づく役務の提供

を受ける契約のうち、次のいずれにも該当する契約で、理事会が必要と認める

もの 

ア 経常的かつ継続的な契約 

イ 毎年度当初から役務の提供を受ける必要がある契約 

ウ 契約の相手方の準備期間を確保する必要がある契約 

（契約期間） 

第３条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、次の各号に掲げる契

約の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。 

⑴ 前条第１項第１号及び第２項第１号の契約 ５年 

⑵ 前号以外の契約 ３年 

附 則 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

 



   ○河北郡市広域事務組合財務規則 

 

制定 平成18年12月６日 規則第14号 

改正 平成19年３月30日 規則第11号 

平成20年10月１日 規則第９号 

平成22年10月７日 規則第２号 

平成27年12月24日 規則第３号 

平成29年３月31日 規則第２号 

令和２年４月１日 規則第４号 

令和３年12月23日 規則第３号 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第７条） 

第２章 予算 

第１節 予算の調製（第８条－第15条） 

第２節 予算の執行方針等（第16条－第34条） 

第３章 収入 

第１節 調定（第35条－第42条） 
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第３節 歳入の収納（第48条－第62条） 

第４章 支出 
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附則 

 

 



第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、本組合の財務事務の

執行に関する事項を定め、財務の健全な運営と事務の適正かつ能率的な運営を図

ることを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 課 河北郡市広域事務組合事務局及び課の設置に関する条例（平成17年河北

郡市広域事務組合条例第１号）に定める課をいう。 

⑵ 課長 課の長をいう。 

⑶ 所長 河北郡市広域事務組合廃棄物処理施設設置条例（平成17年河北郡市広

域事務組合条例第４号）に規定する廃棄物処理施設（ただし、プラザ棟を除

く。）及び河北郡市広域事務組合斎場設置及び管理条例（平成20年河北郡市広

域事務組合条例第６号）に規定する斎場の長をいう。 

⑷ 予算執行者 河北郡市広域事務組合事務決裁規則（平成17年河北郡市広域事

務組合規則第２号。以下「事務決裁規則」という。）の規定に基づき、予算執

行の権限を有する者（専決する者を含む。）をいう。 

⑸ 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。 

⑹ 情報システム 特定の事務処理を行うために使用されるハードウェア、ソフ

トウェア、ネットワーク及び記録媒体で構成され、情報を処理する仕組みをい

う。 

⑺ 財務会計システム 本組合の予算事務及び会計事務を処理する情報システム

をいう。 

（予算執行者の責任） 

第３条 予算の執行、その他財務に関する事務を処理する職員（次条に規定する職

員を除く。）は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定める

ところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行す

る責を負わなければならない。 

（出納員その他の会計職員） 

第４条 会計管理者の事務を補助させるため、地方自治法（昭和22年法律第67号。

以下「法」という。）第171条第１項に規定する出納員、現金取扱員及び物品取扱

員（以下「出納員等」という。）を置く。 

２ 出納員は、会計管理者の命を受けて現金（現金に代えて納付される証券を含む。

以下この条及び第３章において同じ。）の出納又は保管の事務に当たる。 

３ 現金取扱員は、上司の命を受けて現金の出納事務に当たる。 

４ 物品取扱員は、上司の命を受けて物品の出納及び保管の事務に当たる。 

（出納員等の任命） 

第５条 理事長は、別表第１に定める職についた職員の中から、出納員等を任命す

るものとし、当該職にある者は、当該職にある間、辞令を用いないで出納員等に

命ぜられたものとする。 

２ 理事長は、必要があるときは、別に出納員等を任命することができる。 

３ 理事長は、前２項の規定により出納員等を任命したときは、直ちに当該職員の

職、氏名及び指名年月日を会計管理者に届け出なければならない。 



（出納員等の責任） 

第６条 理事長の事務部局以外の事務部局の職員は、前条の規定により現金出納員

又は現金取扱員若しくは物品取扱員に任命された場合においては、これらの職に

ある間、理事長の事務部局の職員その他の職員に併任されたものとみなす。 

（会計管理者等の事務の一部委任） 

第７条 法第171条第４項の規定により、会計管理者は、別表第１に掲げる会計管理

者事務の一部を同表に掲げる出納員等に委任する。 

第２章 予算 

第１節 予算の調製 

（予算の編成方針） 

第８条 事務局長は、理事長の命を受けて毎会計年度の予算編成方針を定め課長及

び所長（以下「課長等」という。）に通知するものとする。 

（予算の要求） 

第９条 課長等は、前条に規定する予算編成方針に基づき、予算について次に掲げ

る予算の要求に関する書類（以下「予算要求書」という。）を作成し、指定され

た期日までに財政担当課長に提出しなければならない。 

⑴ 歳入歳出予算要求書 

⑵ 継続費要求書 

⑶ 繰越明許費要求書 

⑷ 債務負担行為要求書 

⑸ 継続費執行状況等説明書 

⑹ 債務負担行為支出予定額等説明書 

２ 前項の予算要求書のうち歳入歳出予算の経費に係るものについては、第13条に

規定する歳入歳出予算の区分により款、項及び目、節の区分を明らかにし、かつ、

積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。 

（予算の裁定） 

第10条 財政担当課長は、課長等から提出された予算要求書を査定し、意見を付し

て事務局長に提出しなければならない。 

２ 事務局長は、財政担当課長から提出のあった予算要求書について査定し、構成

市町担当課長に諮った後理事長の裁定を受けなければならない。 

（裁定の通知） 

第11条 財政担当課長は、前条の規定により理事長の裁定が終わったときは、直ち

にその結果を課長等に通知するものとする。 

（予算の作成） 

第12条 財政担当課長は、予算案及び予算に関する説明書を作成し、理事長の決裁

を受けなければならない。 

（歳入歳出予算の区分） 

第13条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算に定めるとおり

とする。 

２ 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算

事項別明細書に定めるとおりとし、歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行

規則（昭和22年内務省令第29号）別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとお

りとする。 

３ 歳出予算に係る節の細節（以下「細節」という。）の区分は、別表第２に定め



るとおりとする。 

（補正予算等） 

第14条 前６条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。 

（議決予算等の通知） 

第15条 財政担当課長は、予算が成立したとき及び法第179条の規定に基づいて理事

長が予算について専決処分をしたときは、速やかに会計管理者及び課長等に通知

しなければならない。 

第２節 予算の執行方針等 

（執行方針） 

第16条 事務局長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、理事長の命を受

けて予算の成立後速やかに予算の執行について留意すべき事項（以下「予算執行

方針」という。）を定め、課長等に通知しなければならない。ただし、特に予算

執行方針を示す必要がないと認めるときはこの限りでない。 

（執行計画） 

第17条 課長等は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、予算執行方針に従い、

その所掌する事務について予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、予算

執行計画をたて執行しなければならない。 

（執行の制限） 

第18条 歳出予算の執行は、歳出予算の配当を受けなければ行うことができない。 

第19条 歳出予算（前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越

しされた経費を含む。以下同じ。）のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、

県支出金、負担金、組合債その他の特定の収入（以下「特定財源」という。）に

求めるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただ

し、理事長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

２ 財政担当課長は、特定財源がその予算（前年度から繰り越された継続費及び繰

越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。）に比して

減少し、又は減少のおそれがあると認めるときは、理事長の決裁を受けてその歳

出予算の当該経費を節約し、又は縮小して執行させることができる。 

（歳出予算の配当） 

第20条 歳出予算の配当は、款、項、目、節及び細節により行う。 

第21条 課長等は、歳出予算の配当を受けようとするときは、指定された期日まで

に財政担当課長に通知しなければならない。 

２ 課長等は、歳出予算配当の追加又は更正を受けようとするときは、そのつど前

項の規定に準じて手続をしなければならない。 

第22条 財政担当課長は、前条の規定により提出された歳出予算配当要求書を審査

し、歳出予算の配当をしなければならない。ただし、財政上必要のある場合は、

既に配当した歳出予算であっても、その一部又は全部を減額配当することができ

る。 

（主管予算の配当替え） 

第23条 課長等は、配当された歳出予算について必要と認めるときは、財政担当課

長と協議の上、その所管に係る歳出予算の一部又は全部を他の課へ転配当するこ

とができる。 

２ 前項の規定により歳出予算を配当替えしたときは、課長等は、財政担当課長を

経由して会計管理者に通知しなければならない。 



（予備費の充当） 

第24条 課長等は、次の各号に掲げる経費について予備費を必要とするときは、事

務局長の決裁を受けて予算充当伺書を財政担当課長に提出しなければならない。 

⑴ 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの 

⑵ 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費 

２ 財政担当課長は、前項の規定により予備費の充当要求があったときは、その内

容を審査し、理事長の決裁を受けなければならない。 

３ 財政担当課長は、前項の規定により予備費の充当が決定したときは、予算充当

伺書により会計管理者及び当該課長等に通知するものとする。 

４ 前項の規定による通知があったときは、第22条の規定による予算の配当の通知

があったものとする。 

（歳出予算の流用） 

第25条 歳出予算は、予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。 

第26条 課長等は、歳出予算の各項、目、節若しくは細節の金額を流用し、又は目、

節若しくは細節の設定を要するときは、予算流用伺書を作成し、財政担当課長に

提出しなければならない。 

２ 財政担当課長は、前項の規定により提出された歳出予算流用要求書を審査し、

決裁を受けなければならない。 

３ 財政担当課長は、前項の歳出予算の流用又は目、節若しくは細節の設定が決定

したときは、直ちに予算流用伺書により会計管理者及び当該課長等に通知しなけ

ればならない。 

４ 前項の規定による歳出予算流用の通知があったときは、既歳出予算配当は、追

加又は変更されたものとみなす。 

（歳入科目の設定） 

第27条 課長等は、歳入予算について新たに科目の設定を要するときは、科目設定

伺書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。 

２ 財政担当課長は、提出された科目設定伺書を審査し、適当と認めたときは、決

裁を受けなければならない。 

３ 財政担当課長は、前項の規定により決裁を受けたときは、直ちに科目設定伺書

により会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。 

（継続費の逓次繰越） 

第28条 課長等は、継続費の支払残額を翌年度に繰り越して使用する必要があると

きは継続費逓次繰越調書を作成し、指定された期日までに財政担当課長に提出し

なければならない。 

（繰越し） 

第29条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に

繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、

当該会計年度内に継続費繰越伺、繰越明許費繰越伺及び事故繰越し繰越伺を財政

担当課長に提出しなければならない。 

２ 財政担当課長は、提出された繰越伺を審査し、理事長の決裁を受けなければな

らない。 

３ 財政担当課長は、前項の規定により決裁を受けたときは、直ちに継続費繰越通

知書、繰越明許費繰越通知書及び事故繰越し繰越通知書により会計管理者及び課

長等に通知しなければならない。 



第30条 課長等は、繰越しを決定された経費について繰越しが行われたときは、翌

年度の５月20日までに継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越し繰越

調書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。 

２ 財政担当課長は、速やかに前項の繰越調書を審査し、継続費繰越計算書、繰越

明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成して理事長の決裁を受けるも

のとする。 

３ 財政担当課長は、前項の規定により決裁を受けたときは、直ちに会計管理者及

び課長等に通知しなければならない。 

（債務負担行為の執行） 

第31条 課長等は、予算に定める債務負担行為の執行をしようとするときは、あら

かじめ当該事件を起案の上関係課長等に合議し、理事長の決裁を受けなければな

らない。 

（予算執行状況の報告） 

第32条 財政担当課長は、課長等にその所掌に係る歳入歳出その他の予算の執行状

況を必要に応じ歳入執行状況表及び歳出執行状況表により報告させることができ

る。 

（予算に関する重要事項の協議等） 

第33条 課長等は、この規則に定めるもののほか次に掲げる事項については、財政

担当課長に協議しなければならない。 

⑴ 予算を伴う条例、規則、規程その他基準の制定又は改廃に関すること。 

⑵ 新たに予算を伴う事務に関すること。 

（資料の提出） 

第34条 財政担当課長は、財政運営に必要と認めるときは、課長等に対して予算に

関する資料の提出を求めることができる。 

第３章 収入 

第１節 調定 

（歳入の調定） 

第35条 予算執行者は、歳入を収入しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲

げる事項を調査し、調査事項が適正であると認めたときは、調定書により事務決

裁規則に定める区分による決裁を受けなければならない。 

⑴ 法令又は契約に対する違反の有無 

⑵ 歳入の所属年度及び歳入科目 

⑶ 納入義務者及び納入金額 

⑷ 納付期限及び納付場所 

（調定の期限） 

第36条 歳入の調定は、納期の一定した収入にあっては、遅くとも納期限の10日前

までに、随時に徴収する収入にあっては、その原因の発生のつど直ちにその手続

をしなければならない。 

（事後調定） 

第37条 予算執行者は、第44条に規定する収入金のうち、あらかじめ調査しがたい

歳入については、会計管理者からの通知に基づき第35条の規定に準じて直ちに調

定しなければならない。 

（誤払金等の歳入の調定） 

第38条 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第159条の



規定により誤払金等の戻入をする場合において、第54条の規定により発した返納

通知書兼領収書の金額で、当該年度の出納閉鎖期限までに返納されなかったもの

については、当該期限の翌日において、翌年度の歳入に調定しなければならない。 

２ 前項の場合にあっては、当該戻入に係る戻入命令書を調定通知書とみなして整

理するものとする。 

（分割金額の調定） 

第39条 法令の規定により歳入について分割して納付させる処分（税の納期の分割

を除く。）又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期

の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。 

（調定の変更） 

第40条 予算執行者は、調定をした後において当該調定をした金額（以下「調定

額」という。）について法令の規定又は調定漏れ、その他の誤り等特別の理由に

より変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減

少額に相当する金額について第35条の規定に準じて変更調定書により調定しなけ

ればならない。 

２ 予算執行者は、納入者が誤って歳入金を納付し、又は調定額を超えた金額の歳

入金を納付した場合において、その納付した金額について過誤納として第35条の

規定に準じて調定しなければならない。 

（収入未済額の繰越し） 

第41条 予算執行者は、毎会計年度において調定した金額で当該年度の出納閉鎖期

限までに収納済とならなかったもの（不納欠損として整理したものを除く。以下

次項においても同じ。）は、当該期限の翌日において翌年度の調定済額に繰り越

すものとする。 

２ 予算執行者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で翌年度末までに収納

済とならないものは、翌年度末において翌翌年度の調定済額に繰り越し、翌翌年

度までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰り越すものとする。 

３ 前２項の規定による滞納繰越金については、滞納整理簿に記載し、整理しなけ

ればならない。 

（歳入調定の通知） 

第42条 予算執行者は、歳入調定又は調定の変更をしたときは、調定書又は変更調

定書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。 

２ 収入科目が同一であって同時に２人以上の納入者から歳入を徴収するときは、

各納入者の納入すべき金額及びその氏名を記載した調定内訳書を添え、その合計

額をもって収入の通知をすることができる。 

第２節 納入の通知 

（納入の通知） 

第43条 予算執行者は、歳入を調定した場合には、直ちに納入義務者に対し納入通

知をしなければならない。この場合において納期限は、法令その他別に定めのあ

るもののほか調定の日から30日以内においてその期日を定めるものとする。 

２ 前項の納入の通知は、納入通知書兼領収書（以下「納入通知書」という。）に

より行うものとする。 

（納入通知書の不発行） 

第44条 納入通知書によらない収入金は、国庫支出金、県支出金、地方債及び滞納

処分費のほか、おおむね次のとおりとする。 



⑴ 延滞金又は加算金 

⑵ 即納される使用料又は手数料 

⑶ 教材費その他これに類する収入 

⑷ 過年度収入となる過誤払返納金で既に返納通知書兼領収書を送達したもの 

⑸ 他会計から繰入れる資金 

⑹ 小切手支払未済繰越金の歳入への繰越金 

（納入通知の変更） 

第45条 予算執行者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入訂正通知書により

納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等により増額し、又は減額した

後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して納入義務者に送

付しなければならない。 

（証券につき支払がなかった場合の納入通知） 

第46条 予算執行者は、法第231条の２第４項前段の規定により収入済額を取り消し

たときは、直ちに納入義務者に対し当該納入義務者の納入した証券について支払

がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を通知するとともに

前に発行したものと同一期日の納入通知書を作成し、当該通知に添えて納入義務

者に送付しなければならない。 

（納入通知書の再発行） 

第47条 予算執行者は、納入義務者から納入通知書の亡失又はき損による再発行の

申出があったときは、再発行である旨を記載した納入通知書を再発行するものと

する。 

第３節 歳入の収納 

（直接収納） 

第48条 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、現金（現金に代えて納付される証

券を含む。以下「現金等」という。）を直接収入したときは、領収書を納入者に

交付し、速やかに公金払込である旨を表示した調定書により決裁を受け、納入通

知書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、出納閉鎖期限

を超えない場合に限りやむを得ない理由があるときは、翌日払い込むことができ

る。 

２ 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、

これに係る納入通知書及び納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証

券が納入義務者以外の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求め

なければならない。 

３ 第１項に規定する領収書は、窓口において金銭登録機に登録して収納する収入

又は入場券その他これに類する収入で、領収書を交付しがたい収入については、

金銭登録機による記録紙又は入場券その他をもってこれに代えることができる。 

（収納金の保管） 

第48条の２ 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、前条の規定により収納した収

入金で払込みを終わらないものについては、金庫（手提げ金庫は除く。）に収納

し、保管しなければならない。 

２ 前項の場合において、金庫を管理していない出納員にあっては、金庫を管理し

ている出納員にその保管を委託する等により、最も安全かつ確実な方法で保管し

なければならない。 

３ 金庫を管理している出納員は、前項の委託を受けたときは、相当の事由がある



場合のほか、これを拒んではならない。 

（歳入の納付に使用する小切手の制限） 

第49条 令第156条第１項第１号の規定により、歳入の納付に使用することができる

小切手の支払地は、金沢手形交換所の交換取扱地域内とする。 

（小切手の支払の不確実と認める場合） 

第50条 令第156条第２項に規定する小切手で各号のいずれかに該当すると認めると

きは、その受領を拒絶することができる。 

⑴ 小切手要件を満たしていないもの 

⑵ 盗難又は遺失に係ると認められるもの 

⑶ 変造のおそれがあると認められるもの 

⑷ 小切手の呈示期間満了までに日数の余裕がないもの 

⑸ その他支払が確実でないと認められるもの 

（口座振替の方法による歳入の納付） 

第51条 令第155条の規定により口座振替の方法により歳入の納付をしようとする者

は、納入通知書を指定金融機関等に提出してその手続を依頼しなければならない。 

（口座振替済通知） 

第52条 口座振替の方法により歳入を納付した者に対して、口座振替収納済通知書

等により口座振替が済んだ旨を通知しなければならない。 

（郵便振替による収納） 

第52条の２ 予算執行者は、特に必要と認める納入義務者については、郵政民営化

法（平成17年法律第97号）第94条に規定する郵便貯金銀行（以下「郵便貯金銀

行」という。）が行う振替の方法により納入させることができる。 

（証券につき支払がなかった場合の処理） 

第53条 会計管理者は、納付書又は領収済通知書により、歳入の収納済として処理

した後において、指定金融機関等から納付された証券について支払の拒絶があっ

た旨の報告を受けたときは、当該報告に基づき収入年月日及び収入金額の記載を

取り消すとともに、その取消しの内容を証券不渡通知書により当該歳入を主管す

る予算執行者に通知しなければならない。 

２ 前項の通知を受けた予算執行者は、領収済通知書等関係書類に証券不渡のため

収納なしの旨を付記して、当該収入年月日及び収入金額の部分を誤記訂正に準じ

て抹消するとともに、未納となった額について既に発行したものと同一の発行年

月日及び納期限を記載し、かつ、証券支払拒絶により再発行した旨を朱書した納

入通知書を再度納入義務者に送付しなければならない。 

（誤払金等の戻入） 

第54条 予算執行者は、令第159条の規定による誤払金等の戻入については、戻入命

令書に資金前渡精算書、概算払（前金払）精算請求書又は概算払（前金払）精算

調書若しくは計算の基礎を明らかにした書類を添付して会計管理者に通知すると

ともに返納通知書兼領収書を返納者に送付しなければならない。 

２ 前項に規定する返納通知書兼領収書に記載する納期限については第43条の規定

を準用する。ただし、この場合にあっては、出納閉鎖期限を超えることはできな

い。 

（収入の整理等） 

第55条 会計管理者は、指定金融機関等から送付された領収済通知書により第35条

に掲げる事項を確認した後に収納し、予算執行者に通知する。ただし、第44条に



掲げる歳入については、調定書その他適宜の方法により、確認して収納する。 

２ 予算執行者は、収入済の収入金について会計名、会計年度又は歳入科目等に誤

りを認めたときは、収入金更正命令書により事務決裁規則に定める区分による決

裁を受け、直ちに会計管理者に通知しなければならない。 

３ 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたとき又は自ら誤りを認め

たときは、直ちに関係の帳簿を訂正するとともに、当該内容が指定金融機関の記

録に関係するものであるときは、指定金融機関に通知しなければならない。 

４ 課長等は、調定書及び変更調定書を各月ごとに整理し、収入月計表に記載しな

ければならない。 

（収入として整理する時期） 

第56条 歳入の収入として整理する時期は、会計管理者、出納員、現金取扱員、歳

入の収入若しくは収納の事務の委託を受けたもの又は指定金融機関等が現金を領

収した日とする。 

（督促） 

第57条 法第231条の３又は令第171条の規定により督促するときは、納期限後20日

以内に督促状を発しなければならない。 

２ 前項の督促状には、発行する日から10日以内において指定納期限を定めておか

なければならない。 

（督促状発行の手続） 

第58条 予算執行者は、前条の規定により督促状を発行する場合においては、督促

状発行伺簿に必要事項を記載し、整理しなければならない。 

（歳入不納欠損の取扱い） 

第59条 予算執行者は、既に調定した歳入に係る債権が次の各号の一に該当するこ

ととなったときは当該歳入について収納できない理由を明らかにした不納欠損書

を作成し、決裁を受けなければならない。 

⑴ 時効により消滅したとき。 

⑵ 法律若しくはこれに基づく政令又は条例により債権が消滅したとき。 

⑶ 令第171条の７第１項の規定により免除されたとき。 

２ 予算執行者は、前項の規定により歳入不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿

に記載するとともに不納欠損書により会計管理者に通知しなければならない。 

（歳入の徴収又は収納の委託） 

第60条 令第158条第１項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しよ

うとするときは、契約を締結するものとする。 

２ 前項の契約の締結に際しては、委託事務の執行手続、収入金を指定金融機関等

に払い込む時期、収入金の内容を示す計算書に関する事項、委託の始期及び終期

委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について書面で明らかにしておく

ものとする。 

３ 第１項の契約を締結したときは、その旨を告示し、その事実を当該歳入の納入

義務者に周知させるため掲示し、通知文書の回覧、その他の方法により公表しな

ければならない。 

（公金収納受託者の身分証票） 

第61条 歳入の徴収又は収納の委託を受けた私人（以下「公金受託者」という。）

に携行させるため、本人の氏名、住所、年齢、性別及び委託に係る歳入の内容を

記載し、本人の写真を添付した証票を交付する。 



２ 前項に規定する証票は、毎年度当初検証を受けなければならない。 

（公金受託者の現金の払込み） 

第62条 公金受託者は、契約の定める手続によって徴収し、又は収納した収入金に

その内容を示す計算書及び納入通知書を添え、指定金融機関等に払い込まなけれ

ばならない。 

第４章 支出 

第１節 支出負担行為 

（支出負担行為の手続） 

第63条 予算執行者は、支出負担行為を行うときは、直ちに節又は必要と認めるも

のは細節及び債権者ごとに、別表第３に定める区分により支出負担行為書又は支

出負担行為兼支出命令書により当該事件を起案の上、事務決裁規則に定める区分

により決裁を受けなければならない。 

（支出負担行為の整理区分） 

第64条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為

に必要な書類は、別表第３に定める区分によるものとする。 

２ 別表第３に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第４に定める経費

に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表

第４に定める区分によるものとする。 

（支出負担行為の額の差引） 

第65条 予算執行者は、支出負担行為の額等の変更をしたときは、変更支出負担行

為書により直ちに整理しなければならない。 

（支出負担行為の制限） 

第66条 課長等は、第22条から第24条まで並びに第26条の規定により配当された歳

出予算以外の支出負担行為をすることができない。 

第２節 支出命令 

（支出命令手続） 

第67条 予算執行者は、債権者から請求書等の提出を受けたときは、その内容を審

査し、適正と認めたときは、支出命令書を作成し、支出負担行為書及び次の各号

のいずれかに掲げる書類を添付し、事務決裁規則に定める区分により決裁を受け、

支出命令の手続を執るものとする。ただし、支出額を２回以上に分けて支出する

ものであるときは、第２回目からの支払手続には当該支出負担行為書の添付を省

略することができる。 

⑴ 債権者の請求書によるものは、当該請求書 

⑵ 給与等請求書によらないものは、支出調書兼領収証書及び支給明細書 

⑶ 官公署が発する納入通知書等請求書によらないもの又は組合債元利金等請求

を待たないで支払を要するものは、積算基礎を明らかにした証拠書類 

⑷ 資金前渡、概算払又は前金払を精算するときは、精算書 

⑸ 繰替払の補てんをするときは、精算書 

（支出区分及び整理） 

第68条 支出命令書は、節又は必要と認めるものは細節及び債権者ごとに起票しな

ければならない。 

２ 同一の、支出科目から２以上の債権者に支出しようとするときは、その合計額

をもって支出命令を発することができる。ただし、支出の方法が隔地払又は口座

振替によらないときは、債権者が同時に領収できる場合に限るものとする。 



３ 定期的給与及び共済費で予算の同一款内のものについては、前２項の規定にか

かわらずこれを合わせて支出命令書を作成することができる。 

４ 課長等は、支出命令書を各月ごとに整理し、歳出月計表に記載しなければなら

ない。 

（支出命令書及び支出調書） 

第69条 予算執行者は、支出をしようとするときは、支出命令書を会計管理者に送

付しなければならない。 

２ 支出命令書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付

するものとする。 

⑴ 債権者の請求書によるもの 当該請求書（請求書によって支出の原因及び計

算の基礎が明らかでないものは、これを明らかにした書類） 

⑵ 職員に支出する給与及び児童手当で請求書を提出させる必要のないもの 支

出調書兼領収証書 

⑶ 共済費（臨時的任用職員に係るもの及び非常勤職員に係る労災保険料を除

く。）で請求書を提出させる必要のないもの 支出調書兼領収証書 

⑷ 臨時的任用職員に支給する給与及び非常勤職員のうち、次号に定める職員以

外の職員に支給する報酬で請求書を提出させる必要のないもの 支給調書及び

領収証書 

⑸ 非常勤職員のうち、河北郡市広域事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に関

する条例（平成16年河北郡市広域事務組合条例第14号）第１条に掲げる議員、

河北郡市広域事務組合特別職の職員で非常勤職員のものの報酬及び費用弁償に

関する条例（平成16年河北郡市広域事務組合条例第15号）別表で報酬の額が定

められているもの及び河北郡市広域事務組合理事長、理事及び会計管理者の報

酬に関する条例（平成16年河北郡市広域事務組合条例第16号）第１条に掲げる

職員に支給する報酬で請求書を提出させる必要のないもの 支出調書兼領収証

書 

⑹ 債権者が発行する納入告知書等請求書によらないもの 当該納入告知書等 

⑺ 退職年金、児童手当法（昭和46年法律第73号）の規定による児童手当（職員

に支給するものを除く。）、報償金、賞賜金及び扶助費で金銭でする給付、私

人に支出事務を委託した場合における当該受託者に支払う経費、組合債及び一

時借入金の元利償還金並びに当該事務手数料、自主的に納付する講習受講料等

請求書の提出を待たないで支払を要するもの 支出の原因及び計算の基礎を明

らかにした書類 

⑻ 組合の組織の相互間におけるもの 公金振替命令書 

⑼ 資金前渡、概算払又は前金払の精算 精算書、精算請求書又は精算調書 

⑽ 繰替払の補てんをするもの 精算書及び公金振替要求書 

３ 予算執行者は、債権者に小切手を振り出し、又は指定金融機関から直接現金で

支払う支出を命令しようとする場合において、前項の添付書類に債権者の受領印

影を照合できるものがないときは、予算執行者の確認印のある当該債権者の印鑑

票を支出命令書に添付しなければならない。ただし、既に印鑑票が提出されてい

るものについてはこの限りでない。 

（支出命令書の送付期限） 

第70条 予算執行者は、支出命令書を支払期日の少なくとも５日前までに会計管理

者に送付するものとする。ただし、会計管理者が特に認めるものは、この限りで



ない。 

第３節 支出の特例 

（資金前渡のできる経費の指定） 

第71条 令第161条第１項第17号の規定により資金前渡できる経費は、次に掲げる経

費とする。 

⑴ 交際費、旅費又は供託金 

⑵ 講習会、講演会、体育会、展示会、展覧会又は見本市その他これに類する会

合の開催場所において支払を必要とする経費 

⑶ 郵政民営化法第６条第３項に規定する承継会社に対して支払う経費 

⑷ 有料駐車場及び有料道路の利用に要する経費 

⑸ 慶弔金、見舞金その他これらに類する経費 

⑹ 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費 

⑺ 即時現金の支払をしなければ契約し難い物件の購入、修繕、運搬若しくは借

上げ又は保険料に要する経費 

（資金前渡の限度額） 

第72条 資金前渡の限度額は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 常時所要の経費は、１ヶ月以内の金額 

⑵ 臨時所要の経費は、必要かつ最少限度の金額 

（資金の前渡を受ける職員の指定） 

第73条 資金の前渡を受ける職員（以下「資金前渡職員」という。）は、課長等

（課長等に事故があるとき、又は欠けたときは上席の職員）をもって充てる。 

（前渡資金の支払） 

第74条 資金前渡職員は、資金前渡を必要とするときは、支出命令書に「資金前

渡」を表示し、支出命令を受けて会計管理者に送付しなければならない。 

（給与及び児童手当支出調書等） 

第75条 職員に支給する給与（報酬）及び児童手当を支出するときは、財政担当課

長はその月に支給する額について、給与等内訳票、支出調書兼領収証書及び支給

明細書を作成し、支出手続を受けなければならない。 

（給与及び報酬等の支払） 

第76条 資金前渡職員は、各職員に給与支払するときは、全額口座振込した者を除

き、支出調書兼領収証書に各職員の領収印をとらなければならない。この場合に

おいて支出調書兼領収証書をもって精算書にかえるものとする。 

２ 前項の規定は、第69条第２項第４号に規定する非常勤職員の報酬の支払につい

て準用する。 

（前渡資金の保管及び利子の措置） 

第77条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金を銀行その他確実な金融機関に普通預

金として預け入れるものとする。ただし、直ちに支払を要する場合又は5,000円未

満の金額の場合については、この限りでない。 

２ 前項の普通預金から生じた利子については、歳入へ組み入れるものとする。 

（前渡資金の記帳） 

第78条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿に前渡資金の出納を記帳するものとする。 

（資金前渡の精算） 

第79条 資金前渡職員は、特別な事情がある場合のほか、その支出完了後５日以内

に精算書に証拠書類を添付し、会計管理者に送付しなければならない。 



２ 資金前渡精算書には領収証書又は支払証明書を添付し、資金の交付を受けた年

月日、金額、領収書又は支払証明書の合計金額、差引返納額その他必要な事項を

記載しなければならない。 

３ 前項の支払証明書による精算は報償金、旅行中の経費、その他領収書を得難い

理由のあるときとし、課長等の証明書によるものとする。 

（給与等の支払控除） 

第80条 給与担当課長は、給与支給の際、次に掲げるものを控除するものとする。 

⑴ 源泉所得税 

⑵ 特別徴収の市町村民税及び都道府県民税 

⑶ 共済組合等払込金 

⑷ 社会保険料被保険者負担分 

⑸ その他法令により控除を認められたもの 

２ 前項の規定は、報酬の支払について準用する。 

（控除金の振替） 

第81条 前条の規定により控除した控除金は、歳入歳出外現金に振り替えるものと

し、歳入歳出外現金整理簿により整理するものとする。 

２ 前項の規定により歳入歳出外現金に振り替えた控除金は、納入期限までに払い

出して、所定の収納機関に納入するものとする。 

（概算払のできる経費の指定） 

第82条 令第162条第６号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げるものとす

る。 

⑴ 損害賠償金。ただし、理事長が必要と認めたものに限る。 

⑵ 運賃又は保管料 

⑶ 概算で支払いをしなければ契約しがたい請負、購入又は借り入れに要する経費 

（概算払の精算） 

第83条 概算払（旅費及び補助金を除く。）を受けた者は、当該概算払に係る債権

額の確定後速やかに精算書を予算執行者に提出するものとする。 

２ 予算執行者は、前項の規定により精算書の提出があったときは、検認の上直ち

に精算の手続を経て、これを会計管理者に送付しなければならない。 

（前金払のできる経費の指定） 

第84条 令第163条第８号の規定により前金払できる経費は、次に掲げるとおりとす

る。 

⑴ 老人福祉法（昭和38年法律第133号）又は身体障害者福祉法（昭和24年法律第

283号）に基づく措置費その他これらに類する経費 

⑵ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）に基づく

グループホームの事業に要する経費 

⑶ 前金で支払いしなければ購入又は交換できない土地、建物等の購入代金又は

交換差金 

⑷ 出資、債券引受け又は株式払込みに要する経費 

⑸ 保険料 

（公共工事に係る前金払の割合及び範囲） 

第85条 公共工事の前金払保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第５条の

規定に基づき、登録を受けた保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）の

保証に係る公共工事で１件の契約金額が300万円以上のものに要する経費について



は、契約金額の４割以内（既にした前金払に追加してする前金払にあっては、２

割以内）において前金払をすることができる。 

２ 前項の場合において、工期が２年以上にわたる工事については、各年度ごとに

当該年度において実施すべき契約金額に相当する額に対し、前項の割合で計算し

た額を分割して前金払をすることができる。 

（前金払の精算） 

第86条 前金払を受けた者は、その事実に変更があったときは、速やかに精算書を

提出しなければならない。ただし、特別な理由により、精算書により難いときは、

前金払を受けた額、精算額及びその明細等を明らかにした書類によって精算する

ことができる。 

２ 予算執行者は、前項の規定により精算書の提出があったときは、検認の上直ち

に精算の手続を経て、これを会計管理者に送付しなければならない。 

（繰替払のできる経費の指定） 

第87条 令第164条第５号の規定により、規則で定める経費及び繰替えて使用する収

入金は次の各号に定めるものとする。 

⑴ 郵便振替手数料 当該歳入の収入金 

⑵ 還付金又は還付加算金 当該歳入の収入金 

（繰替払の精算及び補てん） 

第88条 予算執行者は、繰替払をさせたときは、会計管理者から繰替運用票を提出

させるものとする。 

２ 予算執行者は、前項の繰替払精算書を受理したときは、速やかに会計管理者に

繰替補てんの手続を執るものとする。 

第４節 支払方法 

（支出の審査） 

第89条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、当該支出負担行為についてこれ

を審査し、確認の上支払の決定をしなければならない。ただし、次の各号の一に

該当するときは、支出命令書にその理由を付して予算執行者に返戻しなければな

らない。 

⑴ 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがあるとき。 

⑵ 予算の目的に反しているとき。 

⑶ 予算額及び予算配当額を超過しているとき。 

⑷ 金額の算定に誤りがあるとき。 

⑸ 契約締結方法が適法でないとき。 

⑹ 支払方法及び支払時期が適法でないとき。 

⑺ 特に認められたもののほか翌年度にわたるとき。 

⑻ 法令その他に違反しているとき。 

２ 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算

執行者に対し、別表第３に規定する帳票類のほか当該支出負担行為に係る書類の

提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。 

（支払方法） 

第90条 会計管理者は支払をするときは、次のいずれかの方法によるものとする。 

⑴ 小切手の振出し 

⑵ 現金払 

⑶ 隔地払 



⑷ 口座振替による支払 

⑸ 公金振替命令書の交付 

（債権者の確認） 

第91条 会計管理者は、債権者に対して小切手の振出し又は現金払をするに当たっ

ては、当該小切手又は現金の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認

しなければならない。 

（小切手払） 

第92条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、

当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付すると

ともに領収書を徴さなければならない。 

（指定金融機関における現金の支払） 

第92条の２ 法第232条の６第１項ただし書の規定により現金で支払をさせることが

できる指定金融機関は、指定金融機関に限るものとする。 

２ 会計管理者は、指定金融機関をして直接現金の支払をさせようとするときは、

支払依頼書及び支出命令書を当該金融機関に振り出し、これを当該債権者に交付

するとともに領収書を徴さなければならない。 

３ 会計管理者は、前項の規定により、支払われた当日の合計額を券面金額とし、

当該金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これと引換えに支払済通知書を

提出させるものとする。 

（隔地払） 

第93条 会計管理者は、遠隔の地にある債権者に対する支払をしようとするときは、

隔地払依頼書を作成し、取引店を受取人とする総額の小切手を振り出し、隔地払

資金領収証書と引換えに取引店に交付して送金させることができる。この場合に

おいて、隔地払資金領収証書をもって債権者のためにした支払の証拠とするもの

とする。 

２ 前項の場合においては、債権者のため最も便利と認める金融機関を支払場所と

するものとする。 

３ 第１項の規定により隔地払をした場合における債権者に対する送金の通知は、

送金通知書によるものとする。 

（送金通知書の再発行） 

第94条 指定金融機関を支払場所として指定した送金通知書をその発行日から１年

を経過しない期間内において亡失又はき損した債権者は、送金通知書再発行願に

指定金融機関の未払証明書を添え会計管理者に提出し、その再発行を求めること

ができる。 

２ 会計管理者は、前項に規定する願い出を受けたときは、これを審査し、再発行

を要するものと認めたときは、「再発行」の表示をした送金通知書を作成し、こ

れを当該債権者に送付し、同時に送金通知書再発行通知書を取引店に送付するも

のとする。 

（隔地払に係る支払未済金の支払） 

第95条 会計管理者は、令第165条第２項後段の場合においては、当該債権者からの

隔地払未受領金請求書を提出させるものとする。 

２ 前項の請求を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認める場合は、

改めて同額の支出をするものとする。 

（口座振替の方法による支出） 



第96条 令第165条の２の規定により、口座振替の方法により支出をすることができ

る場合は、債権者が次の各号に掲げる金融機関（郵便貯金銀行を除く。）に預金

口座を設けている場合に限るものとする。 

⑴ 指定金融機関 

⑵ 収納代理金融機関 

⑶ 指定金融機関と為替取引のある金融機関（国外にある店舗を除く。） 

２ 口座振替の方法による支払を希望する債権者は、請求書に振替先となる金融機

関の名称及び口座番号を付記するものとする。 

３ 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとするときは、口座振替依頼

書を取引店に交付して口座振替の手続を執るものとする。この場合においては、

振替の総額を小切手金額とし、取引店を受取人とする小切手を振り出し、これと

引換えに支払明細書に口座振替をした旨を表示させ、これを債権者のためにした

支出の証拠とするものとする。 

４ 前項の規定により口座振替をした場合において、会計管理者が債権者に口座振

替の手続をした旨の通知を必要と認めるものについては、口座振替済通知書を発

するものとする。 

（公金振替払） 

第97条 会計管理者は、次の各号の一に該当するときは、公金振替依頼書を取引店

に交付し、小切手の振出しによらず歳出の支出又は歳入の戻出をするものとする。 

⑴ 他の会計又は基金に資金繰入れのため支出するとき。 

⑵ 歳入に納付するため支出し、又は歳入から戻出するとき。 

⑶ 法定控除金を一時保管のため歳入歳出外現金に編入する場合の支出をすると

き。 

⑷ 繰替使用した収入金を補てんするための支出するとき。 

⑸ 繰上充用金を充用するための支出するとき。 

⑹ その他、会計管理者が振替による支出を必要と認めるとき。 

２ 第109条の規定によって小切手を振り出したときは、同時に当該控除額を振替金

額とする公金振替である旨を記載した納入通知書を取引店に交付し、歳入又は歳

入歳出外現金に振替の手続を執らなければならない。ただし、控除額が、歳入に

収入すべきものと歳入歳出外現金に受入すべきものとの合算額であるときは、そ

れぞれの合計額を振替金額とする公金振替である旨を記載した納入通知書を各

別々に作成するものとする。 

３ 公金振替依頼書を交付したときは、公金振替済通知書により整理しなければな

らない。 

（支払を終わらない資金の歳入への繰入れ又は納付） 

第98条 会計管理者は、令第165条の６第２項又は同条第３項の規定により歳入に組

入れ又は納付すべき金額、債権者名その他必要な事項について毎月分を翌月10日

までに取引店から報告させるものとする。 

２ 前項の報告を受けた会計管理者は、予算執行者に当該金額を通知し、調定書の

送付をまって、令第165条の６第２項に該当するものにあっては、取引店に公金振

替依頼書を交付してこれを歳入に組入れし、同条第３項に該当するものにあって

は、取引店を納入者とする納入通知書を発してこれを歳入に納付させるものとす

る。 

（債権者の委任代理） 



第99条 歳出金を委任代理人に支払するときは、委任状を提出させなければならな

い。 

（領収証書） 

第100条 支払をしたときに徴する領収証書の領収印は、請求書に押したものと同一

でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し

出たときは、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合においては、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他

債権者を確認し得る書類を提出させなければならない。 

（支出として整理する時期） 

第101条 歳出の支出として整理する時期は、小切手を振り出したものについては当

該小切手の振出日、公金振替依頼書の交付によるものについては当該公金振替書

の発行日とする。 

（支出事務の委託） 

第102条 令第165条の３の規定により支出の事務を私人に委託しようとするときは、

契約を締結するものとする。 

２ 前項の契約の締結に際しては、資金の交付方法、支出事務の執行手続、支出額

の計算書に関する事項、交付資金の残額の処置、委託の始期及び終期、委託料及

び担保に関する事項その他必要な事項について書面により明らかにしておくもの

とする。 

３ 第60条第３項の規定は、支出事務を私人に委託したときの公表の方法について

これを準用する。 

（支出事務の委託を受けた者の報告） 

第103条 支出事務の委託を受けた者は、支出した結果を会計管理者に報告するとき

は、契約に定める計算書により行うものとする。 

２ 前項の報告を受けた会計管理者は、交付した資金に残余があるときは、これを

返納させるものとする。ただし、引き続き次回の資金を交付するときは、残金を

これに充当することができる。 

（過誤納金の還付及び充当） 

第104条 予算執行者は、第40条第２項の規定による過誤納となっている歳入金があ

るときは、当該歳入に係る他の徴収金の有無を調査の上、過誤納金還付整理簿及

び過誤納金整理票により、決裁を受け、当該納入者に対し過誤納金還付（充当）

通知書を交付し、還付の手続を執らなければならない。 

２ 予算執行者は、過誤納金の還付を受ける納入者にかかる他の徴収金に未納額が

あるときは、当該還付金を未納となっている徴収金に充当し、その残額を還付し、

還付すべき金額が未納となっている額に満たないときは、還付の決定と同時に充

当するものとする。 

３ 過誤納金の還付は、現年度に属するものについては、当該歳入科目から支出の

手続に準じて戻出し、過年度に属するものについては、現年度の歳出から一般支

出の例により行うものとする。 

４ 予算執行者は、過誤納金を還付しようとするときは、戻出するものにあっては

戻出命令書に、現年度の歳出から支出するものにあっては支出命令書にそれぞれ

過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付しなければならない。 

５ 予算執行者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあって

は過誤納金充当通知票に、現年度の歳出から支出するものにあっては公金振替命



令書にそれぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付しなければならない。 

６ 会計管理者は、前項の規定により過誤納金充当通知票又は公金振替命令書の送

付を受けたときは、過誤納金充当通知票によるものにあっては過誤納の科目から

充当する科目に振り替え、公金振替命令書によるものにあっては公金振替の手続

により処理しなければならない。 

（支出の訂正） 

第105条 予算執行者は、支出済の歳出について会計名、会計年度又は歳出科目に誤

りを認めたときは、支出更正命令書により事務決裁規則に定める区分による決裁

を受け、直ちに会計管理者に通知しなければならない。 

２ 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたとき又は自ら誤りを認め

たときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融

機関の記録にも関係するものであるときは、指定金融機関に通知しなければなら

ない。 

第５節 小切手の振出し等 

（小切手の振出し） 

第106条 小切手は、支出命令に基づかなければ、これを振り出すことができない。

ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

⑴ 第113条第２項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合 

⑵ 第161条第２項の規定により指定金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ

有利な方法で保管するために振り出す場合 

⑶ 第162条第１項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するた

めに振り出す場合 

⑷ 第164条の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合 

第107条 会計管理者は、小切手を振り出そうとするときは、取引店から小切手帳の

交付を受けるものとする。 

２ 小切手帳は、必要を生じた場合に限り年度ごとに一冊とする。 

３ 小切手は、支出又は戻出の別にこれを振り出すものとする。 

４ 同一の債権者に対する数件の支払は、これを取りまとめて、その合計額を小切

手金額とする小切手を振り出すことができる。 

５ 取引店を受取人とするものについては、令第165条の４第１項ただし書の規定に

より小切手に受取人の氏名を記載するものとする。 

６ 前項の規定により記名式の小切手を振り出すときは、これに「指図禁止」の旨

を記載するものとする。 

７ 小切手を振り出したときは、即日、小切手振出済通知書を取引店に送付するも

のとする。 

（小切手帳の保管並びに小切手の作成及び交付） 

第108条 会計管理者は、小切手用紙を不正に使用されることのないように小切手帳

と小切手の押印に使用する印章は、それぞれの容器に厳重に保管しなければなら

ない。 

２ 会計管理者は、小切手帳の保管並びに小切手の作成及び受取人への交付をその

指定する会計担当課に所属する職員に行わせることができる。 

３ 小切手の押印及び振出年月日の記載並びに小切手帳からの切り離しは、当該小

切手を受取人に交付するときに行うものとする。 

４ 小切手の作成者と押印者は同一人であってはならない。 



（小切手金額の記載） 

第109条 小切手金額を記載するときは、会計管理者が定める方法によるものとする。 

２ 支出金額の一部を控除して支払をするために振り出す小切手は、支出額から控

除額を差し引いた残額を小切手金額とするものとする。 

（小切手の番号） 

第110条 小切手帳を新たに使用するときは、一会計年度間（出納整理期間を含

む。）を通ずる連続番号を付するものとする。 

２ 書き損等により廃棄した小切手に付した番号は使用しないものとする。 

（書き損小切手の廃棄） 

第111条 書き損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上

「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。 

２ 小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙について速やかに

前項に規定する廃棄の手続を執るものとする。 

（小切手用紙の受払の記帳及び検査） 

第112条 会計管理者は、小切手用紙使用整理簿を備え毎日小切手用紙の受入れ、振

出し、廃棄及び残存の枚数を記載しなければならない。 

２ 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原因と小切手用紙使用整理簿の記

載の内容及び当該小切手の受取人が提出した領収証書を照合し、用紙枚数、金額

及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。 

（小切手の償還） 

第113条 令第165条の５の規定により、小切手の償還をするときは、小切手の所持

人から小切手償還請求書を提出させるものとする。 

２ 前項の請求を受けた場合においては、これを調査し、小切手の瑕疵のため又は

小切手の振出日付から１年を経過しているため支払を受けられないものについて

は当該小切手と引換えに、小切手の亡失又は滅失によるものについては除権判決

の正本の提出をまって、改めて同額を支出してこれを償還するものとする。 

（小切手用紙の亡失） 

第114条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を取引店に通

知しなければならない。 

（小切手の支払停止の請求） 

第115条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受

けたときは、直ちに取引店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。 

第５章 決算 

（決算調書の提出） 

第116条 課長等は、その所管に係る歳入歳出の決算に関する調書を、地方自治法施

行規則第16条の２に規定する歳入歳出決算事項別明細書の様式の例により、翌年

度の６月15日までに会計管理者に提出するものとする。 

２ 会計管理者は、決算の調製上必要があるときは、課長等に関係書類の提出を求

めることができる。 

（帳票の締切等） 

第117条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿

及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と取引店の公金出納の累計額等を照合精査

し、誤りのないことを確認したときは当該帳票等を締め切らなければならない。 

２ 出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、そ



の保管する収納金又は前渡資金（これらに係る預金の利子を含む。）があるとき

は、第79条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、

それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。 

（証拠書類） 

第118条 会計管理者は、収入及び支出の証拠書類（以下「証拠書類」という。）を

会計年度ごとに区分し、必要に応じその書類を確認できるよう整理しなければな

らない。 

２ 証拠書類の字体及び印影は、正確明瞭にしておくものとする。 

３ 証拠書類の金額を表示する数字は、アラビア数字とし、その頭初に「￥」の記

号を付すものとする。 

４ １件の証拠書類で２葉以上にわたるものは毎葉のつづり目に、証拠書類を他の

紙面へ添付するものはその紙面と証拠書類とにかけて割印を押すものとする。 

５ 証拠書類の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に２線を引き、

その上部又は右側に正書し、証拠書類に押した印章をもって訂正の箇所に押印を

するものとする。 

６ 証拠書類の頭書金額は、前項の規定にかかわらず、これを訂正することができ

ない。 

７ 証拠書類の保存年限は、別に定めるところによる。 

第６章 契約 

第１節 一般競争入札 

（一般競争入札参加者の資格） 

第119条 令第167条の５第１項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資

格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに資格審査の申請の時期、方法

等については掲示その他の方法により公示するものとする。 

２ 前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより定期

又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまってその者が当該資格

を有するかどうかを審査し、資格を有する者の名簿を作成し、本人に通知するも

のとする。 

（入札の公告） 

第120条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少

なくとも５日（工事請負の場合にあっては、建設業法施行令（昭和31年政令第273

号）第６条に規定する期間）前に掲示その他の方法により公告するものとする。

ただし、特に急を要するため理事長が必要と認める場合においては、その期日を

３日（工事請負の場合にあっては、建設業法施行令第６条に規定する期間）前に

短縮することができる。 

２ 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 

⑴ 入札に付する事項 

⑵ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

⑶ 契約の条項を示す場所 

⑷ 入札執行の場所及び日時 

⑸ 入札保証金に関する事項 

⑹ 契約書の要否 

⑺ 入札に関する無効事項 

⑻ 前各号のほか、特に必要と認める事項 



（入札の原則） 

第121条 一般競争入札は１人１通とし、入札者は他の入札者の代理人となることは

できない。 

（入札保証金） 

第122条 令第167条の７第１項の規定により一般競争入札に参加しようとする者が

納付すべき入札保証金の額は、その者の見積金額の100分の５以上とする。 

（入札保証金に代わる担保） 

第123条 令第167条の７第２項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させる

ことができる担保は、次に掲げるものとし担保の価値は、それぞれ当該各号に掲

げるところによる。 

⑴ 国債及び地方債 額面金額又は登録金額（発行価格が額面金額又は登録金額

と異なるときは、発行価格。以下「額面金額」という。）の８割に相当する金

額 

⑵ 政府の保証ある債券 額面金額の８割に相当する金額 

⑶ 銀行等の振り出し又は支払を保証した小切手 額面金額又は保証した金額 

⑷ 理事長が確実と認める社債 額面金額の８割に相当する金額 

⑸ 理事長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券 債券額面金額 

⑹ その他確実と認められる担保で理事長の定めるもの 理事長が定める金額 

２ 理事長は、前項第５号の定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提供さ

せるときは当該債券に質権を設定させ、その債券に係る証書及びその債券に係る

債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある文書を提出させなければな

らない。 

（入札保証金の納付の免除） 

第124条 第122条の入札保証金は、次の各号に掲げる場合においては、その全部又

は一部を納めさせないことができる。 

⑴ 一般競争入札に参加しようとする者が、国（公社、公団を含む。）又は地方

公共団体であるとき。 

⑵ 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に組合を被保険者と

する入札保証保険契約を締結したとき。 

⑶ 一般競争入札に付する場合において、令第167条の５に規定する者で、過去２

年間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ

くする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行し

たものについて、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めら

れるとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締

結しないこととなるおそれがないと認めるとき。 

（入札保証金の還付） 

第125条 入札保証金は、入札の終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対

しては、契約保証金を納付する際これを還付する。 

（予定価格の決定方法） 

第126条 予算執行者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様

書、設計書等によって予定価格を決定しその予定価格を記載した入札予定価格決

定書を封書し、開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、理事長が特

に認めるときは、予定価格決定書の作成を省略し、当該契約に係る予定価格を記



載した文書を開札場所に置くものとする。 

２ 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただ

し、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合

においては、単価についてその予定価格を定めることができる。 

３ 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給

の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に定め

るものとする。 

（入札書等の提出） 

第127条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札に付する事項ごとに入札書を

作成し、押印の上封かんし、封書に自己の氏名及び入札に付する事項を表記し、

指定する書類及び入札保証金とともに入札執行の日時までに指定の場所に提出し

なければならない。ただし、やむを得ない場合に限り、書留郵便をもって提出す

ることができる。この場合には、入札書を更に封かんし、その表面に「入札書在

中」と表示しなければならない。 

２ 一般競争入札に参加しようとする者の代理人が入札しようとする場合は、入札

前に委任状を提出しなければならない。ただし、同一年度に限りあらかじめ期間

を定めた委任状の提出があったものについては、この限りでない。 

３ 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書の記載事項について訂正したと

きは、訂正印を押さなければならない。 

（入札書の無効） 

第128条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 

⑴ 参加資格のない者のした入札書 

⑵ 同一人がした２以上の入札書 

⑶ 入札者が協定していた入札書 

⑷ 金額の訂正その他記載事項が明らかでない入札書 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書 

（再度入札） 

第129条 令第167条の８第３項の規定により、再度の入札は、２回を限度とするも

のとする。 

２ 令第167条の10第２項の規定により最低制限価格を設けた一般競争入札において、

最低制限価格未満の入札者による再度の入札参加はこれを認めない。 

（落札者の決定） 

第130条 予算執行者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがある

ときは、令第167条の９及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因

となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約

にあっては最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定しなければなら

ない。 

２ 予算執行者は、令第167条の９、令第167条の10又は前項の規定により落札者を

決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。 

（契約締結の期間） 

第131条 落札者は、前条第２項の通知を受けた日から５日以内（河北郡市広域事務

組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成16年河北郡市広域事務組合条例

第11号）第３条第１項に規定する週休日及び第９条に規定する休日を除く。）に

契約又は仮契約（議会の議決に付すべきものに限る。）を締結しなければならな



い。 

２ 落札者は、前項の期間内に契約又は仮契約を締結しないときは、落札者として

の権利を失うものとする。 

（入札結果報告の記録） 

第132条 予算執行者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札結果報告

書に記録しなければならない。 

（入札の中止） 

第133条 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、入

札を延期し、又は中止することができる。この場合にあっては、直ちにその旨を

掲示その他の方法により公告するものとする。 

（最低の価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続） 

第134条 法第234条第３項ただし書の規定により、最低の価格をもって申込みをし

た者を直ちに落札者とせず、令第167条の10第１項の規定により落札者を定める必

要があると認めるときは、直ちに工事又は製造に係る専門職員の意見を求め決定

するものとする。 

（最低制限価格） 

第135条 契約の履行を確保するため、特に必要と認めたときは、令第167条の10第

２項の規定による最低制限価格を設けることができる。 

２ 前項の最低制限価格の額は、予定価格決定書に記載するものとする。 

（再度公告入札の公告の期間） 

第136条 一般競争入札に付したときにおいて、入札者若しくは落札者がない場合又

は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第120

条の公告期日を３日前とする。 

第２節 指名競争入札 

（競争参加者の指名） 

第137条 指名競争入札に付そうとするときは、理事長の定める基準により、競争に

参加する者を５人以上指名するものとする。ただし、５人以上を指名することが

困難な場合は、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、第120条に定める期間前に、同条第２項第１号及び第３

号から第８号までに掲げる事項をその指名する者に通知するものとする。 

３ 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、

更に入札に付そうとするときは、前条に定める期間前に、その指名する者に通知

するものとする。 

４ 第１項による指名を受けた者が正当な事由がなく入札しなかった場合は、以後

２年間その者を指名しないことができる。 

（一般競争入札の規定の準用） 

第138条 第119条、第121条から第135条までの規定は、指名競争入札の場合にこれ

を準用する。 

第３節 随意契約・せり売り 

（限度額） 

第139条 令第167条の２第１項第１号の規定により随意契約によることができる場

合の限度額は、次の各号に定めるところによる。 

⑴ 工事又は製造の請負 130万円 

⑵ 財産の買入れ 80万円 



⑶ 物件の借入れ 40万円 

⑷ 財産の売払い 30万円 

⑸ 物件の貸付け 30万円 

⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 

（予定価格の作成及び決定方法） 

第140条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第126条の規定に準じて予定

価格を定めるものとする。この場合において、予定価格の額が130万円以下のとき

は、予定価格決定書によらないことができる。 

（見積書） 

第141条 随意契約によろうとするときは、次の各号の一に該当する場合を除き、３

人以上の者から見積書を徴さなければならない。 

⑴ 契約の性質又は目的により契約の相手方を特定することがやむを得ないとき。 

⑵ 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付

する必要がない物品を購入するとき。 

⑶ 災害の発生等により緊急を要するとき。 

⑷ １件の予定価格が10万円以下の物品を購入するとき。 

⑸ 前各号に定めるもののほか３人以上の者から見積書を徴する必要がないと認

められるとき。 

２ 前項の見積書を徴することができないときは、次に掲げる書類をもって見積書

に代えることができる。 

⑴ 生産品又は即売品の売却の場合にあっては、職員の価格証明書 

⑵ 委託販売又は法令による供出の場合にあっては、取扱機関又は官公署の発行

した価格を表示した書類 

⑶ 物品を購入した場合にあっては、職員の作成した購入調書 

３ 第１項の規定にかかわらず、官報、新聞、雑誌その他これらに類する刊行物、

その価格が法令により一定しているもの、軽易なもの及び見積書を徴することが

不適当なものにあっては、見積書を省略することができる。 

（せり売り） 

第142条 予算執行者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定してせり売り

をさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者から

せり売り人を選び職員を立会わせてせり売りを行うことができる。 

２ 第119条、第120条、第122条から第126条まで、第132条、第133条及び第136条の

規定はせり売りについて準用する。 

第４節 契約の締結及び履行 

（契約書の作成） 

第143条 落札者が決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を

作成するものとする。 

２ 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する

事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目

的により該当のない事項についてはこの限りでない。 

⑴ 契約履行の場所 

⑵ 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 

⑶ 給付の完了の確認又は検査 

⑷ 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金、その他損



害金 

⑸ 危険負担 

⑹ かし担保責任 

⑺ 契約に関する紛争の解決方法 

⑻ 契約変更及び解除に関すること 

⑼ 契約によって生ずる権利義務の譲渡制限 

⑽ その他必要な事項 

（契約書の作成を省略することができる場合） 

第144条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる契約については、契約書の作成を省

略することができるものとする。 

⑴ 指名競争入札又は随意契約による物品の購入に係る契約で、契約金額が80万

円を超えないもの 

⑵ 随意契約による前号に掲げる契約以外の契約で、契約金額が30万円を超えな

いもの 

⑶ せり売りによる契約 

⑷ 物品の売払いに係る契約で、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き

取る場合のもの 

⑸ 随意契約による第１号及び第２号に掲げる契約以外の契約で、理事長が契約

書を作成する必要がないと認めるもの 

２ 前項の規定により契約書の作成を省略した場合において、次に掲げる契約につ

いては、当該契約に必要な事項を記載した請書を提出させるものとする。 

 前項第１号に掲げる契約で、契約金額が50万円を超えるもの 

⑴ 前項第１号に掲げる契約で、契約金額が50万円を超えるもの 

⑵ 前項第２号に掲げる契約のうち業務の委託契約で、契約金額が10万円を超え

るもの 

⑶ 前項第３号に掲げる契約で、契約金額が10万円を超えるもの 

⑷ 前項第５号に掲げる契約で、理事長が請書の提出を必要と認めるもの 

（契約保証金） 

第145条 令第167条の16第１項の規定により、組合と契約を締結する者（以下「契

約者」という。）が納付すべき契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上とす

る。 

（契約保証金に代わる担保） 

第146条 令第167条の16第２項において準用する令第167条の７第２項の規定により

契約者が納付すべき契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、

次に掲げるものとし、担保の価値は、当該各号に掲げるところによる。 

⑴ 国債及び地方債 額面金額又は登録金額の８割に相当する金額 

⑵ 政府の保証のある債券 額面金額の8割に相当する金額 

⑶ 銀行等の振り出し又は支払いを保証した小切手 額面金額又は保証した金額 

⑷ 理事長が確実と認める社債 額面金額の8割に相当する金額 

⑸ 理事長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券 債券額面金額 

⑹ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第195

号）第３条に規定する金融機関又は保証事業会社の保証 保証金額 

⑺ その他確実と認められる担保で理事長の定めるもの 理事長が定める金額 

（契約保証金の免除） 



第147条 第145条の契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部

を納めさせないことができる。 

⑴ 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結し

ているとき。 

⑵ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

⑶ 令第167条の５及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結す

る場合において、その者が過去２年間に国（公社、公団を含む。）又は地方公

共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、か

つ、これらをすべて履行したものについて、その者が契約を履行しないことと

なるおそれがないとき。 

⑷ 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。 

⑸ 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。 

⑹ 指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において契約金額が300

万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれが

ないと認めるとき。 

⑺ 試験、研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契

約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。 

⑻ 特定の者でなければその目的を達成することが困難と認められる契約を締結

する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがない

と認めるとき。 

⑼ 契約者が国（公社、公団を含む。）、他の地方公共団体であるとき。 

⑽ その他理事長が特に認めたとき。 

（契約保証金の還付） 

第148条 契約保証金は、契約者がその義務を履行した場合又は、第152条第１項の

規定により契約を解除した場合に還付する。ただし、契約で別段の定めをしたと

きは、その定めるところによる。 

（契約の変更等） 

第149条 予算執行者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者

からその責に帰さない事由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったとき

は、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。 

２ 予算執行者は、契約者からその責に帰すべき事由により履行期限の延長をした

い旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延

利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。 

３ 予算執行者は、前２項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、

速やかに第143条及び第144条の規定による手続きの例により変更契約書を作成し、

又は変更請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延

長を承認した場合にあっては、この限りでない。 

４ 第２項の遅延利息の額は、契約金額（既に引渡を受けた部分がある場合には、

当該部分に対する契約金額相当額として理事長が認定した額を控除した額）につ

き年５パーセントの割合で計算した額とする。 

（履行遅滞の場合の違約金等） 

第150条 契約者の責に帰すべき事由により、履行期限内に契約の一部又は全部を履

行しないときは、契約の定めるところにより違約金を徴収する。 

２ 前項の違約金は、遅延日数１日につき契約金額（既に引渡を受けた部分がある



場合には、当該部分に対する契約金額相当額として理事長が認定した額を控除し

た額）の1,000分の１に相当する額とする。 

（長の解除権） 

第151条 理事長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除す

ることができる。 

⑴ 契約の締約結又は履行について不正の行為があったとき。 

⑵ 契約者の責に帰すべき事由により履行期限内又は履行期限後相当期間内に契

約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 

⑶ 工事の請負契約の場合において、正当な事由がなくて着工時期を過ぎても工

事に着手しないとき。 

⑷ 工事の請負契約の場合において、承認を得ないで工事の全部又は大部分を一

括して第三者に請負わせたとき。 

⑸ 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。 

⑹ その他契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと

認められるとき。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、契約者

にその損害を賠償させるものとする。 

３ 第１項の規定により契約を解除した場合において、契約の履行部分で検査に合

格したものに対しては、当該部分に対する契約金額相当額を支払うものとする。 

第152条 理事長は契約が履行されない間は、前条第１項に規定する場合を除くほか

必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前条第３項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 

３ 第１項の規定により契約を解除した場合において、契約者に損害を及ぼしたと

きはその損害を賠償するものとし、その額は契約者と協議して定める。 

（契約解除の通知） 

第153条 理事長は前２条の規定により契約を解除するときは、その旨を書面をもっ

て契約者に通知するものとする。 

２ 契約者において前項の規定による書面の受領を拒み、又は契約者の所在が不明

のため、前項の規定による通知をすることができないときは、掲示その他の方法

により公告するものとする。 

（解除による物件の引取り） 

第154条 契約を解除した場合において貸与品、支給材料その他の物件があるときは、

契約者に返還させ、引渡しを受けない物件があるときは契約者と協議して定めた

期間内に契約者にこれを引取らせ、その他原状に復させるものとする。 

２ 前項の場合において契約者が正当と認められる事由がなくて所定の期間内に物

件を引き取らず、その他原状に復さないときは、契約者に代わってその物件の処

分をすることができる。 

（監督の職務と検査の職務の兼職禁止） 

第155条 法第234条の２第１項の規定により監督を行う職員（以下「監督員」とい

う。）又は検査を行う職員（以下「検査員」という。）は、監督の職務及び検査

の職務を兼ねることができない。 

（監督員の一般的職務） 

第156条 監督員は、工事若しくは製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に

より、これらの請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における



工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約者

に必要な指示をするものとする。 

２ 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのない

ようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密

に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。 

３ 監督員は、理事長の要求があったとき、又は随時に、監督の実施についての報

告をするものとする。 

（検査員の一般的職務） 

第157条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認（給付の完了前に代価の

一部を支払う必要がある場合において行う工事又は製造の既済部分の確認を含

む。）のために契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必

要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査す

るものとする。 

２ 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の確認（給付の完了前に代価の

一部を支払う必要がある場合において行う工事又は製造の既済部分の確認を含

む。）のために契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量につ

いて検査をするものとする。 

３ 前２項の場合において必要があるときは、分解又は試験をして検査を行うもの

とする。 

４ 検査員は、前３項の検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合しない

ものであるときは、その旨及び処置についての意見を調書に記載して理事長に提

出するものとする。 

（検査調書の作成） 

第158条 検査員は、物件の買入契約で50万円を超えるもの、工事、製造その他につ

いての請負契約（物品の修理に係る請負契約を除く。次項において同じ。）又は

その他の契約について、検査の結果契約が履行されたと認めるときは、検査調書

を作成するものとする。 

２ 前項の場合において、検査員は、工事及び製造の請負契約で契約金額が130万円

以下のものについては支出命令書に、その他についての請負契約及びその他の契

約については契約者が提出する業務完了届又は事業結果報告書の余白に検査年月

日及び検査員氏名を記載し、押印したもの（業務完了届又は事業結果報告書を徴

し難いものとして理事長の定めるものにあっては、支出命令書に検査年月日を記

載したもの）をもって、同項に規定する検査調書に代えることができる。 

３ 物件の買入契約に係る既納部分又は工事若しくは製造その他の請負契約に係る

既納部分に対し、給付の完了前に代価の一部を支払う必要があるときは、第１項

の検査調書を作成するものとする。 

４ 前２項の場合における支払は、検査調書によらなければすることができない。

この場合において物品の購入又は修理についての支払は、第245条第２項に規定す

る物品検収調書によるものとする。 

（監督又は検査を委託して行った場合の確認） 

第159条 令第167条の15第４項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検

査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結

末を記載した書面を作成するものとする。 

２ 前項の場合における支払は、同項の書面によらなければすることができない。 



（部分払） 

第160条 理事長は、既納部分又は既済部分に対し、給付の完了前に代金の一部を支

払う必要があるときは、物品の購入契約にあってはその既納部分の代価、工事、

製造その他についての請負契約にあってはその既済部分の代価の10分の９に相当

する額以内の額の部分払をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該

当する部分の代価については、その代価の全額まで支払うことができる。 

⑴ 性質上可分の物品の購入契約に係る既納部分又は性質上可分の工事、製造そ

の他についての請負契約に係る完済部分 

⑵ 国又は県の補助の対象事業に該当し、かつ、契約金額の支払が２年度以上に

わたる物品の購入契約又は工事、製造その他についての請負契約に係る当該年

度末における既済部分 

２ 前項の規定による部分払の回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、

それぞれ当該各号に掲げる回数以内とする。ただし、工事の中止その他特別の理

由により理事長が必要があると認める場合は、この限りでない。 

⑴ 500万円以上 2,000万円未満 １回 

⑵ 2,000万円以上 5,000万円未満 ２回 

⑶ 5,000万円以上 理事長が定める回数 

３ 前２項の規定による部分払の額は、初回にあっては既納部分又は既済部分につ

いて第１項の規定により算定した額（前金払が行われているときは、当該算定し

た額から当該既納部分又は既済部分の率に対応する前金払の額を控除した額）以

内の額とし、２回目以降にあっては、その都度、既納部分又は既済部分について

第１項の規定により算定した額から既に支払った部分払の額を控除して得た額

（前金払が行われているときは、当該控除して得た額から当該既納部分又は既済

部分の率に対応する前金払の控除した額）以内の額とする。 

４ 理事長は、契約締結後に生じた逓次繰越し、明許繰越し、事故繰越しその他や

むを得ない事由により、契約代金の支払を当該年度と当該年度の翌年度以後とに

行う必要が生じるときは、既に締結した契約に規定する部分払のほかに、当該年

度の部分払として当該年度末における既納部分又は既済部分に対する部分払をす

ることができる。この場合における当該部分払の額は、第１項の規定により算定

した額から既に支払った部分払又は前金払の額を控除して得た額以内の額とし、

その額は、当該契約に係る当該年度の予算の額を超えないものとする。 

５ 理事長は、第１項及び前項の規定に基づき、部分払をしようとするときは、当

該部分払を受けようとする者で、理事長が特に必要があると認めるものに対し、

損害保険会社と次に掲げる要件を備える保険契約を締結させ、当該保険契約に係

る保険証券を提示させるものとする。 

⑴ 保険金の額が当該部分払の額以上の額であること。 

⑵ 保険契約の期間が当該部分払を受けようとする日から完納又は完済する日ま

でであること。 

第７章 現金及び有価証券等 

第１節 現金及び有価証券 

（歳計現金の保管） 

第161条 歳計現金は、会計管理者が組合名義により指定金融機関に預金して保管し

なければならない。 

２ 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が理事長と協議して



定めるものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要とみとめるときは、理事長

と協議して指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利

な方法で保管することができる。 

（釣銭準備金の保管） 

第162条 会計管理者は、出納員の要請により釣銭準備金を保管させることができる。

ただし、その限度額及び保管期間は、会計管理者が定めるものとする。 

２ 会計管理者は、第191条の規定により釣銭の出納保管を検査しなければならない。 

（現金の手許保管） 

第163条 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、現金を手許に一時保管するときは、

堅固な容器に納めて保管するものとする。 

（一時借入金の借入れ） 

第164条 一時借入金の借入れは、理事長が会計管理者の意見を聞いて決定する。 

（一時借入金の出納） 

第165条 一時借入金は、これを借入れるときは収入に、これを償還するときは収入

の戻出に準じて取り扱うものとする。 

（現金の受入れ又は払出し） 

第166条 繰上充用金を歳計現金に受け入れるとき、又は歳計剰余金若しくは繰越財

源充当額を繰り越すため歳計現金を払い出すときは、決算振替命令書により行う

ものとする。 

２ 前項の規定は、小切手支払未済額を歳入に組入れるために払い出す場合及び歳

入歳出外現金又は基金の受払残金を繰越すために払い出す場合について準用する。 

（会計相互間の現金の流用） 

第167条 会計管理者は、各会計間で、又は歳入歳出外現金若しくは基金から各会計

へ現金を流用することができる。 

（公金振替命令書の交付に支出の規定の準用） 

第168条 第97条の規定は、次に掲げる場合における現金の払出しについて準用する。 

⑴ 歳計剰余金を繰り越すとき。 

⑵ 歳入歳出外現金又は基金の受払残金を繰り越すとき。 

⑶ 繰越財源充当額を繰り越すとき。 

⑷ 小切手支払未済繰越金を歳入に組み入れるとき。 

⑸ 歳計現金を流用するとき。 

（歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理） 

第169条 歳入歳出外現金及び組合が保管する有価証券で組合の所有に属しないもの

（以下「保管有価証券」という。）の会計年度及び所属区分は、現に出納を行っ

た日の属する年度とする。 

２ 歳入歳出外現金及び保管有価証券の毎年度末における残高は、翌年度に繰り越

すものとする。 

第170条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分により、歳計外・基

金受払整理簿及び保管金整理簿により整理するものとする。 

⑴ 担保 

保証金代替担保 

その他の担保 

⑵ 保証金 



入札保証金 

契約保証金 

その他の保証金 

⑶ 保管金 

源泉所得税 

特別徴収の市町村民税及び県民税 

共済組合等払込金 

社会保険料被保険者負担金 

受託徴収金 

その他の保管金 

２ 前項第３号の保管金については、必要に応じ、さらに細分して整理することが

できる。 

（歳入歳出外現金の出納の通知） 

第171条 令第168条の７第２項の規定による歳入歳出外現金の出納の通知は、受入

調定書又は払出命令書によって行うものとする。 

２ 令第168条の７第３項の規定により歳入歳出外現金の出納を歳計現金の出納の例

によって行うときは、この規則中「収入」とあるのは「受入」と、「支出」とあ

るのは「払出し」と、「戻入」とあるのは「返納」と、「戻出」とあるのは「払

戻し」とそれぞれ読み替えるものとする。 

３ 第１項の払出命令書には、支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類の添

付を省略することができる。 

（保管有価証券の出納） 

第172条 保管有価証券の出納は、保管金整理簿によって行うものとする。 

（保管有価証券の保管） 

第173条 保管有価証券は、堅固な容器に納めて保管するものとする。ただし、会計

管理者が必要と認めるときは、指定金融機関に保護預けをすることができる。 

（保管有価証券の利札の還付） 

第174条 会計管理者は、保管有価証券の納付者から保管有価証券の利札の還付請求

を受けたときは、領収証書と引換えにこれを還付するものとする。 

（入札保証金の納付） 

第175条 入札保証金（入札保証金に代えて提供させる担保を含む。以下同じ。）を

納付しようとする者は、納入通知書によって納付しなければならない。 

（入札保証金の保管） 

第176条 会計管理者は、入札保証金を、現金で納付した落札者に対しては納入通知

書兼領収書を、有価証券で納付した落札者に対しては有価証券保管証書を交付す

るものとする。 

２ 会計管理者は、前項の手続とともに受入調定書により第170条に規定する手続を

執るものとする。 

（入札保証金の払渡し） 

第177条 課長等は、落札者以外の者の納付した入札保証金は、入札終了後直ちに払

渡しの手続をするものとする。 

２ 会計管理者は、落札者から入札保証金の払渡請求を受けたときは、保管の原因

がなくなったことを確認した上で入札保証金領収証書兼保管証書又は有価証券保

管証書を回収し、払出命令書により当該入札保証金を払い渡すものとする。 



（契約保証金の納付） 

第178条 契約保証金を納付しようとする者は、納入通知書によって指定金融機関等

に振り込まなければならない。 

２ 契約保証金に代えて有価証券を提供しようとする者は、契約保証金（担保）納

付書によって会計管理者に提供しなければならない。 

（契約保証金の保管） 

第179条 会計管理者は、前条第１項の規定により契約保証金を振込みした者に対し

ては振込みのあったときに納入通知書兼領収書を交付し、同条第２項の規定によ

り有価証券を提供した者に対しては提出のあったときに保管証書を交付するもの

とする。 

（契約保証金の払渡し） 

第180条 第177条第２項の規定は、契約保証金又は契約保証金に代えて提供された

有価証券の払渡しについて準用する。 

（保証金に代えて担保される担保以外の担保） 

第181条 前３条の規定は、保証金に代えて提供される担保以外の担保の納付、保管

及び払渡しについて準用する。ただし、公金出納取扱担保の出納保管については、

会計管理者の定めるところによる。 

（保証金保管簿の記載） 

第182条 会計管理者は、保証金保管簿を備え、これに保証金（保証金に代えて提供

された担保を含む。以下同じ。）の保管状況を記載するものとする。 

（保管証書発行済の証明） 

第183条 保証金に係る保管証書を亡失又はき損した者は、保管証書発行済証明願を

会計管理者に提出し、その証明を求めることができる。 

２ 会計管理者は、前項に規定する願出を受けたときは、これを調査し、その事由

がやむを得ないものと認められるものについて、当該保管証書発行済の旨の証明

をするものとする。 

３ 前項の証明をしたときは、保証金の払渡しについて、当該証明書を保管証書と

みなすものとする。 

（基金に属する現金の出納） 

第184条 第171条の規定は、基金に属する現金の出納について準用する。 

（財産に属する有価証券の出納及び保管） 

第185条 第172条及び第173条の規定は公有財産又は基金に属する有価証券の出納及

び保管について準用する。この場合において、当該有価証券の出納については有

価証券出納簿にその受払を記載するものとする。 

第２節 帳簿等及び検査 

（帳簿） 

第186条 会計管理者、課長等及び資金前渡職員は、次に掲げる帳簿を備えて、この

規則の定めるところにより毎年度別に現金及び有価証券の会計に関する事務を整

理しなければならない。 

⑴ 会計管理者 

収支日計表、歳入簿、歳出簿、小切手用紙使用整理簿、有価証券出納簿、保

証金保管簿、歳計外・基金受払整理簿 

⑵ 課長等 

歳入簿、歳出簿、滞納整理簿、返納金整理簿、前金払整理簿、過誤納金還付



整理簿、調定伺簿 

⑶ 資金前渡職員 

前渡資金出納簿 

（帳簿の記載） 

第187条 帳簿の記載は、その記載原因の発生のつど直ちにしなければならない。 

（帳簿の訂正） 

第188条 帳簿の記載事項を訂正又は抹消しようとするときは、その事項に朱線２条

を引き、その右側又は上部に正書し、訂正した者が押印するものとする。 

２ 金銭出納に関する帳簿の金額を訂正するときは、前項の規定にかかわらず訂正

原因の発生した日付で、その原因及び訂正する金額を記載するものとする。ただ

し、減額するものは朱書するものとする。 

（収支月報等の提出） 

第189条 会計管理者は、毎月歳入簿、歳出簿等により歳計現金等の現在高報告書を

作成し、指定金融機関の現金と照合して、その結果を理事長に報告するものとす

る。 

２ 公金受託者は、公金徴収額月計報告書を作成し、指定金融機関等の収納済証明

書を添えて翌月の10日までに会計管理者に提出するものとする。 

（指定金融機関等の検査） 

第190条 会計管理者は、毎年定期又は臨時に指定金融機関等の公金の預金状況及び

帳簿を検査するものとする。 

（出納事務の検査） 

第191条 会計管理者は、出納員、現金取扱員及び物品取扱員の事務につき必要に応

じ検査を行うものとする。 

２ 前項の検査については、会計管理者は会計担当課所属職員に出納検査員を命じ、

実地検査を行わせることができる。 

（出納検査員の職権） 

第192条 前条第２項の規定による出納検査員は、実地検査上必要な場合は、検査を

受けるものに対し口頭又は書面をもって、検査上必要な書類の提出を要求し、ま

たその説明を求めることができる。 

（検査済の表示） 

第193条 出納検査員は、検査が終了したときは、主な帳簿の裏面に検査年月日を記

入し、署名押印しなければならない。 

（検査復命書の提出） 

第194条 出納検査員は、検査の結果について復命書を作成し、会計管理者に提出し

なければならない。 

２ 会計管理者は、前項の復命書に重要と認める事項があるときは、理事長にこれ

を報告しなければならない。 

（現金等の亡失届） 

第195条 出納員、現金取扱員、会計職員、資金前渡職員又は占有動産を保管してい

る職員がその保管に係る現金又は有価証券（保管有価証券を含む。以下同じ。）

を亡失したときは、直ちにそのてん末を記載した書類を作成し、課長等の意見書

を添え、会計管理者に届出するものとする。 

２ 会計管理者は、前項の届出を受けたときは、その事情を調査し、意見を付し、

理事長の裁定を受けるものとする。 



第８章 財産 

第１節 公有財産 

（公有財産の総括） 

第196条 事務局長は、理事長の命を受け、公有財産を総括するものとする。 

（行政財産の管理） 

第197条 課長等は、その所管に属する行政財産を管理するものとする。 

（普通財産の管理） 

第198条 普通財産は、財産管理担当課長等がこれを管理するものとする。 

２ 事務局長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、普通財

産を所管課長に管理させることができる。 

（公有財産の注意義務） 

第199条 課長等は、その所管する公有財産について常にその現状を把握し、特に次

に掲げる事項に注意しなければならない。 

⑴ 公有財産の維持、保存及び使用目的の適否 

⑵ 貸付及び使用を許可した貸付料及び使用料の適否 

⑶ 電気、ガス、給排水及び避雷その他諸施設の良否 

⑷ 土地の境界 

⑸ 台帳及び付属図面と所管する公有財産との照合 

⑹ その他公有財産の管理の適法性 

（公有財産の審議） 

第200条 課長等は、公有財産を取得、処分、交換、貸付、借入、分類換及び所管換

をしようとするときは、理事会に付さなければならない。 

（公有財産取得前の処置） 

第201条 購入、交換、寄附その他により公有財産を取得するときは、あらかじめそ

の財産について必要な調査を行い、権利の設定又は特殊の義務があるときは、そ

の所有者及び権利者に対しこれを消滅させ、また、これに関し必要な処置をさせ

なければならない。 

（取得事務） 

第202条 課長等は、土地及び建物を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記

載した書類を添え、財産管理担当課長に合議し、理事長の決裁を受けなければな

らない。 

⑴ 名称、種類、構造、数量及び所在地 

⑵ 取得の理由及び取得の方法 

⑶ 利用計画 

⑷ 取得しようとする価格又は見積価格 

⑸ 相手方の住所及び氏名（ただし、法人の場合はその所在地及び名称並びに代

表者の住所及び氏名。以下同じ。） 

⑹ 土地又は家屋の登記事項証明書 

⑺ 建物の敷地が借地である場合はその面積及び所有者の住所並びに氏名 

⑻ 相手方が公共団体又はその他の法人である場合において、不動産の処分につ

いて当該議決機関の議決又は監督官庁の許可若しくは認可を必要とするものに

あっては、当該議決機関の議決書又は監督官庁の許可書若しくは許可書の写し。 

⑼ 当該財産の関係図面 

⑽ その他必要と認める事項 



（土地及び建物以外の公有財産の取得） 

第203条 課長等は、土地及び建物以外の公有財産を取得しようとするときは、前条

の規定に準じて理事長の決裁を受けなければならない。 

（取得通知） 

第204条 課長等は、購入、交換、建築、工作物等によって公有財産を取得したとき

又は法令若しくはその他の事由によって財産が組合に帰属したときには、そのつ

ど公有財産取得通知書により財産管理担当課長に通知しなければならない。 

２ 前項の通知には、当該財産の図面及び写真を添えなければならない。ただし、

軽易なものについては写真の添付を省略することができる。 

３ 道路法施行法（昭和27年法律第181号）第５条第１項の規定による道路で用途の

廃止によって生じた廃道敷については、課長等は直ちに道路法（昭和27年法律第

180号）第94条第２項の規定に基づいて、組合に帰属させた後財産取得の通知をし

なければならない。 

（公有財産の受領） 

第205条 課長等は、購入、交換、寄附等によりその所管の公有財産となるべきもの

は引渡しに関する書類、図面等を照合し、適確と認めた場合に受領するものとす

る。 

２ 前項の規定により公有財産を受領しようとするときは、課長等は実地立会の上

行うものとする。 

（代金支払の時期） 

第206条 公有財産の購入又は交換に伴う代金又は交換差金の支払は、登記又は登録

の必要のある財産についてその登記又は登録を完了した後に、その他の財産につ

いては、その引渡しを受けた後に行うものとする。ただし、理事長が特に必要と

認めたときは、この限りでない。 

（登記又は登録） 

第207条 課長等は、購入、交換又は寄附の採納により取得した公有財産で、登記又

は登録の必要のあるものについては、法令の定めるところにより、遅滞なくその

手続きをしなければならない。 

２ 前項の規定により登記又は登録を完了した場合において、当該登記済書又は登

録済証は、財産管理担当課長が保管するものとする。 

（公有財産の保険） 

第208条 建物、工作物、車両及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険

に付するものとする。 

２ 前項に規定する損害保険に関する事務は、財産管理担当課長が行うものとする。 

３ 財産管理担当課長は、第１項の規定により損害保険に付すべき公有財産につい

て、損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該財産を管理する課長

に通知しなければならない。 

４ 課長等は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がな

くなったときは、直ちに財産管理担当課長に通知しなければならない。 

（公有財産の引継ぎ） 

第209条 行政財産の用途を廃止し、若しくは変更した場合又は普通財産を取得した

場合において、課長等は決裁を受けて財産管理担当課長にこれを引き継ぐものと

する。ただし、引き継ぐことを適当としないものとして理事長が定めるものにつ

いては、この限りでない。 



２ 前項のただし書の普通財産については、第198条の規定にかかわらず当該財産を

所管する課長等がこれを管理するものとする。 

３ 第１項の規定により普通財産を引き継ぐ場合においては、課長は財産管理担当

課長に実地立会を求めるものとする。 

（所管換え） 

第210条 課長等は、その所管する公有財産の所管換え（異なる会計間又は各課の間

において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。）をしようとするときは、

関係課長等と協議し、事務局長の決裁を受けて財産管理担当課長に速やかに通知

しなければならない。 

２ 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において有償として

整理するものとする。ただし、理事長が特に認めた場合は、この限りでない。 

（所属換え） 

第211条 課長等は、その所管する公有財産の所属換え（同一課内において、一の施

設に属する公有財産を他の施設の所属に移すことをいう。）をしようとするとき

は、事務局長の決裁を受けて財産管理担当課長に速やかに通知しなければならな

い。 

（用途変更） 

第212条 課長等は、その所管する行政財産の用途変更（行政財産の用途を他の用途

の行政財産に変更することをいう。）をしようとするときは、事務局長の決裁を

受けて財産管理担当課長に速やかに通知しなければならない。 

（用途廃止） 

第213条 課長等は、その所管する行政財産の用途廃止（行政財産の用途を廃止し、

普通財産にすることをいう。）をしようとするときは、事務局長の決裁を受けて

財産管理担当課長に速やかに引き継がなければならない。 

（行政財産の使用範囲） 

第214条 行政財産は次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の４第４項の

規定に基づく行政財産の使用（以下「行政財産の使用」という。）を許可するこ

とができる。 

⑴ 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体の用に供するとき。 

⑵ 使用の目的が組合の事務又は事業を推進する上に効果があると認められると

き。 

⑶ 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させる必要があ

るとき。 

⑷ 理事長において特に必要やむを得ないと認めるとき。 

（行政財産の使用許可申請） 

第215条 前条の規定により行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使

用許可申請書を理事長に提出しなければならない。 

（使用許可期間） 

第216条 前条の規定により使用を許可することができる期間は、１年を超えないも

のとする。 

２ 前項の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の時

から同項の期間を超えないものとする。 

３ 前項の規定により使用期間を更新しようとする場合においては使用者は、期間

満了の１月前までに行政財産使用許可更新申請書を理事長に提出しなければなら



ない。 

（使用許可の手続） 

第217条 課長等は、第214条の許可の申請があったときは、次に掲げる事項のうち

必要な事項を記載した書類に行政財産使用許可書を添え、財産管理担当課長に合

議し、理事長の決裁を受けなければならない。 

⑴ 使用を許可しようとする物件の明細 

⑵ 使用を許可しようとする理由 

⑶ 使用期間 

⑷ 使用料 

⑸ 当該財産の価格評価調書により算出した使用料の評定調書 

⑹ 使用者の申請書 

⑺ 当該財産の関係図面 

⑻ その他必要と認める事項 

２ 前項の規定は、前条第３項の場合について準用する。 

（交換） 

第218条 課長等は、土地又は土地の定着物若しくは建物を交換しようとする場合は、

次に掲げる事項のうち、必要な事項を記載した書類を添え、財産管理担当課長に

合議し、理事長の決裁を受けなければならない。 

⑴ 交換しようとする物件の所在地及び地番 

⑵ 相手方の住所及び氏名 

⑶ 交換しようとする事由 

⑷ 用途及び利用計画 

⑸ 交換しようとする物件の明細 

⑹ 交換に供する公有財産の台帳記載事項 

⑺ 価格評定調書 

⑻ 交換差金がある場合は、納入又は支払についての具体的な事項並びに予算額

及び経費の支出科目 

⑼ 相手方の交換仮承諾書 

⑽ 当該財産の関係図面 

⑾ その他必要と認める事項 

（普通財産の売払手続） 

第219条 財産管理担当課長は、普通財産の売払いをしようとする場合は、次に掲げ

る事項のうち必要な事項を記載した書類を添え、理事長の決裁を受けなければな

らない。 

⑴ 売払いをしようとする物件の明細 

⑵ 随意契約による場合は、相手方の住所及び氏名並びにその利用計画又は事業

計画 

⑶ 売払いをしようとする事由 

⑷ 価格評定調書 

⑸ 代金の納付方法及び時期 

⑹ 指名競争契約に付し、又は随意契約による場合は、その事由及び適用法令の

条項 

⑺ 当該財産の関係図面 

⑻ その他必要と認める事項 



（譲与手続） 

第220条 財産管理担当課長は、普通財産を譲与する場合は、次に掲げる事項を記載

した書類を添え、理事長の決裁を受けなければならない。 

⑴ 譲与しようとする物件の明細 

⑵ 価格評定調書 

⑶ 譲与しようとする事由、適用法令の条項及び相手方並びに利用計画又は事業

計画 

⑷ 譲与に付帯して条件を定める場合はその条件 

⑸ 当該財産の関係図面 

⑹ その他必要と認める事項 

（売払代金の延納） 

第221条 財産管理担当課長は、令第169条の３第２項の規定により売払代金等の延

納の特約をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添え、理事

長の決裁を受けなければならない。 

⑴ 物件の所在、区分、数量、売払代金（交換差金）及び相手方 

⑵ 延納期限又は毎期の納付額及び利率 

⑶ 担保の種類 

⑷ 一時に支払うことが困難である事由 

⑸ その他必要な書類 

２ 財産管理担当課長は、前項の場合にあっては売払代金又は交換差金の延納を申

請しようとする者から担保を提供させなければならない。この場合その者から担

保提供書を提出させるものとする。 

３ 前項の担保は、次の各号に掲げるものとし、その価値は、当該各号に掲げると

ころによる。 

⑴ 土地 時価（当該土地上に建物があるとき又はその建設計画があるときは、

更地価格から地上権に相当する割合を控除した価格）の７割以内の価格 

⑵ 第123条第１項各号に掲げるもの 当該各号に掲げる価格 

４ 前項の場合において同項第１号の財産については、順位第１番の抵当権を設定

するものとする。 

（延納台帳） 

第222条 財産管理担当課長は、売払代金等の延納を認めた場合は、延納台帳に記載

し、整理するものとする。 

（普通財産の貸付申請） 

第223条 普通財産の貸付を受けようとする者は、普通財産借受申請書を提出しなけ

ればならない。 

２ 貸付期間の更新を受けようとする借受人は契約満了の１月前までに普通財産借

受更新申請書を提出しなければならない。 

（普通財産の貸付手続） 

第224条 財産管理担当課長は、普通財産を貸付けしようとする場合は、次に掲げる

事項を記載した書類を添え、事務局長を経て理事長の決裁を受けなければならな

い。 

⑴ 貸付けようとする物件の明細 

⑵ 貸付けようとする者の住所及び氏名並びに利用計画又は事業計画 

⑶ 貸付けようとする事由 



⑷ 貸付期間 

⑸ 貸付料 

⑹ 当該財産価格調書により算出した貸付料の評定調書 

⑺ 無償貸付又は減額貸付をする必要のあるとき及び指名競争契約又は随意契約

によろうとするときは、その適用法令の条項 

⑻ 貸付申請書 

⑼ その他必要と認める事項 

（貸付期間） 

第225条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。 

⑴ 植樹を目的として、土地及び土地の定着物（建物を除く。以下同じ。）を貸

付ける場合 30年 

⑵ 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸付ける場合 10年 

⑶ 建物その他の物件を貸付ける場合 ５年 

２ 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において更新のと

きから同項の期間を超えることができない。 

（貸付料） 

第226条 普通財産の貸付けに対して、相当の貸付料を徴収するものとする。 

２ 前項の貸付料は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、毎月又は毎年定期

に前納させるものとする。ただし、貸付料の数月分、数期分又は数年分を前納さ

せることを妨げない。 

３ 貸付料の算定に当っては、特別の定めがあるもののほか、国有財産土地建物貸

付料評価基準の例による。 

（借受人の費用負担） 

第227条 理事長は、貸付料の免除を受けた者に対して、その貸付物件の維持に必要

な費用の全部又は一部を負担させることができる。 

（用途指定の貸付け、譲与又は売払い） 

第228条 一定の用途に供する目的をもって普通財産の貸付け、譲与又は売払いをす

る場合は、その相手方に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日

及び期間を指定するものとする。 

（借受人等の変更届出） 

第229条 次の各号のいずれかに該当する場合は普通財産の借受人は、遅滞なくこれ

を理事長に届け出なければならない。 

⑴ 相続人は法人の合併によって借受権利者の変更があったとき。 

⑵ 借受人又は保証人の住所又は氏名の変更があったとき。 

（管理人の選定） 

第230条 普通財産の借受人で構成市町内に住所又は居所を有しないものは、構成市

町内に住所又は居所を有する管理人を定め、管理人選定届により届出なければな

らない。これを変更するときもまた同様とする。 

（借受人の遵守事項） 

第231条 普通財産の借受人は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、

特に理事長の承認を受けた場合は、この限りでない。 

⑴ 借受物件を転貸ししないこと。 

⑵ 借受けの権利を譲渡しないこと。 

⑶ 借受物件の形質を変改し、又はこれに工作物を設置しないこと。 



⑷ 借受物件の使用目的又は用途を変更しないこと。 

（契約の解除） 

第232条 普通財産を契約により貸付けし、譲与し、売払い又は交換した場合におい

て、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、その契約を解除する。 

⑴ 既に貸付けた場合で組合が公用、公共用又は企業の用に供するため必要があ

るとき。 

⑵ 貸付料を納付期限後３月以上経過してなお納付しないとき。 

⑶ 前条の規定に違反したとき。 

⑷ 用途を指定して貸付けし、譲与し、売払い又は交換した場合に指定期日を経

過してもなおこれをその用途に供さないとき又はその用途に供した後に指定期

間内にその用途を廃止したとき。 

⑸ 延納による売払代金又は交換差金の納付が履行されないとき。 

⑹ 前各号のほか契約条件に違反したとき。 

（原状の回復） 

第233条 公有財産の使用許可及び契約期間の満了又は取消し及び解約の場合、使用

者又は借受人は、自己の費用で使用又は借受物件を原状に回復しなければならな

い。ただし、理事長が必要でないと認めるときは、この限りでない。 

（滅失き損の報告） 

第234条 事務局長は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失又

はき損したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載し、理事長に報告しなければ

ならない。ただし、当該滅失又はき損の程度が軽微なときは、この限りでない。 

⑴ 台帳記載事項 

⑵ 滅失又はき損の原因及び事故発生の日時 

⑶ 被害財産の種目別数量及び被害の程度 

⑷ 見積損害額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額並びにその算定基  

礎 

⑸ き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急処置 

⑹ 貸付け又は一時使用中のものについては、相手方、その使用状況及び使用目

的 

⑺ 損害保険に関する事項（付保していないときはその理由） 

⑻ 当該事故が他人の行為によるものについては、賠償請求に関する事項 

⑼ その他参考となる事項 

（財産台帳） 

第235条 財産管理担当課長は、公有財産の種類及び種目の区分に従い財産台帳及び

財産の総括表を備えなければならない。 

２ 課長は、前項の財産台帳の副本を備えなければならない。 

（台帳整理） 

第236条 課長等は、その所管に属する公有財産に増減その他の異動があった場合は、

そのつど遅滞なく根拠書類によって前条に規定する台帳を整理し、財産管理担当

課長に通知しなければならない。 

（財産の種別） 

第237条 財産台帳に記載すべき公有財産の種別、種目及び数量の単位は、津幡町財

務規則（昭和60年津幡町規則第１号）別表第６を準用する。 

（台帳価格） 



第238条 財産台帳に記載すべき公有財産の価格は、次の各号による。ただし、模様

替え、又は修繕の費用は、算入しないものとする。 

⑴ 買入れによるものは、買入価格 

⑵ 交換によるものは、交換価格 

⑶ 収用によるものは、補償金額 

⑷ 建物、工作物及び船舶については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は

製造費によることが困難なものは、見積価格 

⑸ 立木竹については、取得時の価格又はその材積に単価を乗じて算出した価格。

ただし、庭木その他材積を基準として算出することが困難なものについては、

見積価格 

⑹ 法第238条第１項第４号及び第５号に掲げる権利については、取得価格。ただ

し、取得価格によることが困難なものについては、見積価格 

⑺ 法第238条第１項第６号及び第７号に掲げる財産のうち、株券については取得

価格、出資による権利については出資金額、その他のものについては、額面金

額 

２ 前項の規定にかかわらず天災その他の事故により財産の一部を滅失した場合に

は、台帳価格を基準にして算出した損害見積価格を控除したものを残存財産の価

格とする。 

（台帳価格の改定等） 

第239条 課長等は、その所管に属する公有財産について５年ごとにその年の３月31

日の現況においてこれを評価し、公有財産の台帳価格を改定するものとする。 

２ 土地又は建物及び工作物の価格は、適正な時価によって評定するものとする。

この場合にあっては、精通者の意見及び売買実例を参考にして当該物件の品位及

び立地的条件等を総合し、公平かつ妥当な価格を算出するものとする。 

３ 課長は、台帳価格を改定したときは、財産管理担当課長に通知するものとする。 

（付属図） 

第240条 財産台帳及びその副本には、当該台帳に記載される土地、建物、地上権等

についての図面を付属させておくものとする。 

２ 公有財産の異動を台帳に記載する場合は、前項の規定による図面についてもこ

れを修正し、かつ、異動前のものとの関係を明らかにしておくものとする。 

（貸付け、借受け簿の整理） 

第241条 課長等は、その所管する公有財産を貸付け、又は土地建物等を借受けたと

きは、直ちに財産管理担当課長に報告するものとする。 

２ 財産管理担当課長は、前項の報告を受けたときは、貸付借受財産整理簿を備え、

記載するものとする。 

（定期報告） 

第242条 課長等は、その所管する公有財産の毎年度末における現在高について財産

台帳により公有財産現在高報告書を作成し、翌年度の６月10日までに財産管理担

当課長に報告するものとする。 

２ 財産管理担当課長は、前項の報告に基づいてその財産に関する調書を地方自治

法施行規則第16条の２に規定する様式の例により作成し、事務局長を経て６月30

日までに会計管理者に通知するものとする。 

第２節 物品 

（物品の分類） 



第243条 物品の分類は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

⑴ 備品 比較的長期にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に耐

えるもの（第３号から第５号に掲げるものを除く。） 

⑵ 消耗品 通常の方法による比較的短期間の使用によってその性質又は形状を

失い、使用に耐えなくなるもの（次号から第５号までに掲げるものを除く。） 

⑶ 生産物 試験、研究、実習又は作業等により生産、製作又は漁獲したもの

（第５号に掲げるものを除く。） 

⑷ 原材料品 工事用材料、加工用原料、給食用材料又は医療用材料 

⑸ 動物 獣類、鳥類又は魚類等で飼育するもの 

２ 前項第１号及び第５号の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、消耗品とする。 

⑴ 耐用年数が１年未満のもの又は取得価格が３万円未満のもの（美術工芸品及

び蔵書を除く。） 

⑵ ガラス製品及び陶磁器等で破損しやすいもの（美術工芸品及び蔵書を除

く。）並びに記念品、褒賞品その他これらに類するもの 

⑶ 実験又は解剖用の動物 

⑷ 鑑賞用の小動物及び試験研究又は増殖のため必要な水産動物 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、使用目的が特殊なため、あるいは性質上長期の

使用に適さないもので、事務局長が備品又は動物として取扱うことを不適当と

認めるもの 

３ 物品の細分類は、別表第５に定める。 

（物品の会計年度、所属区分） 

第244条 物品の会計年度、所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度と

する。 

２ 物品は、毎年度の残高を翌年度へ繰越して使用しなければならない。 

（購入物品の検収） 

第245条 課長等は、購入した物品の納入を受けたときは、所属職員に検収させるこ

とができる。 

２ 前項の規定により検収したときは、直ちに物品検収調書を作成するものとする。

ただし、契約金額が50万円以下の物品については、物品購入（修理）にかかる支

出命令書にその旨及び検収年月日を記載し、押印することにより物品検収調書の

作成に代えることができる。 

（生産物及び動物の取得） 

第246条 課長等は、生産物を取得したとき又は動物が出生（ふ化を含む。）したと

きは、そのつど生産物（動物）取得調書を作成し、会計管理者に報告するものと

する。 

（物品の管理、保管責任） 

第247条 次の各号に掲げる物品の管理又は保管に当っては、それぞれ当該各号に定

める職員が、当該物品の引渡しを受けたときから、その責めに任ずるものとする。 

⑴ 職員が単独で使用する物品 当該職員 

⑵ 職員が供用して使用する物品 課長等又は課長等が指定する職員 

⑶ その他の物品 課長等又は課長等が指定する職員 

⑷ 保管物品 課長等 

２ 前項の規定は、組合が借り入れ又は受託その他により物品を管理又は保管する



場合についてこれを準用する。 

（物品の出納の通知） 

第248条 令第170条の３の規定による物品の出納の通知は、課長等が第255条に規定

する物品に関する帳簿に押印することによって行うものとする。ただし、第256条

の規定により帳簿の記載が省略される場合は、口頭によって行うものとする。 

（物品の保管換え） 

第249条 課長等は、物品を保管換えするときは、物品保管換伺を作成し、受入先及

び財産管理担当課長に合議の上、会計管理者の承認を受けるものとする。 

２ 課長等は、不用の物品については、財産管理担当課に保管換えするものとする。

ただし、保管換えすることが不適当と認められる物品又は腐敗、変質その他の理

由により、速やかに処分しなければならない物品については、この限りでない。 

（物品の分類換え） 

第250条 課長等は、物品を第243条に定める分類間又は同一分類内における細分類

間において、組み替えたときは、物品組替調書を作成し、財産管理担当課長に合

議の上、会計管理者に報告するものとする。 

（物品の表示） 

第251条 備品には、１点ごとに所管名、細分類番号及び登録番号を表示するものと

する。ただし、品質又は形体上これによることができないものは、この限りでな

い。 

２ 前項の細分類番号及び登録番号は、備品台帳に記載された細分類番号及び登録

番号によるものとする。 

（物品の処分） 

第252条 財産管理担当課長（第249条第２項ただし書の場合にあっては、課長等）

は、不用の物品を処分しようとするときは、物品の不用（廃棄）伺により会計管

理者の決裁を受けるものとする。 

２ 課長等は、売払いを目的とする物品を処分しようとするときは、物品売払伺に

より、財産管理担当課長に合議の上、会計管理者の決裁を受けるものとする。 

（物品の亡失等の報告） 

第253条 物品取扱員、出納員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物

品を使用している職員が、その保管に係る物品若しくは占有動産又はその使用に

係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、物品亡失（損傷）てん末書に

課長等の意見を添えて会計管理者に提出し、事務局長を経て理事長の決裁を受け

なければならない。 

（物品の点検及び定期報告） 

第254条 課長等は、毎年３月31日現在において職員が使用中の物品及び物品取扱員

が保管する物品を帳簿と照合の上点検し、その旨帳簿の余白に記載して押印する

ものとする。 

２ 課長等は、物品の定期報告については、物品現在高報告書によるものとし第242

条の規定を準用する。 

（物品に関する帳簿） 

第255条 課長等は、次に掲げる物品に関する帳簿のうち必要な帳簿を備え、記載原

因の発生のつど直ちに記載するものとする。ただし、理事長が特に認める帳簿を

もってこれに代えることができる。 

⑴ 備品台帳 



⑵ 動物台帳 

⑶ 消耗品出納簿 

⑷ 生産物出納簿 

⑸ 原材料品出納簿 

⑹ 貸与品（寄託品）整理簿 

⑺ 借受品（受託品）整理簿 

（帳簿記載の省略） 

第256条 次の各号に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。 

⑴ 新聞、官報、公報、雑誌、法規追録その他これに類する刊行物 

⑵ 組合で発行する刊行物及び印刷した諸用紙 

⑶ 消耗品で受入れ後直ちに使用又は消費するもの 

⑷ 食料品で、受入れ後直ちに消費するもの 

⑸ 出張先において購入し、現地において消耗するもの 

⑹ 記念品及び褒賞品等並びに式典、講習会等において必要とする物品で、受入

れ後直ちに払出しするもの 

⑺ 車両用燃料（潤滑油を含む。）で、直接給油されるもの 

⑻ ガラス、針金等の営繕用に供するもの 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が認めるもの 

（物品の貸出し） 

第257条 物品は、課長等が必要と認めるときは貸出しすることができる。 

２ 物品を貸出しするときは、物品借用願を提出させなければならない。 

（物品貸出しの条件） 

第258条 物品の貸出しに当たっては、別に定めるものを除くほか、各号に掲げる事

項を貸出しの条件とするものとする。 

⑴ 貸出物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負

担すること。 

⑵ 貸出物品は、転貸ししないこと。 

⑶ 貸出物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。 

⑷ 貸出物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返戻すること。 

⑸ その他必要な事項 

（貸出物品の賠償責任） 

第259条 借り受け物品を亡失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を

賠償しなければならない。 

第３節 債権 

（債権の総括） 

第260条 事務局長は、理事長の命を受け債権を総括する。 

（債権の管理） 

第261条 課長は、その所管に属する債権を管理するものとする。 

（帳簿の記載） 

第262条 課長は、その所管に係る債権が発生し、若しくは組合に帰属し、又は当該

債権が他から引き継がれたときは、遅滞なく債務者の住所及び氏名、債権金額並

びに履行期限その他次に掲げる事項を調査し、確認の上、債権管理簿に記載する

ものとする。当該確認に係る事項について変更があった場合も、また同様とする。 

⑴ 債権の発生原因及び発生年度 



⑵ 債権の種類 

⑶ 利率その他利息に関する事項 

⑷ 延滞金に関する事項 

⑸ 債務者の資産又は業務の状況に関する事項 

⑹ 担保（保証人の保証を含む。以下同じ。）に関する事項 

⑺ 解除条件 

⑻ その他理事長が定める事項 

（督促手続） 

第263条 課長は、その所管する債権について、令第171条の規定により行う履行の

督促は、督促状を債務者に送付することによって行うものとする。 

（保証人に対する履行の請求手続） 

第264条 課長は、その所管する債権について、令第171条の２第１項第１号の規定

により保証人にたいして履行の請求をする場合は、保証人及び債務者の住所及び

氏名又は名称、履行すべき金額、期限その他必要な事項を明らかにした納入通知

書を保証人に送付することによって行うものとする。 

（履行期限の繰上げの手続） 

第265条 課長は、その所管する債権について、令第171条の３の規定により履行期

限を繰上げる通知をする場合は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らか

にした納入通知書を債務者に送付するものとする。 

（債権の申出の手続） 

第266条 課長は、その所管する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知っ

た場合において、令第171条の４第１項の規定による措置として執行機関（動産に

あっては執行吏、不動産にあっては裁判所）に対し、組合が債権者として配当の

要求その他債権の申出をする旨を明らかにした書面を当該事務を所管する執行機

関に送付するものとする。 

⑴ 債務者が強制執行を受けたこと。 

⑵ 債務者の総財産について競売の開始があったこと。 

⑶ 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。 

⑷ 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。 

⑸ 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。 

⑹ 債務者である法人が解散したこと。 

⑺ 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をした

こと。 

⑻ 第４号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての精算が

開始されたこと。 

（その他の保全手続） 

第267条 課長は、その所管する債権を保全するため、令第171条の４第２項の規定

により債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ、

増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めようとする場合は、

第270条の規定による履行延期承認通知書を発する場合を除き、担保等に関する請

求書を作成し、債務者に送付するものとする。 

２ 前項の規定により提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとし、

担保の価値は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。 

⑴ 国債及び地方債 債権価格の８割に相当する金額 



⑵ 政府の保証のある債券 債権価格の８割に相当する金額 

⑶ 理事長が確実と認める社債 社債額面の８割に相当する金額 

⑷ 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械 時価の７

割以内の価格 

⑸ その他理事長が確実と認めるもの 理事長が定める金額 

３ 課長は、その所管する債券について、担保が提供されたときは遅滞なく担保権

の定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるた

め、必要な措置をとらなければならない。 

４ 課長は、その所管する債券を保全するため必要があるときは、裁判所に対し、

仮差押又は仮処分の手続を執ることを求めるものとする。 

５ 課長は、その所管する債権を保全するため必要がある場合において、組合が債

権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当

該権利を行うため、必要な措置をとるものとする。 

６ 課長は、その所管する債権について、債務者が組合の利益を害する行為をした

ことを知った場合において、組合が債権者として当該行為の取消しを求めること

ができるときは、直ちに、裁判所に対し、その取消しを求めるものとする。 

７ 課長は、その所管する債権が時効によって消滅することとなるおそれがあると

きは、時効を中断するため必要な措置をとるものとする。 

（徴収停止の手続） 

第268条 課長は、その所管する債権について、令第171条の５に規定する措置をと

る場合は、同条各号に掲げる場合の一に該当する理由、その措置をとることが債

権の管理上必要があると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は

資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、理

事長の決裁を受けるものとする。 

２ 課長は、前項に規定する措置をとったときは、債権管理簿に「徴収停止」の表

示をするとともに、その措置の内容を記載するものとする。 

３ 課長は、第１項の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持するこ

とが不適当となったことを知ったときは、その措置を取りやめ、債権管理簿に

「徴収停止取消」の表示をするとともに、その取りやめの内容を記載するものと

する。 

（消滅の表示） 

第269条 課長は、その所管する債権で、債権管理簿に記載したものについて、その

債権金額の全部が消滅したときは、債権管理簿に「消滅」の表示をするとともに、

その理由を記載するものとする。 

（履行期限の延長の手続） 

第270条 令第171条の６の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行延期

申請書の提出に基づいて行うものとする。 

２ 課長は、債権者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その

内容を審査し、令第171条の６第１項の各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期

の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する事

由及び必要であると認める事由を記載した書類に、当該申請書又はその写しその

他の関係書類を添え、事務局長を経て理事長の決裁を受けるものとする。 

３ 前項の場合において、当該申請書の内容を確認するため必要があるときは、債

務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問



し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提

出を求めるなど必要な調査を行うものとする。 

４ 課長は、履行延期の特約等をする場合には、履行延期承認通知書を作成し、債

務者に送付するものとする。この場合において、その通知書には、必要に応じ指

定する期限までに、担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証

書の提出がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記するものと

する。 

５ 課長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するも

のとする。 

⑴ 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又

は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考と

なるべき報告若しくは資料の提出を求めること。 

⑵ 次に掲げる場合は、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行

期限を繰上げることができる。 

ア 債務者が、組合の不利益になることを知ってその財産を隠し、そこない、

処分し、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を

負担する行為をしたとき。 

イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分

割された弁済金額についての履行を怠ったとき。 

ウ 第266条の各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。 

エ 債務者が、前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従

わないとき。 

オ その他債権者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履

行期限によることが不適当になったと認められるとき。 

（履行延期の特約等の取消の措置） 

第271条 課長は、履行延期の特約等をした債権について、債務者の責に帰すべき事

由により、前条第４項に規定する担保の提供、債務名義の取得のため必要な行為

又は債務証書の提出が同項に規定する期限までになかったときは、直ちに履行延

期の特約等の解除又は取消しを行い、その旨を債務者に通知するものとする。 

（履行期限を延長する期間） 

第272条 課長は、履行延期の特約等をする場合は、履行期限（履行期限後に履行延

期の特約等をする場合は、当該履行延期の特約等をする日）から５年（令第171条

の６第１項第１号又は第５号に該当する場合は10年）以内において、その延長に

係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすること

を妨げない。 

（分割して弁済させる債権の履行延期の特例） 

第273条 課長は、その所管する債権で、分割して弁済させることとなっている債権

について履行延期の特約等をする場合において、特に必要があると認めるときは、

最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行

期限も併せて延長することができる。この場合において、最後に弁済すべき金額

に係る履行期限の延長は、最初に弁済すべき金額に係る履行期限の延長期間を超

えないものとする。 

（延納担保の提供） 

第274条 課長は、その所管する債権について、履行延期の特約等をする場合は、担



保を提供させることができる。この場合にあっては、第267条第２項の規定を準用

する。 

２ 課長は、その所管する債権で、既に担保の付されているものについて履行延期

の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分であると

認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせる

ことができる。 

（延納利息） 

第275条 課長は、その所管する債権について、履行延期の特約等をする場合は、利

息（以下「延納利息」という。）を付することができる。ただし、次に掲げる場

合は、延納利息を付さないことができる。 

⑴ 令第171条の６第１項第１号に該当する場合 

⑵ 履行延期の特約等をする債権が、貸付金に係る債権その他の債権で、既に利

息を付することとなっているものである場合 

⑶ 履行延期の特約等をする債権が、利息、延滞金その他一定期間に応じて付す

る加算金に係る債権である場合 

⑷ 履行延期の特約等をする債権の金額が、1,000円未満である場合 

⑸ 前各号に掲げる場合のほか、債権の性質その他やむを得ない事情があると認

められる場合 

２ 前項の規定によって付する延納利息の率は、理事長が一般金融市場における金

利を勘案して定める率によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情

を参酌して、不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、その率による

ことが著しく不適当である場合は、その率を下る率によることができる。 

（免除の手続） 

第276条 令第171条の７の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請

に基づいて行うものとする。 

２ 課長は、債務者から前項の書面の提出を受けた場合において、令第171条の７第

１項及び第２項の規定の一に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理

上やむを得ないと認めるときは、その該当する事由及びやむを得ないと認める事

由を記載した書類に、当該書面又はその写しその他の関係書類を添え、理事長に

提出して、その承認を受けるものとする。 

３ 課長は、債権の免除をする場合は、免除する金額、免除の日付及び令第171条の

７第２項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書

面を債務者に送付するものとする。 

（定期報告） 

第277条 債権の定期報告については、債権現在額報告書によるものとし、第242条 

の規定を準用する。 

第４節 基金 

（基金の総括） 

第278条 事務局長は、理事長の命を受けて基金を総括する。 

（基金の管理） 

第279条 財政担当課長は、基金を管理する。 

２ 財政担当課長は、前項に規定する基金（定額の資金を運用する基金を除く。）

の管理のうち、その運用方法については、事前に事務局長に協議しなければなら

ない。 



３ 基金に属する現金を基金に属する土地、若しくは有価証券又は貸付金に代える

場合において、第199条から第207条まで、第214条から第217条まで、第233条、第

234条、第237条、第238条及び第240条の規定は基金に属する土地又は有価証券の

管理について、第262条から第275条までの規定は基金に属する貸付金の管理につ

いて準用する。 

４ 財政担当課長は、その所管する基金を、土地にあっては土地台帳に、有価証券

にあっては有価証券台帳に、貸付金にあっては債権管理簿に、現金にあっては現

金台帳に記載して、常時その状況を明らかにするものとする。 

（定期報告） 

第280条 財政担当課長は、その所管する基金の毎年度末における現在高について、

前条第４項に規定する土地台帳、有価証券台帳、債権管理簿及び現金台帳により

基金現在高報告書を作成し、翌年度の６月10日までに財産管理担当課長に報告す

るものとする。 

２ 財産管理担当課長は、前項の報告により、基金現在高調書を作成し、事務局長

を経て理事長の決裁を受けて６月30日までに会計管理者に通知するものとする。 

３ 法第241条第５項の規定により議会に提出する基金の運用状況の報告は、基金運

用状況報告書により行うものとする。 

第９章 補則 

（出納員又は現金取扱員の領収印） 

第281条 出納員又は現金取扱員は、次の形式の領収印を使用するものとする。 

 
（円形ゴム印2.5センチ、日付回転式とし、番号は、出納員又は現金取扱員の番号と

する。） 

（出納員及び現金取扱員の証票） 

第282条 前条の出納員及び現金取扱員は、収入金の徴収又は滞納処分等に従事する

場合は、出納員及び現金取扱員証票を携帯するものとする。 

（領収印等の交付） 

第283条 会計管理者は、出納員及び現金取扱員が使用する領収印及び領収書を交付

するものとする。 

２ 前項の規定により領収印及び領収書交付するときは、出納員（現金取扱員）領

収印等交付簿を設け、交付する領収印の番号並びに領収書及び公金払込書の番号

を記録し、領収書の表示には必要な事項を記入させ、その使用を監督するものと

する。 

（使用済書類の返納及び保存） 

第284条 会計管理者は、使用済みとなった領収書及び公金払込書を出納員及び現金

取扱員から返納させ、これを保存するものとする。 

（指定金融機関等の領収又は支払の日付印） 

第285条 指定金融機関等が領収又は支払の証として使用する印は、日付及び当該指

定金融機関等の店舗名が表示されたものでなければならない。 



（指定金融機関等の標札） 

第285条の２ 指定金融機関等は、「河北郡市広域事務組合指定金融機関」又は「河

北郡市広域事務組合収納代理金融機関」と表示した標札を戸外の見易い箇所に掲

げるものとする。 

（出納員等の事務引継ぎ） 

第286条 出納員又は現金取扱員の交替があった場合において、前任者は、発令の日

から７日以内にその担任する事務を後任者に引き継ぐものとする。 

２ 前項の場合において、特別の事情により、その担任する事務を後任者に引き継

ぐことができないときは、会計管理者の指定した職員にこれを引き継ぐものとす

る。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができる

ようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継ぐものとする。 

第287条 前条の規定による事務引継ぎの場合において、前任者は、現金、書類帳簿

等について、事務引継報告書を作成し、帳簿は、発令の日の最終記帳の次に合計

高及び年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに署名押印

するものとする。この場合において、事務引継報告書には立会人も署名押印する

ものとする。 

２ 前任者が、死亡その他の事故により、事務引継報告書を作成することができな

いときは、課長等は、直ちにそのてん末を記載し、後任者に引継ぐものとする。 

第288条 前２条の規定により事務引継ぎを完了したときは、直ちに事務引継報告書

を会計管理者に提出しなければならない。 

２ 会計管理者は、前項の事務引継ぎの結果について特に重要なものは、直ちに理

事長に報告しなければならない。 

（寄附の採納） 

第289条 課長等は、現金等、土地、建物、物品その他の寄附の申込みがあった場合

は寄附申込書とともに受理するものとし、寄附受納伺書により、決裁を受けなけ

ればならない。 

２ 課長等は、前項の場合において、現金等にあっては収入金の、土地、建物、物

品等にあってはそれぞれ取得若しくは購入した場合の処理手続に準じて処理しな

ければならない。 

３ 前項に規定するもののほか、寄附採納に関し、必要な事項は、別に定める。 

（監督員及び検査員の任命） 

第290条 第156条及び第157条に規定する監督員又は検査員は、理事長が任命する。 

（財務会計システムの特例） 

第291条 財務会計システムにより予算事務及び会計事務を処理する場合において、

この規則の定めによりがたい事項については別に定める。 

（津幡町財務規則の準用） 

第292条 この規則並びに法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項は津幡

町財務規則（昭和60年津幡町規則第１号）の規定を準用する。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第11号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年10月１日規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



附 則（平成29年３月31日規則第２号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年12月23日規則第３号） 

この規則は、令和４年１月１日から施行する。



別表第１（第５条、第７条関係） 

 出納員、その他会計職員・委任事務 

配置箇所 

出納員 その他会計職員 

出納員となる

べき者の職 
委任事務 

現金取扱者と

なるべき者 

物品取扱者と

なるべき者 
委任事務 

庶務課 庶務課長 ⑴ 預金証書及び有

価証券の保管出納

事務 

  設置箇所の出

納員が委任を

受ける事務の

うち出納員が

指定する事務 

⑵ 物品の保管出納

事務 

 財政係長又は

取扱職員 

⑶ 入札保証金及び

契約保証金の収入

に関する事務 

取扱職員  

⑷ 課に属する部品

の保管出納事務 

 財政係長又は

取扱職員 

企画課 企画課長 ⑴ プラザ棟の使用

料の収入に関する

事務 

取扱職員  

⑵ 体験教室教材等

の実費の収入に関

する事務 

取扱職員  

⑶ 河北斎場の使用

料の収入に関する

事務 

  

⑷ 課に属する部品

の保管出納事務 

 取扱職員 

施設管理

課 

施設管理課長 ⑴ 廃棄物処理施設

の使用料の収入に

関する事務 

取扱職員  

⑵ 課に属する物品

の保管出納事務 

 取扱職員 

 

別表第２ 削除



別表第３（第63条、第64条、第89条関係） 

 支出負担行為の区分 

節 細節 

起案区分 支出負担行 

為として整 

理する時期 

支出負担行 

為の範囲 

支出負担行 

為に必要な 

書類 

適用 

支出負担 

行為 

支出負担 

担行為 

兼命令 

書 

１ 報酬  

 ○ 

支出決定の 

とき 

当該期間分 

の額 

支出調書及 

び支給明細 

書 

 

２ 給料  

 ○ 

支出決定の 

とき 

当該期間分 

の額 

支出調書及 

び支給明細 

書 

 

３ 職員手当 

 等 

 

 ○ 

支出決定の 

とき 

当該期間分 

の額 

支出調書、 

支給明細書 

及び手当を 

支給すべき 

事実の発生 

を証明する 

書類 

 

４ 共済費  

 ○ 

支出決定の 

とき 

当該期間分 

の額 

支出調書、 

支給明細 

書、払込通 

知書及び控 

除計算書 

 

５ 災害補償 

 費 

 

○  

支出決定の 

とき 

当該期間分 

の額 

請求書及び 

手当を支給 

すべき事実 

の発生を証 

明する書類 

 

６ 恩給及び 

退職年金 

 
 ○ 

支出決定の 

とき 

当該期間分 

の額 

請求書  

７ 報償費 報償金 

○ （○） 

契約締結の 

とき 

（支出決定

のとき） 

契約した額 

（支出しよ 

うとする 

額） 

契約書、請 

書又は見積 

書（請求書 

及び請求明 

細書） 

法令等に支 

出の根拠及 

び金額の定 

めのあるも 

ので、現金 

又は商品券 

等で支出す 

るものは 

（ ）書き 

による 

賞賜金 

買上金 

○  

契約締結の 

とき 

契約した額 契約書、請 

書又は見積 

書 

 

８ 旅費  
（○） ○ 

請求のあっ 

たとき 

請求のあっ 

た額 

旅費請求書 

兼領収証書 

長期旅行、 

外国旅行及 



及び旅程明 

細書 

び移転量を 

伴うものは 

（ ）書き 

による 

９ 交際費  

○ （○） 

支出決定の 

とき（請求 

があったと 

き） 

支出しよう 

とする額 

（請求のあ 

った額） 

契約書、請 

書又は見積 

書（支出証 

明書及び領 

収書） 

支払方法が 

資金前途に 

よるものに 

ついては 

（ ）書き 

による 

10 需用費 消耗品費 

○ （○） 

契約締結の 

とき（債務 

履行完了又 

は請求締切 

日） 

契約した額 

（請求のあ 

った額） 

契約書、請 

書又は見積 

書（請求書 

及び請求明 

細書） 

単価契約締 

結済みのも 

ので債務履 

行完了後に 

支出金額が 

確定するも 

のについて 

は（ ）書 

きによる 

燃料費 

食糧費 

○  

契約締結の 

とき 

契約した額 契約書、請 

書又は見積 

書 

 

 印刷製本費 

○ （○） 

契約締結の 

とき（債務 

履行完了又 

は請求締切 

日） 

契約した額 

（請求のあ 

った額） 

契約書、請 

書又は見積 

書（請求書 

及び請求明 

細書） 

単価契約締 

結済みのも 

ので債務履 

行完了後に 

支出金額が 

確定するも 

のについて 

は（ ）書 

きによる 

光熱水費 

 ○ 

債務完了の 

とき又は請 

求締切日 

請求のあっ 

た額 

請求書及び 

請求明細書 

 

修繕料 

○ （○） 

契約締結の 

とき（債務 

履行完了又 

は請求締切 

日） 

契約した額 

（請求のあ 

った額） 

契約書、請 

書又は見積 

書（請求書 

及び請求明 

細書） 

単価契約締 

結済みのも 

ので債務履 

行完了後に 

支出金額が 

確定するも 

のについて 

は（ ）書 

きによる 

賄材料費 

11 役務費 通信運搬費 

○ （○） 

契約締結の 

とき（債務 

履行完了又 

契約した額 

（請求のあ 

った額） 

契約書、請 

書又は見積 

書（請求書 

単価契約締 

結済みのも 

ので債務履 



手数料 は請求締切 

日） 

及び請求明 

細書） 

行完了後に 

支出金額が 

確定するも 

のについて 

は（ ）書 

きによる 

広告料 

火災保険料 

 ○ 

請求のあっ 

たとき 

請求のあっ 

た額 

請求書兼領 

及び請求明 

細書 

 

自動車損害 

保険料 

その他損害 

保険料 ○  

契約締結の 

とき 

契約した額 契約書、請 

書又は見積 

書 

 

12 委託料 委託料 

○ （○） 

契約締結の 

とき（債務 

履行完了又 

は請求締切 

日） 

契約した額 

（請求のあ 

った額） 

契約書、請 

書又は見積 

書（請求書 

及び請求明 

細書） 

単価契約締 

結済みのも 

ので債務履 

行完了後に 

支出金額が 

確定するも 

のについて 

は（ ）書 

きによる 

13 使用料及 

び賃借料 

使用料 

○ （○） 

契約締結の 

とき（債務 

履行完了又 

は請求締切 

日） 

契約した額 

（請求のあ 

った額） 

契約書、請 

書又は見積 

書（請求書 

及び請求明 

細書） 

単価契約締 

結済みのも 

ので債務履 

行完了後に 

支出金額が 

確定するも 

のについて 

は（ ）書 

きによる 

不動産賃借 

料 

○ 

（○） 
 

契約締結の 

とき（年度 

当初） 

契約した額 

（契約した 

額） 

契約書、請 

書又は見積 

書 

（契約書） 

前年度以前 

に長期貸借 

契約締結済 

みのものに 

ついては 

（ ）書き 

による 

その他賃借 

料 

○ （○） 

契約締結の 

とき又は請 

求事由の生 

ずる期間の 

当初（年度 

当初又は請 

求事由の生 

ずる期間の 

当初） 

契約した額 

（請求のあ 

った額） 

契約書、請 

書又は見積 

書（契約 

書、請書又 

は見積書） 

単価契約締 

結済みのも 

ので債務履 

行完了後に 

支出金額が 

確定するも 

のについて 

は（ ）書 

きによる 

入場料 
○ （○） 

契約締結の 

とき（債務 

契約した額 

（請求のあ 

契約書、請 

書又は見積 

支払方法が 

資金前途に 



履行完了の 

とき） 

った額） 書（支出証 

明書及び領 

収書） 

よるものに 

ついては 

（ ）書き 

による 

14 工事請負 

 費 

 

○  

契約締結の 

とき 

契約した額 仕様書、入 

札書、見積 

書、契約書 

又は請書 

 

15 原材料費  

○ （○） 

契約締結の 

とき（債務 

履行完了又 

は請求締切 

日） 

契約した額 

（請求のあ 

った額） 

契約書、請 

書又は見積 

書（請求書 

及び請求明 

細書） 

単価契約締 

結済みのも 

ので債務履 

行完了後に 

支出金額が 

確定するも 

のについて 

は（ ）書 

きによる 

16 公有財産 

購入費 

 
○  

契約締結の 

とき 

契約した額 契約書又は 

請書 

 

17 備品購入 

 費 

 
○  

契約締結の 

とき 

契約した額 契約書又は 

請書 

 

18 負担金、 

補助及び交 

付金 

負担金 

○ （○） 

支出決定の 

とき（支出 

決定のと 

き） 

支出しよう 

とする額 

（支出しよ 

うとする 

額） 

請求書及び 

請求明細書 

（請求書及 

び請求明細 

書） 

退職手当組 

合負担金に 

ついては 

（ ）書き 

による 

補助金 

○ 

（○） 
 

支出決定の 

とき（債務 

履行完了の 

とき） 

支出しよう 

とする額 

（請求のあ 

った額） 

決定通知書 

の写し（請 

求書及び請 

求明細書） 

債務履行完 

了後に支出 

金額が確定 

するものに 

ついては 

（ ）書き 

による 

補給金 
○  

支出決定の 

とき 

支出しよう 

とする額 

決定通知書 

の写し 

 

交付金 

○ （○） 

支出決定の 

とき（債務 

履行完了の 

とき） 

支出しよう 

とする額 

（請求のあ 

った額） 

決定通知書 

の写し（請 

求書及び請 

求明細書） 

債務履行完 

了後に支出 

金額が確定 

するものに 

ついては 

（ ）書き 

による 

職員研修負 

担金 

 ○ 

請求のあっ 

たとき 

請求のあっ 

た額 

旅費請求書 

兼領収証書 

及び旅程明 

細書又は請 

求書 

 

19 扶助費  ○ （○） 支出決定の 支出しよう 決定通知書 法令等に支 



とき（支出 

決定のと 

き） 

とする額 

（支出しよ 

うとする 

額） 

の写し（請 

求書及び請 

求明細書） 

出の根拠及 

び金額の定 

めのあるも 

ので、債務 

履行完了後 

に支出金額 

が確定する 

ものについ 

ては（ ） 

書きによる 

20 貸付金  

○  

貸付決定の 

とき 

貸付使用と 

する額 

契約書、確 

約書、申請 

書 

 

21 補償、補 

填及び賠償 

 金 

 

○  

支出決定の 

とき 

支出しよう 

とする額 

判決書謄 

本、請求書 

 

22 償還金、 

利子及び割 

引料 

償還金 

○ （○） 

支出決定の 

とき（支払 

期日） 

支出しよう 

とする額 

（支出しよ 

うとする 

額） 

償還の根拠 

となる書類 

（請求書及 

び請求明細 

書） 

長期借入償 

還金につい 

ては（ ） 

書きによ 

る。 

利子 

○ （○） 

支出決定の 

とき（支払 

期日） 

支出しよう 

とする額 

（支出しよ 

うとする 

額） 

契約書（請 

求書及び請 

求明細書） 

長期借入金 

利子につい 

ては（ ） 

書きによ 

る。 

還付加算金 
○  

支出決定の 

とき 

支出しよう 

とする額 

過誤納整理 

表 

 

23 投資及び 

出資金 

出資金 

○  

出資又は払 

込決定のと 

き 

出資又は払 

込しようと 

する額 

申請書、申 

込書 

 

24 積立金 積立金 
○  

積立決定の 

とき 

積立しよう 

とする額 

  

25 寄附金 寄附金 
○  

寄附決定の 

とき 

寄附しよう 

とする額 

申込書  

26 公課費 重量税 
 ○ 

支出決定の 

とき 

支出しよう 

とする額 

公課令書の 

写し 

 

27 繰出金 繰出金 
○  

繰出決定の 

とき 

繰出ししよ 

うとする額 

  



別表第４（第64条関係） 

 支出負担行為の区分 

区分 
支出負担行為として 

整理する時期 
支出負担行為の範囲 

支出負担行為に 

必要な書類 
備考 

１ 資金前渡 資金の前渡をすると 

き 

資金の前渡を要する 

額 

資金前渡内訳書  

２ 繰替払 現金払命令又は繰替 

払命令を発するとき 

現金払命令又は繰替 

払命令を発しようと 

する額 

内訳書  

３ 過年度支出 過年度支出を行うと 

き 

過年度支出を要する 

額 

請求書、内訳書 支出負担行為の内容 

を示す書類には、過 

年度支出である旨の 

表示をするものとす 

る。 

４ 繰越 当該繰越分を含む支 

出負担行為を行うと 

き 

繰越をした金額の範 

囲内の額 

契約書 支出負担行為の内容 

を示す書類には、繰 

越である旨の表示を 

するものとする。 

５ 過誤払返納

金の戻入 

現金の戻入の通知の 

あったとき（現金の 

戻入のあったとき） 

戻入を要する額 内訳書 翌年度５月31日以前 

に現金の戻入があ 

り、６月１日以降に 

通知があれば（ ） 

書による。 

６ 債務負担行

為 

債務負担行為を行う 

とき 

債務負担行為の額 契約書その他関 

係書類 

 

 

別表第５（第243条関係） 

物品の細分類表 

１ 備品 
分類 細分類 

番号 名称 番号 品目 

１ 机類 １ 事務用机 

２ 会議・来客用机 

３ その他 

２ いす類 １ 事務用いす 

２ 会議、来客用いす 

３ その他 

３ 戸棚、箱（庫）、台類 １ 書棚 

２ 器具棚 

３ 雑棚 

４ 書箱（庫） 

５ 金庫 

６ 台 

７ 桶 

８ その他 

４ 美術工芸品類 １ 絵画 

２ 書跡 



３ 彫刻 

４ 陶磁器 

５ 漆工 

６ 染織 

７ 金工及び刀剣類 

８ その他 

５ 室内器具、装飾品類 １ 室内器具 

２ 装飾具 

３ その他 

６ 暖冷房機器類 １ 暖房用器具 

２ 冷房用器具 

７ 厨房用具類 １ 冷蔵庫 

２ 蒸焼機 

３ 釜 

４ ミキサー 

５ なべ 

６ やかん 

７ 茶道具 

８ 盆 

９ 食器 

10 その他 

８ 寝具類 １ 布団 

２ 毛布 

３ 蚊帳 

４ 布類 

５ 寝台 

６ その他 

９ 印章、判（版）類 １ 公印 

２ 日付印 

３ 焼印 

４ その他刻印 

10 事務用機械類 １ 事務用機械 

２ その他 

11 文具品類 １ 印字用器 

２ 抜字用器 

３ 紙つづり器 

４ 穴あけ用器 

５ 計算計数用器 

６ 裁断用器 

７ 謄写用器 

８ その他 

12 図書類 １ 書籍 

２ 辞書 

３ 法令台本 

４ 図表 

５ 写真帳 

６ その他 



13 運動競技・遊具用器具類 １ 体操用具 

２ 競技用具 

３ 球技用器具 

４ 遊具 

14 視聴覚機器類 １ 電気器具 

２ 現像用具 

３ 紙芝居 

４ 楽器 

５ オーディオ装置 

６ その他 

15 計測、試験機器類 １ 試験、検査機 

２ 計量用器具 

３ 計測用器具 

４ 写真器具 

５ 製図用具 

６ その他 

16 通信用機器類 １ 通信機械 

２ 電話用機械器具 

17 電気機器類 １ 電気機械 

２ 電気器具 

18 土木、農畜用機器類 １ 土木機械 

２ 農畜用機械 

３ 土、農耕用具 

19 産業、繊維機器類 １ 産業機器具 

２ 繊維機器具 

20 工作、木工機器類 １ 工作機械 

２ 木工機械 

３ 工具 

４ その他 

21 荷役、運搬機器類 １ 荷役運搬機械 

２ 運搬用具 

３ その他 

22 消火用器具類 １ 消火器具 

２ 救命用具 

３ その他 

23 理化学実験用機器具類 １ 一般測定用機器 

２ 固体力学用機器 

３ 液体力学用機器 

４ 気体力学用機器 

５ 波動用機器 

６ 熱学用機器 

７ 光学用機器 

８ 磁気及び静電気用機器 

９ 動電気用機器 

10 天文学用機器 

11 気象学用機器 

24 車両類 １ 普通貨物自動車 



２ 乗合自動車 

３ 普通乗用自動車 

４ 小型貨物自動車 

５ 小型乗用自動車 

６ 小型特殊自動車 

７ 大型特殊自動車 

８ 自動二輪車 

９ 原動機付自転車 

10 自転車 

11 その他 

25 標本、模型、見本、展示品

類 

１ 標本 

２ 模型 

３ 見本 

４ 民俗資料 

５ 考古資料 

26 被服属具類 １ 被服属具類 

27 諸機械類 １ 諸機械類 

28 雑器具類 １ 雑具 

 

２ 消耗品  
分類 

番号 名称 

１ 紙類 

２ 事務用品類 

３ 郵便切手類 

４ 図書類 

５ 燃料及び油脂類 

６ 食料品類 

７ 試験用品類 

８ 医療衛生用品類 

９ 薬品類 

10 炊事用具類 

11 機械器具附属部品類 

12 写真用品類 

13 電気用品類 

14 運動用具類 

15 雑品類 

 

３ 動物 
分類 

番号 名称 

１ 家畜及び獣類 

２ 鳥類 

３ 魚類 

４ その他 

 

 



４ 生産物 
分類 

番号 名称 

１ 農畜産物類 

２ 林産物類 

３ 水産物類 

４ 製作品類 

５ その他 

 

５ 原材料品 
分類 

番号 名称 

１ 木材類 

２ 鉄鋼材類 

３ 非鉄金属類 

４ その他材料 

 

 

 

 



○河北郡市広域事務組合公金取扱規程 

 

制定 平成20年10月１日 訓令第１号 

 

（趣旨） 

第１条 組合の公金の収納又は支払の事務を行う指定金融機関及び収納代理金融機

関（以下「指定金融機関等」という。）は、法令の規定によるもののほか、この規

程に定めるところにより、その事務を行わなければならない。 

（収納手続） 

第２条 指定金融機関等は、公金の納付をしようとする者（以下「納入義務者」とい

う。）から納入通知書その他納入に関する書類（以下「納入通知書等」という。）に

より現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付する

とともに、現金は、組合の普通預金口座へ入金するものとする。 

２ 指定金融機関等は、会計管理者、出納員、現金取扱員又は歳入の徴収若しくは収

納の事務の委託を受けたもの（以下「公金受託者」という。）から納入通知書によ

り現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を払込者に交付して前項

の取扱いをするものとする。 

３ 指定金融機関等は、前２項に規定する場合において、納入通知書等に接続する収

納済通知書に収納金及び収納証拠書類送付書を添付し、収納日の翌営業日内に当座

取引先指定金融機関（以下「取引店」という。）に送付するものとする。 

４ 取引店は、前項に規定する収納済通知書の送付を受けたときはこれを統括して収

納証拠書類送付書を添付し、収納日の翌営業日内に会計管理者に送付するものとす

る。 

（証券による収納） 

第３条 前条の規定は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第156条第１項及

び河北郡市広域事務組合財務規則（平成18年河北郡市広域事務組合規則第14号。以

下「規則」という。）第49条に規定する証券を現金に代えて公金の納付又は払込み

に使用する場合において、これを準用する。 

２ 指定金融機関等は、証券によって公金を収納したときは、当該納入通知書等、領

収証書及び収納済通知書の各片に表示をするものとする。この場合において、当該

証券の券面金額が納入通知書等の金額に満たないときは、現金及び証券別の内訳金

額を当該書類の各片に記載するものとする。 

（証券について支払の拒絶のあった場合の措置） 

第４条 指定金融機関等は、証券をもって公金に収納した場合において、当該証券に

ついて支払の拒絶があったときは、直ちに納入義務者に証券不渡通知書により通知

するものとする。 

２ 前項に規定する場合において、指定金融機関等は、その支払のなかった金額に相

当する収納済額を取り消しするとともにその旨を収納済額取消報告書により会計

管理者に報告するものとする。 

（支払を拒絶された証券の還付） 

第５条 指定金融機関等は、前条第１項の規定による証券不渡通知書を受けた納入義

務者から当該支払拒絶があった証券の還付の請求があったときは、不渡証券受取書

を徴し、これと引換えに還付するものとする。この場合において、納入義務者が先

に受け取った領収証書を提出したときは、全額不渡りのものにあってはこれを回収



し、当該証券の券面金額が納付すべき金額に満たないときは、領収証書に現金、現

金化された証券及び不渡証券別の内訳金額を記載し、再度交付するものとする。 

（支払を拒絶された証券に代わる現金の収納） 

第６条 指定金融機関等は、納入義務者から支払の拒絶があった証券に代わる現金の

納付を受けたときは、領収証書を発行し、第２条の規定する手続をとるものとする。 

（口座振替の方法による収納） 

第７条 指定金融機関等は、自店に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書

等により、当該預金口座から組合の普通預金口座に口座振替の請求を受けたときは、

その手続をし、第２条の規定を準用して取扱うものとする。 

（公金振替の方法による収納） 

第８条 取引店は、会計管理者から公金振替書の交付をうけたときは、組合の普通預

金口座へ指定のとおり振替入金の手続をするものとする。 

２ 前項に規定する場合において、第２条第３項に規定する納入通知書等を公金振替

書に、収納済通知書を受入済通知書にそれぞれ読み替え、同条第４項に規定する手

続を準用して取扱うものとする。 

（出納閉鎖後の収納手続） 

第９条 指定金融機関等は、出納閉鎖後に納入義務者から過年度の表示のある納入通

知書等により、現金（現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。）の納付を

受けたときは、現年度の収納として取扱い当該納入通知書等及びこれに接続する書

類の各片に当該収納の日の属する年度を表示するものとする。 

（公金受託者の計算書） 

第10条 規則第62条の規定により公金受託者が納入通知書により指定金融機関等に

現金の払込みをする場合において、同時に収入金の内容を示す計算書を添付して差

し出したときは、指定金融機関等はこれを受理し、収納済通知書を添えて第２条第

３項及び第４項の規定により、会計管理者に送付するものとする。 

（返納） 

第11条 指定金融機関等は、戻入金を納入しようとする者（以下「返納者」という。）

から返納通知書により現金の納付を受けたときは、第２条から第７条までに規定す

る収納の手続の例によって取扱い、戻入金の返納として整理するものとする。 

２ 指定金融機関等は、出納閉鎖後に返納者から過年度の表示のある返納通知書によ

り現金の納付を受けたときは、第９条に規定する手続を準用して取扱うものとする。 

（小切手による支払） 

第12条 取引店は、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、当該

小切手の振出日付によって決算上の支払として整理するとともに、当該金額を組合

の普通預金口座から払出して当座預金口座に入金の手続をするものとする。 

２ 取引店は、前項に規定する手続をした後、小切手振出済通知書を当該小切手によ

る支払を終わるまで自店に留め置き、小切手支払未済額の調査に利用するものとす

る。 

第13条 取引店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号

に掲げる事項を調査し、その支払をするものとする。 

⑴ 振出人の印影は、届け出の印影と符号するか。 

⑵ 小切手は、その振出日付から１年を経過したものでないか。 

２ 前項の小切手が振出日付後１年を経過したものであるときは、当該小切手の余白

に「支払期間経過」の表示をし、これを提示した者に返付するものとする。 



３ 取引店は、会計管理者の振り出した小切手による支払をしたときは、当該小切手

の小切手振出済通知書に支払の表示をし、翌営業日内に会計管理者に送付するもの

とする。 

（指定金融機関における現金払） 

第14条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した支払依頼書の提示を受けたときは、

その持参人に現金の支払を行うとともに、当日支払分を取りまとめて会計管理者の

振り出した小切手と引換えに会計管理者に送付するものとする。 

（隔地払） 

第15条 取引店は、会計管理者から隔地払依頼書及び当該依頼額相当額を券面金額と

した小切手の交付を受けたときは、隔地払資金領収証書を会計管理者に送付すると

ともに、速やかに債権者に対し送金の手続をとるものとする。この場合において会

計管理者から支払場所の指定について意見を求められたときは、債権者のため も

便利と認める金融機関を選んで回答するものとする。 

２ 送金の方法は、銀行為替その他適宜の方法で債権者に送金するものとする。 

（口座振替払） 

第16条 取引店は、会計管理者から口座振替依頼書の送付を受けたときは、速やかに

指定された金融機関にある債権者の預金口座に振替の手続を行うとともに、支払明

細書に「口座振替」の表示し、これと引換えに会計管理者から振替金額に相当する

小切手の交付を受けるものとする。 

（公金振替依頼書による支払） 

第17条 取引店は、会計管理者から公金振替依頼書の交付を受けたときは、振替の手

続をするものとする。この場合にあっては、公金振替依頼書は支払の証拠として自

店に留め置き、振出済通知書は翌営業日内に会計管理者に送付するものとする。 

（繰替払） 

第18条 指定金融機関等は、繰替払をしたときは、その金額を収納金送付書に記載し、

第２条第３項及び第４項の規定により、会計管理者に送付するものとする。 

（支払証拠書類送付書） 

第19条 会計管理者は、第12条から第17条までの規定により小切手振出済通知書等を

送付又は交付したときは、その結果を支払証拠書類送付書により、取引店に通知す

るものとする。 

（支払未済金の繰越し） 

第20条 取引店は、会計管理者の振り出した小切手で、翌年度の５月31日までに支払

の終わらないものの金額を小切手振出済通知書により算出し、出納閉鎖期限の翌日

において当該金額を翌年度へ繰り越すため歳計現金を払い出し、支払未済繰越金と

して受入れ整理するものとする。 

２ 取引店は、同項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対する支払をすると

きは、同項に規定する支払未済繰越金から払出しするものとする。 

（支払未済金の歳入の組入れ） 

第21条 取引店は、前条の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から

１年を経過し、まだ支払を終わらないものについて、その金額、債権者名その他必

要な事項を支払未済額報告書により毎月10日までに前月分を会計管理者に報告す

るものとする。 

２ 取引店は、会計管理者が前項の報告に基づいて発する公金振替書により、当該支

払未済額に相当する金額を支払未済繰越金から払出し、歳入に組入れの手続をする



ものとする。 

（支払を終わらない隔地払資金の歳入への納付） 

第22条 取引店は、第15条第１項の規定により交付を受けた隔地払の資金のうち交付

を受けた日から１年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものはその送

金を取消し、前条第１項の規定に準じて会計管理者に報告するものとする。 

２ 取引店は、組合が発する納入通知書により当該送金取消後に相当する金額を歳入

に納付するものとする。 

（払戻し） 

第23条 取引店は、会計管理者の振り出した戻出又は払戻しの表示のある小切手によ

る支払をしたとき、又は会計管理者から戻出若しくは払戻しの表示のある公金振替

依頼書の交付を受けたときは、第12条及び第14条から第17条までに規定する支払の

手続の例によって取扱い、戻出金の払戻しとして整理するものとする。 

（帳票及び証拠書類の保存） 

第24条 指定金融機関等は、出納に関する帳票及び証拠書類を年度経過後５年間保存

しておくものとする。 

２ 前項の証拠書類は、年度及び会計等の別に区分し、整理しておくものとする。 

（報告） 

第25条 取引店は、指定金融機関等の取扱った毎日の総収支及び現金出納の結果を翌

営業日内に収支日計表及び預金現在高報告書により、会計管理者に報告するものと

する。 

（会計管理者の検査） 

第26条 指定金融機関等は、会計管理者の検査を受けるときは、別に指示する書類を

作成し、会計管理者に提出するものとする。 

（歳計現金の範囲） 

第27条 一時借入金及び第20条に規定する支払未済繰越金に繰越整理するまでの間

における小切手の支払未済金は、これを歳計現金とみなすものとする。 

２ 毎年度の歳計現金には、各会計における当該年度の収納金から支払金を差引いた

残金のほか、前項に規定する一時借入金及び小切手の支払未済金を含めて取扱うも

のとする。 

（収納金の引継ぎ） 

第28条 収納代理金融機関は、収納した現金（繰替払をしたときは、当該金額を控除

したもの。）を翌営業日内に収納金送付書を添えて、取引店に引き継ぐものとする。 

（他の金融機関への預け替え） 

第29条 取引店は、会計管理者から歳計現金、歳入歳出外現金又は基金に属する現金

を、取引店以外の金融機関に預け替えし、又は預け替え先から取引店に戻入れする

旨の通知を受けたときは、その手続をするものとする。 

（契約保証金の取扱い） 

第30条 指定金融機関等は、契約保証金を納付しようとする者から納入通知書兼領収

書により現金の払込みを受けたときは、これを領収し、当該納入通知書兼領収書に

領収印を押印のうえ、払込者に交付して、歳入歳出外現金に収納するとともに組合

の普通預金口座へ入金するものとする。 

２ 前項に規定する場合の納入通知書兼領収書に接続する書類の取扱いについては、

第２条第３項及び第４項の規定を準用してこれを行うものとする。 

（有価証券の保護預け） 



第31条 取引店は、会計管理者から有価証券の保護預けの依頼を受けたときはこれに

応ずるものとし、この場合にあっては、当該有価証券の預り証書を発行するものと

する。 

（延滞金等の収納） 

第32条 指定金融機関等は、使用料その他の収入金の収納をする場合に、納期限が経

過し、延滞金を加算して納入すべきものがあるときは、法令その他の定めるところ

によって計算した金額を加算して収納するものとする。 

附 則 

この訓令は、公表の日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合「財政事情」の作成及びその公表に関する条例 

 

制定 平成19年３月１日 条例第４号 

 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第１項の規定による財政状

況（以下「財政事情」という。）の作成及び公表に関しては、この条例の定める

ところによる。 

（公表の内容） 

第２条 「財政事情」には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 

⑴ 歳入歳出予算の執行状況 

⑵ 財産、地方債及び一時借入金の現在高 

⑶ 住民の負担の状況 

⑷ その他理事会において必要と認める事項 

（公表の時期） 

第３条 「財政事情」は、毎年４月１日から９月30日までの期間におけるものを12

月１日に、10月１日から３月31日までの期間におけるものを６月１日に公表する

ものとする。 

２ 天災その他避けることのできない事由により、前項に定める期日に「財政事

情」を公表することができないときは、理事長は、その事由がなくなったときか

ら１月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。 

（公表の方法） 

第４条 「財政事情」の公表は、河北郡市広域事務組合公告式条例（平成16年河北

郡市広域事務組合条例第１号）に定めるところにより行う。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続きに関

し必要な事項は、理事長が定める。 

   附 則 

 この条例は、平成19年４月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合財政調整基金条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第21号 

 

第１条 河北郡市広域事務組合は、地方財政法（昭和23年法律第109号。以下「法」

という。）の規定に基づき、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、河北

郡市広域事務組合財政調整基金（以下「財政調整基金」という。）を設置する。 

 （積立） 

第２条 各年度において一般会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合は、当該

剰余金のうち２分の１に相当する額を当該剰余金を生じた年度の翌年度において

財政調整基金として積み立てるものとする。 

２ 法第４条の３第１項の規定により積み立てる積立金は、財政調整基金として積

み立てるものとする。 

３ 前２項の規定により積み立てた財政調整基金から生ずる収入は、すべてこれを

財政調整基金に繰り入れるものとする。 

 （運用の方法） 

第３条 財政調整基金の運用については、法第４条の３第３項の規定によるものと

する。 

 （処分） 

第４条 財政調整基金は、法第４条の４の規定によりこれを処分することができる

ものとする。 

 （運用状況の報告） 

第５条 財政調整基金の運用状況については、決算を議会の認定に付する際あわせ

てこれを報告するものとする。 

 （規則への委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合施設建設基金条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第22号 

改正 平成17年12月22日 条例第５号 

 

 （趣旨） 

第１条 河北郡市広域事務組合の施設の新・増設、改造及び修繕（以下「建設等」

という。）に要する経費の財源に充てるため河北郡市広域事務組合施設建設基金

（以下「基金」という。）を設置する。 

２ 前項に定める施設は、ごみ処理施設、廃棄物再生利用施設、粗大ごみ処理施設

及び埋立処分地施設とする。 

 （積立） 

第２条 基金として積み立てる額は予算で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法

により運用し保管しなければならない。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基

金に繰り入れるものとする。 

 （処分） 

第５条 基金は第１条の趣旨に沿う経費の財源に充当する場合に限り、その全部又

は一部を処分することができる。 

 （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が

別に定める。 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（平成17年12月22日条例第５号） 

 この条例は、平成18年４月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合行政財産使用料条例 

 

制定 平成22年８月９日 条例第４号 

 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第225条に規定す

る行政財産の使用料については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、こ

の条例の定めるところによる。 

（使用料） 

第２条 理事会は、法第238条の４第７項の規定により行政財産の使用を許可したと

きは、行政財産の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）から使用料を

徴収することができる。 

（使用料の額） 

第３条 土地及び建物の使用料の年額は、別表により算定した額とする。 

２ 理事会は、前項の規定により算定することが著しく不適当と認める土地又は建

物に係る使用料については、別に定めることができる。 

（加算金） 

第４条 理事会は、使用者が使用した光熱水費等の諸経費を前条に規定する使用料

に加算して徴収することができる。 

（月割計算） 

第５条 使用料は、使用期間が１年に満たないときは、月割計算による。この場合

において、当該期間に１月未満の端数があるときは、これを１月とする。 

（端数計算） 

第６条 第３条及び前条の規定により算出して得た使用料の額に100円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、使用料の全額が100円未満であ

るときは、その金額を100円とする。 

（使用料の納付） 

第７条 使用者は、使用を開始する日までにその使用料を一括して納付しなければ

ならない。ただし、理事会が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限

を別に指定し、又は分割して納付させることができる。 

（使用料の減免） 

第８条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免すること

ができる。 

⑴ 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公

共用又は公益事業の用に供する場合 

⑵ 災害により使用者がその使用物件を使用目的に供しがたいと認める場合 

⑶ 庁舎等の施設を使用する者の福利厚生のため当該施設の一部を食堂、売店等

の用に供する場合 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合 

（使用料の不返還） 

第９条 既納の使用料は、返還しない。ただし、公用若しくは公共用に供するため

行政財産の使用の許可を取消したときその他特別の理由があると認めるときは、

その全部又は一部を返還することができる。 

（過料） 



第10条 理事会は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を

免れた者に対し、徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する

金が５万円を超えないときは、５万円とする。）の範囲内で過料を科することがで

きる。 

（委任） 

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例施行の際、現に使用の許可を受けている行政財産に係る使用料につい

ては、この条例の規定にかかわらず、その使用期間が終了するまでの間は、なお

従前の例による。 



別表（第３条関係） 

１ 算式 

⑴ 土地 

（当該土地の評価額／当該土地の面積）×使用面積×Ａ 

⑵ 建物 

ア 建物敷地が組合所有地の場合 

（当該建物の評価額／当該建物の延べ面積）×使用面積×Ｂ＋（当該土地の

評価額／当該土地の面積）×当該建物の建て面積×（当該建物の使用面積／

当該建物の延べ面積）×Ａ 

イ 建物敷地が借地の場合 

（当該建物の評価額／当該建物の延べ面積）×使用面積×Ｂ＋（当該土地の

借地料の年額／当該土地の面積）×当該建物の建て面積×（当該建物の使用

面積／当該建物の延べ面積） 

２ 用語 

⑴ 評価額 当該土地及び建物の価格で、理事会が別に定めるものをいう。 

⑵ Ａ 理事会がその使用目的・態様により、100分の４から100分の６までの 

範囲で定める乗率をいう。 

⑶ Ｂ 理事会がその使用目的・態様により、100分の６から100分の８までの 

範囲で定める乗率をいう。 



○河北郡市広域事務組合施設使用条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第23号 

改正 平成17年12月22日 条例第６号 

    平成24年２月24日 条例第１号 

平成26年11月26日 条例第１号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、組合の施設を使用するに必要な事項を定め、施設の適切な運

営を図ることを目的とする。 

 （使用の許可） 

第２条 組合の施設を使用しようとする者は、理事会の許可を受けなければならな

い。ただし、関係市町が収集した廃棄物については、この限りでない。 

 （使用の不許可） 

第３条 次に掲げる場合は、その使用を許可しない。 

 ⑴ 施設の管理上支障があると認めたとき。 

 ⑵ 施設を損うおそれがあるとき。 

 ⑶ その他理事会が不適当と認めたとき。 

 （許可の取消し等） 

第４条 施設の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）が、その取消し、

又は使用日時を変更しようとする場合は、速やかに理事会に申し出なければなら

ない。 

第５条 理事会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者の使用

の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合

において、使用者に損害があっても、その責は負わないものとする。 

⑴ この条例に違反したとき。 

⑵ あらかじめ許可を受けた使用目的以外に使用したとき。 

⑶ 災害その他の事由により使用できなくなったとき。 

⑷ 使用者が理事会の承諾なく他人に使用せしめたとき。 

⑸ 第３条各号に該当するに至ったとき。 

 （使用の責任） 

第６条 使用者は、その使用による火災予防などの責を負うものとし、施設又は備

品を破損したときは、時価相当額の弁償をするものとする。 

第７条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに内外を清掃し使用器材等を取

片付け、その後の使用に支障のないようにし、理事会の検査を受けなければなら

ない。 

 （使用料） 

第８条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、関係市町が収集した廃棄物の処分に係る使用につい

ては、使用料を徴収しない。 

 （使用料の減免） 

第９条 理事会は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免すること



ができる。 

 （管理上の指示） 

第10条 使用者は、管理上必要な事項について、理事会の指示に従わなければなら

ない。 

 （委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。 

附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

附 則（平成17年12月22日条例第６号） 

 この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年２月24日条例第１号） 

 この条例は、平成24年７月１日から施行する。 

附 則（平成26年11月26日条例第１号） 

 この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別表（第８条関係） 

施設の名称 取 扱 区 分 使用料 

河北郡市浄化センター １㎘につき 360円 

河北郡市クリーンセンター 10kg以下 100円 

 10㎏を超え10㎏につき 100円 

 
熱供給炉搬入物 

10kg以下 200円 

 10㎏を超え10㎏につき 200円 

河北郡市リサイクルプラザ 10kg以下 100円 

 10㎏を超え10㎏につき 100円 

 



○河北郡市広域事務組合廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第24号 

改正 平成17年12月22日 条例第７号 

 

   第１章 総則  
 （目的） 

第１条 この条例は、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進による廃棄物の減量化

を推進し、廃棄物を適正に処理し、並びに地域の清潔を保持することにより、資

源の有効な利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって住民の豊か

で快適な環境の形成に寄与することを目的とする。 

 （用語の意義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）で使用する用語の意義の例による

ほか、次に定めるところによる。 

 ⑴ 事業者 事務所、事業所、官公署、学校、病院その他これらに準ずる施設で

事業を行う者をいう。 

 ⑵ 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること。又は

資源として利用することをいう。 

⑶ 資源ごみ 再利用を目的として分別して収集する物をいう。 

 ⑷ 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。 

 ⑸ 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。 

⑹ 粗大ごみ 規則で定める長さ又は重量が比較的大きい家庭系廃棄物をいう。 

 （理事会の責務） 

第３条 理事会は、あらゆる施策を通じて廃棄物の減量化及び適正な処理を図ると

ともに、生活環境の清潔の保持に努めなければならない。 

２ 理事会は、前項の施策の実施にあたっては、住民及び事業者の意識の啓発を図

るとともに、その参加及び協力の推進に努めなければならない。 

３ 理事会は、第１項の責務を果たすため、必要な情報の収集、調査研究及び技術

の開発等に努めなければならない。 

 （事業者の責務） 

第４条 事業者は、事業活動を行うにあたり、廃棄物の減量化に努め、廃棄物を自

らの責任において適正に処理するとともに、理事会が実施する施策に積極的に協

力しなければならない。 

 （住民の責務） 

第５条 住民は、相互に協力し、廃棄物の減量化及び適正な処理を図るとともに、

地域の清潔の保持に努めなければならない。 

第２章 住民等の参加及び協力 

（住民等に対する支援等） 

第６条 理事会は、廃棄物の減量化及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関す

る住民、事業者及び地域団体等の自主的な活動に対し、情報、技術等の提供その

他の必要な支援を行い、その育成に努めるとともに、これらの者の意見を施策に

反映できるよう努めなければならない。 

 （相互協力） 



第７条 理事会、住民、事業者及び地域団体等は、廃棄物の減量化及び適正な処理

並びに地域の清潔の保持に関して、相互に協力し、連携しなければならない。 

   第３章 廃棄物の減量化の推進 

 （分別収集による資源回収の徹底等）  

第８条 理事会は、再利用に配慮した資源ごみの分別収集により資源回収の徹底を

図るとともに、本組合の処理施設内の廃棄物のうち有用なものを再利用し、廃棄

物の減量化に努めなければならない。 

 （資源回収業者等への協力要請等） 

第９条 理事会は、再利用を促進するため、資源回収又は廃棄物の再生を業とする

事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者の育成に努めなければならな

い。 

 （長期間使用可能な製品、容器等の開発等） 

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品、

容器等の開発を行うこと、並びに製品、容器等の修理及び回収の体制を確保する

ことにより、廃棄物の減量化に努めなければならない。 

 （再利用の容易性の自己評価等） 

第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用

の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用が容易な製品、容器等の開発を

行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等に

より、その製品、容器等の再利用の促進に努めなければならない。 

（再生資源の利用） 

第12条 事業者又は建設工事の発注者は、その事業又は建設工事の発注を行うに際

して、再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号）

第２条第４項に規定する再生資源をいう。）及び再生品を利用するよう努めなけ

ればならない。 

 （再利用可能な物の分別の徹底等） 

第13条 事業者は、再利用が可能な物の分別の徹底、複数の事業者の協力による資

源回収その他の再利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

 （地域団体等による自主的な活動への参加等） 

第14条 住民は、再利用が可能な物の分別を行うとともに、地域団体等による再利

用を促進するための自主的な活動に参加し、又は協力することにより、廃棄物の

減量化に努めなければならない。 

 （包装、容器等の適正化）  

第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る適

正な基準を設定すること等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。 

２ 事業者は、商品の販売等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を住

民が選択できるよう努めなければならない。 

３ 理事会は、包装、容器等の適正化を推進するため、事業者及び住民の意識の啓

発を図り、事業者に対して必要な協力を求めること等の措置を講じなければなら

ない。 

第４章 廃棄物の適正な処理 

 （一般廃棄物処理計画） 

第16条 理事会は、法第６条第１項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づ



き、一般廃棄物の処理を総合的かつ計画的に推進しなければならない。 

２ 理事会は、前項に規定する一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを公表し

なければならない。一般廃棄物処理計画を変更したときも同様とする。 

 （家庭系廃棄物の自己処分） 

第17条 土地又は建物の占有者（占有者がない場合には、管理者とする。以下「占

有者等」という。）は、その占有し、又は管理する土地又は建物内の家庭系廃棄

物で容易に処分することができるものを生活環境の保全上支障のない方法により、

自ら処分するよう努めなければならない。 

 （一般廃棄物の自己処理の基準） 

第18条 占有者等は、自ら一般廃棄物の運搬、処分等を行うときは、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）第３条又は第４条の２に規

定する基準に従わなければならない。 

 （家庭系廃棄物の搬出等） 

第19条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物内から排出される家

庭系廃棄物のうち、自ら処分し、又は再利用しない家庭系廃棄物（臨時かつ多量

の家庭系廃棄物及び犬、猫等の死体を除く。）については、理事会が指示する定

期の収集日時に所定の場所又は所定のごみ集積場に搬出しなければならない。 

 （適正処理困難物の指定等） 

第20条 理事会は、一般廃棄物のうちから、本組合が適正に処理することが困難で

あるものを適正処理困難物として指定することができる。 

２ 理事会は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行

う事業者に対して、自らの責任でその回収等の措置をとるよう要請することがで

きる。 

 （一般廃棄物の排出禁止等） 

第21条 占有者等は、本組合が行う一般廃棄物の処理に際して、次に掲げる一般廃

棄物を排出してはならない。 

 ⑴ 有毒性、危険性、有害性若しくは引火性のある一般廃棄物又は著しい悪臭を

伴う一般廃棄物 

 ⑵ 特別管理一般廃棄物 

 ⑶ 前条第１項の規定により指定された適正処理困難物 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、本組合が行う処理に支障を及ぼすおそれのある

一般廃棄物 

 ⑸ その他理事会が別に定める一般廃棄物 

（事業系廃棄物の処理） 

第22条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障の

ない方法により、適正に処理しなければならない。 

（勧告） 

第２３条 理事会は、占有者等が第19条若しくは第21条の規定に違反していると認

めるとき、又は事業者が前条の規定に違反していると認めるときは、これらの者

に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることが

できる。 

 （一般廃棄物搬入の届出等） 

第24条 本組合の処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする占有者等、事業者又は

一般廃棄物収集運搬業者は、当該一般廃棄物の搬入について、理事会の定めると



ころにより、理事会に届け出なければならない。 

２ 理事会は、前項の規定による届出を受理した場合において、当該届出に係る一

般廃棄物が、別に定める搬入基準に適合していないと認めるとき、又は当該搬入

しようとする廃棄物が当該届出の内容と異なると認めるときは、当該搬入を拒否

することができる。 

 （収集指定袋等） 

第25条 家庭系廃棄物（粗大ごみを除く。）のうち可燃性のものについては、理事

会が指定するごみ袋（以下「収集指定袋」という。）に収納し、収集形態に応じ

て理事会の指示する場所に搬出しなければならない。 

２ 事業系廃棄物のうち可燃性のものについては、理事会が認定するごみ袋（以下

「認定袋」という。）に収納し、収集形態に応じて理事会の指示する本組合の処

理施設に搬入しなければならない。 

３ 収集指定袋の指定基準及び認定袋の認定基準については、理事会が別に定める。 

（粗大ごみ処理券） 

第25条の２ 粗大ごみについては、粗大ごみ処理券（以下「処理券」という。）を

当該廃棄物に貼り付け、収集形態に応じて理事会の指示する場所に搬出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の処理券に関し必要な事項は、理事会が別に定める。 

 （手数料の徴収） 

第26条 理事会は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第228条第１項の規定により、

一般廃棄物の処理に関し、次条に定めるところにより手数料を徴収する。 

 （手数料） 

第27条 手数料は、別表のとおりとする。 

 （手数料の納入） 

第28条 前条に規定する手数料は、収集指定袋又は処理券の購入による方法で納入

するものとする。 

 （手数料の減免） 

第29条 理事会は、天災、火災その他の理由により特に必要があると認めるときは、

前条に規定する手数料を減免することができる。 

   第５章 地域の清潔の保持 

 （公共の場所の清潔の保持） 

第30条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないよ

うにしなければならない。 

２ 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該公共の場所の清潔を保持し、みだ

りに廃棄物が捨てられることがないよう適切な管理をしなければならない。 

（土地の管理） 

第31条 土地を所有し、又は管理する者は、その土地の清潔を保持し、みだりに廃

棄物が捨てられることがないよう必要な措置を講じなければならない。 

（空き缶等の散乱防止） 

第32条 缶、瓶等で飲食物を販売する者は、空き缶、空き瓶等が散乱しないよう必

要な措置を講じなければならない。 

２ 理事会は、空き缶、空き瓶等の散乱を防止するため、住民の意識の啓発を図る

とともに、これらの回収を促進するために必要な措置を講じなければならない。 

 （勧告） 



第33条 理事会は、第31条又は前条第１項の規定に違反し、地域の清潔を著しく害

していると認める者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置をとるべき旨

の勧告をすることができる。 

   第６章 雑則 

 （報告の徴収等） 

第34条 理事会は、法第18条第１項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必

要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に関して必要

な報告を求めることができる。 

 （立入検査） 

第35条 理事会は、法第19条第１項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必

要な限度において、本組合の職員に、事業者の事務所、事業所等のある土地又は

建物に立ち入り、廃棄物の減量化及び適正な処理に関し必要な検査をさせること

ができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈

してはならない。 

 （委任） 

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（平成17年12月22日条例第７号） 

 この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第27条関係） 

区  分 手数料 

収集指定袋 大 １枚につき40円 

収集指定袋 中 １枚につき20円 

収集指定袋 小 １枚につき12円 

粗大ごみ処理券 １枚につき800円 
 



○河北郡市広域事務組合廃棄物の減量化及び適正処理等に関する規則 

 

制定 平成16年３月１日 規則第10号 

改正 平成18年４月１日 規則第９号 

 

（趣旨) 

第１条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。

以下「法」という。）及び河北郡市広域事務組合廃棄物の減量化及び適正処理等

に関する条例（平成16年河北郡市広域事務組合条例第24号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義) 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の意義の例

による。 

 （一般廃棄物処理計画の実施計画の公表) 

第３条 理事会は、条例第16条に規定する一般廃棄物処理計画のうち、翌年度の事

業について定める実施計画を、毎年３月31日までに公表するものとする。 

 （家庭系廃棄物の搬出方法) 

第４条 条例第19条の規定による家庭系廃棄物の搬出のうち、容器包装廃棄物及び

資源ごみ等を除く可燃性の家庭系廃棄物の搬出にあたっては、収集指定袋に収納

し、当該袋の上端部をしっかり縛らなければならない。 

２ 条例第19条第２項の規定による粗大ごみの搬出にあたっては、当該不燃ごみに

処理券を添付しなければならない。 

３ 前２項の規定による家庭系廃棄物以外の家庭系廃棄物の搬出については、理事

会が別に定める。 

 （粗大ごみ） 

第４条の２ 条例第２条第５項に定める粗大ごみは、最大の辺若しくは径がおおむ

ね50センチメートルを超え、又は重量がおおむね20キログラムを超えるものをい

う。 

 （粗大ごみ処理券） 

第４条の３ 条例第25条の２第２項に定める粗大ごみ処理券（以下、「処理券」と

いう。）は、再交付しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、既に交付した処理券が汚損、破損等の理由により使

用できなくなったときは、理事会は、当該使用できなくなった処理券に記載され

ている事項が確認できる場合に限り、処理券を再発行することができる。 

 （一般廃棄物処理業の許可申請等) 

第５条 法第７条第１項若しくは第２項の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許

可又は許可の更新を受けようとする者及び浄化槽法（昭和58年法律第43号）第35

条第１項の規定により、浄化槽清掃業の許可又は許可の更新を受けようとする者

は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める申請書を理事会に提出しな

ければならない。 

⑴ 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可・許可更新申請書（様式

第１号） 

⑵ 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可・許可更新申請書（様式第２号） 

２ 法第７条の２の規定により、一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可



を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請書（様式

第３号）を理事会に提出しなければならない。 

（許可証) 

第６条 理事会は、法第７条第１項又は法第７条の２第１項の規定により、一般廃

棄物収集運搬業の許可又は事業の範囲の変更の許可をしたとき及び浄化槽法第35

条第１項の規定により、浄化槽清掃業の許可又は事業の範囲の変更の許可をした

ときは、当該許可を受けた者（以下「許可業者」という。）に対し、次の各号に

定める区分に応じ、当該各号に定める許可証を交付するものとする。 

⑴ 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可証（様式第４号) 

⑵ 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可証（様式第５号） 

２ 許可業者は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、速やかに理事会に許可証

再交付申請書（様式第６号）を提出し、許可証の再交付を受けなければならない。 

３ 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

（事業の廃止等の届出) 

第７条 法第７条の２第３項の規定による廃止又は変更の届出は、一般廃棄物収集

運搬業廃止・変更届出書（様式第７号）により行うものとする。浄化槽法第37条

又は浄化槽法第38条の規定による届出は、浄化槽清掃業変更届出書（様式第８

号）又は浄化槽清掃業廃業等届出書（様式第９号）により行うものとする。 

（許可証の返還) 

第８条 許可業者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を理事会に返

還しなければならない。 

⑴ 法第７条の３第１項の規定により許可を取り消されたとき。 

⑵ 当該許可に係る事業の全部を廃止したとき。 

（報告の徴収) 

第９条 理事会は、法第18条の規定に基づき、様式第10号及び様式第11号に定める

ところにより報告を求めるものとする。 

 （雑則) 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成16年３月１日から施行する。 

附 則（平成18年４月１日規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。

  



様式第１号（第５条関係） 

一般廃棄物収集運搬業許可・許可更新申請書 

年  月  日

河北郡市広域事務組合理事長       様  

  

住所 

氏名         ㊞

法人にあっては、名称及び

代表者氏名 

 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項の規定により、一般廃棄物収集

運搬業の 
許 可 

許可の更新 
を受けたいので申請します。 

 

事業所の所在地及び名称   

事 業 の 範 囲   

使用する車両、器材の 

種 類 及 び 数 量 

 

 
 

収 集 ・ 運 搬 の 料 金   

事業開始予定年月日 

（許可の更新を申請する 

場合は、記入不要）  

 

 

 

 

  



 

添付書類及び図面 

 １ 事業計画の概要を記載した書類 

 ２ 事業の用に供する施設の配置図、写真及び付近の見取図 

 ３ 申請者が２に掲げる施設の所有権を有すること（所有権を有しない場合に 

は、使用する権限を有すること。）を証する書類 

 ４ 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本又は申 

請者が個人である場合には、住民票の写し 

 ５ 申請者が法第７条第５項第４号イからヌまでに該当しない旨を記載した書 

  類 

 ６ 事業を的確に行うに足りる技術的能力を説明する書類 

 ７ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 

 ８ 申請者が法人である場合には、直前の事業年度における貸借対照表、損益 

計算書並びに市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類又は申請 

者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前の年における市町村 

民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 

 ９ 履歴書（法人にあっては、役員） 

10 従業員名簿 

11 収集・運搬車両の車庫の写真及び付近の見取図 

12 収集・運搬車両の写真（斜め前及び斜め後ろ）及び車検証の写し 

13 その他理事会が必要と認める書類 

（注）  許可の更新を申請する場合は、上記の書類及び図面のうち５、６、８、 

12及び13以外のものは、その内容に変更がない限り、添付を要しない。 

  



様式第２号（第５条関係） 

浄化槽清掃業許可・許可更新申請書 

年  月  日

河北郡市広域事務組合理事長       様 

  

住所 

氏名         ㊞ 

法人にあっては、名称及び

代表者氏名 

浄化槽法第35条第１項の規定により、浄化槽清掃業の 
許 可 

許可の更新 
を受けた 

いので申請します。 

事業所の所在地及び名称  

事 業 の 範 囲  

使用する車両、器材の 

種 類 及 び 数 量 

 

 

収 集 ・ 運 搬 の 料 金  

事業開始予定年月日 

（許可の更新を申請する 

場合は、記入不要） 

 

 

 

  



 

添付書類及び図面 

 １ 事業計画の概要を記載した書類 

 ２ 事業の用に供する施設の配置図、写真及び付近の見取図 

 ３ 申請者が２に掲げる施設の所有権を有すること（所有権を有しない場合に 

は、使用する権限を有すること。）を証する書類 

 ４ 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本又は申 

請者が個人である場合には、住民票の写し 

 ５ 申請者が法第36条第２号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類 

 ６ 事業を的確に行うに足りる技術的能力を説明する書類 

 ７ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 

 ８ 申請者が法人である場合には、直前の事業年度における貸借対照表、損益 

計算書並びに市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類又は申請 

者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前の年における市町村 

民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 

 ９ 履歴書（法人にあっては、役員） 

10 従業員名簿 

11 収集・運搬車両の車庫の写真及び付近の見取図 

12 収集・運搬車両の写真（斜め前及び斜め後ろ）及び車検証の写し 

13 その他理事会が必要と認める書類 

（注）  許可の更新を申請する場合は、上記の書類及び図面のうち５、６、８、 

12及び13以外のものは、その内容に変更がない限り、添付を要しない。 

 

  



様式第３号（第５条関係） 

一般廃棄物収集運搬業の事業範囲変更 

許可申請書 

年  月  日

河北郡市広域事務組合理事長       様 

  

住所 

氏名         ㊞

法人にあっては、名称及び

代表者氏名 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の２第１項の規定により、一般廃棄物

収集運搬業の事業の範囲の変更の許可を受けたいので申請します。 

許 可 年 月 日 年  月  日 許可番号  

変 更 事 項  

変 更 前  

変 

更 

内 

容 

変 更 後  

変 更 理 由  

変 更 予 定 年 月 日 年   月   日 

  



 

添付書類及び図面 

 １ 変更後の事業計画の概要を記載した書類 

 ２ 変更に係る事業の用に供する施設の配置図、写真及び付近の見取図 

 ３ 申請者が２に掲げる施設の所有権を有すること（所有権を有しない場合に 

は、使用する権限を有すること。）を証する書類 

 ４ 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本又は申 

請者が個人である場合には、住民票の写し 

 ５ 申請者が法第７条第５項第４号イからヌまでに該当しない旨を記載した書 

  類 

 ６ 変更に係る事業を的確に行うに足りる技術的能力を説明する書類 

 ７ 変更に係る事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載 

した書類 

 ８ 申請者が法人である場合には、直前の事業年度における貸借対照表、損益 

計算書並びに市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類又は申請 

者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前の年における市町村 

民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 

 ９ 履歴書（法人にあっては、役員） 

10 従業員名簿 

11 収集・運搬車両の車庫の写真及び付近の見取図 

12 収集・運搬車両の写真（斜め前及び斜め後ろ）及び車検証の写し 

13 その他理事会が必要と認める書類 

 

 

  



様式第４号（第６条関係） 

河広発許第    号

年  月  日

一般廃棄物収集運搬業許可証 

住 所  

氏 名          様  

河北郡市広域事務組合理事長       ㊞

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項の許可を受けた者であることを

証します。 

許 可 年 月 日   年  月  日 許可番号  

事業所の所在地 

及 び 名 称 
 

事 業 の 範 囲  

許可の有効期限         年   月   日 

許可の更新・ 

更 新 の 状 況 
 

条 件  

備考 この処分に不服のある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して60日以内に、河北郡市広域事務組合理事会に対し異議申立てをす

ることができます。 

  



様式第５号（第６条関係） 

河広発許第    号

年  月  日

浄 化 槽 清 掃 業 許 可 証 

住 所  

氏 名          様  

河北郡市広域事務組合理事長       ㊞  

浄化槽法第３５条第１項の許可を受けた者であることを証します。 

許 可 年 月 日 年  月  日 許可番号  

事業所の所在地 

及 び 名 称 
 

事 業 の 範 囲  

許可の有効期限     年   月   日 

許可の更新・ 

更 新 の 状 況 
 

条 件  

備考 この処分に不服のある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して60日以内に、河北郡市広域事務組合理事会に対し異議申立てをす

ることができます。 

  



様式第６号（第６条関係） 

許 可 証 再 交 付 申 請 書 

年  月  日

河北郡市広域事務組合理事長       様  

  

住所 

氏名         ㊞

法人にあっては、名称及び

代表者氏名 

 

 

 

      の許可証を
亡失

したので、河北郡市広域事務組合廃棄物
損傷

の減量化及び適正処理等に関する規則第６条第２項の規定により、許可証の再交付

を申請します。 

許 可 年 月 日 年  月  日 許可番号  

亡失し、又は 

損傷した年月日 
    年   月   日 

亡失し、又は 
 

損傷した理由 

備考 損傷した場合にあっては、損傷した許可証を添付すること。 

  



様式第７号（第７条関係） 

一般廃棄物収集運搬業廃止・変更届出書 

年  月  日

河北郡市広域事務組合理事長       様  

  

住所 

氏名         ㊞

法人にあっては、名称及び

代表者氏名 

 

 

 

年  月  日付第  号で許可を受けた一般廃棄物収集運搬業に関す

る以下の事項について 
変更 

したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７
廃止 

条の２第３項の規定により、届け出ます。 

 新 旧 

廃止した事業又は変 

更した事項の内容 
          

廃 止 ・ 変 更 理 由  

備考 廃止の場合にあっては、許可証を添付すること。 

  



様式第８号（第７条関係） 

浄化槽清掃業変更届出書 

年  月  日

河北郡市広域事務組合理事長       様  

  

住所 

氏名         ㊞

法人にあっては、名称及び

代表者氏名 

 

 

 

年  月  日付第  号で許可を受けた浄化槽清掃業に関する以下の

事項について変更したので、浄化槽法第37条の規定により、届け出ます。 

 新 旧 

変更した事項の内容           

変 更 の 理 由  

備考  

  



様式第９号（第７条関係） 

浄化槽清掃業廃業等届出書 

年  月  日

河北郡市広域事務組合理事長       様  

  

住所 

氏名         ㊞

法人にあっては、名称及び

代表者氏名 

 

 

 

年   月   日付第  号で許可を受けた浄化槽清掃業に関する以下 

の事項について廃業したので、浄化槽法第38条の規定により、届け出ます。 

 新 旧 

廃 業 等 の 内 容           

廃 業 の 理 由  

備考 許可証を添付すること。 

  



様式第10号（第９条関係） 

一般廃棄物収集・運搬状況報告書（    年  月分） 

年  月  日

河北郡市広域事務組合理事長       様  

 住所 

氏名         ㊞ 

法人にあっては、名称及び 

代表者氏名 

 

 

 

河北郡市広域事務組合廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例第34条の規 

定により、次のとおり報告します。 

（単位：㎏）

廃棄物の種類 可 燃 物 不 燃 物 容 器 包 装

収集・運搬の内訳 (普通ごみ) (不燃ごみ) 廃 棄 物
資 源 ご み 合 計

区域内で収集した量      

組合の施設へ搬

入した量 
     

内 
訳 組合の施設外へ

搬入した量 
     

 

区域内で収集した容

器包装廃棄物、資源

ごみ 

ア

ル

ミ 

ス
チ
ー
ル 

び

ん

類 

古

紙

類 

金

属

類 

廃
食
用
油 

そ

の

他 

合 
 

計 

組合の施設へ搬

入した量 
        

内 

訳 再生業者へ直接

搬入した量 
        

  



様式第11号（第９条関係） 

 

し尿及び浄化槽汚泥収集・運搬状況報告書 

（    年  月分） 

年  月  日

河北郡市広域事務組合理事長       様  

  

住所 

氏名         ㊞

法人にあっては、名称及び

代表者氏名 

 

 

 

河北郡市広域事務組合廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例第34条の規定

により、つぎのとおり報告します。 

収 集 状 況 

区 分 

件 数 収 集 量 （kℓ） 

し 尿   

浄 化 槽 汚 泥   

合 計   

備 考  

 

  



○河北郡市ごみ処理等対策促進協議会規則 

 

制定 平成18年４月１日 規則第３号 

 

 （設置） 

第１条 廃棄物の減量化及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する総合的な

対策の促進を図るため、河北郡市ごみ処理等対策促進協議会（以下「協議会」と

いう。）を設置する。 

 （職務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、広く住民に普及、啓発するも

のとする。 

⑴ ごみの減量化の促進に関すること。 

⑵ リサイクル及び分別に関すること。 

⑶ ごみの適正な処理に関すること。 

⑷ 環境保全に関する教育及び学習に関すること。 

⑸ 廃棄物処理施設の運営に関すること。 

２ 協議会は、必要に応じて、その意見を理事会に具申するものとする。 

 （組織） 

第３条 協議会は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げるもののうちから理事長が委嘱又は任命する。 

⑴ 関係市町の住民 

⑵ 学識経験者 

⑶ 関係市町の廃棄物担当職員 

⑷ 河北郡市広域事務組合の職員 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 前項の規定に係わらず、委員は、任期満了後も、後任者が任命されるまでその

職務を行うものとする。 

３ 前条第２項第１号、第３号及び第４号に規定する者で当該職により委員に委嘱

又は任命された者が当該職を離れたときは、委員の職を失うものとする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 委員の３分の１以上が第２条第１項各号に掲げる事項について協議会の開催を

請求したときは、会長は、協議会を招集しなければならない。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

 （参考人） 



第７条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外のものに対し、参考人とし

て協議会の会議に出席を求め、意見を聞くことができる。 

 （協議会の事務局） 

第８条 協議会に、幹事を置く。 

２ 幹事は、河北郡市広域事務組合企画課長をもって充てる。 

３ 協議会の庶務は、河北郡市広域事務組合企画課において処理する。 

 （雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 



○河北郡市広域事務組合廃棄物処理施設設置条例 

 

制定 平成16年３月１日 条例第25号 

改正 平成17年３月２日 条例第４号 

   平成18年２月23日 条例第８号 

 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第１項の規定に基づき、河

北郡市広域事務組合の区域内における廃棄物を適正に処理するため廃棄物処理施

設（以下｢施設｣という。）を設置する。 

（名称、位置及び施設の種別） 

第２条 施設の名称、位置及び施設の種別は、次のとおりとする。 

名       称 位        置 施設の種別 

河北郡市浄化センター 河北郡津幡町字能瀬ナ73番地３ し尿処理 

河北郡市クリーンセンター 河北郡津幡町字領家西71番地１ ごみ処理 

河北郡市リサイクルプラザ 河北郡津幡町字領家ル９番地１
プラザ棟 

廃棄物再生利用施設 

河北郡市最終処分場 河北郡津幡町字莇谷ハ24番地 不燃物処分 

河北郡市灰埋立場 河北郡津幡町字莇谷ハ87番地 灰埋立処分 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は理事会が定める。 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（平成17年３月２日条例第４号） 

 この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

   附 則（平成18年２月23日条例第８号） 

 この条例は、平成18年４月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合廃棄物処理施設管理規則 

 

制定 平成18年４月１日 規則第１号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、河北郡市広域事務組合廃棄物処理施設設置条例（平成16年河

北郡市広域事務組合条例第25号。以下「施設設置条例」という。）第２条に定め

る施設（以下「施設」という。）の管理等に関し、必要な事項を定めることを目

的とする。 

（休業日及び使用時間） 

第２条 施設の使用に供しない日（以下「休業日」という。）及び使用時間は、別

表に定めるところによる。 

２ 施設の修理、清掃その他管理上支障があるときは、臨時に休業日を設けること

ができる。 

３ 理事会において必要があると認めるときは、休業日及び使用時間を変更するこ

とができる。 

（使用料の納入方法） 

第３条 河北郡市広域事務組合施設使用条例（平成16年河北郡市広域事務組合条例

第23号。以下「使用条例」という。）第８条の規定による使用料は、施設を使用

した際に納付しなければならない。 

２ 継続的に使用する者には、車輌登録カードを交付し、使用料を納入通知書によ

り納付することができる。 

（使用料の減免申請） 

第４条 使用条例第９条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、廃棄物

処理施設使用料減免申請書（様式第１号）を理事会に提出しなければならない。 

２ 減免を行う基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 関係市町住民の団体若しくは個人が、自然環境又は環境保全若しくは美化の

ための奉仕活動に伴って発生する一般廃棄物を処理するときであって、関係市

町を経由して申請するとき。 

 ⑵ 風水雪害又は火災等によって大量に発生する一般廃棄物を処理するときであ

って、関係市町を経由して申請するとき。 

 ⑶ その他理事会が認めるとき。 

（委任） 

第５条 施設設置条例第２条に定める河北郡市リサイクルプラザのプラザ棟に関す

る事項については、別に定める。 

２ この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



別表（第２条関係） 

施設の名称 休業日 使用時間 

河北郡市浄化センター 

河北郡市最終処分場 

 

 

 

土曜日、日曜日及び国民の祝 

日に関する法律（昭和23年法 

律第178号）に規定する休日並

びに１月２日、１月３日及び 

12月29日から12月31日まで 

午前８時30分から午後

４時まで 

 

 

 

河北郡市クリーンセンター 

河北郡市リサイクルプラザ 

（プラザ棟を除く。） 

 

 

 

日曜日及び国民の祝日に関す 

る法律(昭和23年法律第178号)

に規定する休日並びに１月２ 

日、１月３日及び12月31日 

 

 

午前８時30分から午後

４時まで、ただし、土

曜日は午前８時30分か

ら午後３時まで、12月

30日は午前８時30分か

ら午後０時まで 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

廃棄物処理施設使用料減免申請書 
 

 

申請日：   年  月  日 

 

 

河北郡市広域事務組合理事長 

 

 

申請者住所 

氏名（団体名） 

 

 

次のとおり、施設使用料の減免を申請します。 

１ 使 用 日 時 
自    年   月   日 午前・午後   時   分

至    年   月   日 午前・午後   時   分

２ 使 用 施 設 
□ 河北郡市浄化センター  □ 河北郡市クリーンセンター

□ 河北郡市リサイクルプラザ  □ 河北郡市最終処分場 

３ 廃棄物の内容 

（できるだけ詳しく記入してください。） 

 

 

４ 減免の理由 

□ 自然環境又は環境保全若しくは美化のための奉仕活動 

（活動場所：                   ）

□ 風水雪害又は火災等その他の災害 

（災地：                     ）

□ その他 [                     ] 

１ 自己搬入 

２ 許可業者搬入

最大積載量   トン車   台   回 

その他車輌(     )   台   回 ５ 運 搬 方 法 

業  者  名  

《経由市町合議欄》 

 

 

 

 

備考 

１ 上記太線内を記入すること。 

２ 申請者は、本申請書を関係市町廃棄物担当課へ提出し、

同課の合議を経た後組合へ申請すること。 

３ 搬入の際は、組合の関係条例、規則等を遵守すること。 

 



○河北郡市広域事務組合一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格 

に関する基準を定める条例 

 

制定 平成25年２月27日 条例第１号 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）

第21条第３項の市町村が第６条の２第１項の規定により一般廃棄物を処分するために

設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の基準は、次のいずれかの資格を有す

る者とする。 

⑴ 技術士法（昭和58年法律第25号）第２条第１項に規定する技術士（化学部門、

水道部門又は衛生工学部門に係る第２次試験に合格した者に限る。） 

⑵ 技術士法第２条第１項に規定する技術士（前号に該当する者を除く。）であっ

て、１年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

⑶ ２年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 

⑷ 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。第５号において同じ。）又は旧大

学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学（旧

大学令に基づく大学にあっては、土木工学。第５号において同じ。）若しくは化

学工学に関する科目を修めて卒業した後、２年以上廃棄物の処理に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者 

⑸ 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学

若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目

以外の科目を修めて卒業した後、３年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者 

⑹ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく

専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生

工学（旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。第７号において同

じ。）若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、４年以上廃棄物の処

理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

⑺ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく

専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生

工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、５年以上廃

棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

⑻ 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和18

年勅令第36号）に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当

する学科を修めて卒業した後、６年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者 

⑼ 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく

中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目

を修めて卒業した後、７年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%94%aa%96%40%93%f1%8c%dc&REF_NAME=%8b%5a%8f%70%8e%6d%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%94%aa%96%40%93%f1%8c%dc&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%94%aa%96%40%93%f1%8c%dc&REF_NAME=%8b%5a%8f%70%8e%6d%96%40%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%98%5a%90%ad%8e%4f%81%5a%81%5a&REF_NAME=%97%df%91%e6%8e%4f%8f%5c%98%5a%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000801700000001000000036000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000801700000001000000036000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000801700000001000000036000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=


⑽  10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

⑾  第３号から前号までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者 

   附 則 

 この条例は、平成25年４月１日から施行する。 



○プラザ棟に関する規則 

 

制定 平成18年４月１日 規則第２号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、河北郡市広域事務組合廃棄物処理施設設置条例（平成16年河

北郡市広域事務組合条例第25号）第２条に定める河北郡市リサイクルプラザのプ

ラザ棟（以下「プラザ棟」という。）に関し、必要な事項を定めることを目的と

する。 

（事業） 

第２条 プラザ棟は、次に掲げる事業を行う。 

 ⑴ 廃棄物の減量及び有効利用等に関する情報その他の環境の保全に関する情報

の収集及び提供に関すること。 

 ⑵ 廃棄物の減量及び資源の再利用に係る活動その他の環境の保全に関する活動

に関すること。 

 ⑶ 不用品の再生、補修並びに展示及び提供に関すること。 

 ⑷ 廃棄物の有効利用に係る体験学習に関すること。 

 ⑸ 住民への施設及び設備の提供に関すること。 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、理事会が特に必要と認めること。 

（愛称） 

第３条 プラザ棟の愛称は、「エコみらい河北」とする。 

（休業日及び使用時間） 

第４条 プラザ棟の使用に供しない日（以下「休業日」という。）は、次のとおり

とする。 

⑴ 月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定す

る休日（以下「休日」という。）にあたる場合は、その日以後で最も近い休日

でない日。） 

⑵ １月１日から１月４日まで 

⑶ ５月３日から５月５日まで 

⑷ 12月28日から12月31日まで 

⑸ プラザ棟（プラザ棟に付随する設備を含む。）の修理、点検、清掃及び工事

等がある日 

⑹ その他理事会が必要と認めた日 

２ プラザ棟の使用時間は、午前８時30分から午後５時00分までとする。 

３ 理事会において必要があると認めるときは、休業日及び使用時間を変更するこ

とができる。 

（使用の許可及び申請） 

第５条 次に掲げるプラザ棟内の施設（施設に付随する設備、書籍、図面等を含む。

以下「施設」という。）を専用的に使用しようとする者は、あらかじめエコみら

い河北使用許可申請書（様式第１号）を提出し、理事会の許可を受けなければな

らない。 

 ⑴ 研修室 

 ⑵ 会議室１ 

 ⑶ 会議室２ 



 ⑷ キッチン 

 ⑸ 工作室 

２ 理事会は、前項の使用の許可の際、必要な条件を付けることができる。 

３ 第１項に規定にする申請の受付については、当該使用の初日の前２月から行う

ものとする。 

４ 前項に規定する申請の受付の日が休業日に当たるときは、その日の前の休業日

でない直近の日とする。 

 （使用期間） 

第６条 前条第１項に規定する施設を連続して使用することができる期間は、５日

を超えない範囲内とする。ただし、理事会が特に必要と認めるときは、この限り

でない。 

（使用許可の順序） 

第７条 使用許可の順序は、第５条第１項の規定に基づきなされた申請に対し、当

該申請の受付順序により行うものとする。 

（使用許可書の交付及び提示義務） 

第８条 理事会は、施設の使用を許可したときは、エコみらい河北使用許可書（様

式第２号。以下「使用許可書」という。）を交付する。 

２ 施設の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、施設を使用する

ときは、使用許可書を携帯し、職員から要求があったときは、これを提示しなけ

ればならない。 

（使用許可の変更等） 

第９条 使用者は、許可を受けた事項を変更し、若しくは取消しをするときは、エ

コみらい河北使用許可変更（取消）申請書（様式第３号）に使用許可書を添付し

て、遅滞なく理事会に提出しなければならない。 

２ 理事会は、前項の申請があった場合において、使用の変更を許可したときは、

プラザ棟使用変更許可書（様式第４号）を交付するものとする。 

（使用の不許可等） 

第10条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、プラザ棟の使用を拒み、

又は第５条第１項並びに第９条第１項の許可をせず、若しくは既にした許可を取

消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。 

 ⑴ 河北郡市広域事務組合施設使用条例（平成16年河北郡市広域事務組合条例第

23号。以下「条例」という。）又は本規則等に違反したとき。 

⑵ 偽りその他不正の手段により使用の申請をし、又は許可を受けたとき。 

 ⑶ 建物、設備等を損傷する恐れがあると認めるとき。 

 ⑷ 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認めるとき。 

⑸ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益にな

ると認めるとき。 

⑹ 使用の許可を受けた目的以外に使用し、若しくはその恐れがあると認めると

き。 

⑺ プラザ棟の管理上の指示又は指導に従わないとき。 

⑻ その他管理上支障があると認めるとき。 

２ 前項の措置により使用者に損害があっても、本組合は、その責を負わない。 

（特別設備） 

第11条 使用者は、施設に特別な設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、



理事会が特に認めたときはこの限りでない。 

２ 使用者が使用に際し特別の設備をし、又は変更を加えるときは、あらかじめ理

事会の承認を得なければならない。 

３ 前項の設備は、使用を終えたとき又は第10条の規定により使用の取消し等を受

けたときは、自己の費用をもって直ちに原状に復さなければならない。 

 （入館者及び使用者の遵守事項） 

第12条 プラザ棟に入館する者（以下「入館者」という。）及び使用者は、条例に

定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ リサイクルプラザの原状を損傷し、又は変更しないこと。 

 ⑵ 風紀・秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。 

 ⑶ 火災予防の責任を負い、危険を引きおこすおそれがある行為をしないこと。 

 ⑷ 他人に危害を及ぼし、他人の迷惑となる物品を携帯しないこと。 

 ⑸ 物品販売等営利を目的とした活動を行わないこと。 

 ⑹ 動物類（身体障害者補助犬法（平成14年法律第49号）に規定する身体障害者

補助犬を除く。）を携帯しないこと。 

 ⑺ 職員の指示に従うこと。 

 （使用権譲渡の禁止） 

第13条 使用者は、理事会の許可を受けないで使用権を第三者に譲渡し、若しくは

転貸してはならない。 

（原状回復の義務） 

第14条 使用者は、その使用が終わったとき又は第10条に規定により使用の取消し

等を受けたときは、自己の費用をもって原状に回復しなければならない。 

（職員の立入り） 

第15条 使用者は、職員が職務のため施設に立ち入るときは、これを拒むことがで

きない。 

（損害賠償の義務） 

第16条 入館者及び使用者は、プラザ棟の使用に際して施設、付属設備、図書、備

品等を損傷あるいは滅失したときは、エコみらい河北施設設備等損傷滅失届出書

（様式第５号）により速やかに理事会にその旨を報告し、これを自己の費用をも

って原状に復し、若しくは理事会の認定に基づきその損害を賠償しなければなら

ない。 

２ 前項に定める損害の賠償について、理事会は、特にやむをえないと認めるとき

は、その全部又は一部を免除することができる。 

（管理運営の委託） 

第17条 理事会は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に

基づき、プラザ棟の管理運営の一部又は全部を公共的団体に委託することができ

る。 

（委任） 

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 



様式第１号（第５条関係） 

エコみらい河北使用許可申請書 

    年  月  日

 

 

河北郡市広域事務組合理事長 

 

 

申請者住所 

申請者名（団体名） 

（代表者氏名）       ㊞

電話番号（    ）   －     

 

 

 次のとおり使用したいので、許可されるよう申請いたします。 

使 用 目 的  

使 用 日 時 
自    年  月  日（ 曜日）午前・午後  時  分から 

至    年  月  日（ 曜日）午前・午後  時  分まで 

使 用 施 設 
□ 研修室     □ 会議室１    □ 会議室２ 

□ キッチン    □ 工作室 

使用責任者 
（氏名） 

（電話）（   ）   －     
入場予定人数     名 

特 記 事 項  

 

 

 

※組合記入欄（申請者は記入しないこと。） 

事務局長 企画課長 プラザ館長 担 当 者 合  議 
決
裁
欄 

     

☐ 許可する。 

  許可番号：プ棟使用許可第  号 

☐ 許可しない。  

理由：規則第１０条第  号の規定に該当すると認めるため。 



様式第２号（第８条関係） 

プ棟使用許可第   号 

年  月  日 

 

エコみらい河北使用許可書 
 

 申請者名（団体名） 

（代表者氏名）       様 

 

河北郡市広域事務組合理事長       ㊞ 

 

     年  月  日付で提出された使用許可申請について、次のとおり許可

します。 

使 用 目 的  

使 用 日 時 
自    年  月  日（ 曜日）午前・午後  時  分から 

至    年  月  日（ 曜日）午前・午後  時  分まで 

使 用 施 設 
□ 研修室     □ 会議室１    □ 会議室２ 

□ キッチン    □ 工作室 

使用責任者 
（氏名） 

（電話）（    ）  －     
入場予定人数     名 

特 記 事 項  

付 帯 条 件  

注意事項 

１．使用当日は、この許可書を提示すること。 

２．許可書に記載した目的以外に使用しないこと。 

３．準備及び後始末は使用時間内に行い、清掃及び使用した備品等を所定の場所

に返納すること。 

４．公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。 

５．物品の販売等営利を目的とした活動を行わないこと。 

６．施設の設備等を損傷、毀損又は滅失したときは、直ちにその旨を報告し、そ

の損害を賠償すること。 

７．危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を持ち込まないこと。 

８．指定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。 

９．職員が、職務上施設内に立ち入ることを拒まないこと。 

10．施設等の使用に関し、職員の指示に従うこと。 

11．使用許可を変更し、又は取消すときは、速やかに所定の手続きを行うこと。



様式第３号（第９条関係） 

エコみらい河北使用変更（取消）許可申請書 

年  月  日

 

 

 河北郡市広域事務組合理事長 

 

 

申請者住所 

申請者名（団体名） 

（代表者氏名）       ㊞

電話番号（    ）   －     

 

 

エコみらい河北の使用変更（取消）の申請をいたします。 

使用許可番号 プ棟使用許可第   号   （     年  月  日許可）

変更・取消し 

の 理 由 
 

変更前 変更後 

変 更 の 内 容 
  

添 付 書 類 エコみらい河北使用許可書又はエコみらい河北使用変更許可書 

 

 

 

※組合記入欄（申請者は記入しないこと。） 

事務局長 企画課長 プラザ館長 担 当 者 合  議 
決
裁
欄 

     

☐ 許可する。 

  許可番号：プ棟使用許可第  号－ 

☐ 許可しない。  

理由：規則第１０条第  号の規定に該当すると認めるため。 



様式第４号（第９条関係） 

プ棟使用許可第   号－   

年  月  日 

 

 

エコみらい河北使用変更許可書 
 

 

 申請者名（団体名） 

（代表者氏名）       様 

 

 

河北郡市広域事務組合理事長       ㊞ 

 

 

     年  月  日付で提出された使用変更許可申請について、次のとおり

許可します。 

変 更 の 理 由  

変更前 変更後 

変 更 の 内 容 
  

付 帯 条 件  

添 付 書 類 変更前使用許可書の写し 

注意事項 

１．使用当日は、この許可書を提示すること。 

２．許可書に記載した目的以外に使用しないこと。 

３．準備及び後始末は使用時間内に行い、清掃及び使用した備品等を所定の場所

に返納すること。 

４．公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。 

５．物品の販売等営利を目的とした活動を行わないこと。 

６．施設の設備等を損傷、毀損又は滅失したときは、直ちにその旨を報告し、そ

の損害を賠償すること。 

７．危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を持ち込まないこと。 

８．指定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。 

９．職員が、職務上施設内に立ち入ることを拒まないこと。 

10．施設等の使用に関し、職員の指示に従うこと。 

11．使用許可を変更し、又は取消すときは、速やかに所定の手続きを行うこと。 



様式第５号（第16条関係） 

エコみらい河北施設設備等損傷滅失届出書 
 

 

年  月  日

 

 

 河北郡市広域事務組合理事長 

 

 

申請者住所 

申請者名（団体名） 

（代表者氏名）       ㊞

電話番号（    ）   －     

 

 

次のとおり、施設設備等を損傷・滅失させたので報告します。 

なお、プラザ棟に関する規則第16条の規定を遵守し、損傷・滅失した施設設備等

については、自己の費用をもって原状に復し、若しくはその損害を賠償します。 

損傷・滅失した施 

設設備等 
 

損傷・滅失の原因 

及び程度 
 

損傷・滅失年月日     年  月  日 

住所： 
損傷・滅失者 

氏名： 

賠償金額           円 

備考  

 



○河北郡市広域事務組合斎場設置及び管理条例 

    

制定 平成20年９月25日 条例第６号 

改正 平成26年11月26日 条例第２号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）及び地方

自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第１項の規定に基づき、火葬場の設置

及び管理について必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 火葬場を次のとおり設置する。 

名  称 位       置 

河北斎場 河北郡内灘町字西荒屋へ71番地１ 

（使用許可） 

第３条 河北斎場（以下「斎場」という。）を使用しようとする者は、理事会の許可

を受けなければならない。 

（斎場使用の順序） 

第４条 斎場の使用は、ひつぎの到着順による。 

（死体の処理） 

第５条 火葬は死体を理事会に委託し、その遺骨は理事会の指定する時刻までに処

理しなければならない。 

２ 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、理事会がこれを

処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立て

ることができない。 

（使用料） 

第６条 第３条の規定により、使用の許可を受けた者は、別表に定めるところによ

り使用料を納付しなければならない。 

（使用料の減免） 

第７条 理事会は、関係市町の住民で貧困その他特別の理由によりその必要がある

と認めるものに対しては、関係市町長の意見を聴き、使用料の全部又は一部を免

除することができる。 

（使用料の返還） 

第８条 既納の使用料は、理事会において、特別の理由があると認める場合のほか

返還しない。 

（規則への委任） 

第９条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成20年10月１日から施行する。 

附 則（平成26年11月26日条例第２号） 

 この条例は、平成27年４月１日から施行する。



別表（第６条関係） 

区              分 関 係 市 町 関係市町以外 

火

葬

炉 

遺 体 １ 体 18,000円 54,000円 

胎 児 １ 体 5,500円 16,500円 

死 体 の 一 部 １ 個 2,900円 8,700円 

汚 物 炉 １ 件 6,000円 18,000円 

小

動

物

炉 

大 型 （ 1 0 ㎏ 以 上 ） １ 匹 5,000円 15,000円 

小 型 （ 1 0 ㎏ 未 満 ） １ 匹 3,000円 9,000円 

待

合

室 

6 0 畳 和 室 ２ 時 間 6,000円 12,000円 

4 0 畳 和 室 ２ 時 間 4,000円 8,000円 

2 4 . 5 畳 和 室 

洋 室 、 和 洋 折 衷 室 
２ 時 間 3,000円 6,000円 

法 要 室 １ 回 4,000円 8,000円 

僧 侶 控 室 １ 回 2,000円 4,000円 

霊

安

室 

2 4 時 間 ま で １ 体 5,000円 10,000円 

2 4 時 間 を 超 え た 場 合 

2 4 時 間 ご と に 
１ 体 2,500円 5,000円 

 備考 

 １ この表の関係市町欄に定める金額は、次に掲げる場合に適用する。 

  ⑴ 遺 体 当該申請者（喪主）又は死亡者がその死亡の時において、関係市

町に住所を有する場合 

  ⑵ 胎 児 当該胎児の父又は母が関係市町に住所を有する場合 

  ⑶ 小動物 当該小動物の所有者が関係市町に住所を有する場合 

  ⑷ その他 当該申請者（喪主）又は死亡者がその死亡の時において、関係市

町に住所を有する場合 

 ２ この表の関係市町以外欄に定める金額は、前項の場合以外の場合に適用する。 

 ３ 小動物炉を関係市町の公用で使用する場合、使用料は免除とする。 

 ４ 中陰の会食で待合室を使用する場合の使用時間は、火葬待合から含めて４時

間までとし、その使用料に 5,000円を加算する。 



○河北郡市広域事務組合斎場設置及び管理条例施行規則 

 

制定 平成20年10月１日 規則第５号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、河北郡市広域事務組合斎場設置及び管理条例（平成20年河北

郡市広域事務組合条例第６号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

 （受付時間） 

第２条 斎場の窓口受付時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、理事

会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

 （火葬炉の受入時間） 

第３条 火葬炉の受入時間は、午前11時、午後１時及び午後３時とし、同時間３件

までとする。ただし、理事会は、必要があると認めるときは、これを変更するこ

とができる。 

 （待合棟の使用時間） 

第４条 待合棟の使用時間は、午前11時から午後７時までとする。ただし、理事会

は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

 （休業日） 

第５条 斎場の休業日は、次のとおりとする。ただし、理事会は、必要があると認

めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。 

休業日 友引の日（ただし、８月並びに１月２日及び12月31日を除く。）、１月

１日及び８月15日 

 （申請） 

第６条 条例第２条の規定により、斎場の使用の許可を受けようとする者は、次に

掲げる申請書により理事会に申請しなければならない。ただし、電話予約システ

ムにより、予約済となったものについては、第１号の火葬炉使用許可申請がなさ

れたものとみなす。 

 ⑴ 火葬炉を使用する場合 火葬炉使用許可申請書（様式第１号） 

 ⑵ 待合室及び法要室を使用する場合 待合室及び法要室使用許可申請書（様式

第２号） 

 ⑶ 霊安室を使用する場合 霊安室使用許可申請書（様式第３号） 

 ⑷ 小動物炉を使用する場合 小動物炉使用許可申請書（様式第４号） 

 （許可証） 

第７条 理事会は、斎場の使用を許可したときは、次に掲げる許可証を当該申請し

た者に交付する。 

 ⑴ 前条第１号の場合 火葬炉使用許可証（様式第５号） 

 ⑵ 前条第２号の場合 待合室及び法要室使用許可証（様式第６号） 

 ⑶ 前条第３号の場合 霊安室使用許可証（様式第７号） 

 ⑷ 前条第４号の場合 小動物炉使用許可証（様式第８号） 

 （使用料の免除） 

第８条 条例第６条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、斎場使用料

免除申請書（様式第９号）により、理事会に申請しなければならない。 

２ 理事会は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査のうえ、



免除の可否を決定し、斎場使用料免除決定通知書（様式第10号）により、その旨

を当該申請をした者に通知するものとする。 

 （納品等の販売価格） 

第９条 斎場で販売する物品及び飲食物等の販売価格は、理事会が別に定める。 

 （小動物の焼骨） 

第10条 小動物の焼骨の引渡しはしない。 

 （遵守事項） 

第11条 使用者及び入場者は、斎場の使用に当たり、次に掲げる事項を守らなけれ

ばならない。 

 ⑴ 施設又は備品等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。 

 ⑵ 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。 

 ⑶ 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

 ⑷ 火葬炉を損傷するおそれのある危険物、金属類等の不燃物、プラスチック類

等焼却の際高熱を発する物、果物類又は書籍類を入れたひつぎを持ち込まない

こと。 

 （その他） 

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。



様式第１号（第６条関係） 

火 葬 炉 使 用 許 可 申 請 書 

死亡者 

(父母) 
の住所  

死亡者の氏名  
出 生

年月日
  年  月  日 

性 

別 
男・女

(父母の氏名) (父)        (母)        
性

別

男・女 

不 詳 

妊娠 

期間 
月

火 葬 場 所 河北郡市広域事務組合斎場 

火葬の年月日時     年   月   日 午
前

後
時   分 

住   所  申

請

者 氏   名 ㊞ 
死 亡 者 

との続柄 

 

上記のとおり申請します。 

 

年  月  日  

 

河北郡市広域事務組合 

 理事長       様



様式第２号（第６条関係） 

待合室及び法要室使用許可申請書 

使 用 施 設 
60畳和室   40畳和室   24.5畳和室   洋 室 

和洋折衷室  法要室    僧侶控室 

    年  月  日 

使 用 年 月 日 午前 

午後 
  時  分から 

午前 

午後 
  時  分まで 

住   所  申

請

者 氏   名  

上記のとおり申請します。 

 

年  月  日  

 

河北郡市広域事務組合 

理事長       様 



様式第３号（第６条関係） 

霊 安 室 使 用 許 可 申 請 書 

    年  月  日から    年  月  日まで 

使 用 年 月 日 午前 

午後 
  時  分から 

午前 

午後 
  時  分まで 

死亡者の氏名  

住   所  申

請

者 氏   名  

（注）埋火葬許可証（写し）を添付すること。 

上記のとおり申請します。 

 

年  月  日  

 

河北郡市広域事務組合 

 理事長       様 



様式第４号（第６条関係） 

小 動 物 炉 使 用 許 可 申 請 書 

動 物 の 種 類  体  重     ㎏

所在者の住所  

所在者の氏名  

住   所  申

請

者 氏   名  
所 有 者 

との続柄 
 

上記のとおり申請します。 

 

年  月  日  

 

河北郡市広域事務組合 

 理事長       様 



様式第５号（第７条関係） 

火 葬 炉 使 用 許 可 証 

死亡者 

(父母) 
の住所  

死亡者の氏名  
出 生

年月日
  年  月  日 

性 

別 
男・女

(父母の氏名) (父)        (母)        
性

別

男・女 

不 詳 

妊娠 

期間 
月

火 葬 場 所 河北郡市広域事務組合斎場 

火葬の年月日時     年   月   日 午
前

後
時   分 

住   所  申

請

者 氏   名  
死 亡 者 

との続柄 

 

上記のとおり許可します。 

 

     年  月  日 

 

河北郡市広域事務組合    

理事長       □印  



様式第６号（第７条関係） 

待合室及び法要室使用許可証 

使 用 施 設 
60畳和室   40畳和室   24.5畳和室   洋 室 

和洋折衷室  法要室    僧侶控室 

    年  月  日 

使 用 年 月 日 午前 

午後 
  時  分から 

午前 

午後 
  時  分まで 

住   所  申

請

者 氏   名  

上記のとおり許可します。 

 

     年  月  日 

 

河北郡市広域事務組合    

理事長       □印  



様式第７号（第７条関係） 

霊 安 室 使 用 許 可 証 

    年  月  日から    年  月  日まで 

使 用 年 月 日 午前 

午後 
  時  分から 

午前 

午後 
  時  分まで 

死亡者の氏名  

住   所  申

請

者 氏   名  
死 亡 者 

との続柄 
 

上記のとおり許可します。 

 

     年  月  日 

 

河北郡市広域事務組合    

理事長       □印  



様式第８号（第７条関係） 

小 動 物 炉 使 用 許 可 証 

動 物 の 種 類  体重     ㎏

所在者の住所  

所在者の氏名  

住   所  申

請

者 氏   名  
所 有 者 

との続柄 
 

上記のとおり許可します。 

 

     年  月  日 

 

河北郡市広域事務組合    

理事長       □印  



様式第９号（第８条関係） 

斎 場 使 用 料 減 免 申 請 書 

死亡者 

(父母) 
の住所  

死亡者の氏名  
出 生

年月日
  年  月  日 

性 

別 
男・女

(父母の氏名) (父)        (母)        
性

別

男・女 

不 詳 

妊娠 

期間 
月

使 用 施 設  

住   所  申

請

者 氏   名 ㊞ 
死 亡 者 

との続柄 

 

減 免 申 請 

の 理 由 
 

上記のとおり斎場の使用料の免除を受けたいので、申請します。 

 

年  月  日  

 

河北郡市広域事務組合 

 理事長       様



様式第10号（第８条関係） 

 

 

第   号 

  年  月  日 

 

 

斎場（火葬炉・待合室・霊安室）使用料免除決定通知書 

 

 

 住 所 

 氏 名       様 

 

 

河北郡市広域事務組合    

理事長       □印   

 

     年  月  日付けで申請のあった河北斎場（火葬炉・待合室・霊安

室）使用料の減免については、次のとおり決定したので、通知します。 

 

１ 免除可 

 

２ 免除否 

 （理由） 



○河北郡市広域事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境 

影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 

 

改正 平成16年３月１日 条例第26号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。

以下「法」という。）第９条の３第２項（同条第８項により準用する場合を含む。

以下同じ。）の規定に基づき、同条第１項に規定する一般廃棄物処理施設の設置

に係る届出及び同条第７項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際

し、理事会が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査（以下

「生活環境影響調査」という。）の結果及び法第８条第２項第２号から第９号ま

でに掲げる事項を記載した書類（以下「報告書等」という。）の縦覧手続並びに

生活環境の保全上の見地からの意見書（以下「意見書」という。）の提出の方法

を定めることにより、設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全

上の見地からの意見書を提出する機会を付与することを目的とする。 

 （対象となる施設の種類） 

第２条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施

設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）第５条

第１項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第２項に規定する一般廃

棄物の最終処分場（以下「施設」という。）とする。 

 （縦覧の告示） 

第３条 理事会は、法第９条の３第２項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供し

ようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所（以下｢縦覧の場所」という。）、

期間（以下「縦覧の期間」という。）のほか、次の各号に掲げる事項を告示する

ものとする。 

 ⑴ 施設の名称 

 ⑵ 施設の設置の場所 

 ⑶ 施設の種類 

 ⑷ 施設において処理する一般廃棄物の種類 

⑸ 施設の能力（施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供さ

れる場所の面積及び埋立容量） 

 ⑹ 実施した生活環境影響調査の項目 

 （縦覧の場所及び期間） 

第４条 縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。 

 ⑴ 河北郡市広域事務組合事務局庶務課 

 ⑵ 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、理事会が指定する場所 

 ⑶ 前各号に掲げるもののほか、理事会が必要と認める場所 

２ 縦覧の期間は、告示の日から１月間とする。 

 （意見書の提出先等の告示）  

第５条 理事会は、法第９条の３第２項の規定により施設の設置又は変更に関し利

害関係を有する者は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる旨、意見

書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。 

 （意見書の提出先及び提出期限） 



第６条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。 

 ⑴ 河北郡市広域事務組合事務局庶務課 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、理事会が必要と認める場所 

２ 前条の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を

有する者は、第４条第２項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過

する日までに、理事会に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することが

できる。 

 （環境影響評価との関係） 

第７条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法（平成９年法律第81号）に基

づく環境影響評価（生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。）に

係る告示、縦覧等の手続を経たものは、第３条、第４条、第５条及び第６条に定

める手続を経たものとみなす。 

 （他の市町村との協議） 

第８条 理事会は、施設の設置に関する区域が、次の各号の一に該当するときは、

当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における

縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。 

⑴ 施設を他の市町村の区域に設置するとき。 

 ⑵ 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。 

 ⑶ 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、河北郡市

広域事務組合の区域に属しない地域が含まれているとき。 

 （委任） 

第９条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、

規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成16年３月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境 

影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則 

 

改正 平成16年３月１日 規則第11号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、河北郡市広域事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る

生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例（平成16年河北郡市広域事務

組合条例第26号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるも

のとする。 

 （用語） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

 （縦覧の期間等） 

第３条 条例第４条第２号の規定による縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民

の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日並びに１月２日から

同月４日まで及び12月28日から同月31日までの日は、休日とする。 

２ 縦覧の時間は、午前９時00分から午後４時00分までとする。 

 （縦覧の手続） 

第４条 条例第３条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者

（以下「縦覧者」という。）は、縦覧申込書に必要な事項を記入しなければなら

ない。 

 （縦覧者の遵守事項） 

第５条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。 

 ⑵ 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。 

 ⑶ 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。 

 ⑷ 係員の指示があった場合には、それに従うこと。 

２ 理事会は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止すること

ができる。 

（住民の意見書の記載事項） 

第６条 条例第６条第２項の意見書には、次の各号に掲げる事項をすべて記載しな

ければならない。 

⑴ 氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所

又は事業所の所在地） 

 ⑵ 施設の名称 

⑶ 生活環境の保全上の見地からの意見 

   附 則 

 この規則は、平成16年３月１日から施行する。 



○河北郡市広域事務組合工事請負業者選考委員会規則 

 

制定 平成16年３月１日 規則第12号 

改正 平成17年４月１日 規則第９号 

平成20年４月１日 規則第４号 

 

第１条 河北郡市広域事務組合建設工事（以下「工事」という。）の適正なる施工を

図るため、河北郡市広域事務組合工事請負業者選考委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

第２条 工事を請負させようとするときは、主管課長及び所長は、委員会に対して請

負候補者の選定を求めなければならない。ただし、その軽易なるものについては、

省略することができる。 

第３条 委員会は、工事請負候補者の選定について審議する。 

２ 工事請負候補者の選定は、審査を受けた者の中から適当な者を選定しなければな

らない。 

第４条 委員会は、次の者をもって構成する。 

  局長、次長、課長、所長、室長 

第５条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選とする。 

２ 委員長は、委員会の会務を処理し会議の議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

第６条 委員会は必要に応じ、委員長が招集する。 

第７条 委員会の庶務は第３条第１項に関する事項については庶務課が、同条第２項

に関する事項については、当該工事の主管課がそれぞれ処理するものとする。 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が定め

る。 

   附 則 

 この規則は、平成16年３月１日から施行する。 

   附 則（平成17年４月１日規則第９号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成20年４月１日規則第４号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 



○石川北部アール・ディ・エフ広域処理組合規約 

 

制定 平成12年５月15日石川県知事許可 

改正 平成14年12月９日届出      

平成16年２月27日石川県知事許可 

平成17年10月３日石川県知事許可 

平成18年１月31日石川県知事許可 

平成19年３月26日石川県知事許可 

平成20年６月１日石川県知事許可 

平成22年２月10日石川県知事許可 

平成23年３月10日届出      

平成25年３月28日石川県知事許可 

 

 （組合の名称） 

第１条 この組合は、石川北部アール・ディ・エフ広域処理組合（以下「組合」とい

う。）という。 

 （組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、河北郡市広域事務組合、輪島市穴水町環境衛生施設組合、羽咋郡市

広域圏事務組合、奥能登クリーン組合並びに七尾市及び中能登町（以下これらを「関

係団体」という。）をもって組織する。 

 （組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）に基

づき、関係団体が製造するごみ固形燃料を焼却する施設等の設置及び管理運営に関

する事務を共同で処理する。 

（組合の事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、羽咋郡志賀町矢駄11字103番地に置く。 

 （組合の議会） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は、18人とし、その

選出区分は、次のとおりとする。 

  河北郡市広域事務組合       ４人 

  輪島市穴水町環境衛生施設組合   ３人 

  羽咋郡市広域圏事務組合      ４人 

  奥能登クリーン組合        ３人 

  七尾市              ３人 

  中能登町             １人 

２ 組合議員は、関係団体の議会において、その議会の議員のうちから選出する。 

３ 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員を選出した関係団体の議会は、直

ちに補充しなければならない。 

（組合議員の任期） 

第６条 組合議員の任期は、関係団体の議員としての任期による。 

（議長及び副議長） 

第７条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長１人を選出する。 

２ 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。 

 （組合の執行機関） 



第８条 組合に、組合長、副組合長及び理事を置く。 

２ 組合長は、関係団体を構成する市町の長のうちから互選する。 

３ 副組合長は、ごみ固形燃料化施設を設置する関係団体の長のうちから組合長以外

の者をもって充て、定数は、５人以内とする。 

４ 理事は、関係団体を構成する市町の長のうちから組合長及び副組合長以外の者を

もって充て、定数は、７人以内とする。 

５ 組合長、副組合長及び理事の任期は、関係団体を構成する市町の長としての任期

による。 

（会計管理者） 

第９条 組合の会計事務を処理するため、会計管理者を置く。 

２ 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから組合長が任命する。 

（監査委員） 

第10条 組合に、監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員の

うちから各１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては４年とし、

組合議員から選任された者にあっては組合議員の任期によるものとする。 

 （事務局） 

第11条 組合に、事務局を置く。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

３ 事務局長及び所要の職員は、組合長が任免する。 

４ 事務局職員の定数は、条例で定める。 

 （経費の支弁方法） 

第12条 組合の経費は、関係団体の負担金、手数料、寄附金、その他の収入をもって

充てる。 

２ 前項の関係団体の負担金は、別表の定めるところにより関係団体が負担する。 

３ 第１項の関係団体の負担金は、関係団体の協議により、一の関係団体が他の関係

団体の負担金を負担することができるものとする。 

附 則 

 この規約は、石川県知事の許可の日から施行する。 

   附 則（平成14年12月９日届出） 

 この規約は、石川県知事に届出の日から施行する。 

附 則（平成16年２月27日石川県知事許可） 

この規約は、平成16年２月27日から施行する。 

附 則（平成17年10月３日石川県知事許可） 

 この規約は、平成17年10月３日から施行する。 

附 則（平成18年１月31日石川県知事許可） 

 この規約は、平成18年２月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月26日石川県知事許可） 

 この規約は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年６月１日石川県知事許可） 

 この規約は、平成20年６月１日から施行する。 

附 則（平成22年２月10日石川県知事許可） 

  規約第５条第１項の規定は、平成23年４月１日から施行する。 



附 則（平成23年３月10日届出） 

 この規約は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月28日石川県知事許可） 

 この規約は、平成25年４月１日から施行する。 

 

別表（第12条関係） 

経費区分 負 担 割 合 

建設費及び 

組合運営費 

基 本 割      ５％ 

処理人口割      45％ 

処理実績割      50％ 

維持管理費 処理実績割       100％ 

備 考 

 １ 基本割は、組合設立時に関係団体を構成していた24市町村で均等に負担するも

のとする。 

なお、関係団体の基本割は、組合設立時の構成市町村数を乗じたものとする。 

 ２ 建設費及び組合運営費に対する処理人口割は、平成21年度までは関係団体の

住民基本台帳人口（10月１日）とし、平成22年度以降は国勢調査結果に基づく、

10月１日の県推計人口とする。 

   処理実績割は搬入実績とするが、平成22年度以降は関係団体からの搬入見込

み量とし、各年度10月１日において実績に置き換えるものとする。 

   なお、予算編成に係る搬入見込み量は10月１日において、前年10月から当該

年度９月までの搬入実績量を充て、次年度の建設費及び組合運営費の負担割合

を補正する。 

 ３ 建設費及び組合運営費負担金にかかる精算は、平成29年度実績が確定したと

きに平成30年度に精算するものとする。 

   なお、輪島市穴水町環境衛生施設組合の処理実績割は、平成24年度において

１年間の搬入実績が確定することから、平成21年度から平成23年度分の推計量

を実績相当量に置き換え、平成25年度にその差額を精算するとともに、維持管

理費負担金についても平成25年度に精算するものとする。 
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